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はじめに 

 

 農林水産省農村振興局では、これまで地すべり防止施設の機能診断手法について、「地す

べり防止施設の機能保全の手引き」として「抑制工編（平成 25 年６月）」、「アンカー工編

（平成 27 年７月）」および「その他工種編（平成 28 年３月）」をそれぞれ公表してきた。 

 

 このたび、これまで公表してきた工種に加え、新たに排土工（切土法面保護工）を加え、

「地すべり防止施設の機能保全の手引き～統合版～」（以下、「本手引き」という）を作成

することにした。 

 本手引きでは、地すべり防止施設の各工種において、機能診断を中心とした維持管理に

おける基本的事項を説明しているほか、これまで個別に作成されていた点検様式や健全度

評価手法について統一化を図ることで、施設の効率的な点検や評価を行いやすくしている。 

 

 本手引きの活用によって、地すべり防止施設の計画的かつ実効的な維持管理の取り組み

を推進し、その結果として施設の適切なストックマネジメント及び地すべり防止区域の適

正な管理が図られることを望む。 

  



 

本手引きで扱う地すべり防止施設の工種 

地すべり防止施設の工種の分類 
既存の各機能保全の手引きでの

記述項目 
本手引きでの

記述箇所 
大分類 小分類 工種名 

抑制工編
アンカー 

工編 
その他 
工種編 

平成 25 年

６月 

平成 27 年

７月 

平成 28 年

３月 

抑制工 

地表水 

排除工 

承水路工 ○ — — 第Ⅱ編 

排水路工 ○ — — 第Ⅱ編 

浸透防止工 — — — － 

地下水 

排除工 

暗きょ工 — — ○ 第Ⅱ編 

明暗きょ工 — — ○ 第Ⅱ編 

深層暗きょ工 — — — － 

水抜きボーリング工 ○ — — 第Ⅲ編 

集水井工 ○ — — 第Ⅳ編 

排水トンネル工 — — — － 

侵食 

防止工 

渓流護岸工 — — ○ 第Ⅴ編 

堰堤工 — — ○ 第Ⅵ編 

渓流暗きょ工 — — — － 

河川付替工 — — — － 

海岸侵食防止工 — — — － 

湖岸侵食防止工 — — — － 

斜面 

改良工 

押え盛土工 — — ○ 第Ⅶ編 

 

排土工(切土法面保

護工を含む) 
— — ○ 第Ⅷ編 

抑止工 

擁壁工(枠工を含む) — — ○ 第Ⅸ編 

杭工 — — ○ 第Ⅹ編 

シャフト工 — — — － 

アンカー工 — ○ — 第Ⅺ編 

○：記述のある項目、—：記述のない項目 

 

 



目次 

 

＜Ⅰ 総論編＞ ----------------------------------------------   Ⅰ-1 

1 手引きの目的と活用方法 --------------------------------   Ⅰ-2 

1.1 目的 --------------------------------------------------   Ⅰ-2 

1.2 活用方法 ----------------------------------------------   Ⅰ-2 

1.3 適用範囲 ----------------------------------------------   Ⅰ-3 

1.4 地すべり防止施設の工種の分類 --------------------------   Ⅰ-4 

1.5 地すべり防止施設に求められる機能 ----------------------   Ⅰ-5 

1.6 運用上の課題と将来の展望 ------------------------------   Ⅰ-9 

2 地すべり防止施設の機能診断調査 ------------------------  Ⅰ-10 

2.1 機能診断の流れ ----------------------------------------  Ⅰ-10 

2.2 機能診断の各調査の概要 --------------------------------  Ⅰ-12 

2.3 基本情報調査（台帳整備と既往資料収集整理） ------------  Ⅰ-14 

2.4 日常管理（定期・臨時の巡視） --------------------------  Ⅰ-33 

2.5 概査（近接目視点検）と健全度評価 ----------------------  Ⅰ-51 

2.6 概査調査票を用いた健全度評価の解説 --------------------  Ⅰ-76 

2.7 詳細調査（定量的な測定等） ----------------------------  Ⅰ-80 

2.8 点検・調査の頻度と実施時期 ----------------------------  Ⅰ-80 

3 健全度の評価方法 --------------------------------------  Ⅰ-81 

3.1 健全度評価の基本方針 ----------------------------------  Ⅰ-81 

3.2 機能低下の状態の想定 ----------------------------------  Ⅰ-84 

3.3 健全度指標 --------------------------------------------  Ⅰ-89 

3.4 健全度評価の段階と流れ --------------------------------  Ⅰ-90 

3.5 施設周辺地盤状況の判断 --------------------------------  Ⅰ-95 

3.6 対応の目安 --------------------------------------------  Ⅰ-96 

3.7 緊急対応の必要性の判断 --------------------------------  Ⅰ-98 

3.8 健全度評価の結果の活用方法 ----------------------------  Ⅰ-98 

 

 

＜Ⅱ 水路工(承水路工・排水路工・暗きょ工・明暗きょ工)編＞ --  Ⅱ-1 

1 水路工(承水路工・排水路工・暗きょ工・明暗きょ工) 

 の基本事項 ---- Ⅱ-2 

1.1 水路工(承水路工・排水路工・暗きょ工・明暗きょ工) 

の構造 -----  Ⅱ-3 



1.2 水路工(承水路工・排水路工・暗きょ工・明暗きょ工) 

の機能低下とその要因 ----  Ⅱ-5 

2 機能診断方法 ------------------------------------------  Ⅱ-7 

2.1 日常管理 ----------------------------------------------  Ⅱ-7 

2.2 概査 --------------------------------------------------  Ⅱ-11 

2.3 詳細調査 ----------------------------------------------  Ⅱ-22 

 

 

＜Ⅲ 水抜きボーリング工編＞ --------------------------------  Ⅲ-1 

1 水抜きボーリング工 の基本事項 -------------------------  Ⅲ-2 

1.1 水抜きボーリング工の構造 ------------------------------  Ⅲ-2 

1.2 水抜きボーリング工の機能低下とその要因 ----------------  Ⅲ-3 

2 機能診断方法 ------------------------------------------  Ⅲ-4 

2.1 日常管理 ----------------------------------------------  Ⅲ-4 

2.2 概査 --------------------------------------------------  Ⅲ-8 

2.3 詳細調査 ----------------------------------------------  Ⅲ-26 

 

 

＜Ⅳ 集水井工編＞ ------------------------------------------  Ⅳ-1 

1 集水井工 の基本事項 -----------------------------------  Ⅳ-2 

1.1 集水井工の構造 ----------------------------------------  Ⅳ-2 

1.2 集水井工の機能低下とその要因 --------------------------  Ⅳ-5 

2 機能診断方法 ------------------------------------------  Ⅳ-6 

2.1 日常管理 ----------------------------------------------  Ⅳ-6 

2.2 概査 --------------------------------------------------  Ⅳ-11 

2.3 詳細調査 ----------------------------------------------  Ⅳ-38 

 

 

＜Ⅴ 渓流護岸工編＞ ----------------------------------------  Ⅴ-1 

1 渓流護岸工 の基本事項 ---------------------------------  Ⅴ-2 

1.1 渓流護岸工の構造 --------------------------------------  Ⅴ-2 

1.2 渓流護岸工の機能低下とその要因 ------------------------  Ⅴ-3 

2 機能診断方法 ------------------------------------------  Ⅴ-4 

2.1 日常管理 ----------------------------------------------  Ⅴ-4 



2.2 概査 --------------------------------------------------  Ⅴ-8 

2.3 詳細調査 ----------------------------------------------  Ⅴ-19 

 

＜Ⅵ 堰堤工編＞ --------------------------------------------  Ⅵ-1 

1 堰堤工 の基本事項 -------------------------------------  Ⅵ-2 

1.1 堰堤工の構造 ------------------------------------------  Ⅵ-2 

1.2 堰堤工の機能低下とその要因 ----------------------------  Ⅵ-3 

2 機能診断方法 ------------------------------------------  Ⅵ-5 

2.1 日常管理 ----------------------------------------------  Ⅵ-5 

2.2 概査 --------------------------------------------------  Ⅵ-9 

2.3 詳細調査 ----------------------------------------------  Ⅵ-20 

 

 

＜Ⅶ 押え盛土工編＞ ----------------------------------------  Ⅵ-1 

1 押え盛土工 の基本事項 ---------------------------------  Ⅵ-2 

1.1 押え盛土工の構造 --------------------------------------  Ⅵ-2 

1.2 押え盛土工の機能低下とその要因 ------------------------  Ⅵ-4 

2 機能診断方法 ------------------------------------------  Ⅵ-5 

2.1 日常管理 ----------------------------------------------  Ⅵ-5 

2.2 概査 --------------------------------------------------  Ⅵ-9 

2.3 詳細調査 ----------------------------------------------  Ⅵ-17 

 

 

＜Ⅷ 排土工(切土法面保護工)編＞ ----------------------------  Ⅷ-1 

1 排土土(切土法面保護工)の基本事項 ----------------------  Ⅷ-2 

1.1 排土工（切土法面保護工）の構造 ------------------------  Ⅷ-2 

1.2 排土工(切土法面保護工)の機能低下とその要因 -------------  Ⅷ-4 

2 機能診断方法 ------------------------------------------  Ⅷ-6 

2.1 日常管理 ----------------------------------------------  Ⅷ-6 

2.2 概査 --------------------------------------------------  Ⅷ-11 

2.3 詳細調査 ----------------------------------------------  Ⅷ-26 

 

 



＜Ⅸ 擁壁(枠)工編＞ ----------------------------------------  Ⅸ-1 

1 擁壁(枠)工 の基本事項 ---------------------------------  Ⅸ-2 

1.1 擁壁(枠)工の構造 ---------------------------------------  Ⅸ-2 

1.2 擁壁(枠)工の機能低下とその要因 -------------------------  Ⅸ-4 

2 機能診断方法 ------------------------------------------  Ⅸ-5 

2.1 日常管理 ----------------------------------------------  Ⅸ-5 

2.2 概査 --------------------------------------------------  Ⅸ-10 

2.3 詳細調査 ----------------------------------------------  Ⅸ-23 

 

 

＜Ⅹ 杭工編＞ ----------------------------------------------  Ⅹ-1 

1 杭工 の基本事項 ---------------------------------------  Ⅹ-2 

1.1 杭工の構造 --------------------------------------------  Ⅹ-2 

1.2 杭工の機能低下とその要因 ------------------------------  Ⅹ-6 

2 機能診断方法 ------------------------------------------  Ⅹ-7 

2.1 日常管理 ----------------------------------------------  Ⅹ-7 

2.2 概査 --------------------------------------------------  Ⅹ-11 

2.3 詳細調査 ----------------------------------------------  Ⅹ-21 

 

 

＜Ⅺ アンカー工編＞ ----------------------------------------  Ⅺ-1 

1 アンカー工 の基本事項 ---------------------------------  Ⅺ-2 

1.1 アンカー工の構造 --------------------------------------  Ⅺ-2 

1.2 アンカー工の機能 --------------------------------------  Ⅺ-7 

1.3 アンカー工の機能低下とその要因 ------------------------  Ⅺ-10 

2 機能診断方法 ------------------------------------------  Ⅺ-12 

2.1 日常管理 ----------------------------------------------  Ⅺ-12 

2.2 概査 --------------------------------------------------  Ⅺ-20 

2.3 詳細調査 ----------------------------------------------  Ⅺ-44 

 

 

 

 

 



＜巻末資料＞ 

1 地すべり防止施設の機能回復手法についての概要 ------------  巻末-1 

2 集水井内詳細調査において点検梯子の安全性が 

確保されていない場合の作業事例 ------  巻末-9 

3 集水井工の機能回復事例 ----------------------------------  巻末-13 

4 集水井内点検方法及び塗装による 

機能回復試験施工の検討事項 ----------  巻末-37 

5 地下水排除工（水抜きボーリング・集水井工） 

の機能回復工の効果検討事例 ----------  巻末-45 

6 アンカー工で確認される異常の事例 ------------------------  巻末-55 

7 アンカー工に対する詳細回復事例 --------------------------  巻末-73 

8 アンカー工の機能回復事例 --------------------------------  巻末-81 

9 アンカー工の機能保全における草刈作業の試行事例 ----------  巻末-93 

10 その他の機能回復事例 ------------------------------------  巻末-103 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

＜Ⅰ 総論編＞ 

 

 

 

 



Ⅰ-2 

 

1 手引きの目的と活用方法  

1.1 目的 

 「地すべり防止施設の機能保全の手引き ～統合版～」(以下「本手引き」という）は、

農林水産省農村振興局所管地すべり防止区域内の地すべり防止施設の機能保全に関する

基本的事項を示したものである。本手引きの活用によって、地すべり防止施設の管理者

（以下、施設管理者という）が、地すべり防止施設の計画的かつ実効的な維持管理の取

り組みを推進し、その結果として施設の適切なストックマネジメントが図られることを

目的としている。 

 

1.2 活用方法 

本手引きは、機能診断調査を軸に地すべり防止施設の維持管理方法について記述して

いる。この中で示した 1.基本情報調査、2.日常管理、3.概査、4.詳細調査を段階的・

継続的に実施することで、維持管理に必要な情報の収集蓄積と、地すべり防止施設のス

トックマネジメントサイクル構築を効率的に進めることを期待している（図Ⅰ-1.2.1）。

なお、ストックマネジメントサイクルの核は、将来的に活用可能な記録（履歴）の保管・

蓄積である。記録の適切な保管とフィードバックによって、ストックマネジメントはよ

り深化させることが可能になる。また、実務では現場条件や管理方針に応じて、本手引

きの内容を見直すことも考えられるが、管理手法や運用等の基本的なルールは関係者で

共有し、継続的に施設管理ができるよう運用していくことが求められる。 

 

 

 

図Ⅰ-1.2.1 ストックマネジメントのサイクル 

（引用元：農業水利施設の機能保全の手引き 平成２７年５月 p.13(一部改変)） 

日常管理

データの
蓄積・活用

機能診断
（概査・詳細調査）

機能保全計画
の策定

監視※

対策工施工

補修
補強
更新

　　　　　対策の必要がある場合

　　　　　当面対策の必要がない場合

※機能保全計画の精度を高め、適期に対策工事を実施するために継続的に行う施設管理 
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1.3 適用範囲 

 本手引きは、農村振興局が所管する地すべり防止区域内の地すべり防止施設に対し、機

能保全の手法について示したものである。 

様々な状態で管理されている地すべり防止施設に対し、点検と機能診断を継続的に行い、

施設の機能保全を図るため、本手引きでは各段階の点検及び機能診断の手法を示し、さら

に工種毎にその留意点を示した。また、施設の機能保全で参考となる事例等について取り

まとめている。 

ここに示す内容は、施設単位の機能診断手法について述べたものであるが、この結果は

地すべり防止区域における施設の管理や長寿命化など、より広範な意味でのマネジメント

の検討に必要な一つの要素でもある。 

こうしたマネジメントは、個々の地域の特性なども考慮し実施する必要があることから、

ここでは直接取り扱わず、機能診断結果に基づく健全度指標の提示と対応の目安までを示

すこととしている。 

 なお、本手引きは、本手引きによらずに先行して計画的な維持管理のための機能診断を

実施している場合などに、その既往成果に基づいて施設の長寿命化計画等を策定すること

を妨げるものではない。 
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1.4 地すべり防止施設の工種の分類 

農地地すべり対策における地すべり防止施設は表Ⅰ-1.4.1 のように分類される。

本手引きでは、農地地すべり対策において一般的に適用されている工種を対象とした。 

 

表Ⅰ-1.4.1 地すべり防止施設の工種の分類と本手引きの構成 

地すべり防止施設の工種の分類※1 本手引きでの 
参照先 大分類 小分類 工種名 

抑制工 地表水 

排除工 

承水路工 第Ⅱ編 

排水路工 第Ⅱ編 

浸透防止工 － 

地下水 

排除工 

暗きょ工 第Ⅱ編 

明暗きょ工 第Ⅱ編 

深層暗きょ工 － 

水抜きボーリング工 第Ⅲ編 

集水井工 第Ⅳ編 

排水トンネル工 － 

侵食 

防止工 

渓流護岸工 第Ⅴ編 

堰堤工 第Ⅵ編 

渓流暗きょ工 － 

河川付替工 － 

海岸侵食防止工 － 

湖岸侵食防止工 － 

斜面 

改良工 

押え盛土工 第Ⅶ編 

排土工(切土法面保護工を含む)※2 第Ⅷ編 

抑止工 

擁壁工（枠工を含む） 第Ⅸ編 

杭工 第Ⅹ編 

シャフト工 － 

アンカー工 第Ⅺ 編 

—：記述のない工種 

 

 

  

※1 地すべり防止施設の工種の分類は下記の基準書を参考とした 

土地改良事業計画設計基準・計画「農地地すべり防止対策」基準書・技術書, 平成 16 年３月,農林水産省農村

振興局計画部資源課監修,社団法人農業土木学会発行 

※2 法面保護工(吹付工、法枠工等)は、侵食防止機能や浸透防止機能等を持ち、法面保護対策で主要な対策の一

つとして用いられ、排土工や押さえ盛土工等と併用されたり、擁壁工として採用される場合がある。そこで、

本手引きでは排土工の一環で実施される切土法面保護工としてまとめて記述した（Ⅷ編を参照）。 
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1.5 地すべり防止施設に求められる機能 

地すべり防止施設は、地すべり災害を未然に防ぐこと、および、その機能を持続的に

発揮することが求められる。各工種に求められる主な機能について表Ⅰ-1.5.1 に整理す

る。 

 

表Ⅰ-1.5.1 地すべり防止施設の工種の分類と地すべり防止の主な機能 

工種の分類 地すべり防止の主な機能 

抑制工 

地表水排除工 
承水路工 
排水路工 
浸透防止工 

地表水排除機能 

地下水排除工 

暗きょ工 
明暗きょ工 
深層暗きょ工 
水抜きボーリング工 
集水井工 
排水トンネル工 

地下水排除機能 

侵食防止工 

渓流護岸工 
堰堤工 
渓流暗きょ工 
河川付替工 
海岸侵食防止工 
湖岸侵食防止工 

侵食防止機能 

斜面改良工 
押え盛土工 
排土工 

滑動抵抗機能 
滑動低減機能 

抑止工 

擁壁工 
杭工 
シャフト工 
アンカー工 

地すべり抑止機能 
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 本手引きで扱う各工種の目的・機能について表Ⅰ-1.5.2～表Ⅰ-1.5.4 にまとめる。 

 

表Ⅰ-1.5.2 各工種の目的・機能（1） 

区分 工種 実例写真 目的・機能 

（地すべり対策効果） 

抑
制
工 

地
表
水
排
除
工 

承水路工 

 

 

・地すべりブロック内の溜まり
水や背後地から流下する地表水
を遮断し、地すべりブロック内
に浸透させずに排水する。 

排水路工 

 

 

・承水路工や地下水排除工で集
めた水を、地すべりブロックの
外に流す。 

地
下
水
排
除
工 

暗きょ工 

・明暗きょ工 

 ・地下水位が比較的浅い場合に、
地下水の排除により、すべり面
に作用する間隙水圧を低減させ
る。 
（※暗きょ工は、地下に砕石な
どによる透水性のよい領域をつ
くり、地下水を排除する工法。）
（※明暗きょ工は排水路工と暗
きょ工を二階建ての構造にし、
地表水と浅い地下水を効率的に
集めて排除する工法。） 

水抜き 

ボーリング工 

 

 

・地下水の排除により、すべ
り面に作用する間隙水圧を低
減させる。 
（※地下水位が比較的浅い場
合に、地下水を排除する工
法。） 

集水井工 

 

 

・地下水の排除により、すべり
面に作用する間隙水圧を低減さ
せる。 
（※地下水位が比較的深く、水
抜きボーリングでは地下水の排
除ができない場合に用いる工
法。） 
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表Ⅰ-1.5.3 各工種の目的・機能（2） 

区分 工種 実例写真 
目的・機能 

（地すべり対策効果） 

抑
制
工 

侵
食
防
止
工 

渓流護岸工 

 

・渓流の側方侵食の防止により、
地すべり土塊の安定を維持す
る。 

堰堤工 
 

・渓床、渓岸侵食の防止により、
地すべり土塊の安定を維持す
る。 
・堆砂により地すべり抵抗力を
付加する（押え盛土としての効
果）。 

斜
面
改
良
工 

押え盛土工 

 

・地すべりブロック末端部へ盛
土をすることで地すべり抵抗力
を付加する。 

排土工 

(切土法面保護工) 

 

・地すべり頭部付近の移動土塊
を除去することで地すべりの滑
動力を低減させる。 
（※法面保護工は、排土後の法
面を構造物等で覆い、風化や雨
水の浸透および侵食の防止を図
る。）  

抑
止
工 

擁壁(枠)工 

 

・地すべりブロック末端部の安
定化を図ることにより地すべり
土塊の安定を維持する。 
(※地すべりを抑止するものでは
なく、土圧などに抗することで
擁壁の背面地盤を安定させ、地
すべり末端部の小崩壊を防ぐこ
とを目的とする工法。） 

杭工 

 

・すべり面を貫通して設置した
杭体のせん断抵抗または曲げ抵
抗により地すべり抵抗力を付加
する。 
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表Ⅰ-1.5.4 各工種の目的・機能（3） 

区分 工種 実例写真 目的・機能 

（地すべり対策効果） 

抑
止
工 

（
ア
ン
カ
ー
工
：
受
圧
構
造
物
別
に
実
例
写
真
を
示
す
） 

 

 

 アンカー工 

（受圧構造物：擁壁工） 

 

 

・引張り材(鋼材等)に緊張力を与

えてすべり面を締め付けること
で地すべり抵抗力を付加する。
・引張り材(鋼材等)の引張り強
さを利用することにより地す
べり活動に対抗する。 
（※擁壁工には背後地盤に対
する山留め効果も期待する。既
設の擁壁工を受圧構造物とし
て利用することも多い。） 

 

 

 アンカー工 

（受圧構造物：法枠工） 

 

 

・同上。 
（※法枠工には斜面の表層崩
壊防止効果を期待する。アンカ
ー工は法枠工の交点に打設す
る。） 

 

 

 アンカー工 

（受圧構造物：独立受圧板） 

 

 

・同上。 
（※独立受圧板はアンカーの
緊張力を地盤に伝達させるた
めに設置する。他の受圧構造物
と比較してアンカー配置の自
由度が大きい。） 
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1.6 運用上の課題と将来の展望 

地すべり防止施設を適切に維持管理していくためには、個々の施設が現時点で発揮し

ている機能(もしくは機能低下の程度)を正確に把握することが求められる。ただし、施

設が現時点で発揮している機能を把握するに当たって、現状では以下のような課題があ

る。計画的に施設の維持管理を行って行くためには、このような課題に対して技術的な

知見やノウハウを蓄積・共有していく必要がある。 

①地すべり活動による影響 

地すべり防止施設は、地すべりの影響を直接受けるため施設損壊のリスクが大きい。

また、安定した地盤に計画されないことも多く将来的な施設の劣化を予測しにくい。 

②施設の劣化の状態や進行に関するデータ蓄積の不足 

地すべり防止施設に対して、巡視などの点検は実施されていても、機能診断を計画

的に行いながら継続した記録として残している事例は少ない。（施設の劣化特性に関

するデータがない。） 

 

現状で、地すべり防止施設が現時点で発揮している機能(もしくは機能低下の程度)の

正確な評価と劣化の進行の予測は困難を伴うことから、当面は事後保全型管理※が中心と

なると思われる。今後、予防保全型管理※の導入によって、計画的な維持管理を行ってい

くことが望ましい。そのため、まずは点検段階から可能な範囲で機能診断に着手し、機

能診断データを蓄積して、将来的には予防保全型管理を目指す。 

   

※ 事後保全型管理とは、施設の不具合が発見された後、必要な水準の機能を発揮できるように修復さ

せる保全を指し、予防保全型管理は、施設の機能低下によって目標管理水準以下にならないように行

う保全をいう。個々の施設で維持するべき水準(管理水準)を決定するに当たって、図Ⅰ-1.6.1 に示す

ような劣化特性(劣化曲線)が分かれば管理水準を設定しやすくなるため、対策の必要性および管理手

法(予防保全型か事後保全型か)に関わらず、施設の健全度を区分して劣化特性を把握することは重要

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅰ-1.6.1 事後保全型管理と予防保全型管理のイメージ 

  

限界管理水準 

目標管理水準 

事後保全型維持管理 

予防保全型維持管理 劣化予測 

(劣化曲線) 

経過年数 

健全度 
将来的に 

引き上げを 

検討する 
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2 地すべり防止施設の機能診断調査 

2.1 機能診断の流れ 

 地すべり防止施設を維持管理していくためには、メンテナンスサイクルを確立し、手

順に沿った施設点検を実施していくことが、施設の長寿命化やライフサイクルコストの

観点から重要である。 

 そこで、本手引きでは、施設の点検・調査の手順を「1：基本情報調査」(台帳整備と

既往資料収集整理)、「2：日常管理」(定期・臨時の巡視)、「3：概査」、「4：詳細調査」

(定量的な測定等)の４つに区分し、各調査を段階的かつ継続的に実施する。本手引きで

提案する機能診断のフローとその対応範囲を図Ⅰ-2.1.1 に示す。 

 

「1：基本情報調査」が不完全な状態であっても、「2：日常管理」によって現地確認

を行い、日常管理の結果を受けて特に必要なものについて「3：概査」を実施し、更に

必要に応じて「4：詳細調査」を実施する。健全度評価は「3：概査」の結果に基づき施

設の機能低下程度を指標とする評価と位置付け、点検者は健全度評価に基づいて対応の

目安を施設管理者に伝達する。 
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図Ⅰ-2.1.1 機能診断調査のフロー 
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2.2 機能診断の各調査の概要 

各調査の概要は以下の通りである。 

（1）基本情報調査（台帳整備と既往資料収集整理） 

 基本情報調査は、地すべりブロックや、地すべり防止施設に関する情報を把握するた

めに行う。概査前までに実施することが望ましいものの、施設の情報管理の状態によっ

ては基本情報を十分に集めることができない場合も考えられる。そのような場合、基本

情報は日常管理点検時や概査時に補完・更新を継続することとする。 

 必要な情報を体系的に取りまとめ、点検や補修記録などの情報を追加更新しつつ、時

系列的に整理保管することが望ましい。 

 

（2）日常管理（定期・臨時の巡視） 

 地すべり防止施設の日常管理（定期・臨時の巡視）は、施設周辺の概略目視により施

設の異常、経時変化（老朽化）、明らかな危険状態の把握を行うことを目的とする。 

 実施者は、施設管理者である道府県の職員、あるいは施設管理者から委託された地す

べり巡視員等を想定している。 

発見した異常については、追加調査（概査）の必要性の判断をする。日常管理の点検

結果は概査の参考資料とする。 

 

（3）概査（近接目視点検） 

 概査は、日常点検で調査が必要と判断された施設を対象に、近接目視を主とした点検

を行う。地すべり防止施設に精通した専門技術者が実施し、施設の機能低下程度を指標

とする健全度評価を行う。点検者は健全度評価に基づいて対応の目安を施設管理者に伝

達するものとする。 

 

（4）詳細調査（定量的な測定等） 

 詳細調査は、施設の健全性の確認や、地すべり活動その他の異常要因の分析を目的に

実施する。なお、地すべり変動に起因する異常であることが明白な場合は、「土地改良事

業計画設計基準・計画「農地地すべり防止対策」基準書・技術書, 平成 16 年３月,農林

水産省農村振興局計画部資源課監修,社団法人農業土木学会発行」等に準じて機能診断と

は別に地すべり機構を把握するための調査を行う。 

 概査等に比べるとコストが大きく、調査手法によっては専門の調査技術が必要なため、

詳細調査の実施にあたっては、実施目的を明確にし、適切な調査方法を選択する。 

 

機能診断における各点検段階の概要を、表Ⅰ-2.2.1 に示す。  
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表Ⅰ-2.2.1 機能診断フローの各点検段階 

  

点検段階 目的 手法 内容 点検実施者 備考 

1: 基本情報
調査 

施設の基礎的な諸元

等を整理し、点検の効

率的な実施や健全度

の評価の際の判断材

料に活用する。 

既存資料

の収集整

理 

施設の基本的な諸

元(設計時の条件、

数量、位置、形状)

施設管理者 

(専門技術

者) 

・現地状況との整

合を確認し、情報

を更新する。 

・点検結果や施工

情報等を蓄積す

る。 

2: 日常管理 

経年的な施設の劣化

や地震等に起因する

施設の大きな変状を

把握する目的で行う。

主に、異常現象の有無

を確認する。 

概略目視

点検 

(定期・臨

時の巡

視) 

異常現象の有無 

（経年的変化、短時

間内の大きな変状

の発生） 

巡視員、施設

管理者 

・機能低下に関係

する具体的な異常

事象を点検項目と

する。 

3: 概査 

施設の外観に現れた

機能低下の状態を確

認し、その結果に基づ

き施設の健全度の評

価を行う。評価の結果

からその後の対応を

判断する。 

近接目視

点検 

機能診断 

・各施設の変状レベ

ル(異常程度) 

・各施設の変状に対

する対応策の区分

(監視、補修、要詳

細調査など) 

専門技術者

（各施設の

変状、対応策

に関する専

門知識をも

つもの） 

・機能低下の状態

から健全度を区分

する。健全度に基

づいて機能診断を

行う。 

4: 詳細調査 

各種調査により、施設

の機能低下の詳細を

把握する。調査結果に

基づき、対策工の必要

性の有無や対策工の

実施方針を決定する。 

各種調査 変状メカニズムや

対策を検討するた

めの情報 

・定量的な情報 

・目視では判断でき

ない施設の内部状

態等 

・施設周辺状況 

専門技術者

（各施設の

変状、対応策

に関する専

門知識をも

つもの） 

・目視以外に、専

門的な機器等の使

用も検討する。 
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2.3 基本情報調査（台帳整備と既往資料収集整理） 

(1) 目的 

 基本情報調査は施設の基礎的な諸元等を整理し、日常管理や概査における点検の効率

的な実施や健全度の評価の際の判断材料に活用することを目的とする。また、日常管理

時や概査時に補完・更新すること及びその後も情報収集を継続することとし、機能診断

サイクルを繰り返す中で、点検結果や施工情報等を更新・蓄積する。 

 

(2) 実施事項 

 基本情報調査では、対象とする地すべり防止施設だけでなく、地すべり防止区域や地

すべりブロックに関して資料収集を行い、機能診断調査や対策工検討時の基礎資料とし

て活用しやすいように整理する。 

 ここで整理される情報は、一つに取りまとめて保存することが望ましい。それぞれ必

要に応じて追加更新し、維持管理に必要な情報を整備する。施設の維持管理は一般に地

すべり防止区域ごとに行われることが多いため、取りまとめる情報は区域ごとの表Ⅰ

-2.3.1 に示した様式（表Ⅰ-2.3.2～表Ⅰ-2.3.15 参照）を参考に取りまとめる。なお、

本手引きに示した基本情報の例の他に、有用な情報があれば収集・整理する。また、表

Ⅰ-2.3.1 に示した様式に拘らず、各施設管理者にて必要な情報等を整理した台帳等が既

にあれば、それを利用できる。 

 

   表Ⅰ-2.3.1 基本情報の例と本手引きで示した基本情報調査様式 

収集・整理する基本情報の例 
本手引きの中で利用できる様式 

調査様式名 様式番号 

地すべり防止区域、地すべりブロック※1 に関する情報 

(区域概要、ブロック概要、位置図・平面図、断面図 等) 
地すべりブロック台帳 

※2 

様式-1(1)

様式-1(2)

対策工等の履歴の時系列表 地すべりブロック年表 様式-1(3)

情報を収集した際に用いた既往資料のリスト 
地すべりブロック関連資

料リスト 
様式-1(4)

地すべりブロック内外の対策工に関する情報 地すべり防止施設につい

ての基本情報記録※3 

様式-1(5)

 

各種点検記録/調査記録 

（各種点検票、点検写真、具体的な計測データ等） 
— ※4 — 

※1 地すべり防止区域内に複数の地すべりブロックが含まれる場合や 1 つの地すべり

ブロックが複数の地すべり防止区域に跨る場合もあるため、整理方法に留意する。 

※2 地すべり防止区域や地すべりブロックに関して、地形や地質、ブロック形状、既

設対策工の工種(工種構成)・数量などの全般的な情報の概要をまとめる様式である。 

※3 対象工種に該当した様式を用いる（表Ⅰ-2.3.6～表Ⅰ-2.3.15 参照）。 

※4 本手引きの日常管理調査票や概査調査票なども利用できる。  
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(3) 具体的な情報の収集整理事項 

 対象とする地すべりブロックに関して実施された各種調査・解析業務報告書、設計業

務報告書、工事図書、概成報告書、地すべり防止区域台帳等を用いて、基本情報を整理

する。 

 ここでは、以下の事項について取りまとめる。 

①地すべり防止区域、地すべりブロックに関する情報 

 地すべり防止区域の名称・所在・指定年月日・災害履歴・被災状況 

 地すべりブロックの規模（最大幅、延長、最大すべり面深度）、保全対象 

 地質状況（基礎地盤の地質時代、地層名、岩相（岩質）等） 

 水理状況（地表水の排水状況、湧水、湿地の分布等） 

 地すべり分類（地すべりの形態や構成物質等による地すべり分類） 

 地すべり機構（地すべりの特徴、素因、誘因等） 

 地すべりブロック位置図・平面図・断面図 

 （地質、ボーリング孔・解析測線・対策工、保全対象の位置等を記載） 

②地すべりブロック内外の既設対策工及び機能診断対象施設に関する情報 

 地すべりブロック内外の対策工の概要（工種、竣工年、数量、諸元、位置等） 

 施設の設計諸元（荷重条件、配置、地盤条件、機能等） 

 施設の部材諸元（使用材料、配合、規格等） 

 施設の施工状況（施工方法、竣工図、竣工写真等） 

 施設の施工記録（各種試験、削孔・注入状況、湧水状況等） 

 施設の補修履歴（施設の補修等に関する実施記録） 

③地すべり移動量や地すべりブロックの安定解析に関する情報 

 既往地すべり移動量調査の概要（観測期間、観測方法、観測地点、観測結果等） 

 残存観測孔の孔名・位置・観測孔の確認年月日 

 地すべりブロック安定解析結果 

 （測線名、水位観測孔名、計画水位、目標安全率、単位体積重量、すべり面強度、対

策後安全率等） 

④地域特性に関する情報（様式とは別に整理しておくことが望ましい） 

 気象状況(降水量、積雪量等) 

土地利用図 

⑤資料リスト 

 上記①～④の情報を収集した際に用いた既往資料のリスト 

 

 以上の情報収集・整理を効率的に行うための様式を以降に示す。  
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表Ⅰ-2.3.2 様式-1（1）基本情報調査票(1/5) 

様式一1(1)基本情報調査票(115) 地すベりブロック台帳(1/2)

区域名 地すベりブロック名|

指定年月日 所在地

ロ有( 年)/口無/ 口不明

災害履歴 被災状況

地すベり規模 最大幅; ml延長 ml最大すベり面深度 IT、
保全対象

気象等

地質状況

水理状況

地すベり分類

発生機情 素因 誘因

地すべり機構 すベり箇形状 機断方向 縦断方向

運動機構

観測l孔

エ種 施工年 数量 施鼓諸π(規模・精進等)

既
綾

対

策

エ

施設の繍修・

洗浄履歴

観測種別 観測の有無(観測期間) 観測方法 観測地点 観測結果・対策工効果

既
地下水位

往
観
混リ 移動量
調
査

地下水排除

エ排水量

解析の有無(実施年) 潰1)線名 水位観測l孔 計画水位 目標安全率 解析内容・結果
安
定

解
析

j舌 評価年月日 評価 地すべりブロックの現況

動
性
2平
価

備

考

作成田 | 作成者
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表Ⅰ-2.3.3 様式-1（2）基本情報調査票(2/5) 

  

様式-1(2)基本情報調査票(2/5)
地すベりブロック台帳(212)

区域全体平面図・地すべりブロック平面図

地すベりブロック断面図 (測線名
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表Ⅰ-2.3.4 様式-1（3）基本情報調査票(3/5) 
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表Ⅰ-2.3.5 様式-1（4）基本情報調査票(4/5) 
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表Ⅰ-2.3.6 様式-1（5）基本情報調査票(5/5)：承水路工、排水路工、暗きょ工、明暗きょ工 

篠式一1(5)基本情報調査票(5/5)
管理番号

基本情報記録(承水路・排水路工・暗きょ工・明暗きょエ)

区波名 管理機関名

地 所在地
.市区

北側 |東経i
す

:府 ;町村

，、.、 地すべり
施E生名

り ブロック名

ブ 探用対策エ
ロ (数量)

‘コ ①初期 i②目栂
' . ' •. ' . ' ' . ク 安全率 i安全率 エ種

f膏 安全率の

' ' ' ' ' . ' ' ' ' 幸量 設定とエ種別 設定

分担割合

②一① l 割合 ! ! 
蔵官十 年度|設計 施工 年度|施工者 |

エ
明渠部 種別・構造 材質 寸法 全長

j去
暗渠部 種別・構造 材質 寸法 会長

情
付 集水升 E量置数 寸法

報 司事
施
落差エ 段置数 寸法!Il: 

口あり / 口あり / 口なし

口あり / 口なし

口あり /

ー』
-
ーレ

一l
』

な

一
な

一
な

口

一
口

一
口

/

一
/

一
/

H
V

E

H
V

-

H
V
 

あ

一
あ

一
あ

口

一
口
一

口

口あり /

口あり / 口なし

思 2量置前彼災 口あり / 口なし 状況

歴 訟置後被災 口あり / 口なし 状況

f膏 補修繍強 口あり / 口なし 方法
(付帯施飯豊富む)

報 維持作業
口あり / 口なし 状況

(土砂撤去等)

4寺
d2 
$ 
項

資料照会先

作成日 | 作成者 |
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表Ⅰ-2.3.7 様式-1（5）基本情報調査票(5/5)：水抜きボーリング工 

  

係式一1(5)基本情報調査票(5/5)
管理番号

基本情報記録(水抜きボーリングエ)

区域名 管理機関名

地 所在地 :都副 :市区
~t絹 I東経j

す
-府 -町村

，、4・ 地すべり
施設名

り ブロック名

ブ 採用対策エ
ロ (数量)
';; ①初期 ・②目標 -.... ク 安全率.安全率

工種

f青 安全率の
-.... 報 設定と工種別 設定

分担割合

-.... ②ー① ! 割合

設計 年度 設計者 施工

集水管 延長 本数 材質 延長 本数 材質

(水抜き (m) (本) 孔径 (m) (本) 孔径

工 ポーリン 延長 本数 材質 延長 本数 材質
グ} (m) (本) 孔径 (m) (本) 孔径

j去 孔口保護
寸法 厚さ 材質

導水パイ
径

工 プ
情
集7)(桝 寸法 深さ 材質 蓋 材質

報
排水路 排水 他施段からの
(;nl末管)出口 孔径(寸法) 排水

言十測機器(流量百十霞置等)の有無/位置状況

ーレなロ

/

一

/
一
/

り
-
り

-
り

あ
一
あ

一
あ

口
一
口

一
口

口あり/口なし 口あり / 口なし

口あり / 口なし 口あり / 口なし

口あり / ロあり/ 口なし

履 設置前被災 口あり / 口なし 状況

歴 設置後被災 口あり / 口なし 状況

情 繍修補強 口 あり / 口 なし 方法
{付帯範段を宮む)

報 維持作業
口あり / 口なし 状況

(土砂撤去等)

ヰ寺

!e 
事
項

資料照会先

作成田 l作成者J
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表Ⅰ-2.3.8 様式-1（5）基本情報調査票(5/5)：集水井工 

  

様式一，(5)基本情報調査票(5/5)
管理番号

基本情報記録(集水井エ)

区威名 管理機関名

地 所在地
j市区 北制 |東司

す :府 :町村

，、.、 地すぺり
施設名

り ブロック名

ブ 採用対策エ
口 (数量)
ツ ①初期 i②目標
ク 安全率 i安全率

エ種

情 安全率の . 
報 自主定とエ種別 設定

分担割合

②ー① ! 割合

設計 年度 訟言十者 施工 年度 施工者

集水井 標高
井筒

深度
立ち 貯水纏 弁筒

直径 上り 深さ 材質

工 孔ロコン
口 なし

柵 寸法 高さ 材質 天蓋 材質
大きさ
階段

j去 口あり

f膏 段
延長 本数 材質

段
延長 本数 材質

(m) (本) 孔径 (m) (本) 孔径

報 集水管 段
延長 本数 材質

段
延長 本数 材質

(m) (本) 孔径 (m) (本) 孔径

計測機器(流量E十位置等)の有無/位置状況

排水管 I~r l |器禁綾からの |

口あり /

ロ あり /

口あり / 口 なし

口あり / 口 なし

l
u

-

-ν 

な

一
な

口

一
口

/

一
/

u，
.
u，
 

あ

一
あ

口

一
口

口あり / 口あり / 口あり / 口 なし

厩 設置霊前被災 口 あり / 口なし 状況

歴 訟置後被災 口あり / 口なし 状況

f青 補修補強 口あり / 口 なし 方法t付得施盤告書む)

報 維持作業
口 あり / 口なし 状況

(土砂撤去等)

4寺
!e 
事
項

資料照会先

作成田 | 作成者 |
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表Ⅰ-2.3.9 様式-1（5）基本情報調査票(5/5)：渓流護岸工 

  

地
す，、d・
り
ブ

ロ
、y

ク
f青
報

エ
j去:
f青
報

履

歴

f青

報

特
言己
事
項

様式ー1(5)基本情報調査票(5/5)
管理番号

基本情報記録(渓流護岸工)

区減名

所在地

地すベり
ブロック名

採用対策エ

(数量)

安全率の

~定と工種別
分担割合

設計

種別

前面勾配

基礎地盤

鼓痘目的

設置前被災

設置後被災

補修補強
(付格施政を含む}

変位量観;J!IJ

資料照会先

作成 日

i市区
:府 :町村

施設名

①初期 j②目標

安全率 i安全率 エ種

設定

②ー① ! 割合

年度

高さ

栂入れ深さ

口あり /

口あり /

口あり / 口なし

口あり / 口なし

口あり / 口なし

口あり / 口なし

口 あり / 口 なし

状況

状況

方法

状況

管理機関名

~t時

施工 年度

夫端幅

計画

j実床勾配

許容支持力

口あり / 口なし

口あり / 口なし

口あり / 口なし

|作 成者 |

同i

a s E 

B E B ' 

延長

計画高水位

口あり / 口なし

口あり / 口なし

口あり / 口なし
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表Ⅰ-2.3.10 様式-1（5）基本情報調査票(5/5)：堰堤工 

 

  

地

す，、. 

ブ

ロ
ツ

ク
情
報

エ
j去

情
報

履

歴

f青

報

4寺
!e 
事
項

様式一1(5)基本情報調査票(5/5)
管理番号

基本情報記録(堰堤工)

区波名 管理機関名

所在地
j市区 北側 |東経j:府 町村

地すベり
施設名

ブロック名

1*用対策工
(数量)

安全率の

訟定とエ種別

分担割合

E生E十

本
体
本tl

及

び

袖
部 ilJ混
(垂直壁)

側壁護岸部

水叩き音iI

基礎地盤

訟置目的

段置前被災

綾置後被災

補修補強
(付僻施殴を富む}

変位量観iHIJ

資料照会先

作成田

①初期 i② 目標
安全率 i安全率

. 

. 

②ー① l

流域面積

種目IJ

水温し幅

(底幅)

種別

種別

厚さ

口あり /

口あり /

口あり /

エ種

設定

割合

口あり / 口なし

口あり / 口なし

口あり / 口なし

口あり / 口なし

設計

洪水量

t是高

水通し

高さ

t是高

高さ

長さ

状況

状況

方法

状況

' ' . ' . 
! 
' . ' . ' 
施工 年度 施工者

計画

堆砂勾配

4是長 天虫歯幅

上流 下流
j去勾l!ie j去勾l!ie

I是長 天端幅

勾配
(本・副堤間距離)

垂直壁 垂直壁

高さ 天端康

許容支持力

口あり / 口なし

口あり / 口なし

口あり / 口なし

口 あり/ 口なし

口あり / 口なし

口あり / 口なし
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表Ⅰ-2.3.11 様式-1（5）基本情報調査票(5/5)：押え盛土工 

様式一1(5)基本情報調査票(5/5) 管理番号

基本情報記録(押え盛土工)

区威名 管理機関名

地 所在地 -市区
~t;埼 |東経j

す i町村

，、.、 地すベり
施3:名

り ブロック名

ブ 採用対策工
ロ (数量)
ツ ①初期 i②目線 ' .... ク 安全率 安全率 エ種

情 安全率の . 
報 3:定とエ種別 政定
分担割合

②ー① ! 割合 -.... 

E量自十 年度 施工 年度 施工者

エ ~土高
j去函勾配 盛土材料

i去; (iiili、全高)
情
j去面保複エ |繍強土工湖補強の有無|口ち口 有{報

小段幅 小段排水の有無 |ロち 口 有 (水路寸法

口 あり / 口あり / 口なし 口あり / 口なし

口 あり / 口あり / 口なし 口あり / 口なし

口 あり / 口なし 口あり / 口なし 口あり / 口なし

履 All:置前被災 口 あり / 口なし 状況

歴 放置後被災 口 あり / 口なし 状況

情 繍修繍強 口 あり / 口なし 方法
{付務範段豊富む}

報 変位量観測 口 あり / 口なし 状況

4寺
!e 
事
項

資料照会先

作成日 | 作成者 |
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表Ⅰ-2.3.12 様式-1（5）基本情報調査票(5/5)：排土工(切土法面保護工) 

地
す，、. 

ブ
ロ
ツ

ク
f膏
報

エ
j去
情
報

庖

歴

f膏

報

4寺
12 
事
項

機式ー1(5)基本情報調査票(5/5)
管理番号

基本情報記録(排土工(切土法面保護工))

区媛名 管理機関名

所在地
-市区 北制i町村

地すぺり
施ilt名

ブロック名

採用対策工
(数量)

①初期 j②目棟
安全率 安全率 エ種

安全率の . 
ilt定と工種別 . 政定
分担割合

. 

②ー① ! 割合

訟富十 年度 施工

切土高
j去面勾配(iiili、全高)

j去面保復工

補強土工・j去尻補強の有無 口無/ 口有

小段幅 l 

放置前被災

段置後被災

補修繍強
t付俗施2量豊富む}

変位量観測

資料照会先

作成田

小段排水の有無|口無/ 口有(水路寸法

口あり /

口あり /

口 あり / 口なし

口あり / 口なし

口 あり / 口 なし

口あり / 口 なし

口 あり / 口 なし

口あり / 口なし

口あり / 口なし

口あり / 口 なし

状況

状況

方法

状況

|東経j

年度 施工者

地山の士也
賞、土質

口あり / 口なし

口あり / 口なし

口 あり / 口なし
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表Ⅰ-2.3.13 様式-1（5）基本情報調査票(5/5)：擁壁(枠)工 

 

  

地
す，、. 

ブ

ロ
ツ

ク

f青
報

エ
j去
情

報

履

歴

情

報

4寺
!e 
事
項

械式ー1(5)基本情報調査票(5/5)
管理番号

区媛名

所在地

地すベり

ブロック名

係用対策ヱ

(数量)

安全率の
設定と工種別

分担割合

t宣言十

種目IJ

枠材材質

基礎地盤

(摩操抵抗)

背面地盤勾配

E量置目的

段置前被災

自主置後被災

補修補強
{付朝降施段を宮む}

変位置観測

防鋳処理

資料照会先

作成 日

基本情報記録(擁壁(枠)工)

:市区

=府 町村

施il!:名

①初期;②目標
安全率:安全率

エ種

. 
設定

②ー① i 割合

年度

笠宮E

中詰材材質

ロ あり /

口あり /

口あり / 口なし

口あり / 口なし

口あり / 口なし

口あり / 口なし

ロ あり / 口 なし

口あり / 口なし

状況

状況

方法

状況

方法

管理機関名

北車場

--g ' • 

' .... 

..... 

施 工 年度

勾配
(前面・背面)

天立嵩幅

許容支持カ

口 あり / 口 なし

口あり / 口なし

口あり / 口なし

作 成 者

|東司

. ' ' ' . 
' ' ... 

' . ' . ' 
施工者

延長

底幅

口 あり / 口 なし

口あり / 口なし

口あり / 口なし
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表Ⅰ-2.3.14 様式-1（5）基本情報調査票(5/5)：杭工 

 

  

地
す，、. 
り
ブ
ロ
ツ

ク
情
報

工

2去

設

官十

情

幸量

履

歴

f青

報

特
記
事
項

様式-1(5)基本情報調査票(5/5)
管理番号

基本情報記録(杭工)

区波名 管理機関名

所在地 i市区 北側
|吋町村

地すベり
施t生名

ブロック名

採用対策工
(数量)

①初期.②目標
• ' • 8 • . ' •.. • ' • 0 • 

安全率 安全率
エ種

安全率の
• ' • 0 • -••.. . ' ... E量定と工種別 設定

分担割合

②一① l 割合 . ' •.. -••.. . ' •.. 

設計 年度 設計者 施工 年度 施工者

材質 外径 肉厚 全長

許容応力度 口 短期 日 開 |伽 〔必要抑止力}

本数 削孔径
杭頭変位置

段数(計算値}

取付位置
E量置角度

付
(杭頭からの距灘)

アンカーエ
帯

反力体
施

銀

頭部連結エの有無口無/ 口有 埋段取|

杭~置地盤
不動層の
変形係数

種別 口くさび杭/ 口補強杭/ 口せん断杭/ 口 仰え杭/ 口 その他

準鎚基準

蔵置前被災

段置後被災

繍修補強
{付帯施盤を含む】

杭変形量観測

防錆処理

資料照会先

作成田

口あり /

口あり /

口あり / 口なし

口あり / 口なし

口あり / 口なし

口あり / 口なし

口あり / 口なし

口あり / 口なし

状況

状況

方法

状況

方法

口あり / 口なし

口 あり /

ロあり /

」 作成者l

口あり / ロなし

口あり / 口なし

口あり / 口なし
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表Ⅰ-2.3.15 様式-1（5）基本情報調査票(5/5)：アンカー工 

 

  

機式ー1(5)基本情報調査票(5/5)
管理番号

基本情報記録(アンカー工)

区媛名 管理後関名

地 所在地
j市区 北斜 |東経!

す 町村

f、- 地すベり
施Ill:名

ブロック名

ブ 採用対策エ
ロ (数量)
ナJ ①初期 i②回線

! ク 安全率 安全率
エ種

f青 安全率の . . .... 報 訟定とエ種別 設定
分担割合

②ー① i 割合 ' ' •.. 

仕織の異なる
口無/ 口有 !アンカー工の有無

設計 年度 施工 年度|施工者 |

工
工法名
(規格)

j去 荷重情報 設計アンカー力 初期緊張力 定着時緊張力

本数
受圧 _________1 設 構造物

百十 防錆方法 頭部 自由長部 アンカー体

情 間隔(m) 段数(段) 傾角(") 

標準配置
アンカー

報 自由畏(m)
体長(m)

β(・)

アンカー
|纏鉱限抗周(k面N/摩m'探) 訟置地盤

アンカー機能
口 引き止め効果/ 口 締め付け効果/ 口両方|準鎚基準

(作用力)

関 2宣言十計算書 口 あり/口なし 標準断面図 口 あり/口なし +構造図 ロあり/口なし

連 引扱き獄験 口あり /口なし 長期獄験 ロあり/口なし 適性拭験 ロあり/口なし

資 地盤調査記録 ロあり /口なし
2宣言十条件記録

ロあり/口なし
計調11デ-~等

口あり/口なし(調査報告書) (段計報告書) (観測l報告書)

料 施工前
口 あり/口なし

施工状況
口あり /口なし 材料納品記録 口 あり/口なし状況写真 写真

設置前被災 ロ あり/ロなし 状況

履
E量置後被災 口あり /口なし 状況

歴
補修補強 口あり / 口なし 方法

情

報
荷量調整 ロあり /ロなし 状況

荷重量十霞置 口あり / 口なし 状況

特

!2 
事
項

資料照会先

作成 日 I作成者I
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(4) 整理された情報の活用  

 ここで整理された情報は、施設の維持管理における基礎資料となり、機能維持に関す

る課題や、異常が認められた場合の要因の推定に際して一つの判断材料となる。したが

って、基本情報調査の結果を現地での着目点等として事前に整理することで各調査(日常

管理、概査、詳細調査)の効率を向上させることができる。 

概査時に健全性に対する評価を行う場合は、まず基本情報調査で整理された計画時の

設計条件と、概査時に得られた情報について整合性を確認する。前回までの記録と何ら

かの相違が認められれば、その結果は健全性を判断する上で重要な材料となる。したが

って、供用期間中の経年的変化の記録は、写真や簡易計測等により整理し、相互に比較

できるよう、整理しておくことが望ましい。 

 これらは日常管理や概査などの機能診断サイクルを繰り返す中で、更新・蓄積させる

ものとする。 

 

(5) 基本情報調査に当たっての注意事項  

基本情報調査を実施し、その結果を取りまとめるにあたって注意するべき事項は以下

の通りである。 

１) 点検・評価・管理する範囲(評価単位)  

「基本情報記録（様式-1(5) ）」の起票によって機能診断サイクルの中で 1 つの施

設として点検・評価・管理する範囲(評価単位)を決めることになるため、対象施設の

管理の実情(施設管理台帳の記載等)に合わせて、施設の範囲等を必要に応じて適切に

分割して取り扱うこととする。機能診断サイクルの中で不具合があれば区分を見直す

ことも必要である。また、水路工や擁壁(枠)工、押え盛土工などの施設は、複数の地

すべりブロックに跨って設置される場合がある。そのような場合、原則として一つの

地すべり防止施設について一つの「基本情報記録（様式-1(5)）」を作成し、複数の地

すべりブロックについては「地すべりブロック台帳（様式-1(1)～(2)）」をそれぞれ

作成することが望ましい。ただし、既存の施設管理台帳等に施設と地すべりブロック

の関係について記載があれば、それに従う。 

 

2）基本情報調査に用いた既往資料の保存管理と有用性 

既往資料は、施設の維持管理にとって重要な情報であるため、施設の供用期間を通

じて保存管理していく必要がある。その中で施設の設計条件に関する資料や現地と整

合する完成図などの図面類は重要な情報であり、電子記録媒体などに記録し半永久的

に保存することが望ましい。設計条件に関する資料は、どの程度の規模の地すべりを

想定して設計されているのか、各部材の耐力がどの程度あるか等、設計時に考慮され

ている各条件を抽出することができる。また、図面類からは、目視できない部分も含



Ⅰ-31 

 

めて、構造全体を把握することができる。 

 

3）地すべりブロック年表の整理 

 基本情報調査では、施設の設置経緯から供用後の維持管理内容に至るまで、各段

階の様々な資料が収集されるため、容易に全体を把握するのは難しい。そのため、施

設に関するこれまでの経緯を大局的に理解できるよう、「地すべりブロック年表（様

式-1(3))」を利用して情報を整理するのがよい。 

 

 4）施設管理者が独自に施設管理台帳等で基本情報を十分整理している場合 

施設によっては目視点検で施設の諸元がある程度確認できるため、施設管理者が独

自に施設管理台帳等で基本情報を十分整理している場合には、本手引きの様式の代替

として使用することも可能である。 

 

5）情報の優先順位の目安 

基本情報調査時点で情報不足の場合であっても、基本情報調査票の記入を完全に終

えるまで点検実施を待つ必要はなく、その後の機能診断サイクル(日常管理、概査、

詳細調査)を進めてよい。また、ここで示す様式中の記述欄は様々な施設状態を記録

できるように網羅的に作成されており、日常管理時および概査時までに必ずしも全て

を埋める必要はない場合がある。様式中の欄を埋めることができない場合は、調査に

支障が出ない程度であれば基本情報調査時点では空欄や仮記入とし、日常管理や概査

等を利用して、情報を徐々に収集・更新し続けることが望ましい。そこで、施設に対

する機能診断の各段階(日常管理、概査)において最低限必要とされる情報を優先順位

の高い順に示す（表Ⅰ-2.3.16 参照）。 

a）管理情報：点検（日常管理、概査）時に必須の情報であり、施設名や管理機関名

や保全対象などがこれに当たる。ただし、施設名等が存在しない場合、仮名を付け

るなどして現地調査に向かうことも考えられる。 

b）位置情報：点検（日常管理、概査）時に必須の情報であり、地すべりブロック図

上に施設の位置を示した図面が点検者に提供されると、現地調査時に極めて有用な

情報となる。位置情報が現地実態と比較して大きく異なるときは、更新する。 

c）工法情報のうち施設諸元(高さや幅など)：概査時に変状の計測を行う際の比較対象

となるため、概査までに把握することが望ましい情報である。事前に把握した施設

諸元が現地で実際に確認できる施設の諸元(工種、構造、材質、高さや幅など)と大

きく異なるならば、基本情報を更新する。 

d）その他の情報：適宜、情報収集・整理する。 
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 表Ⅰ-2.3.16 現地調査時に最低限必要な基本情報調査項目の優先順位の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

a）管理情報 

b）位置情報 

c）工法情報の

う ち 施 設 諸 元

(高さや幅など) 

d）その他 
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2.4 日常管理（定期・臨時の巡視） 

(1) 目的 

 地すべり防止施設の日常管理（定期・臨時の巡視）では、施設の異常、経時変化（老

朽化）、明らかな危険状態の把握を行うことを目的とする。 

 

(2) 点検方法 

 日常管理は、施設周辺の概略目視により行うことを基本とする。また、定期の実施に

加えて地震時や異常気象時における変状等の有無の確認も行い、二次被害の防止に努め

る。日常管理にて異常を発見したら、追加調査（概査）の必要性の判断をする。 

点検者は、通常、地すべり防止区域の管理者である道府県、あるいは道府県から委託

された市町村、地元住民（施設管理者から委託された地すべり巡視員）等である。 

 点検に当たっては、施設周辺も含め、容易に視認できる顕著な変動を把握する。その

際、できるだけ写真を記録として残すことが望ましい。また、点検箇所の現在の状況と

比較するために前回の点検記録を持っていくことが望ましい。なお、異常であるか判断

の困難なものについては追加調査（概査）を提案する。 

 

(3) 点検時の注意事項 

1）安全確保 

実際に点検を行うときは、安全管理上無理のない範囲（転倒や滑落等によるけがの心

配のない程度）で目視することを原則とし、点検者自身の安全を確保しつつ、巡視ルー

トから構造物の状態を観察する。 

2）異常気象時における点検 

 地震直後や異常気象時あるいは異常気象時直後に行う点検では、斜面が不安定化して

いる可能性もあるため、小落石の発生や異音等の崩壊の兆候に気をつけて、状況に応じ

て、斜面に近づきすぎないよう留意する。 

3）安全な点検ルート 

 施設によっては急斜面や植生などで位置確認の難しいこともあるため、位置図につい

ては事前に準備し、安全管理上無理のない範囲で目視する。 

4）点検中に施設を見つけられない場合の対処方法 

現地にて発見できない施設や目視できる範囲まで近づくことが難しい施設について

は、無理せず、未発見や未到達の旨を点検票に記録として残す。施設の位置を確認でき

ない場合は、後述の日常管理時の点検様式の中の、「見当たらない」にチェックし、自

由記入欄に「位置不明のため状況未確認」などのメモを残す。その場合、後日、ルート

等の準備を整えて再度点検を行うか、または、必要に応じて概査等を実施し、施設の状

況を把握することが望ましい。 
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5）点検時の記録の心がけ 

 日常管理で把握された異常箇所については、ある程度の位置情報を付して記録し、情

報の引き継ぎを容易にする。また、継続的に観察していく中で気になる点があれば、点

検項目にない事象であっても記録として残す。 

必要に応じて、点検には、双眼鏡などを活用するほか、カメラを携帯する。今後の施

設管理における位置情報整備のため、GPS 機能付きカメラ等があれば一層望ましい。 

異常や施設の状態を写真撮影する時は、可能な範囲で施設全体を写した全景写真を必

ず記録するように心掛ける。また、近接可能な場合やカメラの望遠機能を用いて撮影可

能な場合は、変状箇所を中心に近景写真を記録する。 

なお、撮影の際は対象物の他にペンや人など大きさを比較できるものを一緒に写すと

よい。もし過去の点検記録等に写真があれば、同じアングルになるように心がける。 

 

(4) 優先的に点検すべき項目 

可能な範囲で全ての項目を確認することが望ましいが、植生等によって施設を目視点

検するための十分な視界を確保できない場合等も想定される。日常管理における点検に

当たっては以下の視点で優先的に点検するべき項目を設定する。なお、各工種での優先

的に点検するべき項目と現場での点検ポイントは、Ⅱ～Ⅺ  の各編に示した。 

 ①人的被害のおそれ (破損・劣化した場合に近隣居住者や通行人等へ危害を及ぼすお

それのあるもの) 

 ②施設全体の安定性 (施設の大きな変状や主要な機能に大きな影響を与える異常) 

 

(5) 点検様式とその記入手順 

 点検に際しては、予め決められた点検様式を使用するなどして、明らかな異常の見落

としがないように実施する。本手引きで提示する点検様式を表Ⅰ-2.4.1～表Ⅰ-2.4.11

に、代表として水路工に対する使用例を表Ⅰ-2.4.12～表Ⅰ-2.4.13 に示す。 

 これらを用いて以下の手順で点検結果をまとめる。なお、各工種の点検項目等につい

ては、Ⅱ～Ⅺ の各編を参照すること。 

＜様式記入手順＞ 

①各工種に合わせて、様式-2（1）を選択 

②各点検項目に沿って記入(次頁参照)※ 

③その他気づいたことや評価・判断の理由等は自由記述欄に記入。必要に応じて、共通

様式となる様式２-2(2)の自由記述欄を活用し、踏査図や写真、コメントをまとめる。 
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※点検項目についての解説 

1）対象項目：点検者が見た範囲内で当てはまる状況に ☑ を入れる。点検票で示された

部位が実際の対象施設に含まれない場合や、施設や施設内の部位の一部が現地で見当

たらない場合もあるため、点検時に点検対象施設を見つけた際は、部位の有無の確認(見

当たらない場合も含む)等を必ず行うこと。なお、対象項目のうち「周辺状況」は施設

から目視で見渡せる範囲までの状況を指す。 

２）異常が見られる項目：各対象項目(各部位)に当てはまる異常があれば ☑ を入れる。

必要であれば自由記述欄等を活用してコメントや写真を残す。 

３）結果：「異常が見られる項目」に一つでも ☑ があれば結果欄の「異常あり」を選択

する。常に点検に適した視界を確保できるとは限らないため、対象が植生等で見えに

くいようであれば、「異常あり」「異常なし」に関わらず、「植生等で見えにくい」にも 

☑ を入れる。必要に応じて植生状況等の点検時の状況をコメントや写真に残す。 

 

 

 

 

 

図Ⅰ- 2.4.1 点検項目についての解説 

 

①水路部 □ 1.変形・損傷(目地切れ、ひび割れ等) □ 異常なし

※水路の有無を確認 □ 2.腐食（錆、表面劣化等） ☑ 異常あり

☑ 有 □ 無（見当たらない） ☑ 3.閉塞・埋没（土砂、落葉等の堆積等） 【状況】以下に該当すればチェ ック

＜材質・種類＞ □ 4.水路脇の陥没・洗掘 □

☑ コンクリート製 □ 5.流末からの土砂流出

□ 鋼製 □ 樹脂製 □ 6.流末の位置が不明

□ その他（ ）

②暗きょ部 □ 1.排水量がない □ 異常なし

※暗きょ工吐口部の有無を確認 □ 2.吐口部の明らかな閉塞 ☑ 異常あり

☑ 有 □ 無（見当たらない） □ 3.吐口部の変形・損傷 【状況】以下に該当すればチェ ック

☑ 4.吐口部の埋没 ☑

③集水升 □ 1.変形・損傷(目地切れ、ひび割れ等) □ 異常なし

※集水升の有無を確認 □ 2.閉塞・埋没（土砂、落葉等の堆積等） □ 異常あり

□ 有 ☑ 無（見当たらない） 【状況】以下に該当すればチェ ック

□

④落差工 □ 1.変形・損傷(目地切れ、ひび割れ等) ☑ 異常なし

※落差工の有無を確認 □ 2.閉塞・埋没（土砂、落葉等の堆積等） □ 異常あり

☑ 有 □ 無（見当たらない） 【状況】以下に該当すればチェ ック

☑

⑤蓋 □ 1.変形・損傷 □ 異常なし

※水路･集水升の蓋の有無を確認 □ 2.腐食（錆、表面劣化等） □ 異常あり

□ 有 ☑ 無（見当たらない） 【状況】以下に該当すればチェ ック

□

⑥安全施設（立入防止柵等） □ 1.変形・損傷 □ 異常なし

※安全施設の有無を確認 □ 2.腐食（錆、表面劣化等） □ 異常あり

□ 有 □ 無（見当たらない） 【状況】以下に該当すればチェ ック

□

□ 1.地表の変状 ☑ 異常なし

(沈下･隆起･洗掘･流出･崩落･押出し･吸出し･亀裂等) □ 異常あり

□ 2.湿地の形成(水たまり、湧水等) 【状況】以下に該当すればチェ ック

☑

結果（□にレ をチェック）異常が見られる項目（□にレ をチェック）　変形なし

本
体

植生等で見えにくい

植生等で見えにくい

植生等で見えにくい

植生等で見えにくい

付
帯
施
設

植生等で見えにくい

植生等で見えにくい

植生等で見えにくい

　　⑦周辺状況

1）対象項目 2）異常が見られる項目 3）結果 

留意点：周辺状況の確認は施設から目視で見渡せる範囲程度とする。 
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表Ⅰ-2.4.1 様式-2(1) :型 01 日常管理調査票(1/2)：水路工 

 

キ華式ー2(1) 裂01 日常管理調査票(1/2) 地すべり防止施設機能診断調査

<水路工(承水路工・燐水路工・陪きょ工・明暗き

|点検年月臼 1 I I 1天候1 1点験者| 1<調査票番号 ) 1 

諸区媛名| ブロック名| |施工年度|

元該当施設(施設番号)1口家水路エロ排水路エロ明暗きょ工 口暗きょ工 ( ) 1延長| w、
対象項目(ロにレをチェック) 異常が見られる項目(口にレをチェック) 結果(ロにレをチェック)

①水路部 口 1.変形・損傷(白地切れ、ひび割れ等) ロ異常なし

※水路の有無を確認 ロ 2腐食(鋭、表面劣化等) ロ異常あり

ロ有口無{見当たらない) ロ 3.閉塞・埋没(土砂、落葉等の堆積等) [枇現】以下に腫当すれば予zッタ

く材質・種類> ロ 4.水路脇の陥没・洗掘 日経生等で見えに〈い

ロコンクリート製 ロ 5.流宋からの土砂流出

ロ銅製 ロ樹脂製 口 6.流家の位置が不明

ロその他(

②暗きょ都 口 1.排水量がない 口異常なし

本
※暗きょエ吐口部の有無を確認 口 2.吐口部の明らかな閉塞 ロ異常あり

ロ 3.吐口部の変形・損傷
.................................帽..............

体
ロ有口無{見当たらない) 11文理1以・FIこ瞳当すればテエック

ロ 4.吐口部の埋没 口値生等で見えにくい

③集水升 ロ1.変形・損傷(白地切れ‘ひび割れ等) 口異常なし

※集71<升の有無を確認 口 2.閉塞・埋没(土砂、落葉等の堆積等) ロ異常あり
.. . .. . ... ..... . ...... . .. . .. . ... ..~・・ ・ ・・・・・・ ・ ・・ ・ ・

ロ有口無(見当たらない) 11実現】以下に量当すればチェック

口健生等で見えにくい

④落差工 口 1.変形・損傷(白地切れ、ひび割れ等) 口異常なし

※落差工の有無を確認 ロ 2.閉塞・埋没(土砂、落葉等の堆積等) ロ異常あり.................................噌..............
口有口然(見当たらない) [銀理】叫宗に昌2益すればチェック

口植生等で見えにくい

⑤蓋 口 1.変形・損傷 口異常なし

※水路・集71<升の蓋の有無を確認 口 2.腐食(錦、表面劣化等) 口異常あり
-ー・・咽・ーーー..................・ーーー・・帽・・・・・・ー・・・・ー・ー

f寸ロ有白書事(見当たらない)
I抗耳】以下に量当すればチェック

帯 口鑓生簿で見えにくい

施 ⑥安全施設(立入防止柵等) 口 1.変形・爆傷 ロ異常なし
設 ※安全施設の有無を確認 口 2.腐食(錯、表面劣化等) 口異常あり........‘・・・・ー"..，...........，..帽..............
口有白書聖{見当たらない) [銀理】以下に詰幽すればヂ%....，タ

目指生等で見えにくい

ロ 1.地表の変状 口異常なし

⑦周辺状況
(沈下・隆起・洗掘・流出・崩落・押出し・吸出し・亀裂等) 口異常あり

口 2湿地の形成(水たまり、湧水等)
-・・・・・・・・・・・ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・帽..............
I銀理Jl誌下にZ表当すればテzック

日植生等で見えにくい

| 点後結果 旧異常なし 口異常あり . ...J:.ti!で一つでが実紫あグ'JIJ(，あ;hJ;f.~苦1k.M~寄るf実績‘;ßI.)J，!:すそ5 1 

各項目および周辺状況で気づいた点があれlま記入して"'Fさい{自由記入)

(阻まSEE入)I口1追加調査が必要口 2補修が必要 口3点検を継続
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表Ⅰ-2.4.2 様式-2(1) :型 02 日常管理調査票(1/2)：水抜きボーリング工 

  

様式ー2( 1) 霊~02 日常管理調査票(1/2) 地すベり防止施設機能診断調査

<J)<t~きポーリング工>

l点検年月日 I / / |天候I I点検者| 1<調査禦喬号 )

諸 区主義名 l ブロック名 l |施工年度|

元該当施設(施設番号1ロ水級きボーリングヱ ( |本数| 本

対象項目(口にレをチェック) 異常が見られる項目(ロにレをチェック) 結果(ロにレをチ工ツク)

①集水管(吐口部) ロ 1損傷{割れ、後続不良等) ロ異常なし

※集水管の有無を確認 ロ 2.吐口部の閉塞{スライム等の明らかな付着) ロ異常あり

ロ有 ( 本) ロ 3.閉塞・埋没(土砂、落葉等の堆積等) { 本)

本 ロ無(見当たらない) f欲Jlll以下に帥当すればチェック

体 く材質・種類> 口裕生等で見えにくい

ロ樹脂製{極ピ管等)

ロ銅製{ガス管等)

ロその他(

②子L口保護工 ロ1.損猿(ji!!袋・ブロック等の脱落・中詰材の流出等) ロ異常なし

※子Lロ保護エの有無を確認 ロ 2.変形・損傷(閉口したひび割れ、傾き、部分欠鍋等} ロ異常あり.....‘・............・ーー.............・ー...........
ロ有白書署{見当たらない) ロ 3';勇水 (t実現1以下に融当すればチェック

ロ纏生等で見えにくい

③集水升 ロ1.変形・損傷(白地切れ、ひび割れ等} 口異常なし

※集水升の有無を確認 ロ 2.閉塞・埋没(土砂、落葉等の堆積等) 口異常あり

付 ロ有口無{見当たらない) 【叙5!l以下に匝当すればチェック

手持 ロ4直生等で見えにくい
施 ④導水パイプ・流末施設 口 1鍋傷(割れ、後続不良等) ロ異常なし
設 ※導水パイプ・j東京施設の有無を ロ 2.閉塞・埋没(土砂、落葉等の縫積等) 口異常あり

確認 ロ 3.漏水・溢水 【後毘1以下に臨当すれば予三ツタ

口有白書聖{見当たらない) ロ織生事事で見えにくい

⑤安全施設(立入防止繍等) ロ1.変形・煩傷 口異常なし

※安全施設の有無を確認 ロ 2.腐食(錆、表面劣化等) 口異常あり

口有口無{見当たらない) 【叙.il1l以下に担当すればチ%ツタ

ロ級生省事で見えにくい

口 1.地表の変状 ロ異常なし

⑥周辺状況
(沈下・隆起・洗掘・流出・崩落・押出し・吸出し・亀裂等) ロ異常あり

口 2湿地の形成(水たまり、湧水等) f伏況】臥下に踊当すれば'hツタ

口健生等で見えにくい

| 点検結果 |口異常なし 口異常あり ...../:%eで一つでるf実殺'J!j/fjß場;ft1;fÉi~，結果tl実請すみ仰とす'~ I 
各項目および周辺状況で気づいた点があれば犯人して下さい(自由te入)

概略構造 水抜きボーリングエは、暗きょ工等で排除できないある程度深い地下水の排
{形状や材質には様々 な積類があります} 除や、すべり函に働く過剰な間隙水圧の低減を目的としています。

/"Ahすベり斜面¥
/./ー一、司比腕ポトリング

_*tn "'"パイプ

視ロ6'.'U:
コンタJートIt

"・・ヲトン.
宮嶋d惨事

(施JSa入)I口1追加調査が必要口 2補修が必要 口3点検を継続
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表Ⅰ-2.4.3 様式-2(1) :型 03 日常管理調査票(1/2)：集水井工 

線式ー2(1) 豆103 日常管理調査票(1/2) 地すべり防止施設機能診断調査

<集水井エ> 集水井外(安全な位置)から判~IJできる大きな異常の有無を確認する、点検ロや立入防掻網等の施錠を確認する

|点検年月日 I I I I天候I I点検者 I 1<翻査察番号 ) I 

諸区媛名 | ブロック名| u包エ年度i
元該当施設(施設番号1口集水井工 |深度| 町、

対象項目(口にレをチェック) 異常が見られる項目(口にレをチヱツク) 結果(口にレをチェック)

①集水弁工内部 口 1変形・損傷(せん断、{嘆き等) ロ異常なし

※集水井工内部の視認の可否 ロ 2.腐食(著しい鋪等) 口異常あり

ロ可口不可(状況を下記に舘銭) ロ 3.集水ポーリングの閉塞(孔口部に付着物がある) [1犬盟】以下に匝当すればテェック

く材質・種類> ロ 4.異常湛水や土砂等の堆積 日植生等で見えにくい

本
口 銅製{ライナープレート等) (異常湛7)(:集水弁内部のJt張コンクリート天端 日他の理由で見えにくい

体
ロコンクリート製(セグメント等) より水面が高い場合)

口その他( ) 

②排水ボーリング(流末施絞) ロ1.排水がない、もしくは排水量の明らかな減少 口異常なし

※排水ポーリング吐ロの有無を確認 ロ 2.吐ロ部周辺の損傷 口 異常あり

ロ有口無(見当たらない) 口 3.吐ロ部周辺の埋没 I状提1臥干に館書すればテxツク

ロ植生等で見えにくい

③天蓋 口 1変形・損傷 ロ異常なし

※天蓋の有無を確m 口 2.腐食(錆、 表面劣化等) ロ異常あり.................・・・・ー・・..................
口有口無(見当たらない) 口 3.点倹ロの鍵の鍋傷・腐食等 {総理1以下に陣当すれぽチzツク

※点検ロの施錠: ロ有口無 ロ 4.点検ロの鍵がかかっていない(開いている) 日縫生等で見えにくい

付 @点検悌子 口1.変形.~員傷 口 異常なし

手骨 ※点検綿子の有無を確認 口 2腐食(錆、表面劣化等) 口異常あり
施 口有口無(見当たらない) I後浸1叫下r:回当すればそ"1ツク
設 口縫生等で見えにくい

⑤安全施設(立入防止柵等) ロ 1変形・損傷 ロ 異常なし

※安全施設の有無を確認 口 2.腐食(錆、表面劣化等) 口異常あり..........・・.......，............................
ロ有白書聖(見当たらない) 口 3栂の錠の損傷・腐食等 {杭毘1以下に帥当ずれぽチェック

※入口の施錠・ 口有口無 口 4.入ロの鍵がかかっていなし、(開いている) 日纏生等で見えにくい

口 u也表の変状 ロ 異常なし

⑥周辺状況
(沈下・隆起・洗樋・流出・崩落・押出し・吸出し・亀裂等) 口異常あり

ロ 2湿地の形成(水たまり、j勇水等) {状'l11臥下に蛤治すればチzック

ロ纏生等で見えにくい

| 点検結果 |口異常なし 口 異常あり ....1:.!èで一つでtI実#"あ':/JIJ場;h/f，点~16!fitl実#<1ち I!JとすQI

目各項目および周辺状況で気づいた点があれば記入して下さい(自由記入)

概略構造
{形扶や材質には織々 な樋頬があります)

檀面め2ンタ'Jート 英軍

下へ l

集水井工は、暗きょエや水被きボーリングエ等で排除できない比較的深い地

下水の排除や、すぺり面に働く過剰な間隙水圧の低減を目的としています。

{阻ま品入)I口1追加調査が必要口 2補修が必要 口3点検を継続
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表Ⅰ-2.4.4 様式-2(1):型 04 日常管理調査票(1/2)：渓流護岸工 

，f
 

，，
，
 

n
U
¥
/
-

型
工
訂

川
議
一四

一
一
蹴
一訓

練

<
一点

日常管理調査票(1/2)

|天候I I点検者 |

地すベり防止施設機能診断調査

I(調査察番号 ) I 

諸区妓名| ブロック名| |施工年度|

元該当施設(施設番号1ロ渓流護岸工 |延長| m 

対象項目(口にレをチェック) 異常が見られる項目(口にレをチェック) 結果(ロにレをチェック)

①護岸工 口1.t員壌(倒壊・ブロック等の脱落・中詰材の流出等) ロ異常なし

※護岸工の有無を確認 ロ 2変形(沈下・傾き・継ぎ目のずれ・はらみ出し;等) ロ異常あり

口有口無(見当たらなし、) 口 3.損傷(ひび割れ・摩耗ー部分欠損等) 【統il!】臥下にIl重量す九ぽ号.'"ツク

<材質・種類> 口 4.1.勇水 ロ植生等で見えにくい

口コンクリート 施設周辺の湧水の供給源

本
口繕枠等 ロ不明口有 (

体
ロその他{ ロ5.f湾造物背面のすきま(背面地盤の侵食に伴う浮き等)
②床固め工 ロ 1.損壊(ffiJ犠・ブロック等の脱落・中諾材の流出等) ロ異常なし

※床固め工の有無を確認 口 2変形(沈下・傾きー継ぎ目のずれ.(まらみ出し;等) 口異常あり

口有 口 無(見当たらなし、) 口 3.損傷(ひび割れ-摩耗-部分欠損等) [1天理】以下に値溢すればチzック

<材質・種類> ロ犠生等で見えlこ〈い

ロコンクリート ロ箆枠等

ロその他{

付
③安全施設(立入防止柵等) 口 1，変形・鍋傷 口異常なし

干持 ※安全施設の有無を確認 口 2.腐食(錆、表面劣化等) ロ異常あり
施

-・・.............................................
口有口無(見当たらない) [1実況】以下，=政2歯すればチ'"ツク
!ll: 

ロ摘生等で見えにくい

ロ1.沈下・隆起 ロ異常なし

@基縫地盤
口 2洗掘 ロ異常あり

[1実現】以下に級車すねばチ墨ツク

ロヰ直生等で見えにくい

口 1.施段上方斜面の変状 口異常なし

⑤周辺状況
(吸出し陥没-侵食.~.勇水・崩落ー押出し・亀裂等) ロ異常あり..........・・・・・............................・・・ー・

【総理】臥干に阻Z当す札ぽ;".1;.':1ク

口補生等で見えにくい

| 点検結果 |口異常なし 口異常あり ，'，..t.!èで一つでるrlf'#，あt}J/.;湯;fL/;û害総指実る/実'#Jちグ'.Jc!:ず~I

.各項目および周辺状況で気づいた点があれば記入して下さい(自由記入)

概略構造 渓流護岸工は、側方侵食の激しい渓流などにより地すべり末端部や側方部

(形状や材質にlま繊喝な種類があります)が侵食されてい昼場合に、その侵食を防止する目的で施工される施設です。

jl1lj荒
iI岸工

基礎調車鐙

評価 |口 1追加調査が必要口2補修が必要 口3点検を継続
(jUI.理者配入)
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表Ⅰ-2.4.5 様式-2(1):型 05 日常管理調査票(1/2)：堰堤工 

 

4華式ー2(1)・型05 日常管理調査票(1/2) 地すベり防止施設機能診断調査

<糧堤工> 安全な位置から判別できる大きな異常の有無をliIf認すること

|点機年月白I I I I天候I I点検者| 1<調査察番号 ) I 

諸区場名| ブロック名| |施工年度|

元該当施設(施設番号1ロ寝袋工 |晶さ| 庁、

対象項目(ロにレをチェック) 異常が見られる項目(ロにレをチェック) 結果(ロにレをチェック)

①本体・袖部(本堤・IIJ堤・垂直壁 ロ 1損壊(倒壊・ブロック等の脱落中舘材の流出等) ロ異常なし

※短t是エの有無を確認 ロ 2変形(沈下‘傾き・継ぎ目のずれ・はらみ出し等) ロ異常あり......・・a・・a・・a・・・・....‘・・・・・・a・・a・・a・・.........
口有ロ無(見当たらない) ロ 3損傷{ひび割れー摩耗-部分欠損等) [線虫1以下に凪当すればチェック

く材質・種類> ロ 4漏水 ロ植生等で見えに〈い

ロ コンクリート ロ銅製粋

口その他(

本
②側壁護燦工 口 I擦I裏{偲l場~.ブロック等の脱落・中詰材の流出等) ロ異常なし

体
※側壁護岸工の有無を確認 ロ 2変形{沈下・傾き・継ぎ目のずれ・はらみ出し等) 口異常あり

ロ 3操傷(ひび割れ-摩耗ー部分欠損等)
・4・・................ ・4・・・.-・.....・ー.....

口有ロ無(見当たらない) [1j:J!1以下I::JA!請すれば与zック

<材質・種類> 口 4.1勇* ロ篠生等で見えにくい

口コンクリート ロ籍枠等 施段周辺の湧水の供給源 ロ不明 ロ有(

口その他( 口5..量造物背面のすきま(背面地盤の侵食に伴う浮き等)
③水日Pき 口 1摩耗 ロ異常なし

※水口Pきの有無を確認 口 2.ひび割れ 口異常あり.........・・・・・・・・・・............胸・.....・・・.......
口有ロ無(見当たらIない) [1実車1以下に障さ益すればチェック

ロ福生有事で見えにくい

付
④安全施設(立入防止柵等) ロ I変形・損傷 ロ異常なし

帯 ※安全施設の有無を確認 ロ 2.腐食(錦、表面劣化等} ロ異常あり

g口 有ロ無(見当たらない) [状担1血下に個当すれば予忍ツク

口糧生等で見えにくい

⑤本体周辺状況 口 1基礎地盤のj先祖 ロ異常なし

※基礎、紬部の岩着状況を必ず確認 ロ 2袖部の侵食・繍嬢 ロ異常あり
-ー....・・a・・a・・a・・・・ーー・ー..・・・・・..・a・・............

※纏l}ヱ上流側雄砂織の目観可否 口 3.纏11エよ流側の雄砂蟻が漬砂していない{雄砂高濃少痕跡有} [1実理1臥下にJal舗すれItチzッタ

ロ可(遠望目視) 口否 状況 ( ロ繕隼等で見えにくい

口 l基礎地盤の洗鋸 ロ異常なし

@側壁接岸周辺状況
口 2施設よ方斜面の変状(吸出し、陥没、侵食、湧水等) 口異常あり

【銀理1以下に昌告話すればチzツタ

ロ縫主主等で見えにくい

l 点検結果 旧異常なし 口異常あり . '. .1:lèで一つでるf実埼tJ5t)j;(J(，がlI<f"有.~得4時/実埼tJ5I)Nず-fJ 1

各項目および周辺状況で気づいた点があれば犯人して下さい(自由!e入)

概略情造
(影状や材質には篠々な種競があります)

ロ3.点検を継続
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表Ⅰ-2.4.6 様式-2(1):型 06 日常管理調査票(1/2)：押え盛土工 

様式ー2(1) 型06

<押え盛土工>

日常管理調査票(1/2) 地すべり防止施設機能診断調査

|点後年月日 I / / |天候I I点検者| 1<調査票番号 )

諸区域名| ブロック名| |施工年度|

元該当施設(施設番号1ロ押え盛土工 |高さ| 町、

対象項目(口にレをチェック) 異常が見られる項目(ロにレをチェック) 結果(口にレをチェック)

①盛土工 口 1.亀裂(盛土面の関口した亀裂) 口異常なし

本 ※!Mt土工の有無を確認 ロ 2侵食・洗掘(表流水等による!dlt主材の流出) ロ異常あり

体 口有口無(見当たらない〉 ロ 3.崩落()去面の崩壊等) 口 4.1勇水 [状埠]凪下1:陣治すれば:~~νタ

ロ 5.沈下・隆起 口 6.1まらみ出し ロ植生等で見えにくい

②j去薗保護エ ロ 1.損壊(倒壊・ブロック等の脱落・中詰材の流出等) 口異常なし

※法面保護エの有無を確認 口 2.変形(沈下・傾き・継ぎ自のずれ・はらみ出し等) ロ異常あり
-・・・・・・・・ー・・・・......・・・・・・・・-ー・...・...-..... 

口 3.績傷(ひび割れ-部分欠損等)j去 ロ有口無(見当たらない)
11夫耳1目下にTI島す札ばチzッタ

面 <材質・種類> ロ 4.纏生工の育成不良 ロ錨生等で見えにくい

保 ロ現場打ち法特エ 口 5.f構造物背面のすきま(背面地盤の侵食に伴う浮き等)
護 ロプレキャスト法枠工
工
白石張工 ロ編柵エ

ロ篇工 口組生工

ロその他{

@暗きょ・ドレーン ロ1.ドレーン材の崩落 ロ異常なし

※暗きょエ吐ロ部・ドレーンの有無 口 2.異常な出水疲跡 ロ 異常あり
-・・・・・・ー・・・・・・・・・・・・・6・・・・・・・・・・・・・・・・‘・・・・・・

を確認 ロ 3.ドレーン周辺の洗掘 11夫盟}凪下に瞳きず抗ばテヨ巴ツタ

口有口無(見当たらない〉 ロ 4その他( 口組生等で見えにくい

④排水路部{集水升等含む) ロ 1.変形・損傷(目地切れ、ひび割れ等) 口異常なし

※排水路の有無を確認 口 2.閉塞・埋没(土砂、落葉等の堆積等) ロ異常あり
-・・・・・・・・・・・，........ー・・ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

付 ロ有口無(見当たらない〉 ロ 3.水路脇の陥没・洗掘 I級車]国下に肱差益すればチェック

手持 口 4.;荒宋からの土砂流出 口 5流末の位置が不明 ロ総生等で見えにくい

施 ⑤j去尻土留ヱ 口 1.損嬢(倒壊ブロック等の脱落中誌材の流出等) 口異常なし
設 ※1ニ留工の有無を確認 ロ 2変形(沈下傾きー継ぎ目のずれーはらみ出し等) ロ 異常あり

口有口無(見当たらない〉 口 3.損傷(ひび割れ・摩耗ー部分欠自慢等) [級車1凪下1:"渇すればテzック

エ種( ロ 4湧水 ロ 5構造物背面のすきま 口組生等で見えにくい

⑥安全施設{立入防止綱等) 口 1.変形・爆傷 口 異常なし

※安全施設の有無を確認 ロ 2.腐食(錆、表面劣化等) ロ 異常あり-ー・・...........・.，......・・ー・ーー・......・・..........
口有口無(見当たらない) I状現}1;1下に肱治すればテヨ巳ツク

ロ植生等で見えにくい

口 1.施設上方斜面の変状 口異常なし

⑥周辺状況
(吸出し陥没-侵食-湧水-崩落-押出し亀裂等) 口異常あり

ロ 2.周辺斜面、基礎地盤の変状
..........・......・・-・・a・・・・・ー・・ー..・・・・・4酢・....
{級車1以下!ご砧坐すればテzック

(吸出し・陥没・侵食・j勇水・崩落・押出し亀裂等) ロ植生等で見えにくい

| 点倹結果 |口異常なし 口異常あり . ....L!èで一つでが実殺あ':JJlÍ場:hJ~点8容だß!tI実#Jち仰とす'-5 I 
各項目および周辺状況で気づいた点があればIi!入して下さい{自由位入)

押え盛土エは、地すベり斜面の下部に盛土を行うことにより地すべりの滑

(踏ま22入)I口1追加調査が必要口 2補修が必要 口3点検を継続

地すベり斜面
押え盛土
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表Ⅰ-2.4.7 様式-2(1):型 07 日常管理調査票(1/2)：排土工(切土法面保護工) 

様式ー2(1)型07 日常管理調査票(1/2) 地すべり防止施設機能診断譲査

<排土工(切土法面保護エ)>安全な位置から半IJ51IJできる大きな異常の有無を確認すること

|点検年月日 I I I I天候I I点検者 I 1<鏑査察喬号 ) I 

諸 区主義名 l ブロック名 l l施工年度|
元該当施設(絡設番号1ロ緋土工 ) 口法函保護エ ( ) 1 i罰さ| 庁、

対象項目{ロにレをチェック) 奥常が見られる項目{口にレをチェック) 結果{ロにレをチェック}

①t~t土法面 ー t~t土平坦函 ロ 1.亀裂(排土法函の関口した亀裂} ロ異常なし
t非※排土された斜面を確認 口 2侵食・洗掘(表流水等による表土の流出) ロ異常あり
土

ヱロ有ロ無(見当たらない) 口 3.崩落{法面の崩療等) ロ 4.;.勇水・土境への水の流入 I状盟]崩下に臨当すれば予エツタ

ロ 5.沈下ー隆起 ロ 6.はらみ出し 口健生等で見えにくい

②法萄保護工 口Lt員媛(倒壊・ブロック等の脱落ー中詰材の流出等) ロ異常なし

※j去菌保護エの有無を確認 口 2.変形(沈下・傾き継ぎ目のずれ-はらみ出し等) 口異常あり.........................ー・・・・..................，
ロ有ロ無(見当たらない) 口 3.破鍋(ひび割れ・部分欠損等) I伏哩1叫下に臨2話すればテzツク

く材質・種類> ロ 4.植生エの生育不良 ロ縫生等で晃えにくい

ロモルタル・コンクリート吹付エ 口 5.f若造物背面のすきま(背面地盤の侵食に伴う浮き等}

j去 ロ現場打ちj去粋工

菌 ロプレキャスト法枠ヱ

保 白石張工 ロ鉄筋錆入工
議 ロ縫エロ編絹エロ植生工
工
ロその他(

※j去萄保護ヱに以下の構造物が 口 I構造物に異常あり
含まれている場合は、チェックを入 ( 擁壁(粋}工、杭エ、アンカーエに異常があれば〆 )
れてください。

※擁壁(枠}工、杭エ、アンカーエl立、

ロ擁壁(枠)エ ロ杭工 該当する点織票も見IJ途使って点検して下さい。

ロアンカーエ 参賢官するE調査葉書号:

③排水路部(集水升害事含む) ロ 1変形・被傷{白地切れ、ひぴ害IJれ等) 口異常なし

※排水路の有無を確認 口 2.閉塞・埋没(土砂、落葉等の堆積書事) ロ異常あり-・・・・・・・・・・・・...................................，

付 ロ有ロ無(見当たらない) ロ 3.水路脇の陥没・洗掘 {l夫君1臥下に阻2話すればチェック

寺普 口 4.;荒末からの土砂流出 口 5.流末の位置が不明 ロ布i~主等で見えにくい

施 ⑥安全施設(立入防止禍等} 口 1.変形・損傷 ロ異常なし
設 ※安全施設の有無を確認 ロ 2.腐食(錦、表面劣化等) ロ異常あり

ー・ーー.....ーー.......・・ー・ーー・ー・・・ー・ー..・ーー...・ーー・ー...，
ロ有ロ無(見当たらない) [状況1以下に踊当ザれほチェック

ロ縫生等で見えにくい

口 1施設上方斜面の変状 ロ 異常なし

④周辺状況
(吸出しー陥没ー侵食-湧水ー織落-押出しー亀裂等) 口異常あり

口 2周辺斜面その他(排土による平坦部含む)の変状 【欲深JI;.l下にt治す札ぽチェック

(吸出し・陥没・侵食・湧氷・崩落・押出し・亀裂等) ロ纏生等で見えにくい

| 議結裏7口異常なし 口 異常あり ....1:.teてま一つでる(1I#J)':J}i備 ;fL/;f;;ff "電話実る明書tdち仰とすを5I 
.各項目および周辺状況で気づいた点があれば記入して下さい{自由記入)

推進力を減殺し、斜面全体の安定化を図る工法です。排土後の法函lま脆弱化

して斜面崩療を起こしやすいため、j去面保護工等で保護されます。

組保護エ(吹i寸エ・ j僻I~k 排出土境のヤ) /妙

地すベり叙ii'i!->今日_--:.;

口2.補修が必要 口3.点検を継続
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表Ⅰ-2.4.8 様式-2(1):型 08 日常管理調査票(1/2)：擁壁(枠)工 

線式-2(1)型08

<擁壁(粋)エ>

日常管理調査票(112) 地すべり防止施設機能診断調査

|点検年月81 / / |天候1 1点検者| I(調査票醤号 )

諸区減名| ブロック名| |施工年度|

元該当biff~IH施設番号1口擁壁(粋)工 |延長l 町、
対象項目(口にレをチヱツク) 異常が見られる項目(ロにレをチェック) 結果(ロにレをチzック)
①線髭(粋)工 口 L損壊(fflJ猿ーブロック等の脱落ー中詰材の流出等) 口異常なし

※擁壁(粋)エの有無を確認 ロ 2.変形{沈下・傾き・継ぎ目のずれ・はらみ出し等) ロ異常あり
-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

口有白書襲(見当たらない) 口 3.損傷(ひび割れ-摩耗-部分欠鍋等) I獄置1目下lニZ査当すれば予孟ツタ
本
<材質・種類> ロ 4.1.勇水 ロ纏生等で見えにくい
体
ロコンクリート擁壁エ 施設周辺の湧水の供給源

ロ枠ヱ( 口不明白有 (

ロその他( ロ 5.構造物背面のすきま(背面地自主の侵食に伴う浮き等)

②落石紡護柵 ロ L変形・損傷 口異常なし

※落石防護柵の有無を確認 口 2.腐食(錆、表面劣化等) 口異常あり......・-・・ ..•. .. ・.......目‘・ーー・-・.....・。.，_.。・
口有口無(見当たらない) I拭理1目下にt察当すればチzック

ロ纏生等で見えにくい

付 ③法尻水路 ロ L変形・損傷(白地切れ、ひび割れ等) ロ異常なし

帯島 ※3去尻水路の有無を確認 白 2.閉塞・埋没{土砂、落葉等の堆積等) 巴 異常あり

施
ー・・・・・・・・・・・・・・，..，..ー・，..，..ー・・・・・・・・・・・・・・・・・

口有ロ無(見当たらない) ロ 3.流宋の位置が不明 I棋現1制下に肱当すればそ"，口?

設 白梅生等で見えにくい

④安全施設(立入防止柵等) ロ L変形・損傷 口異常なし

※安全施設の有無を確認 口 2.腐食(錆、表面劣化等) 口異常あり

口有ロ無(見当たらない) 【怯担1叫下に詰幽すればチェック

口纏生等で見えにくい

ロ1.沈下・隆起 ロ異常なし

⑤基礎地盤
ロ 2.洗t屈 口異常あり

【組理1以下に鎗当すれば'h.ック

口健生等で見えにくい

口1.施設よ方斜面の変状 口異常なし

⑥隠辺状況
(吸出し・陥没・侵食・j勇水・崩落・押出し・亀裂等) 口異常ありー.........・a・・・・.....ー・・・ー・.......-.......

【拭ilIl以下に畠猶すればチ"ツク

口組生等で克えにくい

| 点検結果 |口異常なし 口異常あり . ....t!eZ'一つでが実ダあのがあ;hJ;f.点1k1B:!震が実.1r.あ仰とすをp1 

.各項目および周辺状況で気づいた点があれば記入して下さい(自由記入}

概略織造
{形状や材質には綿々な種類があります}

(闘Z32入)I口1追加調査が必要口 2補修が必要 口3点検を継続
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表Ⅰ-2.4.9 様式-2(1):型 09 日常管理調査票(1/2)：杭工 

，，，
 f

'
 

n
u
d
 

nυ 型

1一目

。
〉
一月

引
工
一
洋

式
杭
一
綿

織
<
一
点

日常管理調査票(112)

|天候I I点後者|

地すぺり防止施設機能鯵断調査

I(調査票番号 ) I 

諸区域名| ブロック名| |施工年度i
元量安当Iifff設(施設番号1口杭工 |本数| 本

対象項目{口にレをチヱツク) 異常が見られる項目(ロにレをチヱツク) 結果{口にレをチェック)

①杭工 口 L杭頭配夢IJの舌Lれ 口異常なし

※杭頭視認の可否 口之杭の傾き 口異常あり

本 口 可( 本)口不可(不明} 口 3.統と地盤との隙間 ( 本)

体 ロ 4.枕の鍛け上がり
...................................，............ 

続の地中部分の目視点検は函鍵 (1え耳】且l'に担当すればチzッタ

であるため、続頭と続濁辺の地盤 口伝統の突出または沈下 口組生等で見えにくい
の変化に若自す毛

②アンカー ロ Lアンカーの飛び出し ロ異常なし

※アンカーヱの有無を確認 ロ 2.腐食(錆、表面劣化等) ロ異常あり-・・・・・・ー，。ー・・ー・・ー・・・・・..............，............
ロ有ロ無(見当たらない) I級車】岨下に届量益すればチヨEツタ

口組生等で見えにくい

@頭部連絡工 ロ L損傷(関口したひび割れ等) ロ異常なし

※頭部連絡エの有無を確認 ロ 2.腐食(著しい錆等) ロ異常あり-・ー・・・a・・a・・a・・・・ー........・・...................

{寸 ロ有口無(見当たらない)
(1来ヨミ】且下に麟通すればチzヲタ

事特 ロ植生等で見えにくい

施 @主留壁 口 1.損傷(関口したひび割れ等) 口 異常なし
設 ※土留壁の有無を確認 口 2.腐食(著しい錆等) 口異常あり

ロ有口費量(見当たらない)
........................，....................... 
(1文理1岨下に鼠当すればテzック

ロ植生等で見えにくい

⑤安全施設(立入防止柵等) ロ L変形・損傷 ロ異常なし

※安全施設の有無を確認 口 2.腐食(鏡、表面劣化等) 口異常あり...........・・・・........。・ーー.......‘・.。・・ーー........
口有口無(見当たらない) I組理】叫下に践鍋すればチヨ邑ツク

口植生等で見えにくい

ロ L沈下・隆起-押出し・亀裂等 ロ異常なし

⑥周辺状況
ロ 2.)勇水 ロ異常あり

口 3.周辺斜面の崩落(小崩壊、中抜け等) I欲混】目下l二陣g益すれば"'z.'ック
口組生等で見えにくい

! 点後結果 |口異常なし 口異常あり .二..tieで一つでる/実殺あI)JQ場ftf;f.点綬指実tr，票結'J5I)Jeず-{JI
.各項目および周辺状況で気づいた点があれば記入して下さい{自由記入)

概略構造 杭工は、構造物の力学的強さ!こよって地すべりの滑動に対する低抗力の

(形状や材質には線 な々種類があります} 付加を図り、地すべりを直接抑止することを目的とした施設です。

杭エ

評価 |口1.追加調査が必要口 2補修が必要 ロ3点検を継続
{施滋管理者配入}
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表Ⅰ-2.4.10 様式-2(1):型 10 日常管理調査票(1/2)：アンカー工 

，J
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一
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D
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F
1
1
 

4

M
一悼

式
ア
一
市

様
<
一
点

日常管理調査票(112)

|天候! !点検者|

地すべり防止施設機能診断調査

!<調査票番号 ) ! 
諸区減名| ブロック名| |施工年度l
元設当施設(施設番号1ロアンカーエ ! ;本数 | 本

対象項目(口にレをチェック) 異常が見られる項目(口にレをチェック) 結果(ロにレをチェック)

①頭部保護 ロ1.なくなっている ロ 5.腐食(発鋳) ロ異常なし

※頭部保護の有無を確認 ロ 2.外れて落下 口 6.;1酎旨漏れ ロ異常あり

ロ有ロ無(見当たらない} 口 3.破慢・変形・ずれ ロ 7キャップ固定ボルトの篠け ( 本)

ロ 4.キャップの緩み
........・・a・・.......・ ......・・ F・・......・ .••. 

<材質・種類> [t走車1以下にu当すればチzック

口頭部コンクリート ロ縫生省事で見えにくい

口二次製品{アルミ等)

本
②プレート 口 1.なくなっている ロ異常なし

体
※プレートの有無を確認 ロ 2.変形 ロ異常あり

口 3.浮き ( 本)

ロ 4.ずれ・回転
-・・・・・・・・・・・・・・・・・・ー・・ー・・ー・・・・・ー・・ー・・ー・・ー・・4・・・..

口有 ロ無(見当たらない) {銀理1以常に滋当すればチェック

ロ 5.腐食(発鋳) ロ樋生等で見えにくい

ロ 6.油脂漏れ

③テンドン (通常見えない} ロ l飛び出し ロ異常なし

※テンドン確認の可否 ロ 2.抜け落ち ロ異常あり

ロ可口不可(不明) ロ 3.腐食(発鋳) 本)

④受圧構造物 口1.変形・傾き ロ異常なし

※受圧構造物の有無を確認 ロ 2.ひび割れ・欠損 ロ異常あり
..・............ー..........・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ロ有ロ無(見当たらない) ロ 3.浮き上がり、沈み込み [技量1以下に畠告すれば予エツタ

付 <材質・漣類> 口 4.ずれ回転 ロ植生等で見えにくい

寺普 口法粋ヱ 口擁壁工 ロ 5.目地の開き
施 ロ独立受庄板 ロ 6.腐食(発錦)
設 ⑤安全施設(立入防止柵等) 口1.変形・爆傷 ロ異常なし

※安全施設の宥無を確認 口 2.腐食(鏡、表面劣化等) ロ異常あり

ロ有ロ無{見当たらない} 【輯丑】以下にui当すれば'J-%ツタ

ロ植生等で見えにくい

口1.:受庄構造物の浸潤や地下水の湧出 口異常なし

⑥周辺状況
ロ 2.地表の変化 ロ異常あり

{盛り上がり・沈下・陥没・亀裂・崩落・中抜け等)
-・・・a・・・・・・・・・・・・a・・・ー・..・・・・・a・・・ー・・ー・............
[輯理1以下にui当すればチ%.，.ク

ロ纏~等で見えにくい

飛び出し防止対策lロアンカー飛び出し防止対策がある ロアンカー飛び出し防止対策がない

施畿の位置 |白人家の近く ロ道路に面している 口その他(

| 点検結果 |口異常なし 口異常あり ....J::teで一つでtr実;ftiJ5 t) J n(iJ5;fL/if，点;kJa突が実ダ'iJ5t)Jeすそ?jI 
a各項目および周辺状況で気づいた点があれば犯人して下さい(自由記入)

概略繕造
{形状や材質にlま絡々な積類があります)

テンドン

アンカー工は、斜面に働〈土塊のすべりカを地中の安定地盤ヘチンドン

を介して地表付近のコンクリートのり枠工などへ伝達することで積極的

に土塊を安定させる工法です。
地すベり斜面

周辺雌 竺竺と一
1/事1~1i')ßß~ -' 

4構造物

評価 |口1.追加調査が必要
{範畿管理者配入}

口3点検を継続
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表Ⅰ-2.4.11 様式-2(2) 日常管理調査票(2/2)  

様式ー2(2) 日常管理調査票(2/2) 地すぺり防止施設機能診断調査

<位置図・写真(自由書式)>

国重主旦旦I / / |天候I I点検者 | |(鯛査累番号 ) 

E者|区減名 | |ブロック名 | 匪盟
|元 |該当施設(施設番号1
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表Ⅰ-2.4.12 日常管理調査票様式（1/2）使用例 

 

 

  

Q.調査票への記載は「地すべりブロックごと」か「施設ごと」のどちらか？ 

A. 1 施設 1 枚で記載してください。 堰堤工の場合、本堤から副堤・垂直壁を含め、それを繋ぐ側壁護岸や水叩きまで含めて 1 施設とし

ます。暗きょ工・明暗きょ工は、流末（道路側溝や大きな縦排水路、渓流等）までつながる一連の水路を 1 施設の目安とします。それ以

外の工種（渓流護岸工、擁壁工、押え盛土工、杭工、アンカー工等）については、連続的に設置された一群を 1 施設と考えてください。 

Q.異常あり・異常なし

の区分が難しい 

A. 「異常が見られる

項目」は、点検時の目

視の結果、明らかな

変位や変形、ずれ、ひ

び割れ等が容易に確

認できるものにチェッ

クします。示してある

項目が確認できれば

「異常あり」と判断し、

□にレを入れてその

箇所数を記入してくだ

さい。目視によって、

一部しか見えないよう

な場合でも、見える範

囲で「異常あり」「異常

なし」のどちらかにチェ

ックをしてください。 

Q.明らかな閉塞とは

どのような状態か？ 

A. 外から見て孔に何

らかの物質が確認で

きれば、明らかな閉

塞とします。 

Q.異常が見られる項

目とは何か？ 

A.「異常が見られる項

目」は、施設の機能

に関係すると思われ

る目視で確認可能な

状態や現象を指しま

す。 

Q.自由記入にはど

のようなことを記載

するのか？ 

A. 「異常あり」とし

た点以外に、周囲

と見比べて何か違

うと感じたことや、

各項目で気づいた

点、点検状況につ

いて記載してくださ

い。また、周辺の

道路情報や聞き取

り結果なども記載

してください。 

Q.ブロック名、施設

名がわからないと

きはどうするか？ 

A. わかりやすいブ

ロック名、施設名を

任意で付けてくだ

さい（施設の位置

がわかればよいの

で、正式名である

必 要 は あ り ま せ

ん。）ただし、その

場合、様式-1（2）

に、周辺施設を含

めて凡その位置を

イラスト等で示して

ください。施設位置

の 把 握 は 携 帯 式

の GPS を活用する

方法もあります。 
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表Ⅰ-2.4.13 日常管理調査票様式（2/2）使用例 

 

  

Q.どのような写真を貼付

するのか？ 

 

A.全景写真と、点検の際

に確認した異常箇所の

写真を貼付してください。

ただし、写真を撮影する

時は、安全な場所から行

うようにしてください。無

理に危険なところまで行

って撮影する必要はあり

ません。  

 全景写真は１枚で納ま

らない場合は複数枚撮

影し、それぞれのつなが

りがわかるように記録し

てください。  

 また、以前と違った状

況（例えば、人家ができ

た等）があれば、写真で

記録を残してください。  

 写真にはコメントをつけ

たり、異常箇所がわかる

ように○で囲む等してお

くと、理解しやすくなりま

す。 

Q.位置図・写真（自由書式）はどのように使うのか 

A.点検の際にあった方がよいと思う情報や、これまでの記録、点検時に見られた特徴的な事象などを自由に記載してください。

点検者が変更になった場合でも情報を引き継げるように、それぞれの現場での留意事項などをまとめて記載してください。な

お、本調査票は記録用であるため、本調査票とは別に、対象とする施設(群)の位置がわかる地図等を用意して、施設(群)の位

置関係を把握しながら、現地での点検をしてください。  

Q.どのような図を貼付するのか？ 

A. 施設の形状がわかる図を貼付してくださ

い。簡単なメモ程度の図でも構いません。点検

の際に確認した異常箇所や点検時に撮影した

写真の撮影位置を示してください。（記入例は

既往の位置図を使用した場合） 
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(6) 点検結果の整理と対応 

施設管理者以外の点検者(巡視員)は、点検結果をまとめるために、「点検結果」欄の「1 

異常あり」か「2 異常なし」を選び、施設管理者に報告する。それらの判断基準は以下

の通りである。 

（A）点検様式中の「異常が見られる項目」の中に「異常あり」が一つでもチェックさ

れていれば、「1 異常あり」を選択する。 

（B）「異常が見られる項目」の中に「異常あり」が一つもチェックされていなければ、

異常なしと判断し、「2 異常なし」を選択する。 

 

 施設管理者は、点検者(巡視員)から点検結果(点検結果欄まで記入された様式)を受け取

り、評価を追記することとする。点検結果に基づき、評価欄にて「1 追加調査が必要」、

「2 補修が必要」、「3 点検を継続」の 3 つの区分に評価し、台帳等に綴じ込む。判断

基準の目安は以下の通りである。 

 

表Ⅰ-2.4.14 日常管理調査票における評価の判断基準の目安 

評価区分 判断理由 

追加調査(概査)が必要 

・異常が認められるが補修方法が決められない 

・異常が認められるがその要因が不明である 

・異常があり対策規模が大きくなる可能性がある 

・植生等により点検項目の大半が目視できない  

補修が必要 
・異常の原因が明らかで補修方法が決められる 

・周辺に影響が及ばず限定的な対策でよい 

点検(日常管理)を継続 
・異常がない 

・異常はあっても軽微(限定的)である 
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施設管理者は、評価まで書き込まれた報告を受けてその後の対応を検討する。様式を

用いた点検結果は現場の状況から機械的に決定された評価であり、その後の実際の対応

は、別途、総合的に施設管理者が判断する。点検結果の整理にあたって、過去に行った

点検時の状況を整理しておくと、異常の有無や進行性が確認しやすくなるため、点検記

録はできるだけ写真とともに整理する。点検結果と対応は申し送り事項等とともに一覧

表等で記録・整理し、保管することが望ましい。 

 

 

 表Ⅰ-2.4.15 日常管理調査票を用いた点検結果のまとめ一覧表の例 

区域 ブ ロ ッ

ク名 

施設名 工種 前回（○○年○○月） 

点検結果 

今回（○○年○○月） 

点検結果 

施設管理者判断 

異常箇所等 評価 異常箇所等 評価 対応 備考 

△△△ D②-1 D②-1 暗きょ工 吐き口の埋没
1 追加調査 

  が必要 
吐き口の埋没

1 追加調査 

  が必要 

追 加 調 査 ( 概

査)を実施 

(委託) 

点検箇所を発見し

づらい。湿地形成の

影響を概査で調査

すべき 

△△△ C-5 MD-5 擁壁工 異常なし 3 点検を継続 異常なし 3 点検を継続 点検を継続 背面植生繁茂 

… … … … … … … … … … 

△△△ D D2-D1 擁壁工 異常なし 
3 点検を継続

はらみ出し 
1 追加調査 

  が必要 
点検を継続 

耕作放棄地近傍で

あり、今年は概査の

実施を保留 

 

  



Ⅰ-51 

 

2.5 概査（近接目視点検）と健全度評価 

(1) 目的 

 概査では、原則として日常管理で把握された異常箇所を対象に、近接目視を主とした

点検を行い、健全度により施設の状態を把握し、異常の要因の推定を行い、地すべり防

止施設の機能維持の観点から、補修、更新や詳細調査など対応方針を決めることを目的

とする。 

 

(2) 概査の準備 

 既存資料（日常管理時、その他過去の点検結果記録、基本情報調査結果）を確認し、

以下の作業を行う。 

１）既存資料の確認・転記 

 既存資料と実際の施設状況が異なる場合もあり、現地で既存資料記載事項を確認する。

また、点検を効率的にもれなく行うために、平面図及び施設の配置図を準備し、現地確

認・結果の記入に用いるとよい。基本情報調査を通じて既存資料から概査調査票に必要

な項目を転記する。 

２）対象施設・点検ルートの設定 

 原則として、日常管理で把握された異常箇所を含む全施設を対象とし、対象施設とそ

の周辺地盤の変状等を効率的に確認できる点検ルートを設定する。既設の観測施設があ

る場合は、その位置を確認する。 

３）点検時期の設定 

 既存資料を参考に、点検時期を設定する。点検時期は、当該地の気象水文条件に適合

するよう適宜設定するが、目視による点検であるため、草木の除去・伐採等の管理が良

好に実施されている場合を除くと、落葉期や融雪期等の実施が効率的である。ただし、

融雪期は地すべり活動が活発化する時期であることに留意し、安全に十分配慮して実施

するものとする。 

４）立入準備と点検用具の確認 

 日常管理の状況を踏まえ、現地への立入準備を行う。必要な目視点検を行うため、施

設周辺の伐採作業が必要になることもあり、事前に現地状況をよく把握することが望ま

しい。景観保護等のために十分な伐採ができない箇所では、草刈鎌などを用いながら草

木をかき分けて施設の目視点検を行う場合もあり、地山変状を見落とさないように努め

る。また、場合によっては地元への作業の事前周知や協力依頼が必要となる。 

 なお、概査では以下に示す点検用具を一般に使用する。 

①点検用具：点検ハンマー、メジャー、巻尺、測量ポール、角度測定器、クラックスケ

ール、計量カップ・ストップウォッチ(湧水量の測定用)、電気伝導度計、双眼鏡 等 

②記録用具：筆記用具、調査票様式、カメラ、黒板、チョーク、携帯型 GPS 等 

③そ の 他：脚立、草刈用具、触針式水位計(必要に応じて) 等 
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(3) 安全管理 

概査は近接目視を基本としているため、高所や急傾斜地での墜落や転落には特に留意

して作業を行う。また、植生が繁茂している場合には草をかき分けるなどして足元に注

意する。Ⅱ～Ⅺ の各編を参照し、事前に各工種の特性に合わせた安全管理についてよく

検討してから点検を行うことが必要である。例えば、集水井工は、外部からの点検が基

本だが、井筒内に立ち入る場合には、点検用梯子の不安定化や低酸素状態、有毒ガスの

滞留などの可能性が考えられることから、これらに対して十分な準備・対応が必要であ

る。 

 

(4) 概査の実施 

概査は施設の近接目視を原則とし、日常管理で把握された異常箇所の確認を行い、異

常の状態とその分布(位置や箇所数)の把握（必要に応じて簡易計測の実施）を行う。 

その際、対象施設の近隣に観測施設等があった場合は、可能な範囲で記録に残す。ま

た、施設から目視で見渡せる範囲程度までを基本として施設周辺の地山の変状等も合わ

せて目視にて調査する。 

その他、水路等を流れる流水や地山からの湧水などの流量や水質についての計測結果

などの特筆するべきことがあれば記録に残すとよい。ただし、調査目的や施設状況に応

じて流量や水質の計測等は省略してもよい。 

なお、施設の位置を確認できない場合は、未確認の旨を書いた調査票を作成し、記録

に残す。 

概査によって、具体的には下記の事項を実施し、結果を施設管理者に報告する。なお、

点検者は概査結果を基に、施設の健全度を評価し、点検者から施設管理者へ伝達すべき

情報として対応の目安を決め、コメント等を記録する。点検者はこの点を念頭に概査を

行うように心がける。健全度評価の考え方、手順については次章に詳細に示す。 

＜概査の実施事項＞ 

①機能に影響する可能性のある異常の状態とその分布の把握 

②施設周辺に対する安全性の影響と対応方針の判断 

③機能低下につながる要因の考察 

 

(5) 点検様式とその記入手順 

構造物の点検に際しては、予め決められた点検様式を使用するなどして、効率よく実

施する。点検様式を表Ⅰ-2.5.1～表Ⅰ-2.5.18 に示す。これらを用いて以下の手順で点

検結果をまとめる。 

＜様式記入手順＞ 

①各工種に合わせて、様式-3(1)を選択。 
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②各点検項目に沿って記入。(変状レベルの判断) 

③その他気づいたことや評価・判断の理由等は自由記述欄に記入。 

④必要に応じて、全工種共通様式となる様式-3(2)～(4)の自由記述欄を活用し、踏査図

や写真、コメントをまとめること。 

⑤点検結果を基に様式に従って「健全度評価」を実施する。 

⑥さらに点検者から施設管理者へ伝達すべき情報として「対応の目安」を示し、コメン

ト等を記録 (詳細は次章参照) 。 

 

 水路工の概査票使用例を、表Ⅰ-2.5.19～表Ⅰ-2.5.22 に示す。 

 なお、具体的な各工種の点検項目や様式の使用例等については、Ⅱ～Ⅺ の各編を参照

すること。  
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表Ⅰ-2.5.1 様式-3(1):型 00-1 概査調査票：施設群総括評価用 

個別施訟の
施訟周辺

個別鑑訟の

健全度
地盤状況

総合評価
(j-;v) (対応の目安)

施設名 問題なし 特記事項

i Aのみ 監視 (個別施設状況等)

ii A-B含む 経微な繍修

iii A-C含む 問題怠し 繍修・更新

番号 (自在鐙番号等) 個別飽綾名 備考(エ種/構造等)iv A-D含む 閉館あり 要鉾細鯛査

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

施設群の健全度
※ 

1 D m lV ) 
※個別施設の健全度に基づいて決定する 【 1 : iのみ D : i -ii含む m : i -iii含む lV : i -iv含む
‘R事も鳩!)ISJ!主義 自主設群内における留別範設の位置関係や他館設との後続等についての図{銘線密}やコメント等登記入

司且総色言ヰ'iilli 施設群全体の総合評価の銭当する選択妓!こOを付ける。点後者から施設管理者への伝達事項としてf対応の包安Jを示す.

対応の目安 判断の目安(原則、判断の目安に沿って選択する。原則とは異なる選択をする鳩合は理由をコメント欄に必ずIe入する。)

問題なし 施設群全体の健全度がIである場合

監視 施設群全体の健全度がEである場合

軽微な補修 施設群全体の健全度がEである場合

補修・更新 施設群全体の健全度がWであり、かつ要因が明らかである犠合や対応方法が明確な場合

要詳細調査 施設群全体の健全度がWであり、かつ要因が明らかでない場合や対応方法が明確でない場合

緊急対応 日
の必要性

やが[判新瞳断た揖目な安③E】人世ω的也②被す虫害べ害発り等生のでの再施活懸股章動 I 状況と I 
対応策

-点検結果と対応に対するコメント 変状の筆生要因の控室、 総合評価の司尊厳密盛等
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表Ⅰ-2.5.2 様式-3(1):型 01-1 概査調査票：水路工 

エ種・部位
状況(異常な状況がない場合は0とする ①変状レベル ②部位の

項目
復合的な状況その他の鳩合は9とする) 該当写真

健全度
a I b c I d 【A-D)

破領・欠損 1欠損.2ひび割れ.3摩耗

口水路部
変位・変形 1屈曲・2ずれ(白地切れ等}・3.逆勾配

腐食 1発錆

閉塞・埋没 1土砂堆積・2落葉等堆積・3値物侵入・4その他

口暗きょ部 閉塞・埋没 1 .~土口部の閉塞・2 吐口周辺の埋没

破領・欠損 1欠績ー2ひび割れー3摩耗
本

変位・変形 1ずれ(園地切れ和 2傾倒 ・3沈下
体 口集水升

腐食 l'発鏑

閉塞・埋没 1土砂堆積・2落葉等堆積・3植物侵入・4その他

破鏡・欠損 1欠場・2ひび割れ・3白地切れ・4摩耗

口落差エ
変位・変形 1ずれ・2傾倒・3沈下

腐食 1.:発錆

閉塞・埋没 1土砂堆積・2落葉等堆積・3植物侵入・4その他

※本票で扱うエ種は、排水路工、承水路工、暗きょ工、明暗きょエとする。 |③臓の時(i叩 )仁コ[量も畢い部俊由健全置に基づいて決定]

※①変状レベル(a-d)、②部位の健全度(A-D)、③施設の健全度(i-iv)の順に各々最も悪い評価を統合し、施設全体を評価する。

③ ← ② ← ① 評価指標

施盤 "ー1l1 -
部 A J: ~ 項目に挙げた現象・状況が見られない、もしくは目視困難なほど軽微である ....・(機能低下していない状態)

gτ 状 b 項目に挙げた現象・状況に対し1軽微な変状がある ー(本質的に支障はないが放置すると機能低下を紹〈恐れがある状態)
のE 度LlV 

レ

憧全度 C D ベ c 項目に挙げた現象・状況に対し限定的(局所的)ではあるが明らかな変状がある ーーー(機能低下している状態)
J" 項目に挙げた現象・状況に対しi著しい変状がある ー (明らかに機能低下、または機能喪失している状態)d 

施設周辺地盤状況
口施設機能に影響する変状がある |

ロ施設機能に影響する変状がない

その他の状況

-草色色三喜司凪 該当する選択肢!こOを付ける。点後者から施設管理者への伝達事項としてf対応の§安jを示す。

対応の目安 判断目安(原則、判断の目安に沿って選択する。原則とは異なる選択をする場合は理由をコメント欄に必ず犯人する。)

問題なし 施設の健全度が tである場合(部位田値童度主てがA町場合)

監視 施設の健全度が 11である場合(部位田健全度でBが一つでも吉まれる場合}

軽微な補修 施設の健全度がiiiである場合(師位田檀全置でCがつでも含まれる湖合〉

補修・更新 施設の健全度がiv(即位の憧全置でOが一つでも吉まれる場合)であり、かつ要因が明らかである場合や対応方法が明確な場合

要詳細調査 施設の健全度がivであり、かつ要因が明らかでない場合や対応方法が明確でない場合

緊急対~Hまの必要
Iやが判新破断た損目な安③宜】人状①的地②被す出曹ベ曹発り司生の撃で田再施盟活盤意動I 状況と I 

対応策

-点検結果と対応の目安に対するコメント変討の芳'!U%/lf/の!tfJE.JUrJffiJff，の$Ij/lfilAdJ夢
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表Ⅰ-2.5.3 様式-3(1):型 02-1 概査調査票：水抜きボーリング工(1) 

注意： 概査では、各ボーリング 1 本 1 本の流量計測や検尺棒挿入を必ずしも実施しなくともよい。検尺棒挿入を

実施しない場合には、「目詰まり(孔内部)」の項目に関する欄は記入しなくてよい。 

状況(異常な状況がない渇合はOとする ①変状レベル ②郵位の
工種・餌位 項目

纏合的な状況その他の場合は9とする) 該当写真
健全度

a I b c I d (A向。)

水被きボーリ
破損・欠損 1欠損.2ひび割れ 3.t左け 4折れ曲がり

本 ロング※jllJ紙に 腐食 1発錆

体 て、個々の孔 閉塞(孔ロ状況) 1細菌類付着・ 2植物・藻類侵入国 3その他
ごとに評価

目詰まり(孔内部) 1細菌類付着 ・2植物・藻類侵入 3その他

ロ導水パイプ
破績・欠績 1欠損・2ひび割れ・3抜け・4折れ曲がり

閉塞(孔ロ状況) 1細菌類付着・ 2値物・藻類侵入国 3その他

破領・欠鍋 1欠鍋.2ひび割れ 3目地切れ.4摩耗・5その他

ロ孔口保護工 変位・変形 1ずれ・2傾倒・3沈下

{寸
腐食 1発鋪

帯 破繍・欠婦 1欠績 2ひび割れ 3摩耗

施 変位・変形 1ずれ{自給切れ等}・2傾倒・3沈下
設 口集水升

腐食 1発錆

閉塞・埋没 1土砂堆積・2落葉等堆積・3他物侵入・4その他

破鍋・欠鍋 1欠損 2ひび割れ 3綾け 4折れ曲がり・5摩耗

口 流末施設 変位・変形 1屈曲 2ずれ(園地切れ削 3逆勾配

閉塞・埋没 1土砂堆積・2落葉等堆積・3植物侵入4その他

※孔内部の目詰まり状況は、検尺様婦人等の調査を行った場合のみ評価する。 | ③施設の健全度(円iv)
[量も軍い歯車位白檀金置に基づいて決定]

※①変状レベル(a-d)、②部位の健全度(A-D)、③施設の健全度(i-iv)の順に各々最も悪い評価を統合し、施設全体を評価する。

③ ← ② ← ① 評価指標

E昨師A lI:~ 項目に挙げた現象・状況が見られない、もしくは目視困難なほど軽微である ー(機能低下していない状態)

状 b 項目に挙げた現象・状況に対し軽微な変状がある ー(本質的に支障はないが放置すると機能低下を招〈恐れがある状態)

2円i「 レ
ペ c 項目に挙げた現象・状況に対し限定的(局所的)ではあるが明らかな変状がある ..(機能低下している状態)sr 主『 )" 項目に挙げた現象・状況に対し者しい変状がある (明らかに機能低下‘または機能喪失している状態)d 

施設周辺地盤状況
口施設機能に影響する変状がある |

ロ施設機能に影響する変状がない

その他の状況

E総色言晃司Di l錯 する選択肢にO差付ける。点後者から範設管理者への伝達事項としてf対応の自動'if示すa

対応の目安 判断目安(原則、判断の目安に沿って選択する。原則とは異なる選択をする場合は理由をコメント欄に必ず犯人する。)

問題なし 施設の健全度が iである場合岬位白檀主盟主て酬の吻合}

監視 施設の健全度が 11である場合噸位由健全置でBが一つでも含まれる鳩合〉

軽微な繍修 自在設の健全度がiiiである場合(部位田健全置でCが一つでも含まれる喝合)

補修・更新 施設の健全度がiv(師位の瞳主置でOが一つでも含まれる場合)であり、かつ要因が明らかである場合や対応方法が明確な場合

要詳細調査 施設の健全度がivであり、かつ要因が明らかでない場合や対応方法が明確でない場合

緊急対~Hまの必要
【やが判新破断た損目な安③宜】人状①的地②彼す虫曹ベ害先り.の生で田膏施睡活殴意動I 状況と I 

対応策

-点検結果と対応の目安に対するコメント it-~の芳三吉要EのtlJË. 総合Jffilliの!þjIlJjJÆEil手
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表Ⅰ-2.5.4 様式-3(1):型 02-2 概査調査票：水抜きボーリング工(2)  

注意： 概査では、各ボーリング 1 本 1 本の流量計測や検尺棒挿入を必ずしも実施しなくともよい。必要に応じて

本調査票の欄を活用すること。また、概査だけでなく詳細調査時などにも本調査票を利用できる。 

集水状況
孔ロ閉奮状況 孔内部目詰まり状況

孔番号 機 信 や 健
※原則、左からI1順番に、

(目視にて、当 流量
尺 検尺梅 まや 全てはまる状況 (1/分) 付着度※ 付渚物 帰入長さ番号を付ける にrOJ) 締 つ結 コメント

※E十測 ~ 1(=目詰まりを てま (破樋状況・水
可能な

4・'‘ 起ζした箇所 いつ 貿・その他状
各集水ポーリング

流 状況で 細物そ
fの孔口からの るて j兄)

能;糟滴水 あれば 品 距雌)
L、

番号 孔の施工延長
燥 れ 水あ 測る

AIBICIDIEIF 薗 ーの る
(m) 類藻 他 。

類 -1 (m) 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

合計 o 0 0 0 0 0 。 o 0 0 
.$~もの雪!\:'l* v~)L-gj再軍倍々のボーリング子tの点検結果を集計し、全体としての閉塞と毘詰まりについての変状レベルを評価する

閉塞状況 付着度A・B.Cの孔数/全孔数 本 / 本 与も 判定

孔ロの付着度の決定方法

下記の考え方に沿って自分量で閉塞割合(付着度)を判断する 孔口断面

孔ロの自由塞割合=孔ロ額面に占める閉塞物の断面積÷孔ロ断面積x100(;覧)

宝 物

付着度A孔口の閉塞割合 70%以上 付着度B:孔口の閉塞割合 50-70%

付着度C:孔口の閉塞割合 30-50% 付着度D:孔口の閉塞割合 10-30%
付着度E:孔口の閉塞割合 10%未満 付着度F:孔口の閉塞物なし

変状レベル:孔口閉塞の判定基準:
a=付着度A・B.Cの孔数の合計が全孔数のO%(D，E，Fのみ)
b=付着度A・B.Cの孔数の合計が全孔数の25%未満
c=付着度A・B.Cの孔数の合計が全孔数の25%以上50%未満
d=付着度A・B.Cの孔数の合計が全孔数の50%以上、または、崩土や;甚水等で埋没・水没している

目詰まり状況 「詰まっているJfやや詰まって
いる」の孔数/全孔数

本 / 本 % 

孔内部の目詰まり状況の判定の目安 集水ボーリングの畏さ(施工延長)
(検尺俸を実施した場合のみ評価)
fZ25古って.~ I-{)j-..検尺梼等を婦人できなくなる場合

検尺権揮入長さ(m)
fやや58さつで.~I-{)J…検尺棒等を最後まで挿入でき
るものの抵抗が大きい場合

(目詰まりを起三した箇所の孔口からの距厳)
検尺祷

変状レベル:孔内部自詰まりの判定基準: E 

a = f詰まっているJfやや詰まっている」の孔数の合計が全孔数の0%(目詰まりなし)
7可

b = f詰まっているJfやや詰まっている」の孔数の合計が全孔数の25%未満
c = f詰まっているJfやや詰まっている」の孔数の合計が全孔数の25%以上50%未満
d = f詰まっているJfやや詰まっている」の孔数の合計が全孔数の50%以よ
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表Ⅰ-2.5.5 様式-3(1):型 03-1 概査調査票：集水井工(1) 

篠式-3(1) 型03-1

状況 (異常な状況がない場合は0とする ①変状レベル ②部位の
工種・部位 項目

複合的な状況その他の場合は9とする) 該当写真
健全度

a I b c I d (.-0) 

破損・欠損 1欠損 2ひび割れ 3抜け 4折れ曲がり
集水ポーリン

腐食 1発錆集 ロ グ
閉塞(孔口状況)※ 1細菌類付着 2組物・藻類侵入 .3その他

排
排水ボーリン 破損・欠損 1欠損・2ひび割れ・3被け・4折れ曲がり

7l< 
機 グ 腐食 1発錆
ロ {弁外白血口にて目
能 視確認、異常湛水は 閉塞(孔口状況) 1細菌類付着 2植物・藻類侵入 .3その他
地表より水面を遭盟

異常;甚水 1異常j甚水(井内水面高>底巻コンヲリート天端高) 1""-1""-目視}

弁 ライナープレートi 破損・欠損 1欠損 2亀裂 3破断 4ボルト等の緩み(脱落)
筒 口 補強リングパーチ 変位・変形 1屈曲(傾き、ねじれ、折れ曲がり)
本 力Jレス子ィフナー/

体 ラテラルストラット 腐食 1発錆

破損・欠損 1欠損 2ひび割れ 3摩耗
底 口 底張コンクリ

変位・変形 1ずれ・2傾倒
部 ト

閉塞・埋没 1土砂雄積回2落葉等堆積・3植物侵入・4その他

1也 地表コンクリー 破績・欠損 1欠損・2ひび割れ・3摩耗

表 ロ ト 変位・変形 1ずれ・2傾動・3沈下

口 天蓋
破慣・欠損 1欠損・2ひび割れ・3摩耗

腐食 1発錆

付 破損・欠損 1欠損・2亀裂・3破断・4ボルト等の緩み(脱落)
帯 ロ 点検梯子

腐食 1発錆
施
設 破損・欠損 1欠損 2亀裂 3破断 4ボルト等の緩み(脱落)

口 安全柵 変位・変形 1屈曲・2傾倒

腐食 1発錆

※集水ポ-1)'./'1何塞』の変状レヘ峨基準は以下(井内叩開 は酬明 | ③施設の時 (i吋)

地表から遠望目視にて孔ロ確認 閉塞なし=ι閉塞あり=c、不明・目視不可=b(コメント残す) I [量も車い鶴位の健全置に基づいて決定]

※・①変状レベル(a-d)、②部位の健全度(A-D)、③施設の健全度(i-iv)の11固に各々最も悪い評価を統合し、施設全体を評価する。

③ ← ② ← ① 評価指標

箪t包金度ー一耐側H l Z健a金EEE-A B c D 
置 a 項目に挙げた現象・状況が見られない、もしくは目視困難なほど軽微である ..(機能低下していない状態)

校 b 項目に挙げた現象・状況に対し軽微な変状がある (本質的に支障はないが鍛置すると機能低下を招く恐れがある状態)
レ
ベ c 項目に挙げた現象・状況に対し限定的(局所的)ではあるが明らかな変状がある ー(機能低下している状態)

J" (明らかに機能低下、または機能喪失している状態)d 項目に挙げた現象・状況に対し者しい変状がある

施段周辺地盤状況 口施設機能に影響する変状がある |ロ施怨機能に影響する変状がない |

その他の状況 | 
‘草色色言書弧 該当する選択肢にOを付ける。点綾者から縫殻管理者への伝達事項としてf対応の包安』を示す。

対応の目安 判断目安(原則、判断の目安に沿って選択する。原則とは異なる選択をする場合は理由をコメント繍に必ず記入する。)

問題なし 施設の健全度が lである場合〈即位由世主度全てがA出場合}

監視 施設の健全度が "である場合(師位の健全度で帥いつでも吉まれる調胎)

軽微な補修 施設の健全度が川である場合(部位回世金庫でCが一つでも含まれる鳩合)

補修・更新 施設の健全度がIV(部位の健全車でOb'一つでも吉まれる噛合}であり、かつ要因が明らかである場合や対応方法が明確な場合

要詳細調査 施設の健全度が川またはivであり、かつ要因が明らかでない場合や対応方法が明確でない場合岬向祖曹が必要な湯合等}

緊急常時
の必要

【やが判新確断た揖目な安③置1人状4的地②後す提奮べ害発り等生ので田再絶畢活霞意動I 状況と I 
対応策

-点検結果と対応の目安に対するコメント変設の芳主要EのIftJE.i宮&ifu百の抑'lJilAEiJ等
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表Ⅰ-2.5.6 様式-3(1):型 03-2 概査調査票：集水井工(2)  

注意： 概査では、必ずしも本調査票を利用する必要はない。詳細調査時など井内観察が可能な場合に本票を利用できる。 

/ / 

地すベり防止施設機能診断調査

経度

‘宅島;UiO)変有11;'-'，"，，)[， 各項目で当てはまる状況の番号を!i!.入し、最も悪い状態についてレベル判定する。その他必要事項!i!.入後、評価を行う.

エ種・部位 項目
状況(異常な状況がない場合は0とする 変状レベル 部位の

績合的な状況その他の場合は9とする) a I b c I d 該当写真 健全度

破損・欠損 1欠損・2亀裂・3破断固4ボルト等の緩み(脱落)

ロ ライナープ 変位・変形 1屈曲
レート

腐食 1発錆

破婦・欠績 1欠損・2亀裂・3破断・4ボルト等の緩み(脱落)

井
口補強リング 変位・変形 1屈曲

筒 腐食 1発錆

本 破損・欠損 1欠績・2亀裂・3破断・4ボルト等の緩み(脱落)
体 ロパーチカルス 変位・変形 1屈曲・2ねじれ
ティフナー

腐食 1発錆

破損・欠損 1欠損・2亀裂・3破断固4ボルト等の緩み(脱落)
ロ ラテラルス卜

変位・変形 1屈曲
ラット

腐食 1発錆

※最も悪い項目・状況を井筒本体の変状レベルとして調査票(1)に反映する |弁筒本体の健全度(A-D)

線固めコンクリート 基磁地盤

‘現世も喪主誌率直tスケッ守宅島1 必要に応じて、井内壁蚤状況等のスケッチやg授罰鐙箪所等i二関するコメント査記録するさ

変状の顕著な箇所
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表Ⅰ-2.5.7 様式-3(1):型 03-3 概査調査票：集水井工(3)  

注意： 概査では、必ずしも本調査票を利用する必要はない。詳細調査時など井内観察が可能な場合に本票を利用できる。 

1 1 

-個々のポーリング孔の点検結果

集水状況
孔ロ閉塞状況 孔内部目結まり状況

孔番号
(目視にて、当 流量 検 詰 や 健

※原則、左からI1頂番に、 てはまる状況 (1/分)
尺 検尺縛 ま や 全

番号を付ける
付清度※ 付着物 格 婦人長さ つ結

にrOJ) コメント
※計測 ~ 1(=目詰まりを て ま (破網状況・水
可能な E 起こした箇所 L、つ 質・その他状
流 4直 る

各集水ポーリング 状況で 細物そ
訟 の孔ロからの て 況)

fL濡滴水 あれば 品 距離) L、
番号 孔の施工延長

燥れ水あ 測る
AIBICIDIEIF 薗・の る

(m) 類藻他 。
類 -1 (m) 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 
18 

合計 o 0 0 0 0 0 。 o 0 0 
‘宅品位の事えなν~)t， i誌も倍々のポーリング孔の点検結果を集計し、全体としての防塞と呂詰まりについての変状レベルを評鍾する

閉塞状況 |付着度A・B・Cの孔数/全孔数 本 / 本 % 判定

孔口の付着度の決定方法

下記の考え方に沿って自分量で閉塞割合(付着度)を判断する 孔ロ断面

孔ロの閉塞割合=孔ロ街盃!こ占める罰塞物の断面積÷孔ロ額面積xfOO(J腎:

~ 付着度A:孔口の閉塞割合 70%以上 付着度B:孔口の閉塞割合 50-70%

付着度C:孔口の閉塞割合 30-50% 付着度D・孔ロの閉塞割合 10-30%

付着度E孔ロの閉塞割合 10%未満 付着度F孔口の閉塞物なし

変状レベル:孔口閉塞の判定基準:

a=付着度A・B'Cの孔数の合計が全孔数のO%(D，E，Fのみ)
b=付着度A・B'Cの孔数の合計が全孔数の25%未満

c=付着度A・B'Cの孔数の合計が全孔数の25%以上50%未満

d=付着度A・B'Cの孔数の合計が全孔数の50%以上、または、崩土や湛水等で埋没・水没している

目詰まり状況 I~詰まっているJrやや詰まって
、る』の孔数1:金孔数 本 / 本 % 判定

孔肉部の目詰まり状況の判定の目安 集水ボーリングの長さ(施工延長)
(検尺俸を実施した場合のみ評価)
rtS3:って.tI~}"..検尺棒等を挿入できなくなる場合

検尺権挿入長さ(m)
fややBS古って~ I~}" ・検尺棒等を最後まで掃入できる

(目詰まりを起こした箇所の孔口からの距離)
ものの抵抗が大きい場合 検尺繕

変状レベル孔内部目詰まりの判定基準 7可
a = r詰まっているJrやや詰まっている」の孔数の合計が全孔数の0%(目詰まりなし)
b = r詰まっているJrやや詰まっている」の孔数の合計が全孔数の25%未満
c = r詰まっているJrやや詰まっている」の孔数の合計が全孔数の25%以上50%未満
d = r詰まっているJrやや詰まっている」の孔数の合計が全孔数の50%以上
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表Ⅰ-2.5.8 様式-3(1):型 04-1 概査調査票：渓流護岸工 

様式-3(1):型04-1

状況 (異常な状況がない場合は0とする， ①変状レベル ②部位の
工種・郵位 項目

復合的な状況その他の犠合1;1:9とする) 骸当写真
健全度

a I b c I d (A-O) 

破損・欠損※
1欠損・2ひび割れ・3脱落・4摩耗

5破断・6中詰材の流出(籍枠工等の場合)

口 護岸工
変位・変形※ 1ずれ・2はらみ出し・3傾倒・4沈下

腐食 1発錆(簸枠エなどの場合)

洗担 1基礎地盤の洗娘
本

施設背面の変状 1吸出し・2陥没・3侵食・4J勇水・5構造物背面のすきま
体

破領・欠領※
1欠損・2ひび割れ・3脱落・4摩耗

5破断.6中詰材の流出(錨枠エ等の場合)

口 床固め工 変位・変形※ 1ずれ・2はらみ出し・3傾倒・4沈下

腐食 1発錆(篇枠工などの場合)

洗掘 1.基礎地盤の洗短

※破損・欠損・変位・変形に裏込め土等の流出が伴う場合は、コメントを残す」と。 | ③施般の健全度(i-iv 
[量も悪い卸値の健全置に基づいて決定]

※①変状レベル(a-d)、②部位の健全度(A-D)、③施設の健全度(i-iv)の順に各々最も悪い評価を統合し、施設全体を評価する。

③ ← ② ← ① 評価指標

施 l 部 A 置 a 項目に挙げた現象・状況が見られない、もしくは目視困難なほど軽微である ー(後能低下していない状態)

設健の 一川" ー
位ドーーー
由 rc 日 状 b 項目に挙げた現象・状況に対し軽微な変状がある ー(本質的に支障はないが放置すると機能低下を招〈恐れがある状態)
健 レ

度全 IV 
全

，く c 項目に挙げた現象・状況に対し限定的(局所的)ではあるが明らかな変状がある -・(機能低下している状態)
置ro '0 d 項目に挙げた現象・状況に対し者しい変状がある ーー(明らかに機能低下、または機能喪失している状態)

施段周辺地盤状況
口施設機能に影響する変状がある|

口施設機能に影響する変状がない

その他の状況

‘主主金三喜智也 訟当する選択畿IこOe'付ける。点検者から，J!tJ量管理者への伝達事項としてf対応の呂安j圭示す。

対応の目安 判断目安(原則、判断の目安に沿って選択する。原則とは異なる選択をする喝合は理由をコメント繍に必ず記入する。)

問題なし 施設の健全度が tである場合(部位の健全度童て仰の場吉)

監視 施設の健全度がHである場合{部盤町鑓全度でBが一つでも含まれる唱合)

軽微な補修 施設の健全度がiiiである場合l部位の健全置でCが一つでも吉まれる吻合)

補修・更新 施設の健全度がIV(部位の憧全置でDが一つでも含まれる場合)であり、かつ要因が明らかである場合や対応方法が明確な場合

要詳細翻査 施設の健全度がivであり、かつ要因が明らかでない場合や対応方法が明確でない場合

緊急対肘 ま
の必要

【やが判新瞳断た揖目な安③藍】人枝①的地②被す挺害べ害尭り等の生で白胃施懸活設章動I 状況と I 
対応策

-点検結果と対応の目安に対するコメントif:f):の芳三世要Eの必'Jf.J島、ß'if{fJ曹のfJJlIJj~dJ夢
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表Ⅰ-2.5.9 様式-3(1):型 05-1 概査調査票：堰堤工 

(基〉垂直壁 (基1側壁援岸 1水叩き有無

(堆砂高減少の痘跡有無)

水質・計測値等 1

|流量(最大) ν分|水質・計測値等

‘宅島信Lの支'lAv式、)(.， 各項呂で当てはまる状況の番号を記入し、 最も悪い状態についてレベル判定する.また、判定根IJ!Jとする写真番号を示す。

工種・部位
状況(異常な状況がない場合は0とする ①変状レベル ②部位の

項目
復合的な状況その他の場合は9とする) 該当写真

健全度
a 1 b c 1 d (A-D) 

破損・欠損※
1欠損・2ひび割れ・3脱落・4摩耗(天端摩耗)

5.破断・6中詰材の流出(筒枠工等の場合)

ロ 本体 変位・変形※ 1.ずれ・2はらみ出し・3傾倒・4沈下

腐食 1.発錆(籍枠工などの場合)

j先掘 1.基礎地盤の洗縄

破績・欠損※
1.欠慣 2ひび割れ・3脱落・4摩耗

5.破断・6中詰材の流出(筒枠エ等の場合)

堰 ロ 袖 変位・変形※ 1.ずれ・2はらみ出し・3.傾倒・4沈下

1是 腐食 1.発錆(籍枠工などの場合)

工
洗鋸 1.基礎地盤の洗掘

破損・欠損※
1欠損・2ひび割れ・3脱落・4摩耗

5破断・6中詰材の流出(鏑枠工等の場合)

口側壁護岸工
変位・変形※ 1.ずれ・2はらみ出し・3.傾倒・4沈下

腐食 1.発錆(筒枠工などの場合)

洗掘 1基礎地盤の洗慢

施設背面の変状 1吸出し・2陥没・3侵食・4湧水・5構造物背面のすきま

ロ 水叩き 破損・欠領 1欠損・2ひび割れ・3摩耗

※破損・欠損・変位・変形1::5込め土等の流出が伴う場合は、 コメントを残す」と。 | ③施設の問(i吋)
[量も悪い陣世白檀金庫に轟づいて決定]

※①変状レベル(a-d)、②部位の健全度(A-D)、③施設の健全度(i-iv)の11置に各々最も悪い評価を統合し、施設全体を評価する。

③ ← ② ← ① 評価指標

E什zr 置 a 項目に挙げた現象・状況が見られない、もしくは目視困難なほど軽微である ー ーーー(機能低下していない状態)

状 b 項目に挙げた現象・状況に対し軽微な変状がある ーー(本質的に支障はないが放置すると機能低下を招〈恐れがある状態)

2町ZE一レぺ c 項目に挙げた現象・状況に対し限定的(局所的)ではあるが明らかな変状がある ・ ・・・ (機能低下している状態)

2hr 2r J~ d 項目に挙げた現象・状況に対し者しい変状がある ーーー(明らかに機能低下、または機能喪失している状態)

施設周辺地盤状況
口 施設機能に影響する変附る |

口 施設機能に影響する変状がない

その他の状況

(地すベり・崩犠・土石

流の発生状況等)

‘草色色事.sIi 銭当する選択肢にOを付ける。点検者から箆態管理者への伝達事項として『対応の目安Jを示す.

対応の目安 判断目安(原則、判断の目安に沿って選択する。原則とは異なる選択をする喝合lま理由をコメント綱に必ずJ2入する。)

問題なし 施設の健全度が lである場合〈部位の世金度全て仙の渇合)

監視 施設の健全度が"である場合〈部位の健全置でBがつでも含まれる唱合)

軽微な補修 施設の健全度が川である場合(部位の健全度でCが一つでも吉まれる場合}

補修・更新 施設の健全度がIV(部位町健全置でDが一つでも吉まれる場合}であり、かつ要因が明らかである場合や対応方法が明確な場合

要詳細調査 施設の健全度がIVであり、かつ要因が明らかでない場合や対応方法が明確でない場合

緊急対~Hま
の必要

【やが判斬植断た慣目t安③E】人状①的地②後す虫望べ書害発り.生ので田再施懸活股章動I 状況と I 
対応策

-点検結果と対応の目安に対するコメントjJ{ftの芳三主要Eの品'fJE，Ji;'&-i!ffl.置の!f11!JiJAdJ夢
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表Ⅰ-2.5.10 様式-3(1):型 06-1 概査調査票：押え盛土工 

械式-3(1) 型06ー1

‘宅品也(f)変泳レ式、JI" 各項邑で当てはまる状況の番号を記入し、最も悪い状態についてレベル判定する。また、特定栂拠とする写真番号を示す。

状況 (異常な状況が怠い場合lま0とする ①変状レベル ②部位の
エ種・部位 項目 健全度複合的な状況その他の場合は9とする) alb c I d 該当写真 ('-0) 

破損・欠損 1亀裂・2崩落・3侵食・43先掘

ロ
本体

変位・変形 1はらみ出し・2沈下・3隆起
(盛土)

その他変状 1湧水・2その他

押 1欠績・2ひび割れ・3脱落
え 破慣・欠損

4破断・5中詰材の流出(緒枠工などの場合)
盛 法面保護エ
土 ロ {現場打ち法梓工、ブ 変位・変形 1ずれ・2はらみ出し・3傾倒・4沈下
レキャスト法枠工‘石

腐食 1発錆(篇枠工などの場合)強工、情工、縄幡工.
掴生エ毎}

植生生育状況 1値生工あり(a良好b一部生育不良。c全体生育不良) ト¥
施設背面の変状 1構造物背面のすきま(背面地盤侵食による浮きなど)

破損・欠損
1欠損・2ひび割れ・3脱落

4破断・5中詰材の流出(箱枠等の場合)

土留め工 変位・変形 1ずれ・2はらみ出し・3傾動

口 (腰止ブロック 腐食 1発錆(縫枠工などの場合)

付 等) その他 1湧水(裏込め土等の流出を伴う、流畳が大きい)

帯 施設背面の変状 1吸出し・2陥没・3侵食・4湧水・5構造物背面のすきま
施

基礎地盤の変状 1沈下・2隆起(地盤に後している本体の変形で判断)設

※ 口 暗きょエドレーンエ 閉塞(孔口状況) 1土砂堆積 2.落葉等堆積 3植物侵入 4その他

破領・欠損 1欠損.2ひび割れ.3摩耗
排水路工 変位・変形 1屈曲.2ずれ(園地切れ和 3逆勾配
ロ (集水升エ・落差

腐食 1発錆工含めて評価)

閉塞・埋没 1土砂堆積 2.落葉等堆積 3纏物侵入 4.その他

※必要に応じ類似した工種間査調査票を用いて各関川に紅て判定する。 I③蹴の健全度(i-iv) 
[量も置い陣世の檀童置に基づいて決定]

※①変状レベル(a-d)、②部位の健全度(A-D)、③施設の健全度(i-iv)の順に各々震も悪い評価を統合し、施設全体を評価する。

③←②←①  評価指標

ーSe全虚.--A B C D 

置 a 項目に挙げた現象・状況が貝られない、もしくは目視困難なほど軽微である (機能低下していない状態)

状 b 項目に挙げた現象・状況に対し軽微な変状がある (本質的に支障はないが放置すると機能低下を招く恐れがある状態)
レ
ペ c 項目に挙げた現象・状況に対し限定的(局所的)ではあるが明らかな変状がある ー(機能低下している状態)
Jレ

ー(明らかに機能低下、または機能喪失している状態)d 項目に挙げた現象・状況に対し者しい変状がある

施設周辺地盤状況 口施役機能に影響する変状がある |口施設後能に影響する変状がない |

その他の状況 I 
‘主主色言書'1ilIi 該当する選択綾i二Oを付ける.点検者から施畿管理者への伝達事項としてf対応の§安jを示す.

対応の目安 判断目安(原則、判断の目安に沿って選択する。原則とは異なる選択をする場合は理由をコメント綱に必ずle入する。)

問題なし 施設の健全度が lである場合(部位白檀全度全て酬の場合}

覧視 施設の健全度が 11である場合(部位白檀盆置でBがつでも倉まれる場合)

軽微な繍修 施設の健全度が川である場合(部位の憧童置でCがつでも含まれる場合)

補修・更新 施設の健全度がIV(師位白檀童置でDが一つでも吉まれる唱合}であり、かつ要因が明らかである場合や対応方法が明確な場合

要詳細調査 施設の健全度がIVであり、かつ要因が明らかでない場合や対応方法が明確でない場合

緊急対E片
の必要

【やが判斬瞳断た損目怠安③置】人拭①的地②被す災害べ害発り等由生で田再施懸活段動章I 状況と I 
対応策

-点検結果と対応の目安に対するコメント変伐の芳三主要Eの品rJE.正吉t'iifu.百の'fJJItffJAE1J事
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表Ⅰ-2.5.11 様式-3(1):型 07-1 概査調査票：排土工(切土法面保護工) 

竃宅轟宅!l0)I4:1なしペル 各項目で当てはまる扶況の番号をIB.入し、 最も悪い扶態についてレベル判定する.また、判定額拠とする写真番号を示す.

状況 (異常な状況がない場合は0とする ①変状レベル ②部位の
エ種 ・部位 項目 健全度複合的な状況その他の繍合は9とする) a I b c I d 該当写真 (A-D) 

4非 破績・欠t員 1亀裂・2崩落・3侵食・4洗掘
排土法面

土
ロ排土平担面

変位・変形 1はらみ出し・2沈下・3隆起
工

その他変状 u勇水・2土境への水の流入・3.その他

破損・欠損
1欠損・2ひび割れ・3脱落

;去面保護工 4破断・5中詰材の流出(繕枠エなどの場合)
{モルタル・コンクリー

変位・変形 1ずれ・2はらみ出し・3傾倒'4沈下
;去
ト喧付I.現渇打ちま
ロ梓工、ブレキャスト洛

腐食 1発鋪(縞枠工などの場合)面 枠工、石張工.融筋

保
挿入工.筒工、縄柵

植生生育状況 1植生工あり(a良好，b一部生育不良，C全体生育不良) ¥ 工‘植生工等〉
護 施設背面の変状 1構造物背面のすきま(背面地盤侵食による浮きなど)
工

1擁壁(枠)工併用工法※
(土圧や地すベ
ロ りに対抗するも 右の工種の変状 2杭工

の) 3アンカー工

付 破損・欠領 1欠損・2ひび割れ・3摩耗
帯 排水路工 変位・変形 1屈曲・2ずれ(目地切れ船 田3逆勾配
施 口 (集水升エ・落差

腐食 1発鋪設 工含めて評価)

※ 閉塞・埋没 1土砂土佐積 2落葉等堆積.H直物侵入 4その他

※併問は叫ごとに評価し ①掛川の淵に吋果を記録枕 |③蜘問(i-iv)仁コ
(男IJ途該当する調査票を用いて評価する。その際、併用工法の施設の健全度 1=a ，ii =b， I [量も畢い部位田恒盆置に基づいて決定]
iii =c. iv =dと置き換えて本票へ記録、存在しなければ空欄とする)

※水抜きボーリング工等の地下水排除工が併設されている場合は、男IJ途該当する調査票を用いて評価すること。その際、本票で付帯施

設とした排水路工との後続部を様式-3(2)に明記すること。

※①変状レベル(a-d)、②部位の健全度(A-D)、③施設の健全度(i-iv)のI1債に各々最も悪い評価を統合し、施設全体を評価する。

③ ← ②←①  評価指標

施 l 部 A Jd~ 項目に挙げた現象・状況が見られない、もしくは目視困難なほど軽微である
(機能低下していない状態)

般「 位『 状 b 項目に挙げた現象・状況に対し軽微な変状がある …(本質的に支障はないが放置すると機能低下を招く恐れがある状態)zr のドー レ世 C .-< Ic 項目に挙げた現象・状，兄に対し限定的(局所的)ではあるが明らかな変状がある ー(機能低下している状態)sr 全トーー Jレ度 D d 項目に挙げた現象・状況に対し者しい変状がある (明らかに俄能低下、または機能喪失している状態)

鑑訟周辺地盤状況
口施設慨に影響する変状がある |

ロ施設機能に影響する変状がない

その他の状況

-官主色言再軍 該当する選択肢iこOを付ける。点検者から施設管理者への伝達事項としてf対応の呂安jを示す.

対応の目安 判断目安{原則、判断の目安に沿って選択する。原則とは異なる選択をする場合は理由をコメント欄に必ず記入する。)

問題なし 施設の健全度が iである場合(部位の健全度全てがA町場合}

監視 施設の健全度が Hである場合(剖位の世圭直でBが一つでも含まれる場合)

軽微な補修 施設の健全度がiiiである場合(剖世田健主直前がつでも含まれる唱合}

補修・更新 施設の健全度がIV(部位の健全庄でDが一つでも吉まれる場合)であり、かつ要因が明らかである場合や対応方法が明確な場合

要詳細調査 施設の健全度がwであり、かつ要因が明らかでない場合や対応方法が明確でない場合

緊急対応Hま
の必要性

が[や判新暗断た揖目な安③置I人状①的地@被す担害ベ害艶り等生由で田再施軽活霞量動I 状況と I 
対応策

-主主険結集と対応の亘支に対するコメント変状の発生要留の鑑定、 総合野価の判筋理由等
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表Ⅰ-2.5.12 様式-3(1):型 08-1 概査調査票：擁壁(枠)工 

  地すべり防止施設機能診断調査

※施設群の評価は様式-3(1)型00-1

/ /

年

（調査票番号： ）

□ □ □ □ □ □ 他

□ ：

各項目で当てはまる状況の番号を記入し、最も悪い状態についてレベル判定する。また、判定根拠とする写真番号を示す。

a b c d

基礎地盤の変状 1.沈下・2.隆起(地盤に接している本体の変形で判断)

③ ← ② ← ①

ⅰ A a ：項目に挙げた現象・状況が見られない、もしくは目視困難なほど軽微である

ⅱ B b ：項目に挙げた現象・状況に対し軽微な変状がある

ⅲ C c ：項目に挙げた現象・状況に対し限定的（局所的）ではあるが明らかな変状がある

ⅳ D d ：項目に挙げた現象・状況に対し著しい変状がある

□ 施設機能に影響する変状がある

□ 施設機能に影響する変状がない

該当する選択肢に○を付ける。点検者から施設管理者への伝達事項として「対応の目安」を示す。

有

無

変状の発生要因の推定、総合評価の判断理由等

＜擁壁(枠)工＞

■現地確認事項

■部位の変状レベル

※破壊・欠損・変位・変形に裏込め土等の流出が伴う場合は、コメントを残すこと。

※①変状レベル(a～d)、②部位の健全度(A～D)、③施設の健全度（ⅰ～ⅳ）の順に各々最も悪い評価を統合し、施設全体を評価する。

■総合評価

■点検結果と対応の目安に対するコメント

様式-3(1)　：型08-1 概査調査票 (個別施設記録用)

③施設の健全度(ⅰ～ⅳ)
[最も悪い部位の健全度に基づいて決定]

付

帯

施

設

本

体
□ 擁壁(枠)工

閉塞・埋没

1.発錆

その他※ 1.湧水(裏込め土等の流出を伴う、流量が大きい)

施設背面の変状 1.吸出し・2.陥没・3.侵食・4.湧水・5.構造物背面のすきま

1.破断・2.緩み

緊急対応

の必要性

破損・欠損

変位・変形落石防護柵等□

1.土砂堆積･2.落葉等堆積･3.植物侵入･4.その他

腐食 1.発錆

□
法尻水路部

(法尻水路・水

抜き管)

　
腐食

評価指標

部

位

の

健

全

度

変

状

レ

ベ

ル

……………（機能低下している状態）

………（明らかに機能低下、または機能喪失している状態）

…………（機能低下していない状態）

…（本質的に支障はないが放置すると機能低下を招く恐れがある状態）

要詳細調査 施設の健全度がⅳであり、かつ要因が明らかでない場合や対応方法が明確でない場合

対応の目安 判断目安（原則、判断の目安に沿って選択する。原則とは異なる選択をする場合は理由をコメント欄に必ず記入する。）

問題なし 施設の健全度がⅰである場合（部位の健全度全てがAの場合）

監視 施設の健全度がⅱである場合（部位の健全度でBが一つでも含まれる場合）

軽微な補修 施設の健全度がⅲである場合（部位の健全度でCが一つでも含まれる場合）

補修・更新 施設の健全度がⅳ（部位の健全度でDが一つでも含まれる場合）であり、かつ要因が明らかである場合や対応方法が明確な場合

施設周辺地盤状況

その他の状況

施

設

の

健

全

度

施設状況 問題あり種類

破損・欠損 1.欠損･2.ひび割れ･3.摩耗

変位・変形 1.屈曲･2.ずれ(目地切れ等)　･3.逆勾配

観測施設 計測器名 問題あり

1.折れ・2.曲がり

湧水状況
湧水状況

水質状況 計測値等

ふとん籠 片法枠 籠枠 ブロック積み工 コンクリート擁壁工

流水あり 流量(最大)

点検年月日 天候 点検者

区域名 地すべりﾌﾞﾛｯｸ名 施設名

構造/材質 高さ 延長

【判断目安】①地すべりの再活動や

新たな変状　②災害等で施設が破損

③人的被害発生の懸念

状況と

対応策

緯度 経度

施工年度

工種・部位 項目
　　状況　（異常な状況がない場合は0とする,

　　　　　　　　複合的な状況その他の場合は9とする）

①変状レベル ②部位の

健全度
（A～D）該当写真

破損・欠損※
1.欠損・2.ひび割れ・3.脱落

4.破断・5.中詰材の流出（籠枠工などの場合）

変位・変形※ 1.ずれ・2.はらみ出し・3.傾倒

腐食 1.発錆（籠枠工などの場合）

l/分

問題あり

問題あり
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表Ⅰ-2.5.13 様式-3(1):型 08-1 概査調査票：杭工 

様式-3(1) 型09-1

工種・部位 項目
状況(異常な状況がない場合は0とする ①変状レベル ②健部全位度の
復合的な状況その他の場合は9とする) a 1 b 1 c 1 d 骸当写真 (A-O) 

本体 1杭頭の配列の乱れ
[;主意]杭の地

2杭の傾き
杭 中部分は目視

エ
口点検が困難なた 変位・変形 3地盤と杭との隙間
め、杭頭と周辺 4杭の被け上がり
の地盤との相対
的な変状に着目 5中妓け(杭の聞の地盤の中抜け)

破鍋・欠鍋
1欠領・2ひび割れ・3脱落

4破断・5中詰材の流出(純粋等の場合)

土留めエ
変位・変形 1ずれ・2はらみ出し・3傾倒

付
口 (腰止ブロック 腐食 1 i発錆(錨枠工などの場合)

帯
等) その他※ 1湧水(裏込め土等の流出を伴う、流量が大きい)

施 施設背面の変状 1吸出し・2陥没・3侵食・4湧水・5構造物背面のすきま

設 基礎地盤の変状 1沈下・2隆起(地盤に綾している本体の変形で判断)
※ 

破損・欠損 1欠慣・2ひび割れ目3白地切れ目4摩耗
口頭部連結工

変位・変形 1ずれ・2はらみ出し・3傾倒

ロ アンカー工
破繍・欠鍋 Lt員傷・2飛び出し

腐食 1 i発錆

※必要に応じ、類似したエ種用の点検票を用いて、各点検ポイントに準じて判定する。
| ③蹴の問(山 V 仁コ[量も車い飾位の健全置に基づいて決定]

※①変状レベル(a-d)、②部位の健全度(A-D)、③施設の健全度(i-iv)の11直に各々最も悪い評価を統合し、施設全体を評価する。

③←②←①  評価指標

-Z 慎2E7 1A -
置 a 項目に挙げた現象・状況が見られない、もしくは目視困灘なほど軽微である (機能低下していない状態)

状 b 項目に挙げた現象・状況に対し軽微な変状がある ー(本質的に支障はないが放置すると機能低下を招く怒れがある状態)
レ

ペ c 項目に挙げた現象状況に対し限定的(局所的)ではあるが明らかな変状がある (機能低下している状態)，C 
ーー(明らかに機能低下、または機能喪失している状態)d 項目に挙げた現象・状，兄に対し者しい変状がある

施iIl:周辺地盤状況
ロ 施設機能に影響する変仇る |

口 施設機能に影響する変状がない

その他の状況

‘軍主色言再司h 骸当する選択肢にOを付ける。点検者から施設管理者への伝達事項としてf対応の呂安jを示す.
対応の目安 判断目安(原則、判断の目安に沿って選択する。原則とは異なる選択をする場合は理由をコメント欄に必ず犯人する。)

問題なし 施設の健全度が lである場合〈郁位田健全車会てが同鳩合)

監視 施設の健全度が 11である場合〈部位白檀金塵でBが一つでも吉まれる場合)

軽微な補修 施訟の健全度が川である場合(師位の健主度でCが一つでも吉まれる場合}

補修・更新 施設の健全度がiv(部位由憧宝庫で0が一つでも含まれる場合)であり、かつ要因が明らかである場合や対応方法が明確な場合

要詳細調査 施設の健全度がIVであり、かつ要因が明らかでない場合や対応方法が明確でない場合(地盤内師由確毘が必要悲鳴合和

緊急対峠
の必要

やが[判瞳新断た揖目t"安③置】人状①的地②被す虫害べ害発り等生ので白再施睦活盤章動I l 状況と I 
対応策

-点検結果と対応の目安に対するコメント1ftxの芳三主要EのItJE.正gg-Rfilolの/lJIIJj9A古亨
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表Ⅰ-2.5.14 様式-3(1):型 10-1 概査調査票：アンカー工(1) 

ヱ種・部位 項 目
状況 (異常な状況がない場合は0とする， ①変状レベル ②部位の

纏合的な状況その他の場合は9とする) E査当写真
健全度

a I b c I d (A-O) 

テンド
ロ テンドン

飛び出し・彼け落ち 1、Tンドンの飛び出し、 2.1&け落ち ド¥¥ 
J 、

腐食 1、頭部保護がない場合のTンドンの腐食 ト¥¥ 
頑

変位・変形 1、頭部コンヲリートの浮き上がり 尺又
部 1、破鏡'2部分的な欠績 尺 又
コ 破損・欠損

3、O.5mm幅を超える程度のひび割れ f'.... ¥ ン口頭部コンク
ヲ リート 1、頭部コンヴリート背面からの漏水・錆汁 内¥ ¥ 
'J 

:aJi I ~ その他 2、頭部コンヲリー卜からの遊離石灰 ¥ ¥ 
部 ト 3、頭部コンヴリート背面に隙間 ¥ ¥ 
保 変位・変形 1、頭部キャップの浮き ト¥¥ 
議 頭 破煩・欠損 1、頭部キャップの爆傷・2、緩み・3、欠落 ト¥ ¥ 
部

キ 口頭部キヤツ 腐食・変質 1、頭部キャップの材質劣化・Z、肉厚減少'3.浮きを伴う腐童 尺 又
ヤ プ 固定ボルトの状態 1、固定ボルトの破繍・腐食・2、緩み 又又
ツ

プ
その他

1、頭部キャyプ背面からの漏水 ¥ ¥ 
2、頭部キャップ周辺の防錆j由漏れによる汚れ ¥ ¥ 

変位・変形
1、プレートが人力で回転可能 ¥ ¥ 
1、頭部・プレートの浮き(目視による確認) ¥ ¥ 

プレー
ロプレート 腐食・変質 1、プレートの肉厚減少や浮きを伴う腐食 ¥ ¥ ト

その他
1、プレート背面からの漏水 ¥ ¥ 
1、プレート周辺の汚れ 又又

破績・欠損 1、O.5mm幅以ょの連闘したひび割れ 2.睡量等を伴うひび割れ 又 又
受圧 変位・変形 1、受圧術造物の大きな変状 ¥ ミ
情造
口受圧構造

腐食・変質 1、受圧構造物の肉厚減少や浮きを伴う腐食 ¥ ¥ 
物

物

¥ ¥ 2、アンカー直下まで遣するような大きな隙間
その他

3、受圧構造物周辺の湧水 卜¥ 卜¥
異常割合((2)より転記) 異常アンカーの本数 本全数に対する割合 首 | ③施設の健全度(i-iv) 

出①献レペJl，.{a-d)、②部位の憧全酔 -0).③施伽健全度(I-iv)白廟に各々 置も悪い評価を統合し.施政金財閥する. I [量も畢い即位由健全置に基づいて相仁コ
③ ← ② ← ① 評価指標

施 l 部 A 置 a 項目に挙げた現象・状況が見られない、もしくは目視困鍵なほど軽微である .(機能低下していない状態)

股hi位 トー 状 b 項目に挙げた現象・状況に対しj軽微な変状がある (本質的に支障はないが放置すると機能低下を招く恐れがある状態)
レ
ペ c 項目に挙げた現象・状況に対し限定的(局所的)ではあるが明らかな変状がある (機能低下している状態)，. 
d 項目に挙げた現象・状況に対し著しい変状がある (明らかに機能低下、または機能喪失している状態)

施設周辺地盤状況 口施設機能に影響する変状がある |ロ施設機能に影響する変状がない I
その他の状況 I 
-軍主色香里凪 該当する選択肢にOを付ける。点検者から施設管理者への伝達事項としてf対応の目安jを示す。

対応の 目安
判断 目安 (原則、判断の目安に沿って選択する。原則とは異なる選択をする場合は理由をコメント欄に必ずle入する。)

応点数 合計欄 D施殴の健全度による点数 ②異常割合による点数

問題なし - 0 
右柵q冶池田条件に 。施盤白檀量産がlである頃合{都世田恒盆宜主てがAの渇合} 。異稼アンカーが全数の20軸禾漬
陸当する点融を算出

監視 ー 1-2 し、合軒点①+②+ 1 施股田健全産が"である唱合{部位の健全置でBが一つでも吉まれる場合} 1 異常アンカー金量の20軸~回同
③に応じて区分を判

軽微な補修 - 3 断 2 施股白檀全置がiiiである場合{部位の健全置でCが一つでも含まれる場合) 2 異常アンカ 金融の50崎以よ

補修・更新 - 4 
① 4 施肢の健全置がivである鳩合{部位の健全置でDがーつでも吉まれる場合)

要詳細調査 - 5以上 ①+②+③= ③加点 I +1 ，(向 山である唱倉山つ要因や対応方法が明確で川合 {加点叫釘付ける}

緊急対日
の必要

【やが判斬唖断た慣目な安③置】人紋①的地②織す虫害ぺ害尭抑場生で田制施懸恒章動I 状況と
対応策

-魚絵総署長ヒ対応の百雪量に対するコj.ント変状の発生要因の推定、総合評価の判断理由等
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表Ⅰ-2.5.15 様式-3(1):型 10-2 概査調査票：アンカー工(2) 

線式-3(1) 型10-2 概杏調杏票 (個別腕詩型録用) 地すベり防止施設機能診断調査

経度

項 目 基本情報調査結果 現地確箆結果 備考

工法

間隔(縦x繍) x X 

配置(段x列) × × 

受圧楠造物仕様

受圧嫡造物の規格

既往変状・活動履歴

-点検結果

。も.7'，./力一弘1二瓢守る尊敬倍々のアンカーごとに各項目i二当てはまる場合はrOJ差付ける。なお、段数と番号は必ず記入すること。

a レ 段

'‘ 検 ベ 異常が見られる項目 昔+
2ル

番 '‘ 
テ d子ンドンの飛び出し、篠け落ち
ンン
ド d 蹟部保援がない場合の子ンドンの廊食

d頭部コンヴリートの浮き上がり
碩
破揖・部分的な欠鍋.1 c 

コ
O.5mm帽を鎧える程度のひび割れン C

ク
リ C 頭部コンクリート背面からの漏水・鏑汁

ト.1 1 b 頭部コンヲリートからの遊雌石灰

b 頭部コンヴリート背面に隙間

d頭部キャップの浮き

闇 C 頭部キャップの鍋傷・緩み・欠落

• 園鶴キャップの材質劣化・問庫減少や浮きを伴う腐食キ C

ャ.; I b 固定ボルトの破鍋・腐食・緩み
プ C 頭部キャップ背面からの湯水

b頭部キャップ周辺の防鋪油漏れによる汚れ

dプレートが人力で回転可能

プ C 頭部・プレートの浮き(目視による確認)
レ
プレートの肉厚減少や浮きを伴う廊食1 I C 

ト C プレート背面からの漏水

bプレート周辺の汚れ

C IO.5mm帽以上由連幌したひび割れ.段差等を伴うひび膏lれ

" 1 C 圧
受圧情造物の大きな変状

1111 C 受圧構造物の肉厚減少や浮きを伴う腐食
直

楠 c アンカー直下まで遣するような大きな隙間

c受圧構造物周辺の湧水

その他項目 |子ンドンの飛び出し防止対策がある ¥ 
(評価対象外) I打音調査で異音を確認 ¥ 
個 々のアンカーの解値幅-d量も思い項目のレベル} ¥ 
| 異常アンカーの本数 | 本(全数に対する割合 %)1 レヘ・品の内訳 1 a 本Ib 本IC 本Id 本|

※「異常アンカーの本数Jは「レベルb-dのアンカーの本数』とする。『異常アンカーの本数Jを調査票(1)へ転記する。

完主1型思1犠宜己主雪量 その他確認された事象、異常の発生原因の推定等

-ヌロック肉、境界周辺の段差、亀裂等の有無

・アンカーエ周辺を中心としたブロック肉の湿潤(湧水)の有無



Ⅰ-69 

 

表Ⅰ-2.5.16 様式-3(2):平面図(撮影位置図等) （全工種共通） 

+華式-3(2) 平面図{慢影位置図等) 続査調査票(個別施設記録用) 地すベり防止施銭機能E書断綱査

事F / / ~ 
|地すベりプロッヲ名 |

E亙E
L主主主」

(鯛査察番号

基本情報調査による既往変状・活動履歴の有無 ブ0';/クやd宮町ごMず• .QJl~切る，(#fIi~~é&う.QD

平面図(ブロック見取り図、写真慢影図等) …点~j;j~のJfffNlfètlttfjJè-l会主fJfl6lf(!tt6~示す。----_-- . - -司 .-~..-

番号 ;最影対象 コメント 【記裁情報】

基本的な情報の具体例は、以下の通り

Oi也表変状(亀裂、段差、沈下等)
0写真撮覇王位置(概査調査票(4)と対応)
Oi也表水・地下水情報(i勇水等)
0既設の計測施設(利用可能なもの)
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表Ⅰ-2.5.17 様式-3(3):平面図・構造図等(異常箇所) （全工種共通） 

線式-3(3) 平面図・備造図等(異常箇所) 概査調査票(個別施殻飽録用)

I~~ I I tã~~ I |点積年月日|

哩主主」 |地すベりプロッヲ名 | IIUl:s I 

地すペり防止施設機能惨断調査

(調査票番号

平面図・構造図等(異常箇所位置・コメント等) 口実鮮のあったfjjflff.ごつL 可Eや写真~mれでt;t;Jè~~仕め.{J.

番号 箇所 (撮影対象/写真番号) 確認・計測した変状 測定値等

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 
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表Ⅰ-2.5.18 様式-3(4):写真帳（全工種共通） 

様式-3(4) 写真帳

|点後年月日|

匡豆コ

概査調査票(個別施稜記録用)

/ / ~ 
|地すぺりプロッヲ名 |

盟主J
てlUt:sI 

現地写真 l -・・写真番号とコメントとともに現地写真を記録する。

写真番号. 写真番号.

写真番号。 写真番号.

写真番号 」 写真番号

i也すべり防止施設機能診断調査

(調査票番号

No. / 
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表Ⅰ-2.5.19 概査調査票（1/4）の使用例 

   

注意： 緯度経度を記入する際、「秒」の単位は、小数点以下 1 桁までを記録するとよい。 

地すベり防止施設担霊能診断調査

工程・部位
状況 {異常な状況が立い喝合は0とする. ①変状レベル @歯車位の

項目
権合的な状況その他の場合は9とする) 該当写真

健全度
a 1 b c 1 d (，¥-D) 

破損・欠損 011欠後・2ひび割れ・3.摩耗 。
白 水路部

変位・変形 011屈曲・2ずれ《目Ie切れ和 ・3.逆勾西E 。
B 

廓食 011発錆 。
問答・埋没 211.土砂土佐積・2落葉等堆積・3.植物侵入・4.その他 。 写真1，2

ロ暗きょ都 問答・埋没 1.11士口部の閉塞・2吐口周辺の埋没

破損・欠鍋 011欠績・2ひび割れ・3摩耗 。
本

変位・変貴重 011ずれ(包亀岡れ罰 ・2傾iill・3沈下 。
体 回 集水升 B 

腐食 011.発錆 。
閉塞・埋没 211土砂堆積・2落薬等堆積・3纏物侵入・4その他 。 写真1，2

破損・欠損 1欠績・Zひび割れ・3.目地切れ・4摩耗

口 落差エ
変位・変形 1ずれ 2傾倒 .3沈下

暗E食 l'発鋪

問客・埋没 1ヰ砂土佐積・2落葉等堆積・3鑓物侵入・4その他

※本案で級う工程1<1:.1非水路工、承水路工、暗きょ工、明暗きょエとする. |③脚の健全度(i吋 ) 11 日置も帽い・8住町恒金置に轟づいて決定1

※①変状レベル(a-d)、②部位の健全度(A-D)‘③施設の健全度(i-iv)の順に各々最も悪い評価を統合し、健設全体を評価する。

③ ← ② ← ① 評価指標

S盤冊健E一川1' 一1 
JI! ~ 項目に穆げた現象・状況が見られない、もしくは自宅提困灘なほど経微である ・・ (機能低下していない状態}

状 b 項目に挙げた現象・状況に対し軽微な変状がある ・(本質的に支障はないが歓置すると彼能低下を紹〈恐れがある状態}
レ

'‘( Ic 項目に挙げた現象・紋況に対し隈定的(局所的)ではあるが明らかな変状がある リ ー {機能低下している状態}
車全 w 金トーJ. 

贋 D d -項目に拳1ft.ニ現象・状況に対し著しい変状がある ー 一ー(明らかに機能低下、または機能喪失している状態}

施設周辺地盤状況
口闘機能に影響問状がある |周辺地銀ω て加ク肉には顕著な変状は蹴できなかった・
沼 施設機能に影響する~状がない
-点検時に水路内に流水は見られない

その他の状況
-緋水路エ合流昔日(写真3)にて西側は閉塞されており、北側からの水流l立西側へ流れる摘造となっている.
<t葦式-3(3)参照)

‘I~'色繋!ã!i 訟当する遮』買践にO差付ける.点検番から鐙股管理者への伝達事項として『対応の目安』垂示す.

対応の目安 判断B安(原則、判断の目安に沿って遭訳する.原則とlま異なる遺択をするま揖合Iま理由をコメント綱に必ず犯人する.) 

問題恕L 続訟の健全度が lである場合t冊位の瞳主度主て酬の唱古}。 監視 施訟の健全度がiiである場合岬位の健全匪で@がつでも曾まれる崎酎

軽微な繍修 施設の健全度がiiiである場合t制の目度目が一つでも会凱叫合}

補修・更新 施設の健全度がN岬位の・金匿でOが一つでも含まれる噌釦であり、かつ要因が明らかである場合や対応方法が明舵な場合

要詳細調査 施設の健全度がivであり、かつ要因が明らかでない場合や対応方法が明殖でない場合

緊急対峠
の必要

【やが棚新畿食鍋田1>GEEEI人SZR間肝W鍍M書f込書先り寄生のでの再‘曹活a章圃I l 状況と I 
対応策

-J点検結果と対応の目安tこ対するコメント kttのJt~吉Jff.!JのIt~宮、 ~'-8I'{i5，の#I!ffææ手
-明暗きょヱlま雑木林の中にあり、笹竹が密生していることから全てを促留することができなかった.
.1草木11ヱ全体に落ち葉が堆積している.
-周辺地盤の状況はブロック肉には顕著な変状I;l:T童館できなかった。
-落ちJllの土佐積Iま定期的な除去が望ましいが、経書置であり、定期的な監視が必要である.
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表Ⅰ-2.5.20 概査調査票（2/4）の使用例 

4華式-3(2) 平面図(慢影位置図等) 続査調査票(個別施設記録用) 地すベり防止施政機能惨断調査

b.b.b.b.区

(調査票番号

基本情報調査による既往変状・活動履歴の有無 ーグQ')fクや厳卸ごMず."，1f.ポ#.JJ.主1~1G~~éめ"'0

平面図(ブロック見取り図、写真慢影図等) 一点授がa置のHiffØèt6/XfJl-þ:gJfI86HiÍt6~示丸

調・2・・・m・z

酋.

出典;平成9年度-酔地保全事業・・h地すベり対策(その7)業務報告書設計図面

一町-①
-②
-③
一④
T5

爆影対象

排水路エ

排水路工

事末冨主
明暗きょエ

施設全景

コメント
排水路に落葉の堆積がみられる

排水路に落葉の雄被がみられる

排水路に落葉の縫穣がみられる

雑木林の中に位置している

全景〈南側より)

【記載情報】

基本的な情報の具体例は、以下の通り

Oi也表変状(亀裂、段差、沈下等)
O写真撮影位置(概査調査票(4)と対応)
O地表水・地下水情報(湧水等)
0既設の計測施設(利用可能なもの)
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表Ⅰ-2.5.21 概査調査票（3/4）の使用例 

織式サ(3)・平面図.~構造図等 (異常箇所) 概査調査票(個別施政肥録用) 地すベり防止施級機能t会断鯛査

6666区

(綱査票番号:

平面図・構造図等(異常箇所位置・コメント等) υ契殺のあった!JffPJf/.ごつl ' でEや写'Jf~ml'でftjJè~震とめ.{).

番号

① 
@ 

③ 

湖沼a・oz

、.._rIまCふ 1ブロック ‘
出奥 平成9年度圃・・農地保全事4・E時地すベり対策{その7)業務 報告書棚図面

写真①、②

※水路全体に落ち葉の堆積がある。

写真③
※落ち葉の堆積と排水路の後続状況。

西側は閉塞しており、北からの水流は西側へ流れる構造となっている。

箇所 (婦影対象/写真番号) 確認・計測した変状

排水路合流部 / ① 落ち葉の縫積

排水路合流部 / ② 落ち策の堆積

排水路合流部 / ③ 落ち葉の堆積と排水路の後続状況

/ 

/ 
/ 

測定値等
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表Ⅰ-2.5.22 概査調査票（4/4）の使用例 

篠式-3(4) 写真帳 概査調査票(個別施設記録用) 地すベり防止施設機能診断調査

2015 / 12 / 

d.d.d.d.区

(調査票番号
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2.6 概査調査票を用いた健全度評価の解説 

 様式-3（1）の利用方法について説明する。 

 

（1）概査・健全度評価の主な流れ 

 点検事実に基づいて機械的に(一律に)記入、評価するべき欄について、評価の手順に

沿って下記に示す。健全度評価の考え方、手順等の詳細は「3.健全度の評価方法」を参

照。 

 

⓪  評価準備および点検記録： 各工種に合わせて適切な様式を｢様式-3(1):01-1～様

式-3(4)｣（表Ⅰ-2.6.1～表Ⅰ-2.6.2）から選択し、施設全体を意識して現地確認事

項等を記入する。その上で、点検対象施設を構成する部位ごとに分解して捉え、点検

対象となった部位に ☑ を記入する。各部位ごとに各項目に着目して点検を行い、当

てはまる状況の番号を記入する。（狭義の概査） 

①  個々の変状の評価： 個々の変状についてレベル区分（変状レベル a～d を評価）

し、様式上で当てはまる変状レベルの欄に○を記入する。 

②  部位の健全度評価： 個々の変状のレベルを部位ごとに統合して部位の健全度（A

～D）を評価する。部位の中で最も悪い評価となった項目の変状レベルに基づいて A

～D を欄に記入する。（最も悪い変状レベル→部位の健全度：a→A、b→B、c→C、

d→D） 

③  施設の健全度評価： 個々の部位の健全度を統合して施設全体の健全度（ⅰ～ⅳ）

を評価する。施設を構成する部位の中で最も悪い評価となった部位の健全度に基づい

てⅰ～ⅳを欄に記入する。（最も悪い部位の健全度→施設の健全度：A→ⅰ、B→ⅱ、

C→ⅲ、D→ⅳ） 

④  施設群の健全度評価※： 個々の施設の健全度を統合して施設群全体の健全度（Ⅰ

～Ⅳ）を評価する。「様式-3(1)：型 00-1」に必要事項を転記し、最も悪い(個別)施

設の健全度に基づいてⅰ～ⅳを欄に記入する。（最も悪い施設の健全度→施設群の健

全度：ⅰ→Ⅰ、ⅱ→Ⅱ、ⅲ→Ⅲ、ⅳ→Ⅳ） 

 

※施設群とは、水路工や擁壁工のように、複数の支線に分かれて構成されることのある

ものや上下複数段で構成されることのあるものなどを想定している（詳しくは、後述

の図Ⅰ-3.1.1 を参照）。 
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（２）概査・健全度評価以外の部分に関する記入事項及び留意点 

 点検者の総合的な判断に基づいて実施、記入する。 

1) 写真番号の記入： 個々の変状についてレベル区分する場合、その根拠となる写真

と対応させて記録することで、点検結果の整理および管理がしやすくなる。様式-3(4)

の写真帳に記録した写真番号を各項目の行に記載すること。また、写真票のコメント

欄に写真の説明や変状についてのコメントを残すこと。 

2) 総合評価「対応の目安」： 点検者から施設管理者へ伝達すべき情報として、「対応

の目安」を示すこととする。様式中の判断の目安に沿って選択することを原則とする。

ただし、周辺地盤や施設特性を考慮して、原則とは異なる「対応の目安」を選択する

場合は、その理由(判断する上で施設の健全度以外で考慮したこと等)をコメント欄に

必ず記入することとする。 

3) 施設周辺地盤状況： 施設の機能を直接評価する項目以外に、施設周辺の地盤(基礎

地盤や隣接する斜面等)を確認し、「施設機能に影響する変状があるか」どうか判断す

る。複数の事象がみられる場合は、最も状態が悪い方について判断する。確認を行っ

たら、施設機能への影響の有無に関わらず、コメントおよび判断の根拠となる状況を

撮影した写真等を記録すること。 

4) 緊急対応の必要性： 健全度評価とは分離・独立した判断として、「緊急対応の必要

性」の有無を判断する。つまり、「健全度」および「対応の目安」と並立する形で「緊

急対応の必要性」を施設管理者に報告することになるので留意すること。緊急対応の

必要性「有」と判断する場合としては、次のいずれかに該当する場合とする。 

 ①地すべりの再活動や新たな変状が認められる 

 ②災害等で施設が破損している 

 ③施設の損傷等で人的被害発生が懸念される 

5) その他の状況、および、点検結果と対応の目安に関するコメント等： 点検項目に

ない状況についても必要に応じて記載し、コメントを残すこと。欄が足らない場合は、

様式-3（3）等を活用してコメントを残す。また、点検結果や対応の目安などに関し

て、コメントを残すようにする。さらに、別途、様式に従って、施設の位置図や点検

時の写真および変状箇所等を記録する。 
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図Ⅰ-2.6.1 概査調査票様式の使い方  

① 

② 

③ 

④ 

⓪ 

(3) 

(1) 

(2) 

(4) 

(5) 
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（３）評価のまとめ 

点検者は概査結果に基づいて現場の状況から「健全度評価」を決定し、施設管理者へ

伝達する。さらに、総合的な視点から施設管理者へ伝達するべき情報として、「対応の目

安」を示す。 

概査結果に基づいて①懸念される機能低下とその根拠を取りまとめて、様式中の「点

検結果コメント」に記述する。また、概査結果によって「対応の目安」を「要詳細調査」

とする場合は、②詳細調査の基本方針（詳細調査で把握すべき事項）についてとりまと

め、様式中の「点検結果コメント」に記述する。 

取りまとめに当たっては、施設全体の維持管理について異常の要因や状態を考慮して

記述する。懸念される機能低下とその根拠については、異常の内容や施設周辺状況から

異常要因を推定し記録する。詳細調査が必要と判断される場合は、望ましい調査方法や

手順、明らかにすべき異常の要因などについて記述する。 

 

 施設管理者は、報告を受けてその後の対応を検討する。実際の対応については、健全

度評価や点検者から提示された「対応の目安」およびコメント等を基に、施設管理者が

各施設の特性や地すべり状況や保全対象の状況等を踏まえて総合的に判断する。 

点検結果の整理にあたって、過去に行った点検時の状況を整理しておくと、異常の有無

や進行性が確認しやすくなるため、点検記録はできるだけ写真とともに整理する。点検

結果と対応は申し送り事項等とともに一覧表等で記録・整理し、保管することが望まし

い。 

 

表Ⅰ-2.6.3  概査調査票を用いた健全度評価結果のまとめ一覧表の例 

区域 ブ ロ ッ

ク名 

施設名 工種 概査調査結果（健全度評価結果） 施設管理者判断 

調査日 最も悪いレベルの部位・項目 施 設 ( 群 )

の健全度
点検者報告(要因等) 

レベル 部位・項目等 対応 備考 

△△ D②-1 D②-1 暗きょ工 
○○年○○

月○○日 
c 

暗きょ工： 

吐き口の埋没、

目詰まり 

ⅲ ・土砂で埋没、周辺に

湿地形成、亀裂発見 

・軽微な補修  

詳 細 調

査 

地すべり調査

を行う 

△△ C-5 MD-5 擁壁工 
○○年○○

月○○日 
a 

本体：はらみ出

し、 

錆(問題なし)  

ⅰ ・背面植生繁茂 

・施設は問題なし 

※日常管理点検時報告

の変形・錆は極めて軽

微 

日 常 管

理 

草刈りを検討

… … … … … … … … … …

△△ D D2-D1 
擁壁工(ふ

とん籠) 

○○年○○

月○○日 
d 

本体：変形 

(はらみ出し) 

ⅳ ・全体的に湧水あり、

変形の拡大可能性あり 

・補修・更新が必要 

※周辺に人家なく、耕

作放棄地の可能性 

監 視 の

継続(定

期監視)

耕作放棄地近

傍であり、今

年は対策の実

施を保留計測

用ピン打ち検

討 
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2.7 詳細調査（定量的な測定等） 

詳細調査は、概査によって「要詳細調査」となった施設について、①機能の診断、②

異常が発現した要因の分析を行って、対策の必要性判断や補修・更新内容の検討の材料

とする。 

詳細調査の結果は、施設の維持管理方針や対策工の設計条件にも利用される場合があ

るが、概査等に比べるとコストが大きく、調査手法によっては専門の調査技術が必要な

ため、目的を明確にして必要な調査方法を選択する必要がある。 

調査の費用対効果について十分検討し、例えば、施設の重要度が低く、変状が無い場

合や、機能診断調査を行うよりも事後保全の方が明らかに経済的と判断される場合には、

詳細調査の対象外とすることも検討する。 

 なお、各工種の詳細調査方法等については、Ⅱ～Ⅺ の各編に示す。また、地すべり変

動に起因する異常であることが明白な場合は、「土地改良事業計画設計基準・計画「農地

地すべり防止対策」基準書・技術書, 平成 16 年３月,農林水産省農村振興局計画部資源

課監修,社団法人農業土木学会発行」等に準じて機能診断とは別に地すべり機構を把握す

るための調査を行う。 

 

2.8 点検・調査の頻度と実施時期 

 機能診断調査は、施設の供用期間を通じて継続的に実施するものであり、各施設の状

態や施設の重要性、保全対象等への影響度、設置後の経過年数、地盤特性や気象等を踏

まえて、調査頻度や実施時期を定める。以下に、その目安を示す。 

 

・日常管理における点検頻度は、年1回以上が望ましい。ただし、施設の状態や保全対

象などの立地環境も踏まえ、実情に合わせた管理方法を検討することもできる。 

・日常管理における点検時期は一般に融雪時期や豪雨時期を目安にする。ただし、融雪

時期や豪雨時期は地すべり活動が活発化する時期であることに留意し、安全に十分配慮

して実施するものとする。なお、現地で施設を目視しやすい落葉後に実施することも考

えられる。 

・地震や豪雨等の大規模な自然災害等の異常時にも点検を実施することが望ましい。地

震時や異常気象時における変状等の有無の確認を行い、緊急対応による二次的被害の防

止に努める。 

・概査や詳細調査は、日常管理における点検結果を踏まえ、必要に応じて実施する。た

だし、重要施設については、概査レベルの点検を定期的に行うことも効果的である。 
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3 健全度の評価方法 

3.1 健全度評価の基本方針 

 本手引きでは、概査(近接目視点検)結果から施設の健全度評価を行う。健全度評価は

概査の点検者と同じく専門知識を有する者が実施することを前提とし、健全度評価結果

は施設管理者への伝達事項として報告する。 

 健全度評価に際しては、客観的な評価および正確な要因把握の観点から、下記を基本

方針とする。 

1）計画的な維持管理を考える上では、施設の劣化特性を客観的に把握することが重要

である。そのため、地すべり防止施設の機能に着目して健全度区分を設定し、各施設

の評価を行う。施設の機能以外の要素については別途総合的な視点から評価する（次

頁※1 参照）。 

2）地すべり防止施設は複数の部位で構成されており、また多様な変状要因によって機

能を低下させている。そのため、できる限り客観的に機能低下の程度を判断するため

に、個々の部位・変状要因(現象)を分類・レベル区分して記録する。なお、本手引き

では、図Ⅰ-3.1.1 に示すように、評価単位を明確にするために、施設の構成を「施

設群（次頁※2 参照）」＞「(個々の)施設」＞「(施設を構成する各々の)部位」＞「(部

位毎の)現象または変状」として捉えることとする。 

3）健全度評価の対象は「施設の現状（現象）」とし、その施設の現状をもたらした「原

因」（＝例えば、周辺地盤等の変状）とは分けて考える。ただし、それらの「原因」

は「対策」を決める際に重要な情報となるので、周辺地盤等についての別途コメント

欄等に記録を残す。 

4）「健全度」に応じた「対応の目安」を選択することを原則としつつ、各施設の特性や

周辺状況を考慮した上で、必要に応じて適切な「対応の目安」を選択することとする。

ただし、原則と異なる「対応の目安」を選択する場合には、その理由をコメント欄に

必ず記入する。 

5）「緊急対応の必要性」は、人的被害の可能性や当初の地すべり防止施設の想定を超え

る災害の発生の有無等に基づいて判断し、健全度評価とは分離する。 

 

 

 

 

 

 

図Ⅰ-3.1.1 地すべり防止施設の構成イメージ 

  

地すべり斜面
施設群
例）工種：明暗きょ工

暗きょ工

明暗きょ工
(排水路工+

暗きょ工)
集水升工

地表水
地下水

落差工

個々の施設(支線) 各部位 各現象

支線（1）

本来の断面

流下断面不足
の発生

例） 部位：水路部
項目(現象)：閉塞・埋没

支線（2～7）

施設群
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※1 本手引きでは、施設の機能発揮状態を施設管理の指標とするため、施設機能に関

する項目を機能以外の要素から一旦切り離して一義的に評価することを目指す。そのた

め、機能以外の要素(施設の重要性、保全対象の状況、地すべり再活動の兆候等)につい

ては、コメント欄等を活用して、総合的に施設管理者に伝える。なお、施設管理に関し

て、地すべり機構等の調査が必要な場合もあり得るが、本手引き(案)の適用外であるの

で、実施の際はその他適切な基準書等に従うこと。 

※2 本手引きでは、「施設群」を、水路工や擁壁工のように、複数の支線に分かれて構

成されることのあるものや上下複数段で構成されることのあるものなどを想定してい

る。 



Ⅰ-83 

 

   

 健全度評価の実施手順(①～⑤)を図Ⅰ-3.1.2 に整理する。次頁以降、具体的な健全度

評価の考え方と評価方法を述べる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅰ-3.1.2 健全度評価の実施手順  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健全度評価で実施すること(①～⑤) 

概査（近接目視点検）で実施すること 

①点検項目ごとの変状

レベル【判断】 

a 、b、 c、 d  

②施設周辺地盤状況 

【判断】(施設の機能低

下に影響ある変状があ

るか) 

⑤点検者のコメント 

【考察】（総合的な視点

でコメントする） 

機能に影響する可能性

のある異常の状態とそ

の分布の把握 

施設周辺に対する安全

性の影響と対応方針の

判断 

機能低下につながる 

要因の考察 

 

③緊急対応の必要性 

【判断】 

④対応の目安【判断】 

(点検者から施設管理

者へ伝達事項) 

①´施設(群)の健全度  

ⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳ 

(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ ) 

「①´ 施設(群)の健全度」に応じて「④対応の目安」を判断することを原則とする 

ただし、施設周辺地盤状況や工種の特性等を考慮して原則と異なる選択肢を選んでもよい(理由を明記) 

①(①´) ～ ⑤を施設管理者に伝達 

【参考】③の判断 

 緊急対応が必要と判断する場

合としては、次のいずれかに該当

する場合とする。 

1）地すべりの再活動が認められ

る 

2）災害等で施設が破損している

3）施設の損傷等で人的被害発生

が懸念される。 

 

（※健全度とは、分離・独立して

判断） 

概査結果に基づいて 

判断を行う 

 変状(a,b,c,d) 

 ↓ 

 部位(A,B,C,D) 

 ↓ 

 施設(ⅰ,ⅱ,ⅲ,ⅳ) 

 ↓ 

 施設群(Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ) 

の順に評価を機械的に

(一律に)統合する 

＜3.3 節参照＞ 
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3.2 機能低下によるリスクの想定 

本手引きでは、地すべり防止施設の機能に着目して健全度区分を設定する。そのため、

まずは、地すべり防止施設が機能低下を起こした状態を想定する必要がある。 

地すべり防止施設について考えると、施設の機能が低下した上で、それが地すべりの

活動へ悪影響を及ぼして初めて施設から得られる効果(地すべり防止効果)が喪失したこ

ととなる。したがって、地すべり防止施設に対する機能診断サイクルの中の健全度評価

および点検のポイントを明確にするためには、施設そのものの機能低下だけでなく、機

能が低下した場合のリスクを具体的に想定しておく必要がある。表Ⅰ-3.2.1～表Ⅰ

-3.2.4 に各工種の機能低下状態を一覧表で整理する。 

なお、各工種の機能低下状態および点検ポイントとなる機能低下の種類・現象等に関

しては、Ⅱ～Ⅺ の各編に示す。 
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表Ⅰ-3.2.1 地すべり防止施設の機能低下状態の想定（1） 

 

 

 

図Ⅰ-3.2.1 想定される原因・機能低下・地すべりへの影響の例 1(暗きょ工・明暗きょ工) 

 

 

  

機能低下：

①暗きょ工の吐き口の閉塞による

断面の不足⇒排水不良

②水路内への崩土等の堆積による

流下断面不足⇒溢水発生※

本来の断面

流下断面不

足の発生

機能低下②

本来の断面

機能低下①

断面不足

の発生

原因：

①泥や植物、鉄細菌等による暗
きょ工の吐き口の閉塞。

②水路隣接斜面での小崩壊発生ま

たは落葉堆積など

溢水

排水路工
原因②

暗きょ

工吐き

口

原因①

地すべりへの(悪)影響：

集・排水不良もしくは集・排水されていた地表水・
地下水が溢水箇所等から地内に再供給されることで、

地下水位上昇・地すべり不安定化につながる

×
×

※地すべりブロック外への

地下水の排除できない

溢水

(もしくは水路破損等による漏水)

暗きょ工の吐き口の閉塞

⇒排水不良

※

区分 工種 機能 

機能低下状態 

（施設の機能低下時に想定される状態 

⇒地すべりに与える悪影響） 

抑
制
工 

地
表
水
排
除
工 

承水路工 

排水路工(排水路工は

流下・排出機能のみが見

込まれる) 

 

集水機能 

背後地盤などからの地表水が地すべりブロック内に流

入し、地下水位の上昇や地盤の泥濘化が生じる。 

⇒地下水位を上昇させる要因となり、地すべりの安定性

の低下につながる。 

流下・排出機能 

集水した水の漏出・溢水・再浸透を生じる恐れがある。

⇒地下水位を上昇させる要因となり、地すべりの安定性

の低下につながる。 

地
下
水
排
除
工 

暗きょ工 

明暗きょ工 

水抜きボーリング工 

集水井工 

集水機能 

地盤中の地下水が集水できないために地下水位を下げ

ることができない。 

⇒地下水位を上昇させる要因となり、地すべりの安定性

の低下につながる。 

流下・排出機能 

集水した水の漏出・溢水・再浸透を生じる恐れがある。

⇒地下水位を上昇させる要因となり、地すべりの安定性

の低下につながる。 
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表Ⅰ-3.2.2 地すべり防止施設の機能低下状態の想定（2） 

 

図Ⅰ-3.2.2 想定される原因・機能低下・地すべりへの影響の例 2(渓流護岸工) 

  

土圧(+水圧)

機能低下：

①安定度低下：構造物の転倒、底面の

滑動、支持地盤の破壊 ②劣化：構造物

そのものの破損、材料劣化など

基礎地盤

水叩き

地すべり斜面

施設背面

浸食

地すべりへの(悪)影響：

施設の破損等により、末端が直接侵食されるため、

地すべり不安定化につながる

原因：

出水時の土石や水による損傷、摩耗、

洗掘。外力の増加など

水叩き

基礎地盤

土圧(+水圧)

渓流護岸工

区分 工種 機能 

機能低下状態 

（施設の機能低下時に想定される状態 

⇒地すべりに与える悪影響） 

抑
制
工 

侵
食
防
止
工 

渓流護岸工 侵食防止機能 

コンクリートの劣化や強度低下等により、護岸の一体

性・周辺地盤との一体性等を損ない、土圧への耐力が低

下し、将来的には護岸の転倒に繋がる。（※ふとん籠等

の場合：かご等の劣化が進み、形状の維持、中詰材の保

持が困難になる。）(安定性を低下させる。) 

⇒構造物の損壊・破損等によって、地すべり土塊の末端

が直接、渓流を流れる水や土石に触れ、地すべり土塊の

末端部の侵食により、地すべりの安定性の低下につなが

る。 

堰堤工 

侵食防止機能 

天端摩耗等により堆砂高が低下する。土砂流送抑制等の

機能が低下する。 

⇒堆砂によって覆われていた地すべり土塊の末端が侵

食され、地すべりの安定性の低下につながる。 

ひび割れ、腐食（※鋼製の場合）等は堰堤の損傷につな

がる。堰堤の一体性・周辺地盤との一体性等を損ない、

土圧への耐力が低下し、将来的には堰堤の転倒に繋が

る。(安定性を低下させる。) 

⇒構造物の損壊や大規模な欠損等によって、堆砂高が低

下する。 

⇒堆砂によって覆われていた地すべり土塊の末端が侵

食され、地すべりの安定性の低下につながる。 

滑動抵抗機能 

（堆砂による地すべり

抵抗力の付加（押え盛土

としての効果）） 

天端摩耗等により堆砂高が低下する。土砂流送抑制等の

機能が低下する。 

⇒堆砂の荷重により期待していた地すべり抵抗力が小

さくなり、地すべりの安定性の低下につながる。 

ひび割れ、腐食（※鋼製の場合）等は堰堤の損傷につな

がる。堰堤の一体性・周辺地盤との一体性等を損ない、

土圧への耐力が低下し、将来的には堰堤の転倒に繋が

る。(安定性を低下させる。) 

⇒構造物の損壊や大規模な欠損等によって、堆砂高が低

下する。 

⇒堆砂の荷重により期待していた地すべり抵抗力が小

さくなり、地すべりの安定性の低下につながる。 
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表Ⅰ-3.2.3 地すべり防止施設の機能低下状態の想定（3） 

 

 

図Ⅰ-3.2.3 想定される原因・機能低下・地すべりへの影響の例 3 (押え盛土工) 

 

  

押え盛土

地すべり斜面

地すべりへの(悪)影響：

盛土の崩壊により、盛土荷重による抵抗力が小さ

くなり、地すべり不安定化につながる

機能低下：

法面の崩壊、湧水(盛土内あるいは

地すべり土塊内の地下水位上昇)、

盛土材の流出など⇒盛土全体の崩壊

へつながる可能性など

押え盛土

原因：

表流水による法面の侵食、盛土内

の細粒分移動、排水材の目詰まり

等による地下水位上昇など

押え盛土

基礎地盤

押え盛土施工

直後の水位
盛土の透水性低下に

よる地下水位上昇

表層侵食

進行

区分 工種 機能 

機能低下状態 

（施設の機能低下時に想定される状態 

⇒地すべりに与える悪影響） 

抑
制
工 

斜
面
改
良
工 

押え盛土工 

滑動抵抗機能 

（地すべりブロック下部

への盛土による地すべり

抵抗力の付加） 

局所的あるいは全体的な安定度が低下する。(変形、崩壊

の発生、盛土表面の変形、侵食、流亡) 

盛土内の間隙水圧が上昇し、不安定化につながる。また、

盛土材の流出の原因となる。 

⇒盛土全体が崩壊すると、盛土の荷重により期待してい

た地すべり抵抗力が小さくなり、地すべりの安定性の低

下につながる。 

排土工 

(切土法面保護工) 

滑動低減機能 

（切土法面の侵食防止機

能・雨水等の浸透防止機

能） 

切土法面保護工の損傷により、切土法面の変形、侵食、

とそれに伴う排土平坦面への土砂供給が発生する。また、

排土前の自然状態より相対的に緩傾斜の地形が形成され

るため、地表水が滞留しやすく、地すべり土塊および周

辺地盤への雨水等の浸透が発生しやすく、地下水位が上

昇する可能性がある。 

⇒排土平坦面への土砂堆積による地すべり頭部への載荷

のほか、風化・侵食の進行により周辺地盤(切土法面)が

不安定化する。雨水等の浸透が地下水位を上昇させる要

因となり、周辺地盤(地すべり土塊)が不安定化する。 

⇒滑動抵抗力よりも滑動力が上回り、地すべりの安定性

の低下につながる。 
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表Ⅰ-3.2.4 地すべり防止施設の機能低下状態の想定（4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅰ-3.2.4 想定される原因・機能低下・地すべりへの影響の例 4 (擁壁工) 

 

  

区分 工種 機能 

機能低下状態 

（施設の機能低下時に想定される状態 

⇒地すべりに与える悪影響） 

抑
止
工 

擁壁工 

(枠工を含む) 

末端崩落防止機能 

（地すべりブロック末端

部の安定化を図ることに

よる地すべり土塊の安定

を維持） 

(※地すべり本体ではなく、

末端部の小崩壊の安定化

を 図 る こ と を 目 的 と す

る。） 

広範囲のひび割れや支持力不足等による沈化の進行等

は、擁壁の一体性を損ね、将来的には擁壁の転倒に繋が

る (※ふとん籠等の場合：かごや枠等の劣化が進み、形

状の維持、中詰材の保持が困難になる)。また、広範囲の

湧水は、想定外の水圧の作用を示し、擁壁の不安定化を

招く。 

⇒構造物の倒壊によって、地すべり土塊の末端の小崩壊

に対する抵抗力が低下することが懸念される。小崩落が

発生した場合、地すべり全体の安定性の低下につながる。

杭工 

滑動抵抗機能 

（すべり面を貫通して設

置した構造物のせん断抵

抗または曲げ抵抗による

地すべり抵抗力の付加） 

杭の変形や破壊、杭位置周辺の変形や破壊 

⇒杭によって付加されていた抵抗力が失われ、地すべり

の安定性の低下につながる。 

アンカー工 

滑動抵抗機能 

(広範囲に渡り緊張力を与

え積極的に地すべり土塊

を安定させる) 

※締付け機能：すべり面に

おける垂直応力を増加さ

せ、地すべり抵抗力を付加

※引止め機能：すべり力の

反力としてアンカー力を

用いる 

アンカーの飛び出し、引き抜け、アンカー頭部の腐食、

損傷等が生じる、受圧構造物の一体性が失われる。 

⇒アンカー付き法枠工等、施設全体で付加されていた抵

抗力が、一部で失われるためバランスを失い、地すべり

力が一部に集中し、施設の耐久性が失われ、地すべりの

安定性が急激に低下する。 

原因：

地下水位上昇などによる外力の

増加。基礎地盤の侵食・沈下・

変形など

基礎地盤

土圧(+水圧)

機能低下：

①安定度低下：構造物の転倒、底面の

滑動、支持地盤の破壊 ②劣化：構造

物そのものの破損、材料劣化など

土圧(+水圧)

地すべりへの(悪)影響：

施設の破損等により、末端の小崩壊が生じやすく
なり、地すべり不安定化につながる

地すべり斜面

施設背面

擁壁工
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3.3 健全度指標 

本手引きでは、各工種の機能が当初の計画の通り発揮されている状態を「健全」、機能

が低下・喪失している状態を「不健全」とし、その間を機能の低下程度に応じて 4 つに

区分することとした。表Ⅰ-3.3.1 にその区分の定義(健全度指標)を示す。 

 

表Ⅰ-3.3.2 健全度指標(施設の機能に基づく段階分け) 

 健全度指標(施設の機能に基づく段階

分け、各区分の定義) 

各評価段階にて 
相当する評価記号※ 

① 

変状 

② 

部位 

③ 

施設 

④ 

施設群 

健全 機能低下していない状態 a Ａ ⅰ Ⅰ 

 本質的に支障はないが放置すると機

能低下を招く恐れがある状態 

b Ｂ ⅱ Ⅱ 

 機能低下している状態 c Ｃ ⅲ Ⅲ 

不健全 明らかに機能低下、または機能喪失し

ている状態 

d Ｄ ⅳ Ⅳ 

※各評価段階については次頁で述べる。 
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3.4 健全度評価の段階と流れ 

（1）評価の流れ 

 ここで示す健全度評価は概査結果に対する評価である。健全度は、対策の必要性に関

わらず、求める機能に対して機能低下の程度を基準に区分する(健全度指標を設定する)。 

健全度評価は、「どの施設」の「どの部位」が「どのような現象」によって「どの程度」

の機能低下を起こしたかを客観的かつ分かりやすく記録するため、対象施設を施設や部

材の構成に基づいて①変状(現象)、②部位、③施設、④施設群の各単位に分解して捉え、

各単位に着目しながら段階的に行う。各段階での評価は、①～④の各単位に着目する各

段階にて下位に含まれる各単位で最も悪い状況を評価・統合するものとし、変状レベル

を判断することで施設(群)の健全度まで機械的に(一律に)決定されるように行う。健全度

評価の流れを以下に示す。 

 

＜評価の流れ＞ 

 ⓪ 施設(群)の分解 ：対象施設を評価するために、まず施設の個々の部位（構造区分）

や変状(現象)に着目  

 ① 個々の変状の評価  ：個々の変状をレベル区分することで対応する 

           （レベル a～レベル d） 

 ② 部位の健全度評価  ：個々の変状レベルを部位ごとに統合して部位の健全度を評価 

           （A～D） 

 ③ 施設の健全度評価  ：個々の部位の健全度を統合して施設全体の健全度を評価 

           （ⅰ～ⅳ） 

 ④ 施設群の健全度評価 ：個々の施設の健全度を統合して施設群全体の健全度を評価 

           （Ⅰ～Ⅳ） 
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図Ⅰ-3.4.1 健全度評価の流れ 

  

各変状

本来の断面

流下断面不足
の発生

例） 部位：水路部
項目(現象)：閉塞・埋没 地表水

地下水

各部位

暗きょ工

明暗きょ工

(排水路工+
暗きょ工)

集水升工

地表水
地下水

落差工

各施設（支線） 施設群

支線（1）

支線（2～7）

概査 
結果 

対応の目安 

（点検者から施設管理者へ 

伝達すべき情報） 

④施設群 ③施設 

 

②部位 

 

①変状 
 (現象) 

健全度評価：①～④の各単位で最も悪い状況を評価・統合する 

「どのような現象」 

（異常の種類） 

例）閉塞・埋没 

（土砂堆積） 

「どの程度」 

（変状レベル） 

+ 

a 

①変状(現象)：a～d 

c 

d 

b D ⅳ Ⅳ 

②部位：Ａ～Ｄ ③施設：ⅰ～ⅳ ④施設群：Ⅰ～Ⅳ 

a 

b B 

ⅱ 

a 

a 

a A 

ⅲ 

… 

… 

… 

… 
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（2）各段階の健全度評価の基準の設定 

 健全度指標は表Ⅰ-3.3.2 の通りとするが、実際の運用において、「補修・更新」や「将

来的な予防保全型管理」のためのデータを蓄積しやすくすることを意図し、本手引きで

の健全度評価は図Ⅰ-3.4.1 に示す手順で評価することとする。表Ⅰ-3.4.1～表Ⅰ-3.4.4

に、各段階の評価指標の定義一覧を示す。 

なお、健全度評価段階①変状レベルの評価基準については工種、変状の種類に応じて

様々な状態が想定されるため、各工種の具体的な変状レベルの評価基準は、Ⅱ～Ⅺ の各

編にて、概査の点検項目とともに記載する。 

 

表Ⅰ-3.4.1 健全度評価段階①変状レベルの評価基準 

①変状レベル：個々の異常の種類（点検項目）ごとの評価※

記号 評価基準 

 a  項目に挙げた現象・状況が見られない、もしくは目視困難なほど軽微である 

 b  項目に挙げた現象・状況に対し軽微な変状がある

 c  項目に挙げた現象・状況に対し限定的（局所的）ではあるが明らかな変状がある 

 d  項目に挙げた現象・状況に対し著しい変状がある

※工種、変状の種類に応じて様々な状態が想定されるため、ここでは共通の評価基準を

示す。各工種の具体的な変状レベルの評価基準は、Ⅱ～Ⅺ の各編にて、概査の点検項目

とともに記載する。 
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表Ⅰ-3.4.2 健全度評価段階②部位の健全度の評価基準 

②部位の健全度：各変状レベルを考慮した当該部位の評価 (変状レベルを統合) 

記号 評価基準 

A  各部位の点検項目ごとの評価に変状レベル a のみが含まれる 

B  各部位の点検項目ごとの評価に変状レベル a～b が含まれる 

（b が一つでも含まれる） 

C  各部位の点検項目ごとの評価に変状レベル a～c が含まれる 

（c が一つでも含まれる） 

D  各部位の点検項目ごとの評価に変状レベル a～d が含まれる 

（d が一つでも含まれる） 

 

 

表Ⅰ-3.4.3 健全度評価段階③施設の健全度の評価基準 

③施設の健全度：部位の健全度を考慮した施設単体の評価 (部位の健全度を統合) 

記号 評価基準 

ⅰ  施設を構成する部位のうち、部位の健全度 A のみが含まれる 

ⅱ  施設を構成する部位のうち、部位の健全度 A～B が含まれる 

(B が 1 つでも含まれる) 

ⅲ  施設を構成する部位のうち、部位の健全度 A～C が含まれる 

(C が 1 つでも含まれる)  

ⅳ  施設を構成する部位のうち、部位の健全度 A～D が含まれる 

(D が 1 つでも含まれる)  
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表Ⅰ-3.4.4 健全度評価段階④施設群(※)の健全度の評価基準 

④施設群(※)の健全度：個々の施設の健全度を考慮した施設群や系統としての評価 

記号 評価基準 

Ⅰ 施設群を構成する個々の施設のうち、施設の健全度 ⅰのみが含まれる  

Ⅱ  施設群を構成する個々の施設のうち、施設の健全度ⅰ～ⅱが含まれる  

(ⅱが 1 つでも含まれる) 

Ⅲ  施設群を構成する個々の施設のうち、施設の健全度ⅰ～ⅲが含まれる  

(ⅲが 1 つでも含まれる)  

Ⅳ  施設群を構成する個々の施設のうち、施設の健全度ⅰ～ⅳが含まれる  

（ⅳが 1 つでも含まれる） 

※施設群とは、水路工や擁壁工のように、複数の支線に分かれて構成されることのある

ものや上下複数段で構成されることのあるものなどを想定している。延長の長い施設な

どは、点検対象施設の管理の実情(施設管理台帳の記載等)に合わせて、施設の範囲等を

適切に分割し評価すること。 
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3.5 施設周辺地盤状況の判断 

 健全度評価の対象は「施設の変状・現象」であるが、その変状・現象を引き起こした

「原因」（例えば、周辺地盤等の変状）は、健全度評価に含めずに周辺地盤等について、

別途コメント欄等に記録を残すものとする。これらのコメントは「対策」を決める際に

重要な情報となる。 

なお、どこまでを周辺地盤等として扱うかは、各工種の特性に応じて検討する必要が

あるため、具体的には本手引きのⅡ～Ⅺ の各編に示す。 

 

【※施設機能に影響する可能性がある変状の事例】 

 例）水路工での異常の場合（図Ⅰ-3.5.1） 

  施設の現状（変状・現象）：「水路の変形/破損」 ← 評価対象(変状レベル a～d) 

  原因            ：「周辺地盤等の侵食や小崩壊」 ←別途コメント欄 

 

図Ⅰ-3.5.1 水路基礎地盤の洗掘によって水路が不安定化しつつある例 

 

 図Ⅰ-3.5.1 の写真で見る限り、水路の変形/破損は見られない、つまり、機能に基づ

いた施設の健全度評価としては「健全」と考えられる。しかし、施設の周辺地盤には、

将来的に施設機能に影響する変状がある(基礎を失って水路が変形/破損する可能性があ

る)と言える。点検者による周辺地盤の変状メカニズムの推定も含めて現状(写真)を記録

に残し、水路の機能低下につながる前に「軽微な補修(土のう積み等)」を行う、または、

水路の機能低下につながるかどうか「監視」することを検討するべきと考えられる。 

 一方で、上記の写真は、水路から「漏水」もしくは「溢水」が生じて水路周辺が洗掘

された「結果」を表している可能性もある。その場合、「漏水」もしくは「溢水」は水路

の機能を十分に果たしていないと言えるため、水路の変形/破損の項目で変状レベルを判

定する(できれば破損箇所等を発見するまで概査を続ける)。 

また、水路の断面不足(施設の根本的な能力不足)による流量オーバーに原因がある場

合、本手引きで扱う健全度評価の対象外(施設は健全だが能力不足)ということになる。 

いずれにせよ、点検者は概査結果として施設管理者に報告し、詳細調査(もしくは再調

査)も含めて慎重に対応するべきである。  
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3.6 対応の目安 

健全度評価はあくまで客観的な施設状態を対象とするものであり、最終的な対応策(対

応方針)は、施設管理者が総合的に判断することとなる。 

ただし、点検者（概査を実施する専門技術者）の観察結果と判断に有用な情報が示さ

れている可能性があるため、本手引きでは、点検者から施設管理者へ伝達すべき情報と

して、「対応の目安」を示すこととする。「対応の目安」の選択肢として、表Ⅰ-3.6.1 に

示すとおり、「①問題なし」「②監視」「③軽微な補修」「④補修・更新」「⑤要詳細調査」

を設定した。 

 

表Ⅰ-3.6.1 「対応の目安」の内容説明 

対応の目安 対応の内容説明 

問題なし 日常管理で管理する 

監視 変状箇所・状態の記録を残す、必要に応じて計測する 

軽微な補修  
維持管理的な軽微な作業(堆積物除去等)、局所的な補修(局所的なひび割
れ開口部をセメントで埋める等) 

補修・更新  構造物の補強(構造的耐力の回復)・部材の取り換えを伴う補修作業等 

要詳細調査 
機能低下の原因や対策方針(方法、規模)等が明確でなく、概査よりも詳
細な追加調査が必要な場合に選択 
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また、点検者が「対応の目安」を判断する際になるべく統一した視点とするために、

施設(群)ごとの「健全度」と「対応の目安」との関係を表Ⅰ-3.6.2 のように設定した。 

点検者は、「健全度」に応じた「対応の目安」を選択することを原則としつつ、各施設

の特性や周辺状況を考慮した上で、必要に応じて適切な「対応の目安」を選択する。た

だし、表Ⅰ-3.6.2 に示す原則とは異なる「対応の目安」を選択する場合は、その理由(判

断する上で施設の健全度以外で考慮したこと等)をコメント欄に必ず記入する。 

 

表Ⅰ-3.6.2 「健全度」と「対応の目安」の関係※1 

健全度指標 
(施設の機能に基づく段

階分け、各区分の定義) 

各評価段階にて 

相当する評価記号 

対応の目安 
(点検者から施設管理者へ

伝達すべき情報)※4 

対応の内容説明 

施設の 

健全度 

施設群の

健全度 

健全 機能低下していな

い状態 

ⅰ Ⅰ 問題なし 日常管理で管理する 

 本質的に支障はな

いが放置すると機

能低下を招く恐れ

がある状態 

ⅱ Ⅱ 監視 変状箇所・状態の記録を残す

必要に応じて計測する 

 機能低下している

状態 

ⅲ Ⅲ 軽微な補修  

（または 

要詳細調査※2※3） 

維持管理的な軽微な作業(堆

積物除去等)、局所的な補修

(局所的なひび割れ開口部を

セメントで埋める等) 

不健全 明 ら か に 機 能 低

下、または機能喪

失している状態 

ⅳ Ⅳ 補修・更新  

（または 

要詳細調査※2） 

構造物の補強(構造的耐力の

回復)・部材の取り換えを伴

う補修作業等 

※1 健全度と対応の目安の関係は、工種によっても変化するため、具体的には、本手引

きのⅡ～Ⅺ の各編および各工種の概査調査票に示す。 

※2 「要詳細調査」は、機能低下の原因や対策方針(方法、規模)等が明確でなく、概査

よりも詳細な追加調査が必要な場合に選択することとする。「要詳細調査」を対応の目

安として、施設管理者に報告する場合は、詳細調査の目的や対象、方法等を合わせて

提案する。具体的な詳細調査手法については、本手引きのⅡ～Ⅺ の各編を参考とする。 

※3 集水井工については、井内への入坑を伴う観察を詳細調査とするため、施設の健全

度が「ⅲ」であっても要詳細調査を目安の選択肢に含める(Ⅳ集水井工編を参照)。 

※4 アンカー工は複数の個別のアンカーで構成されており、個別のアンカーの異常を集

計して「異常割合」を算出し、「①施設の健全度による点数」｢②異常割合による点数｣

および「③加点（詳細調査の必要性の判断）」の組み合わせによって、「対応の目安」

を算定する方式とする (Ⅺアンカー工編を参照) 。  
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3.7 緊急対応の必要性の判断 

 「緊急対応の必要性」は、人的被害の可能性や当初の地すべり防止施設の想定を超え

る災害の発生の有無等に基づいて判断することとし、健全度評価とは分離・独立した判

断とする。 

 緊急対応が必要と判断する場合としては、次のいずれかに該当する場合とする。 

 ①地すべりの再活動や新たな変状が認められる 

 ②災害等で施設が破損している 

 ③施設の損傷等で人的被害発生が懸念される 

 

 緊急対応が必要な場合、点検者は施設管理者に速やかに報告し、対応方針を提案する。

施設管理者は人的被害発生を避けるための措置を行った後に適切な対応を行う。下記に

その対応の目安を示す。 

①地山の変状：地山の変状が認められた場合は、地すべり等の兆候を確認し、周囲の安

全を確保した上で、必要な対策もしくは調査、計測などを行う。 

②災害の発生：災害の発生が認められた場合は、施設の被災状況を確認し、周囲の安全

を確保した上で、必要な対策もしくは調査、計測などを行う。 

③人的被害発生の懸念：施設の危険性が認められた場合は、立ち入り禁止措置等を行い、

周囲の安全を確保した上で、必要な対策もしくは調査、計測などを行う。 

 

 

 

3.8 健全度評価の結果の活用方法 

本手引きで提案する概査調査票様式では、以上に示したように概査結果に基づく健全

度評価の過程で、①「健全度」、②「対応の目安」、③「周辺地盤等の変状」、④「緊急対

応の必要性」、および、⑤点検者のコメントの 5 点が報告される。 

施設管理者は、報告を受けてその後の対応を検討する。実際の対応については、施設

管理者が各施設の特性や地すべり状況や保全対象の状況等を踏まえて総合的に判断する。 
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＜Ⅱ 水路工(承水路工・排水路工・暗きょ工・明暗きょ工)編＞ 
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1 水路工(承水路工・排水路工・暗きょ工・明暗きょ工) の基本事項 

地すべり防止施設のうち、第Ⅱ編で対象とする工種は、承水路工・排水路工・暗きょ

工・明暗きょ工とする。本手引きでは、便宜上、この 4 工種をまとめて水路工と表記す

る。 
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1.1 水路工(承水路工・排水路工・暗きょ工・明暗きょ工) の構造 

 承水路工および排水路工は地表水排除工の一種であり、地すべり地に流入してくる地

表水を地下に浸透する前に排除して地すべり発生の誘因となる地下水位の上昇を抑える

機能がある。地すべり対策としての承水路工は、地すべりブロック背後地からの地表水

や地すべりブロック内の溜まり水などを遮断し、地すべりブロックへの浸透を防ぐ目的

を持った施設である。また、排水路工は承水路工や地下水排除工で集めた水を、地すべ

りブロックの外に速やかに流す目的を持った施設である。 

 承水路工および排水路工の構造を、表Ⅱ-1.1.1 に示す。また、施設の一般的な配置を

図Ⅱ-1.1.1 に示す。 

 

表Ⅱ-1.1.1 承水路工・排水路工の構造 

構造区分・種別 材質 説明 

承水路工・排水路工 

コンクリート 
地すべり発生の要因となる湧水や雨水などの地表水を 
集めて、地すべり区域外へ排出する施設。コルゲートフ
リューム等の既製品や現揚打ちコンクリー卜製のものが
ある。 

金属(鋼製等) 

合成樹脂 

付
帯
施
設 

集水桝 

コンクリート 水路の接続、土砂留めや跳水防止、落差工としての役割
や、暗きょ工で集水した地下水を地表へ排水するための
施設。水路の合流点や屈曲部、勾配変化点へ設けられる。 
既製品や現揚打ちコンクリー卜製のものがある。 

金属(鋼製等) 

落差工 コンクリート 
水路の段差部や急勾配の流路に設けられ、水路勾配の緩
和や水路工の安定を図る施設。 

流末施設 
コンクリート 排水路流末の排出先に、斜面の崩壊や洗掘を防止する為、

フトン籠や現場打ちコンクリート製の水タタキ等による
ものがある。 金属(鋼製等) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ-1.1.1 承水路工・排水路工の配置のイメージ 

  

コンクリート

横断面図

排水路工

基礎工事

排水路工流末処理

地すベり斜面 

W

承水路工
連結部集水桝

基礎工事

連結部集水桝

承水路工

落差工 等

コンクリ
ート 

コンクリート 

落差工 等 

排水路工 

連結部集水桝 

承水路工 

平面図 
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 暗きょおよび明暗きょ工は地下水排除工の一種である。地すべり対策としての暗きょ

工は、浅層にある地下水の排除、および、浅い部分から深部への地下水浸透の防止を目

的とする施設である。また、明暗きょ工は排水路工と暗きょ工を二階建ての構造にし、

地表水と浅層にある地下水を効率的に集めて確実に排除することを目的とする施設であ

る。 

 暗きょ工および明暗きょ工の構造図について示す。 

 

表Ⅱ-1.1.2 暗きょ工・明暗きょ工の構造 

構造区分・種別 材質 説明 

暗
き
ょ
工 

暗きょ部 

多孔管 

塩ビ 

ポリエチレン

等 地下水位の高い箇所に高透水性の材料を連続して布

設し、浅層地下水を排除する施設。 
蛇籠 

鉄線 

（栗石詰め）

明
暗
き
ょ
工 

暗きょ部 

多孔管 

塩ビ 

ポリエチレン

等 

地下水位の高い箇所で浅層地下水を排除する施設。 

明きょの下に配置した場合、明暗きょと呼ぶ。有孔管

等を砕石で巻立てた構造が一般的。 

水路底部の洗掘を防止する機能も有する。 蛇籠 
鉄線 

（栗石詰め）

水路部 

既製品 

（U 字、半円） 

コンクリート 地すべり発生の要因となる湧水や雨水などの地表水

および暗きょからの排水を集めて、地すべり区域外へ

排出する施設。 

既製品や現場打ちコンクリート製のものがある。 

金属(鋼製等)

現場打ち水路 コンクリート

付
帯
施
設 

集水升工 

コンクリート
水路の接続、土砂溜めや跳水防止、落差工としての役

割や、暗きょ工で集水した地下水を地表へ排水するた

めの施設。 

水路の合流点や屈曲部、勾配変化点へ設けられる。 

既製品や現場打ちコンクリート製のものがある。 
金属(鋼製等)

落差工 コンクリート
水路の段差部や急勾配の流路に設けられ、水路勾配の

緩和や水路工の安定を図る施設。 

 

 

図Ⅱ-1.1.2 暗きょ工・明暗きょ工の構造図と配置のイメージ 

  

地すべり斜面
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防水シート
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1.2 水路工(承水路工・排水路工・暗きょ工・明暗きょ工)の機能低下とその要因 

  機能診断の視点から、各工種の機能低下と地すべりへの影響を整理する。 

 

表Ⅱ-1.2.1 水路工の機能低下（承水路工・排水路工） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ-1.2.1 想定される原因・機能低下・地すべりへの影響の例  （承水路工・排水路工）

工種 １）承水路工・排水路工 

地すべり防止対策工
としての効果・機能

・すべり面にかかる間隙水圧の低減 (※地表水の流入遮断と地すべりブロ
ック外への速やかな排除） 

施設の機能低下 
の種類 

・集水能力の低下 
・流下能力の低下 
・排出能力の低下 

施 設 の
機能低下
を示す現
象 

項目 
部材の腐食・劣
化、損傷・変形 

水路内への土砂
等の堆積（閉塞、
埋没） 

漏水（上,下流の流
量比較による漏
水の可能性） 

施設周辺の地盤
に湿地や湧水が
発生 

内容 

地すべり活動や
水路側部の侵食、
材料の腐食(錆)等
で、水路等が破
損・変形する。 

小崩壊の発生や
落葉などによっ
て水路内に土砂
等が堆積し、流下
断面が減少する。

亀裂や目地、接続
部から漏水し土
砂の吸出しや基
礎の洗掘が発生
する。 

水路の流水の再
浸透(漏水等)によ
り、施設周辺に湿
地、湧水が発生・
復元する。 

施設の機能低下時に
想定される状態 

施設の破断・欠損
箇所から漏水し、
地すべり土塊に
再浸透する。 

流水が埋塞箇所
で溢れ、地すべり
土塊に再浸透す
る。 

漏水が地すべり
土塊に再浸透す
る。 

湿地、湧水等から
地すべり土塊に
再浸透する。 

地すべりに与える影
響 

水路の閉塞や漏水による、排水不良、または、集・排水した水の漏出や溢水
などは、地下水位を上昇させる要因となり、地すべりの安定性の低下につな
がる。 

 
縦断面図

集水桝内土砂堆積

基礎部洗掘に
よる転倒 承水路工

落差工 

亀裂部からの漏水

崩 壊 土 砂 に
よる閉塞 

横断面図

排水路工

崩 壊 土 砂 に
よる閉塞 地すべり地内

への再浸透 

氾濫によ
る損傷 

W

地すべり地内
への地表水の
流入 

排水路からの
漏水 

土砂による閉塞 

  

 

平面図 

崩壊土砂によ
る閉塞 

 

亀裂部からの漏水 
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表Ⅱ-1.2.2 各工種の機能低下(暗きょ工・明暗きょ工) 

工種 1）暗きょ工・明暗きょ工 

地すべり防止対策
工としての効果・機
能 

・すべり面にかかる間隙水圧上昇要因の低減 
 (※地表水と浅い地下水の地すべり地外への速やかな排除） 

施設の機能低下の
種類 

・集水能力の低下 
・流下能力の低下 
・排出能力の低下 

施設の機能低下を
示す現象 

部材の腐食・劣化、
損傷・変形 

水路内への土砂等
の堆積 

 
暗きょ管の目詰まり、閉塞、
埋没、破壊 
(湧水の発生・湿地化) 

機能低下の内容 
(状態・状況等) 

地すべり活動や水
路側部の侵食、材料
の腐食(錆)等で、水
路等が破損・変形す
る。 

小崩壊の発生や落
葉などによって水
路内に土砂等が堆
積し、流下断面が減
少する。 

集水孔や吸出防止材が目詰
まりする、あるいは吐き口
が閉塞する（鉄細菌、泥、
藻等が付着）。 

施設の機能低下時
に想定される状態 

漏水が地すべり土
塊に再浸透する。 

流水が埋塞箇所で
溢れ、地すべり土塊
に再浸透する。 

土塊からの地下水集水や施
設からの地下水等の排出が
止まり、地盤内の地下水位
が上昇、もしくは、高水位
状態が保たれる。 

地すべりに与える
影響 

暗きょ管の閉塞等による排水不良、または、集・排水した水の漏出や溢
水などは、地下水位を上昇させる要因となり、地すべりの安定性の低下
につながる。 

 

図Ⅱ-1.2.2 想定される原因・機能低下・地すべりへの影響の例 (暗きょ工・明暗きょ工) 

 

  

機能低下：

①暗きょ工の吐き口の閉塞による

断面の不足⇒排水不良

②水路内への崩土等の堆積による

流下断面不足⇒溢水発生※

本来の断面

流下断面不

足の発生

機能低下②

本来の断面

機能低下①

断面不足

の発生

原因：

①泥や植物、鉄細菌等による暗
きょ工の吐き口の閉塞。

②水路隣接斜面での小崩壊発生ま

たは落葉堆積など

溢水

排水路工
原因②

暗きょ

工吐き

口

原因①

地すべりへの(悪)影響：

集・排水不良もしくは集・排水されていた地表水・
地下水が溢水箇所等から地内に再供給されることで、

地下水位上昇・地すべり不安定化につながる

×
×

※地すべりブロック外への

地下水の排除できない

溢水

(もしくは水路破損等による漏水)

暗きょ工の吐き口の閉塞

⇒排水不良

※
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2 機能診断方法 

2.1 日常管理  

2.1.1 基本事項 

 日常管理(巡視)は、施設周辺の目視点検により、施設の異常、老朽化、明らかな危険

状態の把握を行う(Ⅰ-33 ページ参照)。 

表Ⅱ-2.1.1 に、水路工（承水路工・排水路工・暗きょ工・明暗きょ工）についての現

場での点検ポイントと優先的に点検するべき項目を示す。 

 

表Ⅱ-2.1.1 現場での点検ポイントと優先的に点検するべき項目 

対象施設 
主な機能 優先的に点検すべき項目 

工種 部位 

水路工 暗きょ 比較的浅い地下水を集め排水 暗きょ流末の閉塞 

水路部 地すべり地内の水を地外に排水 地すべり地外の地表水路への接続部の破損・

閉塞 

集水升・落差工 集めた水を地表・下方に誘導 破損・土砂堆積 

周辺の状況 (乾燥・安定化が期待) 表流水・湿地の形成 

【現場での点検ポイント】 

・最も下流の集水升部分で ①暗きょ流末から水が出ていること ②排水路に水があること を確認 

・見える範囲の水路周辺に ①あふれた跡 ②水たまり ③削られた跡(侵食された跡)がないか確認 
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2.1.2 日常管理の点検項目 

 点検項目を解説する。なお、ここでの「点検」とは簡単な目視で判別できる程度の異

常の有無を確認することとし、点検するべき「部位」としての「周辺状況」とは目安と

して施設から見渡すことができる範囲(10～20m 程度)の状況とする。 

 

表Ⅱ-2.1.2 異常の有無を確認する項目 

部位  項目 説明 

①水路工 

1 変形・損傷 目地切れ、ひび割れ 

2 腐食 錆（腐食） 

3 閉塞・埋没 土砂や落ち葉などで水路が埋まる 

4 水路脇の陥没・洗掘 水路脇の地盤が侵食された跡がある 

5 流末からの土砂流出 上流から土砂(泥で濁った水等)が流れてきている 

6 流末位置不明 排水路工の末端(最下流側)が河川や道路側溝などに接続されているか不

明 

②暗きょ工 

1 排水がない 吐き口から水が出ていない 

2 吐き口の明らかな閉塞 吐き口が詰まっている 

3 吐き口の変形・破損 吐き口が曲がる、割れる 

4 吐き口の埋没 吐き口が集水升工内等で埋まる 

③集水升工 
1 変形・損傷 目地切れ、ひび割れ 

2 閉塞・埋没 土砂や落ち葉などで升等が埋まる 

④落差工 
1 変形・損傷 目地切れ、ひび割れ 

2 閉塞・埋没 土砂や落ち葉などで埋まる 

⑤蓋 
1 変形・損傷 ひび割れ、折れ曲がり 

2 腐食 錆（腐食） 

⑥安全施設 
1 変形・損傷 ひび割れ、折れ曲がり 

2 腐食 錆（腐食） 

⑦周辺の状況 
1 地表の変状 

斜面の小崩壊や侵食(降雨や漏水で地表が削られる)が発生する。（沈下・

隆起・洗掘・流出・崩落・押し出し・吸出し・亀裂等）が発生する 

2 湿地の形成 水路等から漏れて水たまりや湧水等が発生する 

 

2.1.3 日常管理の点検様式と記入例 

本手引きで提案する点検様式と記入例を表Ⅱ-2.1.3 と表Ⅱ-2.1.4 に示す。 

なお、施設管理者以外の点検者(巡視員)は、点検結果欄までを記入することとし、評

価欄については点検結果の報告を受けた施設管理者が記入する(Ⅰ-49 ページ参照)。 
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表Ⅱ-2.1.3 日常管理調査票様式（1/2）使用例 

4章式-2(1)型01 日常管理調査票(112) 地すぺり防止施設機能彩断調査

<水路工(承水路工・緋水路工・暗きょ工・明暗きょ工>>

|点検年月日! 20" / 11 / I ~天候| 曇り |点検者| 口口口口口 !<潤査察番号 )! 
諸区域名| ムムムム 1ブロック名| D② |施工年度| S48年度

元該当施設(施設番号1口承水路エロ排水路エ 沼 明暗きょエ 目指きょヱ (明暗きょエ >I延長| 庁、

対象項目(ロにレをチェック) 異常が見られる項目(ロにレをチェック) 結果(ロにレをチェック>1

①水路部 ロ 1変形・損傷(白地切れ、ひび割れ等) ロ異常なし

※水路の有無を確認 口 2.腐食(錆、表面劣化等) ロ異常あり
...."，....‘・ー・・・・・ー.....。ー・・・・・・・・ー・.".........。“

ロ有 巴 無(見当たらない) 口 3閉塞・埋没(土砂、落葉等の堆積等) E紋盟】以下に傾当ザれItテ%ツク

<材質・種類> 口 4水路脇の陥没・洗掘 ロ福生等で見えにくL、

ロ コンクリート製 ロ 5流宋からの土砂流出

ロ銅製 ロ樹脂製 口 6流末の位鐙が不明

口その他(

②暗きょ都 口 1.排水量がない ロ異常なし

本
※暗きょエ吐口部の有無を確認 ロ 2.吐口部の明らかな閉塞 ヨ 異常あり

-・・・・・・・・・・・・・・・・・ーーー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ー・・・・ー・

体
包 有口無(見当たらない) 口 3吐口部の変形・爆傷 E抵理}以下lζ肱畢すればチ:1:ヲク

ヨ 4吐口部の埋没 z植生等で見えにくも、
③集水升 ロ 1変形・績傷(目地切れ、ひび割れ等) ロ異常なし

※集71<升の有無を確認 口 2閉塞・埋没(土砂、落葉等の堆積等) 口異常あり...........司 ・・......，............".......・・・・.. 
口有 田 無(見当たらない) E世理}以下に匝2請すれItチェック

ロ 4直生等で見えにくL、

④落差工 ロ1.変形・損傷(白地切れ、ひび割れ等) 口異常なし

※落差工の有無を確認 口 2閉塞・埋没(土砂、落葉等の堆積等) ロ異常ありーーー・・6・ー ・.....・......................，ーー ーー・
ロ有ロ無(見当たらない) 11実現}以下に陣Z請すればチZヲタ

口組生等で見えにくL、

⑤蓋 口 1変形・損傷 口異常なし

一水升の…一
ロ 2腐食(錆、表面劣化等) ロ異常あり

-・・・・・・・・・・・・・・......，‘・・ー・・・・・・・・・・・4・・・・・・・ーー・・・ーー・
付 ロ有口無(見当たらない)

II~置}以下に担当すればテzック

宇野 口組生等で見えにくL、

施 ⑥安全施設(立入防止柵等) 口 1.変形・損傷 口異常なし
設 ※安全施設の有無を確認 口 2.腐食(鏡、表面劣化等) 口異常あり

ー・・・ ーーー‘ ・・・・・‘・・・ー・・ .•••... 
口有口無(見当たらない) 11天理}以下に骸鋼、rれI~チ玄ツク

ロ植生等で見えにくL、

ロ 1地表の変状 ロ異常なし

⑦周辺状況
(沈下・隆起・洗掘・流出・崩落・押出し吸出し・亀裂等} ヨ 異常あり-ー・ “ ・.......・・・咽・・・..・・・ ・..........‘4・・・
ヨ 2.湿地の形成(水たまり、湧水等) It定理】以下に属当ずれrtチzヲク

ロ植生等で見えにくL、

| 点倹結果 |口 異常なし 臼 異常あり . '..1:.t2"(，，一つでるrjf#(jち的ぷ協;fLt;fJ正需品電源泉るf実#tY)/.)Je:T.oI 
各項目および周辺状況で気づいた点があれば犯人して下さい(自由記入)
・吐ロIま土砂で埋没しているが、流水は確MJできる。ただし、緋水が垂れ流し状態であるため、周辺は湿地化している。
・西側斜面からは地表水が流化しており、斜面中肢には表流水の洗沼健用による綴没t高所が見受けられる。
-呑口想定位置にはφ204.89mmのヒューム管が渓流滋岸工に纏め込まれている.ただし、このヒューム呑口lま現在、河川水位よりも
高い位置にあることから、暗きょ工呑口かどうかについては不明.

評 価 |回 1.追加調査が必要口 2.補修が必要 口 3.点検を継続
{鎗霞管理者配入}
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表Ⅱ-2.1.4 日常管理調査票様式（2/2）使用例 

日常管理調査票(212) 地すべり防止施設機能診断調査

~司 盛り I J!ii.~~ 1 回空空J
548年度

暗渠機水エ吐口 全景

1 司ド
，小，

4
 

n
F
 

d
U
J
 

d

，
，
 
え
ず一

P
J
ゲ

叫

付

合

戸

、
-

山

和

門
戸

m-e・炉
ヤ
・
1

一ーヤ

‘ .， 

を土口埋没
排水は垂れ流し

地表水流下

陥没箇所有り

50m 

P-3 P-4 

P-6 P-7 
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2.2 概査 

2.2.1 基本事項 

概査は、日常管理で異常が指摘された箇所について、近接目視を主とした点検を行い、

施設状態の把握、異常が発生した要因の推定、補修・更新または詳細調査等の対応方針

を決めるために実施する。概査は、特に以下の事項を重視して実施する。 

 

(1) 概査の準備 

概査の準備として次のことを行う。①日常管理時の点検結果等の既存資料の確認・転

記、②対象施設の選定・点検ルートの設定、③点検時期の設定、④関係者への連絡・必

要装備・資材の確認などを行う(Ⅰ-51 ページを参照)。 

 

(2) 安全管理 

水路工は沢状地等の現地の地形条件に合わせて施工される場合が多く、点検時は施設

に沿って傾斜地内を移動することになるため、転倒・滑落には特に留意する。 

施設に沿って植生が繁茂している場合、水路工や集水升工、落差工等に足を取られない

よう注意する。 

 

(3) 概査における着目点と留意点 

 水路工を対象とした概査における着目点と留意点について以下の通り示す。 

 

1）水路本体 

a）漏水・溢水、部材の変形・破損状況 

 水路沿いを踏査し、漏水・溢水、水路の変形（屈曲、断面縮小等）、目地切れ、腐食、

破損（欠損、亀裂等）の状況について、記載する。水路の材料には、一般にコンクリ

ート、金属、合成樹脂等が用いられるが、それぞれについて劣化の特徴や要因に違い

があることから、材質も考慮して劣化の状況を明らかにする必要がある。 

b）土砂等の堆積状況 

 水路の閉塞・埋没は、地表水の速やかな排除ができなくなるとともに、溢水による

周辺洗掘や水路本体の損傷につながる可能性があることから、土砂や植物（落ち葉、

倒木、雑草等）の水路内への堆積状況について記載する。 

c）水路の上流側・下流側における流量の比較 

 目視により水路の上流側と下流側における大まかな流量を把握し、これらを比較し

て、途中で漏水がある可能性について検討する。 

 

 2）付帯施設 

 付帯施設（連結部集水桝、落差工等）の変形、破損、土砂等の堆積状況を記載する。 



Ⅱ-12 

 

 

3）その他 

a）流末処理状況 

 水路流末からの排水が適切に処理されているかを明らかにするため、排出先を明ら

かにし、接続部の状況、洗掘・垂れ流しの有無等を記載する。 

b）水路基礎の状況 

 水路基礎の沈下や吸い出し、溢水による水路脇の洗掘等の有無、状況について記載

する。水路基礎の沈下や洗掘は、変状の程度が進行すると水路の浮き上がりや破損に

つながるため、調査時点では変状が軽微であっても確認しておく必要がある。 

d）路線沿い斜面の状況 

 施設の近隣斜面における崩落や押し出し等の発生の有無や，周辺地形の異常等を記

載する。路線沿いの斜面の崩落による水路の閉塞・埋没は、適切に管理されていない

古い施設によく見られ、これにより水路の流下・排水機能が失われ、周辺地盤への排

水の浸透を引き起こす場合がある。このため、路線沿いの斜面の崩落や押し出しの有

無、あるいはその恐れについて確認することが重要である。また、樹木からの落ち葉

や水路脇の雑草による水路の閉塞も多く、水路沿いの植生についても注意する必要が

ある。  
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2.2.2 概査の点検項目と変状レベルの判定 

(1) 概査の点検項目 

 概査の点検項目は以下の通りである。 

 

1) 現地確認事項 

 水路工について表に示す確認事項を調べ、施設の全体的な状況(路線全体を一体として

みた状況)を確認する。その時、問題があると判断した場合は、様式中にて報告する。水

路工は、集めた地下水、地表水を地すべり地外まで排出することで機能を果たすことに

注意する。 

表Ⅱ-2.2.1 現地確認事項 

 

 

確認事項の各項目については、以下の手順により記録する。 

①施設状況：対象施設の種類を選択する。設計資料等を参照して施設の種類を調べるこ

とが望ましい。十分な資料がない場合は、機能および構造に基づいて、排水路工、承水

路工、暗きょ工、明暗きょ工を現場で判別する。判別ができない場合は「他」を選択し

て「不明」とのコメントを残す。) 

②漏水状況：水路内を流れる水の流量について、施設の上流部流量と末端部流量を可能

であれば計測する。路線全体を見た際に水路内を流れる排水の流量が途中で著しく減少

する場合などは、漏水可能性「有」に印を付け、記録に残す。 

③流末状況：施設の流末位置を現地で確認し、必要に応じて流末状況等へのコメントを

する。 

④水質状況：水路内を流れる水の水質（濁りやｐH など）について、特筆するべきコメ

ント等があれば記録する。特筆するべき状況の例としては、水路内の水が極めて濁って

いる場合などが考えられる。水路内の水の濁りは上流側での水路内への土砂流入などの

何らかの異常を示している可能性もあるため、点検開始時に観察する。また、ｐH 測定

等の水質調査は基本的に概査では実施しないものとするが、温泉地にあるなど強酸性水

が流れる可能性がある場合などには、その旨を記述し、詳細調査においてｐH 測定等を

行うことを提案する。 

⑤観測施設状況：施設に付随して観測施設等があれば、記録する。 

  

□ □ □ □ □ 他 （ ）

流量(上流) 有 無 不明 （ ）

□ 流水あり ： 流量(最大) l/分

漏水状況

明暗きょ工暗きょ工

計測器名

漏水可能性流量(下流) l/分

観測施設

流末位置

計測値等

l/分

水質状況

流末状況

施設状況 種類 排水路工 承水路工
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2) 概査における点検項目(部位の変状レベル) 

 部位ごとに下記の項目に関して近接目視点検を実施し、当てはまる状況を選択(複数

可)し、写真やコメントを記録する。各項目の最も悪い状況についてレベルを判定する。 

 

表Ⅱ-2.2.2 概査における点検項目 

工種・部位 項目 
  状況 （異常な状況がない場合は 0 とする, 

        複合的な状況その他の場合は 9 とする） 

本
体 

水路部 

破損・欠損 1.欠損･2.ひび割れ･3.摩耗 

変位・変形 1.屈曲･2.ずれ(目地切れ等) ･3.逆勾配 

腐食 1.発錆 

閉塞・埋没 1.土砂堆積･2.落葉等堆積･3.植物侵入･4.その他 

暗きょ部 閉塞・埋没 1.吐口部の閉塞･2.吐口周辺の埋没 

集水升 

破損・欠損 1.欠損･2.ひび割れ･3.摩耗 

変位・変形 1.ずれ(目地切れ等) ･2 傾倒 ・3.沈下 

腐食 1.発錆 

閉塞・埋没 1.土砂堆積･2.落葉等堆積･3 植物侵入･4.その他 

落差工 

破損・欠損 1.欠損･2.ひび割れ･3.目地切れ･4.摩耗 

変位・変形 1.ずれ ･2 傾倒 ・3.沈下 

腐食 1.発錆 

閉塞・埋没 1.土砂堆積･2.落葉等堆積･3.植物侵入･4.その他 
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3) 施設周辺地盤状況 

 施設周辺地盤状況を確認し、表Ⅱ-2.2.3 の様式に状況を記録する。その際、「施設機

能に影響する変状がある」または「施設機能に影響する変状がない」のいずれかを判断

する。いずれを選択した場合、施設周辺地盤状況についてコメントと写真を記録する。(該

当写真がある場合は、必ず、コメント欄に記入する。） 

 

表Ⅱ-2.2.3 施設周辺地盤状況確認欄 

 

 

表Ⅱ-2.2.4 施設周辺地盤状況として確認すべきポイントの例 

場所 具体的な状況 

水路周辺(基礎地盤等) 沈下・侵食・洗掘・吸い出し 

路線沿斜面 崩落・押し出し 

 

 

 

 

図Ⅱ- 2.2.1 施設機能に影響のある施設周辺地盤状況の例 

（水路基礎地盤の侵食・崩落により水路が破断・落下する危険性があるもの） 

  

□ 施設機能に影響する変状がある

□ 施設機能に影響する変状がない
施設周辺地盤状況
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(2) 変状レベルの評価基準 

 水路工を対象として、各部位、各項目に対する変状レベルの評価基準（レベル区分の

判定事例(写真)とその解説）を示す。実際の運用に当たっては、下記の評価基準と事例・

解説を参考として、現場の現象に適用する。 

 

表Ⅱ-2.2.5 変状レベル判定事例(水路工 その 1 ) 

変状 

レベル 
評価基準 

部位：暗きょ部  

項目(現象)：閉塞・埋没 
解説(具体的な目安) 

a 

項目に挙げた

現象・状況が見

られない、もし

くは目視困難

なほど軽微で

ある 

 

付着度 F（閉塞なし）※ 

b 

項目に挙げた

現象・状況に対

し軽微な変状

がある 

 

付着度 D・E（閉塞割合 30％未満）※ 

の孔口の数が 1 本以上 

c 

項目に挙げた

現象・状況に対

し限定的（局所

的）ではあるが

明らかな変状

がある 

 付着度 A・B・C（閉塞割合 30％以上）※

の孔口の数が 1 本以上 

d 

項目に挙げた

現象・状況に対

し著しい変状

がある 

 

・付着度 A・B・C※の孔口の数が全孔数の

50%以上（暗きょ部の複数の吐き口をま

とめて一つの施設として点検対象にする

場合に適応する。） 

・単独の吐き口を持つ暗きょ工等におい

て、水路への土砂流入等により吐き口が完

全に埋没、または、吐き口が閉塞物によっ

て完全に閉塞している。 

※Ⅲ水抜きボーリング工の変状レベル評価基準を参考とする。 
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表Ⅱ-2.2.6 変状レベル判定事例(水路工 その 2 ) 

変状 

レベル 
評価基準 

部位：水路部 

項目(現象)：変形※ 

部位：水路部 

項目(現象)：破損・腐食※ 

解説(具体的な目安) 

a 

項目に挙

げた現

象・状況が

見られな

い、もしく

は目視困

難なほど

軽微であ

る 

 

 

 

 

 

 

 

 

変形なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

腐食なし 

・変形、破損、腐食なし 

※表面のみ所々錆びて変色して

いる程度であれば、腐食なしと見

なす 

b 

項目に挙

げた現

象・状況に

対し軽微

な変状が

ある 

目地切れ、段差ができている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽微な腐食 

・変形、破損、腐食が明らかに認

められるが、水路の連続性は保た

れている。 

※数 mm 程度のひび割れやズレ

等。 

※目視可能な範囲で連続して錆

び、表面がザラザラして若干剥離

している場合。 

c 

項目に挙

げた現

象・状況に

対し限定

的（局所

的）ではあ

るが明ら

かな変状

がある 

目地切れ（局所的に開いている） 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひび割れ等によって、局所的に開いて

いる 

・変形、破損、腐食によって、局

所的に水路が不連続、または、局

所的に水路断面が減少している

(流水の大半が流下可能な程度) 

・局所的な漏水があるもしくは明

確な漏水跡がある。 

※数 cm 程度の目地やひび割れ

の開きを想定。 

※錆を伴う水路の穴等は腐食で

判定する。 

d 

項目に挙

げた現

象・状況に

対し著し

い変状が

ある 

 

 

 

 

 

 

 

 

水路が連続していない(完全に分離)

 

 

 

 

 

 

 

 

変形により断面が消失している

 

 

 

 

    

 水路が破断している 

・変形、破損、腐食によって、水

路が不連続となっている。（完全

に分離している、流水の大半が水

路の外へ流れ出ている） 

※錆を伴って連続的に水路の底

が抜けている場合等は腐食で判

定する 

※変形（目地での接合不良や水路の歪みによる断面減少等）、破損（水路のひび割れ等）、

腐食（錆等が原因の穴、底抜けなど)として現場で現象を分類して記録すること。 

参道

水路
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表Ⅱ-2.2.7 変状レベル判定事例(水路工 その 3 ) 

変状 

レベル 
評価基準 

部位：集水升工 

3 項目(現象)：変形・破損・腐

食※ 

部位：落差工 

4 項目(現象)：変形・破損・

腐食※ 

解説(具体的な目安)

a 

項目に挙

げた現

象・状況が

見られな

い、もしく

は目視困

難なほど

軽微であ

る  

集水升工の変形は見られない 落差工の例 

・変形、破損、腐食

なし 

(表面のみ所々錆び

ている程度であれ

ば、腐食なしと見な

す) 

b 

項目に挙

げた現

象・状況に

対し軽微

な変状が

ある 

集水升工変形、水路止めの傾き 

 

落差工に生じたひび割れ 

・変形、破損、腐食

が明らかに認められ

る。ただし、水路と

の連続性は保たれて

いる。 

c 

項目に挙

げた現

象・状況に

対し限定

的（局所

的）ではあ

るが明ら

かな変状

がある 

集水升に開口亀裂 

(底部局所的に漏水) 落差工のひび割れ(局所的に漏水) 

・変形、破損、腐食

によって、局所的に

開口部がある、もし

くは、水路と局所的

に不連続、または、

集水升工が内部へ

押し潰されて明ら

かに流下断面が減

少している。(流水の

大半が流下可能な

程度) 

d 

項目に挙

げた現

象・状況に

対し著し

い変状が

ある 

 

集水升と水路が分離、周辺に溢水 落差工が転倒している 

・集水升工や落差工

が転倒して、水路と

不連続となってい

る。(完全に分離して

いる、流水の大半が

水路の外へ流れ出

ている） 

・集水升工が内部へ

押し潰されて流下

断面が消失してい

る。 

  

ひび割れ 
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表Ⅱ-2.2.8 変状レベル判定事例(水路工 その 4 ) 

変状 

レベル 
評価基準 

部位：水路部 

項目(現象)：閉塞・埋没(土砂等)  

部位：落差工・集水升工 

項目(現象)：閉塞・埋没(土砂等) 

解説 

(具体的な目安) 

a 

項目に挙げ

た現象・状

況が見られ

ない、もし

くは目視困

難なほど軽

微である 

 

 

・閉塞・埋没なし 

 

（水路内に、少量の

草や枝などの落下物

や堆積物が散見され

る程度までであれ

ば、閉塞・埋没なし

と見なす） 

b 

項目に挙げ

た現象・状

況に対し軽

微な変状が

ある 

半ば落ち葉等に埋もれているが排水は

維持されている。 

 

半ば土砂に埋もれているが排水は維持さ

れている。 

・半ば埋もれている

が、排水(通水)は維

持されている。 

（特に、落ち葉等は、

堆積物の隙間から通

水が可能な場合があ

り、見た目の嵩以上

に排水機能を有して

いるので注意する）

c 

項目に挙げ

た現象・状

況に対し限

定的（局所

的）ではあ

るが明らか

な変状があ

る 

土砂堆積により、ほぼ完全に埋没 

 

土砂堆積により、ほぼ完全に埋没 

・ほぼ完全に埋没し

ており、排水(通水)

に支障がある。 

(埋没が局所的であ

ったとしても連続し

た水路の排水機能と

しては低下している

と見なす。) 

d 

項目に挙げ

た現象・状

況に対し著

しい変状が

ある 

排水路工の埋没によって常時溢水して

いる。（写真では埋没部分を流水が迂回

している） 

集水升に落ち葉等が詰まり、上側水路か

ら常時溢水している。 

 

 

・常時溢水、漏水が

あり明らかに地すべ

り土塊内へ供給され

ている 

・明瞭な溢水・漏水

痕跡があり、明らか

に地すべり土塊内へ

供給されている 

※現象的には「閉

塞・埋没」の「c」と

同じだが、周辺への

影響が大きいと考え

られるため、「d」

とする。 
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4.1.1 概査の点検様式と記入例 

 水路工は複数の支線で構成されている場合が多いため、概ね集水升を境界として支線

ごとに 1 施設として点検を行い、最終的な評価は複数の支線での評価を統合した施設群

として評価する。ただし、対象施設の取り扱いは、点検作業上の利便性と施設管理の実

態(施設管理台帳の記載)を考慮して臨機応変に行う。 

 

 水路工は、「様式-3(1)：型 01-1」を用いて、各施設の点検および評価を行ったのち、

複数の施設（支線）の評価をまとめるため、「様式-3(1)：型 00-1」に必要箇所を転記

し、施設群全体の健全度評価(Ⅰ～Ⅳ)を求める。また、施設群全体について、対応の目

安を判断することとする。 

 表Ⅱ-2.2.9 に、様式-3(1)の使用例を示す。なお、様式-3(1)の「総合評価」「点検結

果と対応の目安に対するコメント」の使い方の解説、および、全工種共通となる様式

-3(2)～(4)の使用例はⅠ総論編を参照のこと。 
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表Ⅱ-2.2.9 概査調査票（1/4）の使用例その 1 

様式ー3(1) 型01-1 地すベり防止施設機能診断調査

<水路工> ※工種を必ず確認

‘訴は[O)il!:~v^il， 各項呂で当てはまる主主況の番号差詑入し、最も悪い状態についてレベル判定する。また、判定緩鑓とする写真番号豊示す。

エ種・部位
状況 (異常な状況がない場合は0とする， ①変状レベル ②部位の

項目 健全度復合的な状況その他の犠合は9とする) a 1 b c 1 d E車当写真 (A-D) 

破損・欠損 011欠損 2，ひび割れ.3摩耗 。
図 水路部

変位・変形 011屈曲 2ずれ{園地切れ和 .3逆勾配 。
日

腐食 011発錆 。
閉塞・埋没 211.:土砂堆積・2落葉等堆積・3纏物侵入・4その他 。 写真1，2

ロ 暗きょ部 閉塞-埋没 1吐口部の閉塞 2吐ロ周辺の埋没

破鏡・欠損 011，欠損・2ひび割れ・3摩耗 。
本

変位・変形 011ずれ(白地切れ和 2傾倒 -3沈下 。
体 回 集水升 日

腐食 011発錆 。
閉塞・埋没 211土砂堆積・2落葉等堆積・3植物侵入・4その他 。 写真1，2

破損・欠損 1欠損 2ひび割れ.3目地切れ.4摩耗

ロ落差工
変位・変形 1ずれ .2傾倒 ・3沈下

腐食 1発錆

閉塞・埋没 1土砂堆積・2落葉等堆積・3植物侵入・4その他

※本票で扱うエ種は、排水路工、承水路工、暗きょ工、明暗きょエとする。 | ③施般の問(i吋 )Eゴ[量も悪い部位の健全置に基づいて決定]

※①変状レベル(a-d)、②部位の健全度(A-D)、③施設の健全度(i-iv)の順に各々最も悪い評価を統合し、施設全体を評価する。

③ ← ②←①  評価指標

置 a 項目に挙げた現象・状況が見られない、もしくは目視困雛なほど軽微である ー(機能低下していない状態)
E怯
2r 
zt 
2E-
状 b 項目に挙げた現象・状況に対し軽微な変状がある ー・(本質的に支障はないが放置すると機能低下を招く恐れがある状態)
レ
ベ c 項目に挙げた現象状況に対し限定的(局所的)ではあるが明らかな変状がある ..(機能低下している状態)

主同一 '0 2r J.I ID d 項目に挙げた現象・状況に対し者しい変状がある (明らかに機能低下、または機能喪失している状態)

施股周辺地盤状況
口施設機能1::影響する変状がある 「 辺地盤についてブロ洲には顕者な変問認できなかった。

図 施設機能に影響する変状がない

-点検時に水路内に流水は見られない

その他の状況
-排水路工合流部(写真3)1こて西側は閉塞されており、北側からの水流は東側へ流れる術造となっている。
(篠式-3(3)参照)

司且草色色事司且 訟当する選択肢にO差付ける.点検者から態主主管理者への伝達事項として『対応の呂安J査示す.

対応の目安 判断目安(原則、判断の目安に沿って選択する。原則とは異なる選択をする場合は理由をコメント欄に必ず12入する。)

問題なし 施設の健全度が lである場合〈部位の憧全度全てがAの場合)。 監視 施設の健全度がHである場合(部位の健全置で脚一つでも含まれる滑合}

軽微な補修 施設の健全度が川である場合(剖也由健主置でCが一つでも吉まれる渇含)

繍修・更新 施設の健全度がIV(飾位の瞳金庫でDがーつでも含まれる省合)であり、かつ要因が明らかである場合や対応方法が明確な場合

要詳細翻査 施設の健全度がIVであり、かつ要因が明らかでない場合や対応方法が明確でない場合

緊急対EH
の必要

やが[判信新断た自民固45!③聖E1人状①的地②被す虫害ペ害発り等由生での再施活暗位主動I 状況と I 
対応策

-点検結果と対応の目安に対するコメント Jfftの寿会要Eの迫害'JË. k'&ifú曹の!f!JJ/I!i~dJ手
・明暗きょエは、笹竹の密生した雑木林の中にあり、全てを確認することができなかった。
.排水路工全体に落ち葉が堆積している。
-周辺地盤の状況はブロック内には顕著な変状は確認できなかった。
-落ち葉の堆積は定期的な除去が望ましいが、軽微であり、定期的な監視が必要である。
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4.2 詳細調査 

4.2.1 基本事項 

水路工に対する詳細調査は、水路工の健全度が外観からの目視で概ね把握できる場合

が多いことから、頻繁には行われない。調査の費用対効果について十分検討し、例えば、

施設の重要度が低く、変状が無い場合や、機能診断調査を行うよりも事後保全の方が明

らかに経済的と判断される場合には、詳細調査の対象外とすることも検討する。 

 

4.2.2 詳細調査計画 

水路工(承水路工、明暗きょ工、暗きょ工、排水路工)のうち、目視点検で把握ができ

ない部位や現象の調査として、①暗きょ工孔内、②基礎地盤内部、③流水量や水質など

が対象となる可能性がある。 

 

表Ⅱ-4.2.1 水路工(承水路工、明暗きょ工、暗きょ工、排水路工)に対する詳細調査手法 

対象部位/現象 調査目的 手法 手法概要 

暗きょ：孔内 孔内の目詰まり状況把

握 

 

孔内カメラ 小型カメラを孔内へ挿入して内部を撮影

する。 

検尺棒 検尺棒を孔内へ挿入して、挿入可能距離や

挿入時の抵抗感から目詰まり位置や目詰

まり具合を確認する。 

水質・流量 排水路、孔口の流水の

水質/流量を把握し、地

表水や地下水の経路、

漏水の位置や量、オー

バーフローの可能性や

鉄細菌等による目詰ま

りのし易さ等を推定 

水質調査 

流量調査等 

流量計もしくは容器などを使って流量を

計測する。 

検査キットなどで水質を分析する。(検査項

目例：pH、酸化還元電位、鉄濃度など） 

 

 

4.2.3 調査方法 

 水路工を対象とした詳細調査は一般的な手法が多いため、ここでは、詳細な解説は記

載しない。各種調査方法についての適切な手引き等にしたがって、調査を行う。 
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＜Ⅲ 水抜きボーリング工編＞ 
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1 水抜きボーリング工 の基本事項 

1.1 水抜きボーリング工の構造 

 水抜きボーリング工は地下水排除工（浅層）の一種であり、地すべり発生の誘因とな

る地下水位の上昇を抑えることができる。地すべり対策としての水抜きボーリング工は、

地すべり面が比較的浅い場合の地下水を排除するほか、地すべり土塊の含水比を低下さ

せることを目的とした施設である。 

 水抜きボーリング工の構造については、表Ⅲ-1.1.1 に示す。また、施設の配置につい

ては図Ⅲ-1.1.1 に示す。 

 

表Ⅲ-1.1.1 水抜きボーリング工の構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅲ-1.1.1 水抜きボーリング工の配置のイメージ  

 

構造区分・種別 材質 説明 

水抜きボーリング孔 

鋼製 
比較的浅い地下水や土塊の含水比を低下させる
ため地盤を横ボーリングで削孔し、保孔管を挿
入して、地下水を集めるための施設。ストレー
ナー加工した硬質塩化ビニール管や鋼管（ガス
管）が、広く用いられている。 

合成樹脂 

付
帯
施
設 

導水パイプ 

鋼製 水抜きボーリング孔で集めた地下水を流末水路
へ導くもので、主に硬質塩化ビニール管が用い
られている。 合成樹脂 

孔口保護工 

鋼製 
水抜きボーリング孔からの排水による孔口部の
崩壊を防ぐ目的で設置する擁壁。コンクリート
擁壁・ブロック積擁壁やフトン篭が用いられる。合成樹脂 

集水升 

コンクリート 
水抜きボーリング孔からの排水を集めて排水路
へつなぐコンクリート製の升、排水路の屈曲部
へも設けられる。 鋼製 

流末施設 
コンクリート 集水升に集めた地下水を地すべりブロックの

外へ排出処理する水路や管路、既製品を用い
たものが多い。 鋼製 

流末施設

水抜きボーリング 

付帯施設 

地すベり斜面 

 付帯施設  

   

保孔管

水抜きボーリング孔（内部）

流末処理     
 ・排水路    

・排水管 等  

集水升

水抜きボーリング孔
（孔口）

孔口保護工       
 ・コンクリート壁   
 ・蛇篭        
 ・フトン篭      
 ・石済み 等     

識別番号 

導水パイプ     

水抜きボーリング孔 
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1.2 水抜きボーリング工の機能低下とその要因 

機能診断の視点から、各工種の機能低下と地すべりへの影響を整理する。 

 

表Ⅲ-1.2.1 水抜きボーリング工の機能低下 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅲ-1.2.1 想定される原因・機能低下・地すべりへの影響の例（水抜きボーリング工） 

  

工種 2）水抜きボーリング工 

地すべり防止対策工
としての効果・機能

すべり面にかかる間隙水圧の低減 (※浅い地下水の地すべり地外への速や
かな排除） 

施設の機能低下の 
種類 

・集水能力の低下 
・流下能力の低下 
・排出能力の低下 

施 設 の
機 能 低
下 を 示
す現象 

項目 

破損・欠損、腐
食・劣化、変位・
変形 

孔口の閉塞、孔
内 部 の 目 詰 ま
り 

流末・付帯施設等の
変位・変形、閉塞・
埋没 

施設周辺に地
盤の湿潤や湧
水が発生 

内容 

地すべり活動に
よる破損、部材
の 劣 化 や 腐 食
( 錆 ) 等 で の 変
形。 

孔 内 部 の 目 詰
ま り や 孔 口 の
閉 塞 に よ り 集
水・流下能力が
低下 

漏水による小崩壊
や洗掘の発生によ
る施設の倒壊や落
下。小崩壊の発生や
落葉などによる土
砂等の堆積による
流下断面の減少。 

孔の目詰まり
や腐食・損傷
等 に よ り 集
水・流下能力
が低下し、地
下 水 位 が 上
昇。 

施設の機能低下時
に想定される状態 

地下水を十分に
集水・流下・排
出できない。集
水 し た 水 の 漏
出・再浸透が生
じる。 

地 下 水 を 十 分
に集水・流下で
きない。集水し
た水の漏出・再
浸透が生じる。

集 水 し た 水 の 漏
出・再浸透が生じ
る。 

地下水を十分
に 集 水 ・ 流
下・排出でき
ない。 

地すべりに与える

影響 

孔内の閉塞や漏水による、排水不良、または、集・排水した水の漏出や溢
水などは、地下水位を上昇させる要因となり、地すべりの安定性の低下に
つながる。 

地下水位の上昇

付帯施設の
破損

水抜きボーリング孔内
閉塞、背後漏水 

 

新たな湧水

間隙水圧の上昇

地下水上昇に
よる地すベり
再活動 

施設周辺の崩壊
による埋没 

新たな湧水

周辺地盤の崩壊
や押出し孔口の
閉 塞 で 背 後 漏

水抜きボーリング孔内
閉塞による地下水上昇 

   

亀裂や背面からの漏水 

衝突などによる損傷孔口保護工 

水抜きボーリング孔 
付着物による孔
口閉塞は、地下
水の上昇や背後
斜面の崩壊    

基礎部洗掘に
よる転倒 
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2 機能診断方法 

2.1 日常管理  

2.1.1 基本事項 

日常管理(巡視)は、施設周辺の目視点検により、施設の異常、老朽化、明らかな危険

状態の把握を行う(Ⅰ-33 ページ参照)。 

 水抜きボーリング工付近には、水路工が併設されている場合が多く、水路工に沿って

植生が発達している場合、視界が悪くなり、水路工や集水升工、落差工等へ足を踏み外

して落下する可能性があるため、点検時には注意すること。 

 点検に当たって、可能な範囲で全ての項目を確認することが望ましいが、植生等によ

って施設を目視点検するための十分な視界を確保できない場合等も想定される。そこで、

日常管理における点検に当たっては主要な機能の大幅な低下につながる可能性の高い項

目を優先する。表Ⅲ-2.1.1 に、水抜きボーリング工についての現場での点検ポイントと

優先的に点検するべき項目を示す。 

 

表Ⅲ-2.1.1 現場での点検ポイントと優先的に点検するべき項目 

対象施設 
主な機能 優先的に点検すべき項目 

工種 部位 

水抜き

ボーリ

ング工 

水抜きボーリ

ング孔 

地下水を集め排水 孔口の閉塞 

流末施設 地すべり地内の水を地外に排水 地すべり地外の地表水路への接続部の破損・

閉塞 

集水升工 集めた水を地表・下方に誘導 破損・土砂堆積 

周辺の状況 (乾燥・安定化が期待) 湧水・湿地の有無 

【現場での点検ポイント】 

・孔口部分で ①水抜きボーリング孔の孔口から水が出ていること 

・見える範囲の水路周辺に ①あふれた跡 ②水たまり             がないか確認 
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2.1.2 日常管理の点検項目 

 点検項目を解説する。なお、ここでの「点検」とは簡単な目視で判別できる程度の異

常の有無を確認することとし、点検するべき「部位」としての「周辺状況」とは目安と

して施設から見渡すことができる範囲(10～20m 程度)の状況のこととする。 

 

表Ⅲ-2.1.2 異常の有無を確認する項目(水抜きボーリング工) 

部位 項目 説明 

①集水管 

（吐口部） 

1 損傷(割れ、接続不良等) 吐き口から水が出ていない 

2 
吐口部の閉塞（スケール・スライム等

の明らかな付着） 
吐き口が詰まっている 

3 閉塞・埋没（土砂、落葉等の堆積等） 吐き口が集水升工内等で埋まる 

②孔口保護工 

1 損壊 倒壊･ブロック等の脱落･中詰材の流出等 

2 変形・損傷 開口したひび割れ、傾き、部分欠損等 

3 湧水 壁面から地下水が流れている 

③集水升工 

1 変形・破損 目地切れ、ひび割れ 

2 閉塞・埋没 土砂や落ち葉などで升等が埋まる 

④導水パイプ・流

末施設 

1 損傷 割れる、折れる、抜ける 

2 閉塞・埋没 詰まっている、埋まっている 

3 漏水・溢水 流末施設に集められた水が溢れる、漏れる 

⑤安全施設 

（立入防護柵等） 

1 変形・損傷 柵等が曲がったり、折れたりしている 

2 腐食（錆、表面劣化等） 柵等が錆てボロボロになっている 

⑥周辺の状況 
1 地表の変状 

斜面の小崩壊や侵食(降雨や漏水で地表が削られ

る)が発生する。（沈下・隆起・洗掘・流出・崩

落・押し出し・吸出し・亀裂等）が発生する 

2 湿地の形成 水路等から漏れて水たまりや湧水等が発生する 

 

2.1.3 日常管理の点検様式と記入例 

本手引きで提案する点検様式と記入例を表Ⅲ-2.1.3 と表Ⅲ-2.1.4 に示す。 

なお、施設管理者以外の点検者(巡視員)は、点検結果欄までを記入することとし、評

価欄については点検結果の報告を受けた施設管理者が記入する(Ⅰ-49 ページ参照) 

  



Ⅲ-6 

 

表Ⅲ-2.1.3 日常管理調査票様式（1/2）使用例その 1 

様式 2(1)型白 日常管理調査票(1/2) 地すぺり紡止施設機能診断調査

<水妓きボーリングエ>

|点検年月日|回，. / ・/ 目 |天候| ー |点検者 | I(調査薫香骨 )

諸区域名| ブロック名| 小ブロック① |施工年度|

元該当施設(施設番号~ø 水扱きボーリングエ ( 2号緊急 |本数I4 本

対象項目(ロにレをチヱツク) 異常が見られる項目(ロにレをチェック) 結果(口にvをチヱツク)
①集水管(吐口部) 口 1.損傷(書IJれ、緩続不良等) 口異常なし

※集水管の有無を確認 o 2.吐口部の閉塞(スライム等の明らかな付清) ヨ 異常あり

回 有 ( 4 本) ロ 3.閉塞・埋没(土砂、落葉等の堆積等) ( 1 本)
ーーー・・・・・・・ーー・・・ーーー・・ーー....・・ーー・・・・ー・・・・・ー・.......".

本 口無(見当たらなし、) {級車】以下に踊坐すればチェック

体 <材質・種類> 口組隼等で見えに〈い

回 樹脂製(塩ピ管等)

ロ銅製(ガス管等)

ロその他(

②干し口保護エ ロ 1挽寝(倒媛・ブロック等の脱落・中詰材の流出等) B 異常なし

※子Lロ保護工の有無を確認 口 2.変形・損傷(開口したひび割れ、傾き、部分欠損等) ロ異常あり
-ーー・.....，...・・・ー・・・・・・・・・・・・・ー・・・・・・・・"...ーー・・・ー‘

回 有ロ無(見当たらない) ロ 3.).真水 {j末現】以下に踊2聾すればテョwク

口植生等で見えにくい

③集71<升 ロ 1変形・損傷{目地切れ、ひび割れ等) 2異常なし

※集水升の有無を確認 口 2.閉塞・埋没(土砂、落葉等の堆積等) 口異常あり
4・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ーー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・h

イ寸 図 有ロ無(見当たらない)
{j夫君】臥下に脂皇毒すれば予三ツク

手特 口組生等で見えにくい

施 ④導水パイプ・流家施設 ロ 1損傷(膏IJれ、健続不良等) 沼 異常なし
設 ※導水パイプ・涜末飽設の有無を 口 2.閉塞・埋没(土砂、落葉等の堆積等) 口異常あり・・・・・・・・・ー・・・................・・...................写
確認 ロ 3漏水・溢水 I状現】以下に帥渇すればテzツク

国 有口無(見当たらない) 口相生等で見えにくい

⑤安全施設(立入防止柵等) ロ 1変形・損傷 ロ異常なし

※安全施設の有無を確認 口 2.腐食(錆、表面劣化等) 口異常あり
・・・・4・・・4・・...............，‘・・・・....・・.......ー・‘・・..

ロ有 回 無(見当たらない) {j表現】以下1:陣自請すればテ"''lク

ロヰ直生等で見えにくい

ロ 1地表の変状 包 異常なし

⑥周辺状況
(沈下隆起洗掘・涜出・崩落押出し・吸出し・亀裂等) ロ異常あり

-・ー・・4・・・・・・・・・・..・4・・・・・・・・・・・・・・・・ー・....，，，....，，....
口 2湿地の形成(水たまり、湧水等) {jえ耳】以下に面目歯すれば予ヱツタ

ロ植生等で見えにくい

| 点検結果 |口異常なし 図 異常あり ....1:.ieで一つでるf穿殺あグ'Jiがあ;ft/if.f.苦綬結実.:tf実殺あゲ'.Jeすを51
各項目および周辺状況で気づいた点があれば記入して下さい(自由託入)

.4本中4本は水が出ていた
-出口孔に鉄バクテリアの滑殖

続絡構造 水彼きボーリング工は、隠きょ工等で排除できないある程度深い地下水の排

(形状や材質には篠々な種類があります) 除や、すべり面に働く過剰な間隙水圧の低減を目的としています。

‘S臨習量

，f ，ムム二即日川柳掛
ユ -(1拠.，
t軍，，"，.jj-

..，民パイプ

亨1口保Il:t
・コンクリート!1!
.匂竃

・ヲトン・
ー省鎗，帳簿

評価 |ロ 1追加調査が必要 因2補修が必要 口3点検を継続
{鎗股管理者配入}
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表Ⅲ-2.1.4 日常管理調査票様式（2/2）使用例その 2 

－ 

－ － 

日常管理調査票(212)

・/ 23 I天候| 晴れ |点検者 |

対象施設位置

緯度 一 。ー

経度 一 。ー ，一一 "

施設の状況

地すべり防止施設機能惨断調査

TI悶査裏番号

施設の状況(近景)
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2.2 概査 

2.2.1 基本事項 

概査は、日常管理で異常が指摘された箇所について、近接目視を主とした点検を行い、

施設状態の把握、異常が発生した要因の推定、補修・更新または詳細調査等の対応方針

を決めるために実施する。概査は、特に以下の事項を重視して実施する。 

 

(1) 概査の準備 

概査の準備として次のことを行う。①日常管理時の点検結果等の既存資料の確認・転

記、②対象施設の選定・点検ルートの設定、③点検時期の設定、④関係者への連絡・必

要装備・資材の確認などを行う(Ⅰ-51 ページを参照)。 

 

(2) 安全管理 

水抜きボーリング工は、排水施設として水路工等が併設されている場合が多く、施設

に沿って植生が繁茂している場合、水路工や集水升工、落差工等に足を取られて転倒し

ないように注意する。 

 

(3) 概査における着目点と留意事項 

 水抜きボーリング工を対象とした概査における着目点と留意点について以下の通り示

す。 

 

1）孔口の部材劣化、破損状況 

 水抜きボーリング孔の保孔管には、硬質塩化ビニール管あるいは鋼管（ガス管）が用

いられている。これらの部材の劣化、破損状況を目視で確認する。鋼管の劣化（腐食）

の程度は、目視あるいはハンマーを用いた打音から判断する。 

写真撮影に当たっては、孔口の外見を撮影するとともに、孔口内部の状況がわかるよ

うに近接して孔内を撮影する。 

 水抜きボーリング孔に導水パイプが接続されている場合は、それを外して水抜きボー

リング孔本体を確認する。 

 

2）排水量調査 

 水抜きボーリング孔からの排水量を、ストップウオッチ等を用いて計量カップやメス

シリンダーで 1 孔ずつ計測する。排水量が非常に少ない場合には、排水状況を「滴水」、

「濡れ」、「乾燥」等で記載する。排水が保孔管の先端ばかりではなく、保孔管と削孔壁

の間あるいは孔口付近の地盤から湧出している場合には、この排水も合わせて計測を行

い、その状況を点検票に記載することが望ましい。 
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3）孔口の閉塞、孔内部の目詰まり調査 

 水抜きボーリング孔口の閉塞状況は、目詰まり物質の種別と閉塞割合（付着度）につ

いて、1 孔毎に記録する。 

 目詰まり物質の種別は、１．細菌類(鉄酸化細菌等によるスケール・スライム等)、2.

植物(コケ・根等)・藻類、3.その他（土砂、石灰沈着等）に区分できる。目詰まり物質

の事例を図Ⅲ-2.2.1 に示す。 

 目詰まりが孔内部まで及んでいる場合や、孔が途中で座屈や破断等の破損を生じてい

る場合がある。このような孔内部の目詰まり状況を推定するために、検尺棒、測量用ポ

ール、鉄筋棒等を孔口から挿入し、挿入の可否や挿入時の抵抗の程度を調べる。 

 水抜きボーリング孔に導水パイプが接続されている場合は、導水パイプの孔口での目

詰まり状況を観察するとともに、導水パイプを外して水抜きボーリング孔本体の孔口及

び内部の状況を確認する。 

 

1.細菌類 

(鉄酸化細菌等による

スケール・スライム

等) 

 

 

 

2. 植物・藻類  

 

 

3. その他  

 

図Ⅲ-2.2.1 水抜きボーリング孔の目詰まり物質の種別 

  

植物(コケ、根等) 藻類(緑色、繊維状・のり状) 

土砂 (砂、シルト、粘土)

細菌(褐色、ゼリー状、乾燥すると硬質化)
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4）付帯施設 

 導水パイプ、孔口保護工、集水升等の付帯施設について、設置の有無、部材の劣化・

破損状況等について記載を行う。導水パイプについては、目詰まり状況を確認するとと

もに、脱落の有無等についても確認する。集水升については、土砂や植物等の堆積状況

についても確認する。 

 

5）流末施設 

 水抜きボーリング孔からの排水が適切に処理されているかについて、流末処理状況を

確認する。調査の方法は、承水路工の概査手法に準じて実施するが、流末施設（排水路、

排水管等）の有無を把握するとともに、流末施設の部材劣化・破損状況、土砂等による

閉塞状況、洗掘、垂れ流しの有無等について点検を行う。 

 

6）施設周辺の地盤等 

 施設の基礎地盤の沈下、施設周辺斜面における崩落、押し出し、湧水・湿潤の有無に

ついて確認する。特に、地すべり変状が認められる場合には、その新旧について確認が

必要である。また、近傍における既設調査ボーリング孔の残存状況を確認し、地下水位

観測が可能な場合は、手測りの触針式水位計等を用いて計測する。 
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2.2.2 概査の点検項目と変状レベルの判定 

(1) 概査の点検項目 

 概査の点検項目は以下の通りである。 

 

1）現地確認事項 

 水抜きボーリング工についてに表Ⅲ-2.2.1 に示す確認事項を調べ、施設の全体的な状

況(路線全体を一体としてみた状況)を確認する。その時、問題があると判断した場合は、

様式中にて報告すること。水抜きボーリング工は、集めた地下水、地表水を地すべり地

外まで排出することで機能を果たすことに注意する。 

 

表Ⅲ-2.2.1 現地確認事項 

 

  

確認事項の各項目については、以下の手順により記録する。 

①集水状況：集水状況について孔口全体の様子を選択する。流水がある場合は、可能で

あれば、最大の流水を生じている水抜きボーリング孔からのおよその流量を記録する。 

②流末状況：施設の流末位置を現地で確認し、必要に応じて流末状況等へのコメントを

する。 

③水質状況：水抜きボーリング孔から流れる水質について、コメントがあれば記録する。

ｐH 測定等の水質調査は基本的に概査では実施しないものとするが、過去の点検結果や

地域特性および孔口閉塞状況等に特筆するべき情報があれば、その旨を記述し、詳細調

査においてｐH 測定等を行うことを提案する。 

④観測施設：施設に付随して観測施設等があれば、記録する。 

 

  

集水状況 流量等 □ 乾燥 □ 濡れ □ 滴水 □ 流水あり ： 流量(最大) l/分

流末状況 流末位置 流水あり ： 流量(最大) l/分

水質状況 計測値等

観測施設 計測器名
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2）概査における点検項目(部位の変状レベル) 

 部位ごとに表Ⅲ-2.2.2 に示す項目に関して近接目視点検を実施し、当てはまる状況を

選択(複数可)し、写真やコメントを記録する。各項目の最も悪い状況についてレベルを

判定する。 

 

表Ⅲ-2.2.2 概査における点検項目(水抜きボーリング工) 

工種・部位 項目 
  状況 （異常な状況がない場合は 0 とする, 

        複合的な状況その他の場合は 9 とする） 

本
体 

水抜きボーリング 

※別紙にて、個々の孔

ごとに評価 

破損・欠損 1.欠損･2.ひび割れ･3.抜け･4.折れ曲がり 

腐食 1.発錆 

閉塞（孔口状況） 1.細菌類・2.植物・藻類･3.その他 

目詰まり（孔内部） 1. 細菌類・2.植物・藻類･3.その他 

付
帯
施
設 

導水パイプ 
破損・欠損 1.欠損･2.ひび割れ･3.抜け･4.折れ曲がり 

閉塞（孔口状況） 1.土砂付着・2.植物侵入･3.その他 

孔口保護工 

破損・欠損 1.欠損･2.ひび割れ･3.目地切れ･4.摩耗・5.その他 

変位・変形 1.ずれ･2.傾倒･3.沈下 

腐食 1.発錆 

集水升 

破損・欠損 1.欠損･2.ひび割れ･3.摩耗 

変位・変形 1.ずれ(目地切れ等) ･2 傾倒 ・3.沈下 

腐食 1.発錆 

閉塞・埋没 1.土砂堆積･2.落葉等堆積･3 植物侵入･4.その他 

流末施設 

破損・欠損 1.欠損･2.ひび割れ･3.抜け･4.折れ曲がり・5.摩耗 

変位・変形 1.屈曲･2.ずれ(目地切れ等)･3.逆勾配 

閉塞・埋没 1.土砂堆積･2.落葉等堆積･3.植物侵入･4.その他 

※複数の水抜きボーリング孔で一つの部位として成立しているため、別紙にて個々の孔

ごとに点検・記録した上で、部位としての各項目の変状レベルの評価をする。 
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孔口の閉塞は、個々の孔口の断面が閉塞物(土砂やスライム・スケール等)で埋められ

ている割合(閉塞割合)を目視によって判断し、「閉塞（孔口状況）」の項目において評価す

る。閉塞割合の判断および評価方法は、図Ⅲ-2.2.2 による。 

 

 

図Ⅲ-2.2.2 孔口の付着度の決定方法および孔口の閉塞の評価の判定基準 

 

 

目詰まりは、孔内部が詰まっている状況を指すものとする。個々の孔の目詰まりの度

合いは、検尺棒の挿入によって判断し、「目詰まり（孔内部）」の項目において評価する。

評価方法は、図Ⅲ-2.2.3 による。 

 

 

図Ⅲ-2.2.3 目詰まり状況の評価の判定基準 
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3）施設周辺地盤状況 

 施設周辺地盤状況を確認し、表Ⅲ-2.2.3 の様式に状況を記録する。その際のポイント

の例を表Ⅲ-2.2.4 に示す。 

 

表Ⅲ-2.2.3 施設周辺地盤状況確認欄 

 

 

表Ⅲ-2.2.4 施設周辺地盤状況として確認するべきポイントの例 

場所 具体的な状況 

孔口保護工の基礎地盤ま

たは裏込土 
侵食・洗掘・吸い出し 
(孔口保護工の変形・破損を引き起こす可能性のある現象) 

背後斜面 
崩落・押し出し・侵食・洗掘・吸い出し 
(施設背後からの崩土による孔口や流末処理施設等の埋没の可能性) 

周辺斜面の地表 

湿地化・湧水・侵食・洗掘・吸い出し 
(施設周辺の地表が湿地化する状態は、水抜きボーリングの地下水排
除機能の低下を直接示すものの可能性がある) 

  

 

図Ⅲ-2.2.4 施設機能に影響のある施設周辺地盤状況の例 

（背後斜面の崩落、崩土による集水升および流末処理施設の埋没） 

  

□ 施設機能に影響する変状がある

□ 施設機能に影響する変状がない
施設周辺地盤状況
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(2) 変状レベルの評価基準 

 水抜きボーリング工を対象として、各部位、各項目に対する変状レベルの評価基準（レ

ベル区分の判定事例(写真)とその解説）を表Ⅲ-2.2.5～表Ⅲ-2.2.11 に示す。実際の運

用に当たっては、下記の評価基準と事例・解説を参考とする。 

 

表Ⅲ-2.2.5 変状レベル判定事例(水抜きボーリング工 その 1 ) 

変状 

レベル 
評価基準 

部位：水抜きボーリング  

項目(現象)：閉塞(孔口) 
解説(具体的な目安) 

a 

項目に挙げた

現象・状況が見

られない、もし

くは目視困難

なほど軽微で

ある 

 ・付着度 A・B・C※ の孔数の合計が全孔数の

0％ 

 

（付着度 D・E・F※のみ） 

b 

項目に挙げた

現象・状況に対

し軽微な変状

がある 

 

 

 

 

 

 

 

(閉塞割合 30～50％の孔がある） 

・付着度 A・B・C※  の孔数の合計が全孔数

の 25％未満 

c 

項目に挙げた

現象・状況に対

し限定的（局所

的）ではあるが

明らかな変状

がある 

 ・付着度 A・B・C※ の孔数の合計が全孔数の

25％以上 50％未満 

 

d 

項目に挙げた

現象・状況に対

し著しい変状

がある 

  
・付着度 A・B・C※ の孔数の合計が全孔数の

50％以上 

 

または、 

 

・崩土や湛水等で埋没・水没している 

※付着度 A：閉塞割合 70％以上、付着度 B：閉塞割合 50～70％、付着度 C：閉塞割

合 30～50％、詳しくは次頁の補足を参照  
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表Ⅲ-2.2.6 【参考】水抜きボーリング孔口の閉塞割合(付着度)の判定基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・下記の考え方に沿って目分量で閉塞割合(付着度)を判断する 

 

 

 

  

 

孔口の閉塞割合(目分量) 

＝孔口断面に占める閉塞物の断面積÷孔口断面積×100(%) 

孔口断面 

閉塞物 
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表Ⅲ-2.2.7 変状レベル判定事例(水抜きボーリング工 その 2 ) 

変状 

レベル 
評価基準 

部位：水抜きボーリング  

項目(現象)：孔内部 目詰まり 
解説(具体的な目安) 

a 

項目に挙げた

現象・状況が見

られない、もし

くは目視困難

なほど軽微で

ある 

「詰まっていない」場合の孔内状況※ 

・「詰まっている」「やや詰まっている」

の孔数の合計が全孔数の 0％ 

（目詰まりなし） 

 

b 

項目に挙げた

現象・状況に対

し軽微な変状

がある 

「やや詰まっている」場合の孔内状況※

・「詰まっている」「やや詰まっている」

の孔数の合計が全孔数の 25％未満 

 

c 

項目に挙げた

現象・状況に対

し限定的（局所

的）ではあるが

明らかな変状

がある 

「詰まっている」場合の孔内状況※ 

・「詰まっている」「やや詰まっている」

の孔数の合計が全孔数の 25％以上 50％

未満 

 

d 

項目に挙げた

現象・状況に対

し著しい変状

がある 
 

・「詰まっている」「やや詰まっている」

の孔数の合計が全孔数の 50％以上 

 

 

※孔内カメラ画像を目詰まりのイメージとして掲載した。概査において孔内部を撮影する

必要はなく、孔内部の目詰まりの判断の必要があれば検尺棒等を用いる。  

検尺棒 

集水ボーリングの長さ(施工延長) 

検尺棒挿入長さ (m)

(目詰まりを起こした箇所の孔口からの距離) 

孔内部の目詰まり状況の判定の目安
(検尺棒を実施した場合のみ評価） 
 「詰まっている」…検尺棒等を挿入できなくなる場合 
 「やや詰まっている」…検尺棒等を最後まで挿入できるものの抵抗が大きい場合 
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表Ⅲ-2.2.8 変状レベル判定事例(水抜きボーリング工 その 3 ) 

変状 

レベル 
評価基準 

部位：水抜きボーリング 

項目(現象)：破損・欠損・腐食※ 

解説(具体的な目安) 

a 

項目に挙

げた現

象・状況が

見られな

い、もしく

は目視困

難なほど

軽微であ

る 
 

・破損・欠損、腐食なし 

※孔口が一部欠けている程度。 

※表面のみ薄く所々錆びて変色している程度 

b 

項目に挙

げた現

象・状況に

対し軽微

な変状が

ある 

 

・破損・欠損、腐食が明らかに認められるが、断面を

そこなう程ではない。 

・保孔管が施工当初と比べて変位・変形 (内部で緩んで

抜け始めた、もしくは、折れ曲がり始めている等) 

・目視可能な範囲で連続して錆び、表面がザラザラし

て部分的に剥離している場合は腐食で判定する。 

※導水パイプの外れが、点検時にその場で手ですぐに

接続し直すことのできる程度であれば、b 評価とした上

で、接続し直し、その旨を記録する。 

c 

項目に挙

げた現

象・状況に

対し限定

的（局所

的）ではあ

るが明ら

かな変状

がある 
 

・破損・欠損、腐食によって、（押しつぶされる等で）

断面が大きく減少している孔がある。 

・保孔管の配置が大きく乱れている(折れ曲がった結果

と考えられる)、抜けている孔がある。 

・漏水を起こしている場合。 

※導水パイプの外れや破損を伴う場合は導水パイプに

ついても評価する。 

d 

項目に挙

げた現

象・状況に

対し著し

い変状が

ある 
 

・ほぼ全ての孔で（押しつぶされる等で）断面が消失

している。 

・ほぼ全ての孔で保孔管の配置が大きく乱れている(折

れ曲がった結果と考えられる)、抜けている。 

※錆によって破損したものは腐食で判定する 

※破損・欠損（歪むなどして管の断面が減少している、割れて欠けている）、腐食（錆等

が原因の破損）等と分類して記録すること。 

※付帯施設の導水パイプは、水抜きボーリングの評価基準に準じる。 
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表Ⅲ-2.2.9 変状レベル判定事例(水抜きボーリング工 その 4 ) 

変状 

レベル 
評価基準 

部位：付帯施設：孔口保護工 

項目(現象)：変位・変形、破損・欠損・腐食 

解説(具体的な目安) 

a 

項目に挙

げた現

象・状況が

見られな

い、もしく

は目視困

難なほど

軽微であ

る 

 

 

・変形、破損、腐食なし 

※表面のみ薄く所々錆びている程度であれば、a

評価と見なす。 

※数 mm 程度の目地のズレやヘアークラック～

2mm 程度のひび割れは a 評価とする。 

b 

項目に挙

げた現

象・状況に

対し軽微

な変状が

ある 

 

 

 

 

 

 

導水パイプの外れ 

・軽微な変形、破損、腐食が明らかに認められる。

ただし原型は留めており、機能(安定性)は低下し

ていない。 

※数 cm オーダーの傾きや 2mm 以上の  

ひび割れを想定 

c 

項目に挙

げた現

象・状況に

対し限定

的（局所

的）ではあ

るが明ら

かな変状

がある 

 

 

 

 

 

 

 

 

孔口保護工の基礎地盤の洗掘により、孔口保護

工が不安定化している 

・局所的に、せり出しや形状を保てないほどの中

詰材流失（カゴ枠工等の場合）がある。 

・開口を伴う連続したひび割れがあり、背面まで

達している。 

・背面土砂の吸出しが確認される。 

・洗掘等で不安定化している。 

※数十 cm オーダーの傾きやの数 cm オーダーの

ひび割れを想定 

d 

項目に挙

げた現

象・状況に

対し著し

い変状が

ある 

 

・転倒している、もしくは、転倒する懸念がある

(崩壊、大変形)。 

・施設のほぼ全体に、著しい変形・破損・腐食が

及んでいる。 

※変状レベルｃ相当または、それよりも悪い変状

が施設全体に及ぶ状態を想定する。 

※変形（目地での接合不良、傾倒、はらみ出し(カゴ枠等の場合)等）、破損（ひび割れ、

破断(カゴ枠等の番線などの破断)等）、腐食（錆等が原因の破損(腐食によるカゴ枠等の番

線などの破断) ）として、現場で現象を分類して記録すること。擁壁(枠)工編も参考とす

ること。  
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表Ⅲ-2.2.10 変状レベル判定事例(水抜きボーリング工 その 5 ) 

変状 

レベル 
評価基準 

部位：集水升工 

項目(現象)：変位・変形・破損・欠損・腐食 

解説(具体的な目安) 

a 

項目に挙

げた現

象・状況が

見られな

い、もしく

は目視困

難なほど

軽微であ

る 

 

 

 

 

 

 

 

集水升工の変形は見られない 

・変形、破損、腐食なし 

(表面のみ薄く所々錆びている程

度であれば、腐食なしと見なす) 

b 

項目に挙

げた現

象・状況に

対し軽微

な変状が

ある 

 

 

・変形、破損、腐食が明らかに認

められる。ただし、流末処理施設

（水路）との連続性は保たれおり、

漏水等の懸念はない。 

c 

項目に挙

げた現

象・状況に

対し限定

的（局所

的）ではあ

るが明ら

かな変状

がある 

 

・変形、破損、腐食によって、局

所的に開口部や欠損がある、もし

くは、水路と局所的に不連続、ま

たは、集水升工が内部へ押し潰さ

れて明らかに流下断面が減少して

いる。(漏水している、または、そ

の可能性があるが、流水の大半が

正常に流下可能である) 

d 

項目に挙

げた現

象・状況に

対し著し

い変状が

ある 

 

・集水升工が転倒して、水路とが

不連続となっている。(完全に分離

している、流水の大半が集水升や

水路の外へ流れ出ている） 

・集水升工が内部へ押し潰されて

流下断面が消失している。 
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表Ⅲ-2.2.11 変状レベル判定事例(水抜きボーリング工 その 6 ) 

変状 

レベル 
評価基準 

部位：流末施設 ・集水升 

項目(現象)：閉塞・埋没(土砂等)   

解説 

(具体的な目安) 

a 

項目に挙げ

た現象・状

況が見られ

ない、もし

くは目視困

難なほど軽

微である 

 

・閉塞・埋没なし 

 

（水路内に、少量の草や枝などの落下物や島状

の堆積物が散見される程度までであれば、閉

塞・埋没なしと見なす） 

b 

項目に挙げ

た現象・状

況に対し軽

微な変状が

ある 

 

半ば落ち葉等に埋もれているが排水は維持され

ている。 

・半ば埋もれているが、排水(通水)は維持され

ている。 

（特に、落ち葉等は、堆積物の隙間から通水が

可能な場合があり、見た目の嵩以上に排水機能

を有しているので注意する） 

c 

項目に挙げ

た現象・状

況に対し限

定的（局所

的）ではあ

るが明らか

な変状があ

る 

 

土砂堆積により、ほぼ完全に埋没 

・ほぼ完全に埋没しており、排水(通水)に支障

がある。 

(局所的にでも完全に埋没していると、まだ排

水機能を有している箇所が残っているとして

も、連続した水路の排水機能としては低下して

いると見なす。) 

d 

項目に挙げ

た現象・状

況に対し著

しい変状が

ある 

集水升が埋没し、常時溢水が生じる。 

・広範囲(評価対象施設延長の大部分)で土砂等

の堆積により完全に埋没、かつ、常時溢水が生

じる(もしくは、頻繁な溢水の跡がある) 

 

※現象的には「閉塞・埋没」の「c」と同じだ

が、周辺への影響が大きいと考えられるため、

「d」とする。 

※流末施設、集水升工の変状レベルは、水路工と整合が取れるように運用する。 
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2.2.3 概査の点検様式と記入例 

 水抜きボーリング工は流末施設までを 1 施設として点検を行うこと。排水を地すべり

地外へ導く延長の長い排水路等は別途施設として点検・評価すること。ただし、対象施

設の取り扱いは、点検作業上の利便性と施設管理の実態(施設管理台帳の記載)を考慮し

て、施設群の点検票などの利用を検討するなど臨機応変に行うこと。 

 水抜きボーリング工を構成する部位としての「水抜きボーリング孔」は、複数の「ボ

ーリング孔」で構成されている。そこで、「様式-3(1)：型 02-2」を用い、各ボーリン

グ孔に対して①個別に孔口閉塞状況を目視により点検・記録する、②必要に応じて検尺

棒を挿入し孔内部の目詰まり状況を確認・記録することとする。この評価に基づき、「様

式-3(1)：型 02-1」の部位の変状レベルの中の「閉塞（孔口状況）」、「目詰まり（孔内

部）」の項目の変状レベルの評価を行う（図Ⅲ-2.2.5 参照）。 

 なお、「目詰まり（孔内部）」の項目については、検尺棒による調査を行わない場合は

評価を行わずに空欄とする。 

 これらの項目以外も点検・評価を実施し、施設の健全度評価(ⅰ～ⅳ)を求める。また、

施設について、対応の目安を判断する。 

 表Ⅲ-2.2.12～表Ⅲ-2.2.13 に、様式-3(1)の使用例を示す。なお、様式-3(1)の「総

合評価」「点検結果と対応の目安に対するコメント」の使い方の解説、および、全工種共

通となる様式-3(2)～(4)の使用例はⅠ総論編を参照のこと。 
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図Ⅲ-2.2.5 水抜きボーリング工に対する概査様式の使い方のうち特徴的な部分の解説 

 

 

 

 

 

  

■部位の変状レベル 各項目で当てはまる状況の番号を記入し、最も悪い状態についてレベル判定する。また、判定根拠とする写真番号を示す。

a b c d
工種・部位

本

体

項目
　　状況　（異常な状況がない場合は0とする,

　　　　　　　　複合的な状況その他の場合は9とする）

①変状レベル

目詰まり（孔内部）

破損・欠損 1.欠損･2.ひび割れ･3.抜け･4.折れ曲がり

□

水抜きボーリン

グ※別紙にて、

個々の孔ごとに
評価

1.発錆

②部位の

健全度
（A～D）該当写真

閉塞（孔口状況） 1.細菌類付着 ･ 2.植物・藻類侵入 ･ 3.その他

腐食

1.細菌類付着 ･ 2.植物・藻類侵入 ･ 3.その他

■個々のボーリング孔の点検結果 　当てはまる状況に「○」と記入し、その他必要事項を記録する。 (孔内部目詰まり状況は検尺棒を実施した場合のみ評価）

　 　 　

3

2

1

健

全

番号

各集水ボーリング孔
の施工延長

（m）

乾
燥

濡
れ

滴
水

流

水
あ

り

孔番号
※原則、左から順番に、

番号を付ける

集水状況
（目視にて、当

てはまる状況に
「○」）

流量

(l/分)

※計測

可能な

状況で

あれば

測る

孔口閉塞状況 孔内部目詰まり状況

コメント
(破損状況・水

質・その他状
況)

検

尺

棒

(

実

施

な

ら

ば

○

)

検尺棒

挿入長さ
(＝目詰まりを

起こした箇所の
孔口からの距

離)

（ｍ）

詰

ま

っ
て

い

る

や

や

詰

ま

っ
て

い

る
D E F

細

菌
類

植

物
・

藻
類

A B C

付着度※ 付着物

そ

の
他

a～ｄ 

a～ｄ 

様式-3(1)：型 02-2 

様式-3(1)：型 02-1 

個々のボーリングを点検・記録する 

「水抜きボーリング」という部位の変状レベルを評価 

個々のボーリングの状況を集計する 

   1 
2 3 … 

…
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表Ⅲ-2.2.12 概査調査票（1/4）の使用例その 1 

 

1/分

流量(最大)

唱且宅晶吃~0)1I1豆電tÆV^ル 会項目で当てはま昼状況の番号筆記入し量民芸い状態についてレベル戦'JEす盈白また、判定緩極左す昼写裏番号豊jfiす二

状況 (異常な状況がない場合は0とする ①変状レベル ②都位の
エ種・部位 項目

纏合的な状況その他の場合は9とする) 該当写真
健全度

a 1 b c 1 d (.-0) 

水抜きポーリ
破損・欠損 011欠績・2.ひび割れ目3抜け目4折れ曲がり 。

本 図 ング※lllJ紙に 腐食 OJ1.;発錆 。
D 

体 て、個々の孔 閉塞(孔口状況) 111細菌類付着・ 2植物・藻類侵入 ・3その他 。写真1
ごとに評価

目詰まり(孔内部) 1土砂付着・2植物侵入・3その他

図 導水パイプ
破鍋・欠損 111欠損・2.ひび割れ・3被け・4折れ曲がり 。
閉塞(孔口状況) 311細菌類付着・ 2植物・藻類侵入・ 3その他 写真1

C 。
破煩・欠績 011欠鍋，2.ひび割れ 3目地切れ 4摩耗・5その他 。

回 孔ロ保護工 変位・変形 011ずれ.2傾倒 3沈下 。 A 

付
腐食 011発錆 。

手軽 破横・欠損 011欠損・2ひび割れ・3摩耗 。
施 変位・変形 011ずれ(園地切れ和ー2傾倒・3沈下 。
設 回 集水升

腐食 011発錆
B 。

閉塞・埋没 411土砂堆積・2落葉等堆積・3樋物侵入・4.その他 。 与真2

破煩・欠損 1欠損・2.ひび割れ・H&け・4折れ曲がり・5摩耗
口流末施設 変位・変形 1屈曲・2.ずれ{目地切れ等}・3逆勾配

閉塞・埋没 1土砂堆積.2落葉等堆積ー3値物侵入ー4その他

※孔内部の自詰まり状況は、検尺棒挿入等の調査を行った場合のみ評価する。
| ③蹴の健全度(川 V Eコ[量も畢い部位の瞳金庫に基づいて決定]

※①変状レベル(a-d)、②部位の健全度(A-O)、③施設の健全度(i-iv)の順に各々最も悪い評価を統合し、施設全体を評価する。

③ ← ② ← ① 評価指標

ll~ 項目に挙げた現象状況が見られない、もしくは目視図鑑なほど軽微である ー(機能低下していない状態)

隼EE藍 而w H I 
状 b 項目に挙げた現象・状況に対し軽微な変状がある (本質的に支障はないが放置すると機能低下を招く恐れがある状態)
レ
ベ c 項目に挙げた現象・状況に対し限定的(局所的)ではあるが明らかな変状がある ー(機能低下している状態)

'" d 項目に挙げた現象状況に対し;著しい変状がある ..(明らかに機能低下、または機能喪失している状態)

施段周辺地盤状況
口 施設機能に影響する変状がある I~施対)設銀施に直設接のの施影工響されはた今法の面と肉ころにないいくつと考かえ李b白れ土るのが崩、れ注た視箇す所る必が要見がられあたる。，(対写銀真
回 施設機能に影響する変状がない

その他の状況

司且苦亀令言再現h 滋当する選択量査にO圭付けるa点後者から盤窓管理者への伝達事項としてf対応の目安j圭示す.

対応の目安 判断目安(原則、判断の目安に沿って選択する。原則とは異なる選択をする場合は理由をコメント欄に必ず犯人する。)

問題なし 筋設の健全度が lである場合(部位の憧全度全て酬の鳩合}

監視 施設の健全度が 11である場合(部位田憧童置でBが一つでも含まれる繍合}

軽微な補修 施設の健全度が川である場合(即位の健全置でCが一つでも吉まれる場合)。補修・更新 施設の健全度がIV(部伎の健全置でDが一つでも吉まれる渇合}であり、かつ要因が明らかである場合や対応方法が明確な場合
要詳細調査 施設の健全度がIVであり、かつ要因が明らかでない場合や対応方法が明確でない場合

緊急対応時
の必要性

【やが判新破断た鍋目な安③EI人状①的地②被す損密べ容集り等生ので町再施畢活股章動I 状況と I 
対応策

-点検結果と対応の目安に対するコメント !1ft!:の芳笠更Eの品ftfË. k'~NIi!fi，のfJ/I!5~f.古書F

.4本中4本は水が出ていた。
-出口孔に鉄酸化細菌の増殖によると思われる閉塞物がある。集排水機能の低下が推定される。
・鉄酸化細菌によると思われる閉塞物が、水抜きボーリング孔から流れ出て、集水升にたまっている。半ば埋没しているものの、暗きょ管への出入り口
は確mできたことから、流末への排水機能は維持されていると考えられる。
・孔内洗浄および集水升内部の清掃が必要と考えられる。洗浄前と直後に水質調査と孔白状況写真撮影を行い配録に残す。定期暦に孔ロ状況を確留
し、再度閉塞物の付着が発見されるまでの期間を把濯すると、今後の施段管理に有用な情報と考えられる。
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表Ⅲ-2.2.13 概査調査票（1/4）の使用例その 2 
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2.3 詳細調査 

2.3.1 基本事項 

水抜きボーリング工に対する詳細調査は、孔内部などの外観からの目視で把握できな

い部分を調査するために行われる。ただし、調査の費用対効果について十分検討し、例

えば、施設の重要度が低く、変状が無い場合や、機能診断調査を行うよりも事後保全の

方が明らかに経済的と判断される場合には、詳細調査の対象外とすることも検討する。 

 

2.3.2 詳細調査計画 

 水抜きボーリング工について、目詰まりが顕著な場合、洗浄しても短時間で目詰まり

が再発する事例が多く報告されている。鉄酸化細菌等がきわめて形成されやすい条件で

あるか、あるいは、ボーリングの孔口付近に閉塞等が確認されなくても、孔内数ｍ奥に

目詰まりがないかなどの観点から詳細調査が必要とされることもあると考えられる。一

例として、①水抜きボーリング孔内、②流水等の水質などが調査対象として挙げられる。 

 水抜きボーリング工に対する詳細調査手法の例を、表Ⅲ-2.3.１に示す。 

 

表Ⅲ-2.3.1 水抜きボーリング工に対する詳細調査手法 

対象部位/現象 調査目的 手法 手法概要 

水抜きボーリン

グ：孔内 

孔内の目詰まり状況把

握 

 

孔内カメラ 小型カメラを孔内へ挿入して内部を撮影

する。 

検尺棒 検尺棒を孔内へ挿入して、挿入可能距離や

挿入時の抵抗感から目詰まり位置や目詰

まり具合を確認する。 

水質・流量 孔口の流水の水質や流

量を把握し、地表水や

地下水の経路および排

水時のオーバーフロー

の可能性や鉄酸化細菌

等による目詰まりのし

易さ等を推定 

水質調査 

流量調査等 

三角升の設置や流量計もしくは容器など

を使って流量を計測する。 

携帯式水質計や検査キットなどで水質を

分析する。(検査項目例：pH、酸化還元電

位、鉄濃度など） 
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2.3.3 調査方法 

 水抜きボーリング工を対象とした詳細調査は一般的な手法が多いため、ここでは、全

ての詳細な解説は記載しない。各種調査方法についての適切な手引き等にしたがって、

調査を行うこと。 

 水抜きボーリング工の詳細調査の一例として、以下の調査手法を示す。 

① 水抜きボーリングの孔口に目詰まり物質(スケール・スライム等)がなくても、内部に

目詰まりが多く確認された場合は、ＣＣＤカメラにより内部を観察し、目詰まり状況の

把握を行ったうえで機能回復工実施の要否を検討する。 

② 水抜きボーリング孔口に目詰まりが顕著な場合は、水質調査・排水量測定を実施し、

目詰まり物質発生しやすい条件の場合は、定期的な洗浄または孔口閉塞を抑制するよう

な孔口構造などの検討を行う。 

詳細調査実施のフローの一例を図Ⅲ-2.3.1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅲ-2.3.1 水抜きボーリング工の詳細調査フロー 

  

孔内目詰まり顕著 孔口目詰まり顕著 

孔内カメラ観察 水質・排水量測定 

内部に目詰まり少ない 内部に目詰まり顕著 

目詰まり物質(スケ

ール・スライム)は形

成されにくい 

今後も目詰まり物質が

形成される可能性が高

い 

監視を検討 孔内洗浄実施を検討 
定期的な洗浄 または 孔口閉塞を 

抑制するような孔口構造などの検討 

要詳細調査 

孔口観察・検尺棒等 
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各調査手法について以下に示す。 

 

(1) 孔内カメラ観察 

 孔内カメラ観察は、小型ＣＣＤカメラを使用する。撮影した画像を１ｍごとに整理し、

孔内湧水の有無、目詰まり物質の形成、土砂量埋没、草根の発達などを記載する。目詰

まりが顕著である場合は機能回復工の検討を実施することが望ましい。 

また、機能回復工で洗浄を実施した場合は、洗浄効果を確認するため、洗浄後のカメラ

観察を実施することが望ましい。 

 

(2) 水質調査・排水量測定 

 水温、ｐH、鉄濃度 Fe2+、電気伝導度、酸化還元電位は、目詰まり物質（スケール・

スライム等）を形成する細菌の活動と密接に関係がある(※1)ため、測定を実施すること

が望ましい。また、目詰まり物質の付着度は排除地下水の鉄排出量（鉄濃度×排水量）

との相関が見られたという研究事例(※2)もあることから、排水量の測定を実施すること

が望ましい（目詰まり物質と水質・排水量との関係性等の詳細については、参考文献を

参照）。 

 

 

※1 参考文献：農林水産省農村振興局企画部資源課「水抜きボーリングの目詰まり原因

とその対策～農村地域地すべり対策施設機能維持検討調査の概要～」平成２０年３月 

http://www.maff.go.jp/j/nousin/noukan/tyotei/t_zisuberi/pdf/mezumari.pdf 

 

※2 参考文献：奥山武彦・黒田清一郎「地すべり対策集水ボーリング末端における閉塞

の要因と対策」農工研技報 209 ｐ.1 ～ 6 ， 2 0 0 9 年 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

＜Ⅳ 集水井工編＞ 
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1 集水井工 の基本事項  

  

1.1 集水井工の構造 

 集水井工は地下水排除工（深層）の一種であり、地すべり発生の誘因となる地下水位

の上昇を抑えることができる。地すべり対策としての集水井工は、地すべり面が比較的

深く、水抜きボーリング工では地下水の排除ができない場合に適している。また、井筒

周辺の浸透地下水の集水を助けるため、地下水位以下の井筒壁に集水孔を設ける場合も

ある。 

集水井工の構造については、下表Ⅳ-1.1.1 に示す。また、施設の構造と配置について

は図Ⅳ-1.1.1～図Ⅳ-1.1.2 に示す。 

 

表Ⅳ-1.1.1 集水井工の構造 

構造区分・種別 材質 説明 

井
筒
本
体 

井筒 

鋼製 
井筒状に組み立てられた鋼製の土留め材（ライナープレー
ト）。薄肉の鋼板を波型に加工してある。 

コンクリート 
井筒形状にコンクリートブロックを積み上げて構成された
土留め材。鋼製井筒と異なり補強材は無い。 

補強リング 鋼製 補強材として井筒内部壁面沿いに円形状の H 型鋼を設置。 

バーチカルスティフナー 鋼製 補強材として井筒内部垂直方向に H 型鋼を設置。 

ラテラルストラット 鋼製 補強材として井筒内部水平方向に H 型鋼を設置。 

底張コンクリート コンクリート 
井筒の底部に設けられたコンクリートの静水槽。集水井工
底部の地盤の風化防止や漏水防止を図る。 

地表コンクリート 
（根固めコンクリート） 

コンクリート 
地表部にコンクリートを打設し、井筒頭部を固定するほか、
井筒周辺の表流水の流入などを防ぐ。 

集水ボーリング（集水管） 
鋼製 井筒内から放射状に地盤を削孔し、保孔管を挿入して、地

下水を集めるための施設。ストレーナー加工した硬質塩化
ビニール管や鋼管（ガス管）が、広く用いられている。 合成樹脂 

排水ボーリング（排水管） 
鋼製 集水ボーリング等で集めた地下水を集水井工の外に排水す

るもので、主に鋼管（ガス管）や硬質塩化ビニール管が用
いられている。 合成樹脂 

付
帯
施
設 

天蓋 
鋼製 

円形状に加工された鋼板やエキスパンドメタルでできてい
る。点検口(出入り用のハッチ等)が設けられている。 

コンクリート 半円形状のコンクリート既製品。 

点検梯子(タラップ) 鋼製 
点検管理を目的としたもので、井筒壁面に沿って集水井工
底部付近まで設置される。 

立入防止柵 鋼製 
部外者等が立ち入らないよう、集水井工の周りに設ける立
入防止柵。 
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図Ⅳ-1.1.1 集水井工の配置のイメージ 

  

地すベり斜面 

集水ボーリング孔
流末施設

付帯施設集水ボ
リング孔

流末施設 

集水井工 

排水ボーリング孔
排水路工

付帯施設 

点検口

天 蓋

立入防止柵・扉

地表コンクリート 
（根固めコンクリート）

集水ボーリング工 

底張コンクリート

排水ボーリング工

バーチカルスティフナー

ラテラルストラット

ライナープレート

補強リング
集水井井筒

点検梯子

集水井工 

排水ボーリング孔 

地すベり斜面
地下水位の低下

周辺地盤 
付帯施設 
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図Ⅳ-1.1.2 集水井工の内部の例（写真） 

 

 

 

  

バーチカル 

スティフナー 

（本体） 

ライナープレート
バーチカル 

スティフナー

（固定金具） 

補強リング

集水ボーリング工 

点検梯子 

補強リング（ボルト） 

ライナープレート

の集水孔 
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1.2 集水井工の機能低下とその要因 

機能診断の視点から、各工種の機能低下と地すべりへの影響を表Ⅳ-1.2.1 に整理する。 

 

表Ⅳ-1.2.1 集水井工の機能低下 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅳ-1.2.1 想定される原因・機能低下・地すべりへの影響の例（集水井工） 

工種 3）集水井工 

地すべり防止対策

工としての効果・機

能 

すべり面にかかる間隙水圧の低減 (※比較的深い地下水を地すべり地外へ速
やかに排除） 

施設の機能低下の 

種類 

・集水能力の低下 
・流下能力の低下 
・排出能力の低下 

施 設 の

機 能 低

下 を 示

す現象 

項目 

井筒本体の破損・欠損、
変位・変形、腐食・劣化

集・排水管の孔口の閉塞
や孔内部の目詰まり、破
損・欠損 

施設周辺に地盤の湿潤
や湧水が発生 

内容 

地すべり活動による破
損や変形、部材の劣化や
腐食(錆)等での変形。 

管の孔口の閉塞や孔内
部の目詰まり、破損・欠
損により集水・流下能力
が低下。 
 

集水管の目詰まりや腐
食・損傷等により集水・
流下能力が低下し、地下
水位が上昇。 

機能低下により想

定される地すべり

対策施設への影響 

地下水を十分に集水・流下・排出できない。 
集水した水の漏出・再浸透が生じる。 

地すべりに与える 

影響 

集水管の目詰まり等による集水能力の低下、排水管の目詰まりによる井筒内
の異常湛水や底張コンクリートの亀裂等による漏出は、地下水位を上昇させ
る要因となり、地すべりの安定性の低下につながる。 

地下水上昇

新たな湧水

周辺地盤の崩壊や
押出しにより、付帯
施設の破損 

集水井工 集・排水ボーリング孔

内閉塞、背後漏水 集水ボーリング孔

底張コンクリート 
破損による漏水 

間隙水圧の上昇

地下水位の上昇

付帯施設の
破損

集・排水ボーリング孔
内閉塞、背後漏水 

周辺地盤の崩壊
や押出し 

新たな湧水
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2 機能診断方法 

2.1 日常管理  

2.1.1 基本事項 

日常管理(巡視)は、施設周辺の目視点検により、施設の異常、老朽化、明らかな危険

状態の把握を行う(Ⅰ-33 ページ参照)。 

 集水井工では、腐食等による天蓋や点検用梯子の強度低下・損傷、井筒内での低酸素

状態、有毒ガスの滞留などの可能性があり、点検に当たって、落下、酸欠等の危険性が

ある。したがって、日常管理においては、集水井工の内部に絶対に入らず、天蓋の上に

乗らないようにし、地上部分から天蓋を通して中を覗き込むことで点検を行う。また、

排水ボーリング孔の吐き口（流末施設）は、別の集水井工へ連結されていたり、地中を

通って離れたところで水路工等に接続されていたりする場合があり、発見できないこと

もある。その場合は、無闇に探し回らず、「無(見当たらない)」として報告すること。そ

の他、付帯施設(立入防止柵、天蓋、点検梯子、および、それらの施錠等)の有無、損傷

具合、施錠管理について、注意して点検・記録すること。特に、施錠に問題がある場合、

近隣住民等の不用意な集水井工内への立ち入りを誘発し、重大事故へ繋がる恐れがある

ため、施設管理者に必ず伝達すること。 

 点検に当たって、可能な範囲で全ての項目を確認することが望ましいが、井筒が深い

ことや植生等によって施設を十分に目視点検できない場合も想定される。そこで、日常

管理における点検に当たっては主要な機能の大幅な低下につながる可能性の高い項目を

優先する。表 2.1.1 に、現場での点検ポイントと優先的に点検するべき項目を示す。 

 

 

表Ⅳ-2.1.1 現場での点検ポイントと優先的に点検するべき項目 

工種 部位 主な機能 優先的に点検すべき項目 

集水
井工 

集水ボーリング孔 地下水を集め排水 
孔口の閉塞（地上部分から覗き込んでわかる範囲で状態を
記録。カメラの望遠機能等も有効である。） 

水面(異常湛水) － 
集めた地下水をしっかり排出できているか（内部の梯子な
どが水没する程、水位が高くなっていないか） 

周辺の状況 (乾燥・安定化が期待) 湧水・湿地の有無 

【現場での点検ポイント】 
・孔口部分で ①集水ボーリング孔の孔口から水が出ていること 
・見える範囲の水路周辺に ①あふれた跡 ②水たまり がないか確認 
・地表部にて ①立入防止柵、②天蓋(フタ)、③点検梯子(点検口が見える)があるか、 

および、④立入防止柵や天蓋の点検用の入り口が施錠されているか確認 
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2.1.2 日常管理の点検項目 

点検項目を表Ⅳ-2.1.2 に解説する。なお、ここでの「点検」とは簡単な目視で判別で

きる程度の異常の有無を確認することとし、点検するべき「部位」としての「周辺状況」

とは目安として施設から見渡すことができる範囲(10～20m 程度)の状況のこととする。 

 

表Ⅳ-2.1.2 異常の有無を確認する項目(集水井工) 

部位 項目 説明 

①集水井工内部 

1 変形・損傷(せん断、傾き等) 井戸本体が傾いたり、ゆがんだりしている。 

2 腐食（著しい錆等） 著しい錆によって、部材が傷んでいる 

3
集水管の閉塞 

（孔口部に付着物がある） 
吐き口が集水升工内等で埋まる 

4 異常湛水や土砂等の堆積 

異常湛水： 

水面 ＞ 集水井工内部の底張コンクリート天端 

特に、点検梯子の下段などが水没する程、水面が高

い位置にないかを確認する 

②排水ボーリング

(流末施設) 

1
排水がない、もしくは排水量の

明らかな減少 

井戸の外へ集めた水を排出する出口の水の量が減

少した場合、どこかで詰まっている可能性がある 

2 出口部周辺の損傷 出口が割れている 

3 出口部周辺の埋没 出口が埋もれている 

③天蓋 

1 変形・損傷 天蓋が曲がっていたり、壊れたりしている 

2 腐食（錆、表面劣化等） 錆でボロボロになっている 

3 天蓋入口の鍵の損傷・腐食等 
鍵が壊れていたり、錆たりしている(点検用の入り口

が開かない) 

4 点検口の鍵がかかっていない 鍵が開いている、鍵が無くなっている 

④点検梯子 
1 変形・損傷 曲がっていたり、壊れたりしている 

2 腐食（錆、表面劣化等） 錆でボロボロになっている 

⑤安全施設（立入

防止柵等） 

1 変形・損傷 柵等が曲がっていたり、壊れたりしている 

2 腐食（錆、表面劣化等） 錆でボロボロになっている 

3 柵の錠の損傷・腐食等 
鍵が壊れていたり、錆たりしている(点検用の入り口

が開かない) 

4 点検口の鍵がかかっていない 鍵が開いている、鍵が無くなっている 

⑥周辺の状況 
1 地表の変状 

斜面の小崩壊や侵食(降雨や漏水で地表が削られる)

が発生する。（沈下・隆起・洗掘・流出・崩落・押

し出し・吸出し・亀裂等）が発生する。 

2 湿地の形成 井戸周辺に水たまりや湧水等が発生する 
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2.1.3 日常管理の点検様式と記入例 

 本手引きで提案する点検様式と記入例を表Ⅳ-2.1.3 と表Ⅳ-2.1.4 に示す。 

なお、施設管理者以外の点検者(巡視員)は、点検結果欄までを記入することとし、評

価欄については点検結果の報告を受けた施設管理者が記入する(Ⅰ-49 ページ参照) 
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表Ⅳ-2.1.3 日常管理調査票様式（1/2）使用例その 1 

 

;傑式ー2(1)型03 日常管理調査票(1/2) 地すベり防止施設機能診断調査

く集水弁工> 集水井外(安全な位置〉から判5JIJできる大きな異常の有無を確Mlする、点検ロや立入防滋柵等の施錠を確隠する

|点検年月日|油" / 8 / 四 |天候| 晴れ |点機者 I 000 1<調査票番号・ ) I 

諸区波名| 000 ブロック名 | 小ブロック① |施工年度| 000 
元該当施設(施設番号1召 集水井ヱ 緊急 |深度 L 17 m 

対象項目(白人レをチェック) 異常が見られる項目(口にルをチェック) 結果(ロにレをチェック)

①集lI<弁工内部 ロ 1.変形・鍋傷{せん断、傾き等) Z 異常なし

※集lI<弁エ内部の視認の可否 ロ 2.腐食(著しい錆等) 口異常あり

Z 可ロ不可(状況を下記に包舷} ロ 3.~軽水ボーリングの閉塞(孔口部に付着物がある) [故現]以下に担当すればチzック

く材質・種類〉 ロ 4.異常湛lI<や土砂等の堆積 口植生等で見えに〈い

本
Z 銅製(ライナープレート等) (異常濃lI<:集水弁内部の底張コンクリート天端 P 他の理由で見えに〈い

体
ロ コンクリート製(セグメント等) より水面が高い場合〕 [23の批少量の ]
ロその他(

②排水ボーリング(流末施設) 口 1.排水がない、もしくは排水量の明らかな減少 ~ 異常なし

※緋lI<ボーリング吐口の有無を確認 ロ 2.吐口部周辺の鍋傷 ロ異常あり........，..............................，........ 
Z 有ロ無(見当たらなし、) ロ 3.位口部周辺の埋没 [銀理1以下に麟当すればチェック

口植生等で見えにくい

③天蓋 ロ 1.変形・損傷 Z 異常なし
※天蓋の有無を確認 ロ 2腐食(錦、表面劣化等) ロ異常あり........，・.....・ー・ー・・ー・...........・・・・ー・・ー・・・・・・
Z 有白書聖(見当たらない) ロ 3.点検口の鍵の損傷・腐食等 [輯理]以下に験当す札ばチェック

※点後口の施錠 Z 有ロ無 ロ 4.点検口の鍵がかかっていない(闘いている) ロ織金等で見えにくい

{寸 ④点検検子 口 1.変形・4員傷 ~ 異常なし

帯 ※点検検子の有無を確認 ロ 2.腐食(錯、表面劣化等) 口異常あり

施
ーー，ー......ー.............・・ー..............ー......

口有 沼 無(見当たらない) rtえ耳】以下にU!話すればチェック
設 口植生等で見えにくい

⑤安全施設(立入防止郷等) ロ 1.変形・損傷 g異常なし
※安全施設の有無を確認 ロ 2.腐食(錦、表面劣化等) 口異常あり-・・-・・...........‘・4・・・.....‘・・..................
Z 有口無(見当たらない) ロ 3.織の錠の損傷・腐食等 [状現1以下に担当すればチェック

※入口の施錠: ヨ 有ロ無 口 4.入口の鍵がかかっていない(開いている) 口縞主主等で見えにくい

口 1.地表の変状 IZ異常なし

⑥周辺状況
(沈下・隆起・洗掘・流出・崩落・押出し・吸出し・亀裂等) 口異常あり

口 2.湿地の形成{水たまり、;勇水等)
............................・・・・................
【輯耳1副市に畠幽すればチzック

口組生等で見えにくい

| 点検結果 Bz異常なし 口異常あり .....f:ièで一つでるf実績あI:/J~場:kf;flfi.綬8タtrJ害殺ltJ反止すQI

E各項目および周辺状況で気づいた点があれば記入して下さい(自由記入)

-集水井工の内部ライナープレート水被き工がコケで閉塞
-箆段のフェンス、商京銀の解錠 可能
-集水井ヱの天輩、南京錠の解錠 苛能
・集水井エの側面焼、南京錠の解錠 可能

概略構造
(形状や材質には絡 お々種頚があります)

下へ l

集水井エは、暗きょエや水被きポーリングエ等で排除、できない比較的深い地

下水の排除や、すべり面に働く過剰な間隙氷庄の低減を目的としています。

(闘zagE入)I口 1追加調査が必要口 2補修が必要 1Z3点検を継続
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表Ⅳ-2.1.4 日常管理調査票様式（2/2）使用例その 2 

日常管理調査票(2/2)

8 / 23 I天候| 晴れ |点検者|

対象施設位置集水弁工

緯度 00。口 xx x x" 
経度 00。口 xx x x" 

集水井工の内部状況

1也すべり防止施設機能診断調査

000 E調査票番号

ー官吋Nf"-" 
対象施設位置排水ボーリング

緯度 00。口 xX. X x" 
経度 00。口I X x. x X 11 

排水ボーリング出口
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2.2 概査 

2.2.1 基本事項 

概査は、日常管理で異常が指摘された箇所について、近接目視を主とした点検を行い、

施設状態の把握、異常が発生した要因の推定、補修・更新または詳細調査等の対応方針

を決めるために実施する。概査は、特に以下の事項を重視して実施する。 

 

(1) 概査の準備 

概査の準備として次のことを行う。①日常管理時の点検結果等の既存資料の確認・転

記、②対象施設の選定・点検ルートの設定、③点検時期の設定、④関係者への連絡・必

要装備・資材の確認などを行う(Ⅰ-51 ページを参照)。 

 

(2) 安全管理 

集水井工の点検には、落下事故や井筒内での酸欠等の危険性がある。したがって、点

検は、天蓋の上に載らずに、地上部分から天蓋を通して井筒内を覗き込むことを基本と

する。集水井工の内部に入る場合は、事前に、天蓋や点検梯子の安定具合等を確認し、

必要に応じて足場等を設置すること。井戸内点検の際には、その都度酸素濃度計等によ

り井筒内の有毒ガスの有無や酸素濃度を計測して危険性がないことを確認するとともに、

ヘッドライトや酸素濃度計、安全帯等を装備する。また、複数人数での点検を心がけ、

緊急時の連絡体制を構築した上で点検に臨むこと。 

 

(3) 概査における着目点と留意点 

集水井工の概査は、地上部分から天蓋を通して井筒内を覗き込むことを基本とし、以

下 1)～10)に着目して点検を実施し、予め決められた点検様式に取りまとめる。点検様

式の使い方は後述する。 

なお、概査で、地表から目視できる範囲を超えて集水井工内部の状況を把握する必要

がある場合には、上記(2)のとおり、安全対策を十分に行った上で、井筒内に入り点検を

行う。どの程度の精度まで調査するかは、施設管理者が地区や施設の状況、安全管理上

のリスク、調査期間等を考慮して判断することとする。 

 

1) 施設の位置情報 

 施設の位置については、集水井工本体の位置に加えて、排水ボーリング出口の位置（緯

度・経度）を携帯 GPS 等で計測しておくことが望ましい。排水ボーリング出口につい

ては、植生等に隠れ発見が難しい場合が多い。このため、携帯 GPS の利用のほかに、

出口付近に目印を付けておく等の工夫が望まれる。集水井工本体の根固めコンクリート

の上面に排水ボーリングの設置方向を示した標識を設置している事例もある。 
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2) 集水井工底部付近の目視確認が困難な場合 

 深さが 20m 程度より深い集水井工では、集水井工底部付近の目視確認が困難な場合

がある。このような集水井工でも、地表部より撮影された写真画像を拡大することによ

り、深部の部材の劣化・破損状況等を明らかにできることがある。このため、施設全体

及び個々の部材の状況について、できるだけ高画素数のデジタルカメラを用いて多くの

画像を撮影することが望ましい。また、井筒内の状況を目視できない集水井工では、排

水ボーリング出口からの排水量等の間接的な指標により健全度を推定することが考えら

れる。 

 

3) 井筒本体の観察 

 集水井工の井筒本体（ライナープレート製、コンクリートセグメント製等）では、部

材の劣化、破損、変形、傾倒状況等について目視にて点検を行う。 

 点検に際しては、平成 4 年頃以前のライナープレート製集水井工では、補強リング、

バーチカルスティフナー等に亜鉛メッキ処理がほとんどなされておらず、腐食の進行が

速い可能性があるので、注意が必要である。なお、集水井工内の部材が変色していて、

錆か、鉄酸化細菌等によるスライムの付着なのか区別がつかない場合には、部材表面の

色調を点検票の図中等に記載する。 

 

表Ⅳ-2.2.1 井筒本体の概査の着目点 

集水井工の種類 概査の着目点 

ライナープレート製 金属部材（ライナープレート、補強リング、バー

チカルスティフナー、ラテラルストラット等）の

腐食、破損、変形 

コンクリートセグメント製 コンクリートセグメントのひび割れ（亀裂）、剥

離、遊離石灰付着、錆汁、 

金属部材（固定金具、連結金具類）の腐食、破損

 

4) 井筒内壁面からの湧水の観察 

 集水井工では、集水ボーリングの集水に加えて井筒の内壁からも地下水は湧出する。

この湧水により、内壁が湿潤状態にある場合は、乾燥状態に比べて金属部材の腐食がよ

り進行している可能性がある。また、湧水の位置から集水井工周辺の地下水位を推定す

ることができるため、壁面からの湧水があれば、その他の状況としてコメントを記載す

ることが望ましい。地表から湧水箇所までのライナープレートやコンクリートセグメン

トの段数を数えることにより、大まかな深さを見積もることができる。 
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5) 集水井工内水位の観察 

 排水ボーリング等の排水機能の異常により集水井工内の水位が上昇していることがあ

る。集水ボーリング孔口が水没している場合、排水機能の喪失、さらに、集水機能の喪

失が考えられる。 

 なお、後述の図Ⅳ-2.2.1 に示すように、本手引きでは、底張コンクリート天端高より

も高い位置に水面がある状態を異常湛水と定義する。基本的に、地表からの目視によっ

て水位を判断するものとするが、地上からの触針式水位計を用いて湛水深確認を行う方

法も考えられる。 

 

6) 集水ボーリング孔の観察 

 集水ボーリング孔に 1 本毎に左から順に番号をつけ、識別することが望ましい。保孔

管の材質（硬質塩化ビニール管、鋼管）、孔径、劣化・破損状況の記載を行う。また、目

視で確認できたボーリング孔の状況をコメント欄に記載する。鋼製の保孔管について目

視で錆と鉄酸化細菌等によるスライムの付着との判別が難しい場合は、管表面の色調等

を記載する。また、集水井工内で湧出しているボーリングの孔数を確認する。 

 集水ボーリング孔口の閉塞は、水抜きボーリング工の場合に準じて調査するが、地表

からの目視で状況を把握しづらいので、見える範囲の孔口について、閉塞なし＝a、閉塞

あり＝c（不明・目視不可＝b(コメント残す)）と判断することとする。詳しくは、次節

の変状レベルの判定事例および「Ⅲ水抜きボーリング工編」を参照のこと。 

 

7) 排水ボーリング（流末施設）の観察 

 排水ボーリングの出口において、保孔管の材質、孔径、劣化・破損状況を記載する。

排水ボーリング出口に蛇篭やコンクリート壁等の孔口保護工が設置されている場合は、

孔口保護工の構造、部材の劣化・破損・変形等について記載する。排水ボーリング出口

に導水パイプが接続されている場合は、それを外して排水ボーリングの状況を確認する

とともに、導水パイプの材質や破損状況等についても記載する。 

 排水ボーリング出口の閉塞は、集水ボーリング孔口の場合と同様に、目詰まり物質の

種別及び閉塞割合等について確認する。 

 概査時に排水量の計測が可能であれば実施することが望ましい。排水量の計測は、ス

トップウオッチ等を用いて計量カップ、目盛付きバケツ等で計測する。集水井工内の湧

出量に対して排水ボーリング出口からの排水量が少ない場合には、排水ボーリング内部

での漏水が疑われる。また、排水量が少なく、井筒内の異常湛水が生じている場合には、

目詰まり等による排水ボーリングの閉塞あるいは元々の排水能力の不足が考えられる。 
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8) 流末状況の観察 

 排水ボーリング出口からの排水が適切に処理されているかを明らかにするため、排出

先を明らかにし、流末処理工の有無やその構造・状況、洗掘・垂れ流しの有無等を確認

する。 

 

9) 付帯施設の観察 

 集水井工の付帯施設の天蓋、点検梯子、立入防止柵について、目視により部材の劣化、

破損、変形状況を確認する。集水井工内に自由な立ち入りができないよう、天蓋、立入

防止柵が機能しているかを確認するとともに、施錠されているかを確認する。施錠の有

無は近隣住民等の不用意な集水井工内への入坑を誘発し、重大事故へ繋がる恐れがある

ため、施設管理者に必ず伝達すること。 

 施設の名称・諸元等を示す銘板が設置されている場合は、その写真を撮影し、点検票

に添付する。 

 

10) 施設周辺の地盤等の観察 

 集水井工の地上基礎部の状況や周辺の地盤状況を確認する。例えば、集水ボーリング

や井筒内壁から周辺地盤の砂等が吸い出され、地表コンクリート基礎が沈下や陥没して

いる場合もある。集水井工本体に変形・傾き等の異常がある場合には、周辺地盤にも変

状が生じていることが多い。また、集水井工近傍に樹木がある場合には、集水井工内へ

の落ち葉等の落下、天蓋に落ち葉が堆積することによる腐食、樹木の成長に伴う立入防

止柵等の変形等が生じる場合もある。 
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2.2.2 概査の点検項目と変状レベルの判定 

(1) 概査の点検項目 

 概査の点検項目は以下の通りである。 

 

1) 現地確認事項 

 集水井工について表に示す確認事項を調べ、施設の全体的な状況を確認する。その時、

問題があると判断した場合は、様式中にて報告すること。 

 

表Ⅳ-2.2.2 現地確認事項 

 

 

 確認事項の各項目については、以下の手順により記録する。 

①集水状況：集水ボーリング配置を確認する。また、目視可否について記す。 

例） 上段×11 孔、中段×8 孔、下段×9 孔 

例） 目視可否：下段目視不可     

②流末状況：施設の流末位置を現地で確認し、必要に応じて流末状況等へのコメントを

する。また、合わせて水質等についても特筆事項があれば記入する。 

③観測施設：施設に付随して観測施設等があれば、記録する。 

④安全施設：天蓋、点検梯子、立入防止柵の有無を確認し、記録する。また、安全施設

の施錠についても確認すること。施錠に問題があれば「問題あり」と記入し、コメント

欄等を活用して状況を記録するとともに、施設管理者に早急に伝達すること。 

 

  

段 × 孔 段 × 孔 段 × 孔

流水あり ： 流量(最大) l/分 水質・計測値等

集水状況 集水ボーリング配置確認 目視可否

観測施設 計測器名

流末状況 流末位置

安全施設 天蓋 点検梯子 安全柵あり なし あり なし あり なし



Ⅳ-16 

 

2) 概査における点検項目(部位の変状レベル) 

 部位ごとに下記の項目に関して近接目視点検を実施し、当てはまる状況を選択(複数

可)し、写真やコメントを記録する。各項目の最も悪い状況についてレベルを判定する。 

 

表Ⅳ-2.2.3 概査における点検項目(集水井工) 

工種・部位 項目 
  状況 （異常な状況がない場合は 0 とする、 

        複合的な状況その他の場合は 9 とする）

集
・
排
水
機
能 

集水ボーリング工 

破損・欠損 1.欠損･2.ひび割れ･3.抜け･4.折れ曲がり 

腐食 1.発錆 

閉塞（孔口状況）※ 1.土砂付着・2.植物侵入･3.その他 

排水ボーリング工 

（井外の出口にて目視確認、 

異常湛水は地表より水面を遠望目視） 

破損・欠損 1.欠損･2.ひび割れ･3.抜け･4.折れ曲がり 

腐食 1.発錆 

閉塞（孔口状況） 1.土砂付着・2.植物侵入･3.その他 

異常湛水 1.異常湛水(井内水面高＞底巻コンクリート天端高) 

井
筒
本
体 

ライナープレート、補強リング、 

バーチカルスティフナー/ラテラルストラット

破損・欠損 1.欠損･2.亀裂･3.破断･4.ボルト等の緩み(脱落) 

変位・変形 1.屈曲(傾き、ねじれ、折れ曲がり) 

腐食 1.発錆 

底
部 

底張コンクリート 

破損・欠損 1.欠損･2.ひび割れ･3.摩耗 

変位・変形 1.ずれ・2.傾倒 

閉塞・埋没 1.土砂堆積･2.落葉等堆積･3.植物侵入･4.その他

地
表 

地表コンクリート 
破損・欠損 1.欠損･2.ひび割れ･3.摩耗 

変位・変形 1.ずれ・2.傾動・3.沈下 

付
帯
施
設 

天蓋 
破損・欠損 1.欠損･2.ひび割れ･3.摩耗 

腐食 1.発錆 

点検梯子 
破損・欠損 1.欠損･2.亀裂･3.破断･4.ボルト等の緩み(脱落) 

腐食 1.発錆 

立入防止柵 

破損・欠損 1.欠損･2.亀裂･3.破断･4.ボルト等の緩み(脱落) 

変位・変形 1.屈曲・2.傾倒 

腐食 1.発錆 
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3) 施設周辺地盤状況 

 施設周辺地盤状況を確認し、表Ⅳ-2.2.4 に示す様式に状況を記録する。その際のポイ

ントの例を表Ⅳ-2.2.5 に示す。 

 

表Ⅳ-2.2.4 施設周辺地盤状況確認欄 

  

 

 

表Ⅳ-2.2.5 施設周辺地盤状況として確認するべきポイントの例 

場所 具体的な状況 

集水井工周辺の地盤 沈下・侵食・洗掘・吸い出し、湿地の形成、湧水 

周辺斜面 崩落・押し出し 

 

 

 

 

  

□ 施設機能に影響する変状がある

□ 施設機能に影響する変状がない
施設周辺地盤状況
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(2) 変状レベルの評価基準 

 集水井工を対象として、各部位、各項目に対する変状レベルの評価基準（レベル区分

の判定事例(写真)とその解説）を表Ⅳ-2.2.6～表Ⅳ-2.2.15 に示す。実際の運用に当た

っては、下記の評価基準と事例・解説を参考として、現場の現象に適用する。 

 

表Ⅳ-2.2.6 変状レベル判定事例(集水井工 その 1 ) 

レベル 評価基準 
部位：集水ボーリング工 

項目(現象)：破損・欠損・腐食※ 
解説(具体的な目安) 

a 

項目に挙

げた現

象・状況が

見られな

い、もしく

は目視困

難なほど

軽微であ

る 

 

・破損・欠損、腐食なし 

※孔口が一部欠けている程度であれば、a 評価とす

る。 

※表面のみ薄く所々錆びて変色している程度であれ

ば、、a 評価とする。 

 

b 

項目に挙

げた現

象・状況に

対し軽微

な変状が

ある 

 

孔口が腐食している 

・破損・欠損、腐食が明らかに認められるが、断面を

損なう程ではない。 

・保孔管が施工当初と比べて変位・変形がみられる(内

部で緩んで抜け始めた、もしくは、折れ曲がり始めて

いる等) 

・目視可能な範囲で連続して錆び、表面がザラザラし

て部分的に剥離している場合は腐食で判定する。 

 

c 

項目に挙

げた現

象・状況に

対し限定

的（局所

的）ではあ

るが明ら

かな変状

がある 
 

断面減少例（水抜きボーリング※）

・破損・欠損、腐食によって、押しつぶされるなどし

て断面が大きく減少している孔がある。 

・保孔管が大きく乱れている(折れ曲がった結果と考

えられる)、抜けている孔がある。 

※腐食によって深部まで断面形状を維持できていな

いと懸念される孔がある場合は腐食で判定する。 

※導水パイプの外れがあれば、c 評価として、集水井

工内での簡単な再接続作業（軽微な補修）を行う旨を

コメント欄で施設管理者に提案する。 

d 

項目に挙

げた現

象・状況に

対し著し

い変状が

ある 

 

・ほぼ全ての孔で（押しつぶされる等で）断面が消失

している。 

・ほぼ全ての孔で保孔管が大きく乱れている(折れ曲

がった結果と考えられる)、抜けている。 

 

※錆によって破損したものは腐食で判定する 

 

※「Ⅲ 水抜きボーリング工編」での評価基準を準用するものとする。 

※破損・欠損（ボーリング孔が歪むなどして断面を消失している、割れて欠けている）

腐食（錆等が原因の破損等）として現場で現象を分類して記録すること。 

※排水ボーリングの破損・欠損、腐食も上記の事例に準ずるものとして判断する。集水

井工の排水ボーリングの腐食事例については表Ⅳ-2.2.15 に示した。  
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表Ⅳ-2.2.7 変状レベル判定事例(集水井工 その 2 ) 

レベル 評価基準 
部位：集水ボーリング工  

項目(現象)：閉塞(孔口状況) 
解説(具体的な目安) 

a 

項目に挙げた

現象・状況が見

られない、もし

くは目視困難

なほど軽微で

ある 

  

地表から遠望目視にて孔口確認： 

閉塞なし＝a、 

 

※目視できる範囲内で、大半の孔口から流水・

滴水等が確認され、閉塞物(スライム・スケー

ル・コケ等)もあまりみられない状況等であれ

ば、a 評価としてよい。 

b 

項目に挙げた

現象・状況に対

し軽微な変状

がある 

 

地表から遠望目視にて孔口確認： 

不明・目視不可 ＝ b(コメント残す) 

 

※目安としては、概ね半分以上の孔口が目視で

きず、かつ、(壁面への閉塞物の付着などから)

閉塞が懸念される場合は b を選択し、目視で

きない状況と集水井工内部への入り調査する

べきとの旨をコメント欄に記す。 

c 

項目に挙げた

現象・状況に対

し限定的（局所

的）ではあるが

明らかな変状

がある 

 
閉塞あり＝c 

 

※見える範囲で孔口に明らかな閉塞がある場

合(目安としては閉塞割合 30～50％以上の孔

が複数ある場合)を「c」とする。 

 

※集水ボーリング孔口の閉塞によって変状レ

ベル c と判断され、施設の健全度がⅲと評価さ

れた場合、対応の目安として「詳細調査(井戸

内観察)」を選択できる。 

 

d 

項目に挙げた

現象・状況に対

し著しい変状

がある 

 

・集水ボーリング孔口が、異常湛水に伴い水没、

または、井戸内の土砂等で埋没している場合は

変状レベルｄと判断することも考えられる。 

 

※地表から集水井工内部の集水ボーリング孔

口について目視で点検を行う場合、正面から孔

口を確認できないため、閉塞（孔口状況）の判

定には限界がある。そのため、変状レベルｄに

該当するかの判断は井戸内で十分観察できる

場合等に行うことが望ましい。 

 

 

  

 

集水ボーリング孔口に

閉塞物はない、流水も

確認できる 

拡大：孔口に閉塞物 



Ⅳ-20 

 

表Ⅳ-2.2.8 変状レベル判定事例(集水井工 その 3 ) 

レベル 評価基準 
部位：排水ボーリング工 

項目(現象)：閉塞・埋没（孔口状況）
解説(具体的な目安) 

a 

項目に挙げた

現象・状況が見

られない、もし

くは目視困難

なほど軽微で

ある 

 

・付着度 F（閉塞なし）※ 

b 

項目に挙げた

現象・状況に対

し軽微な変状

がある 

 

・付着度 D・E ※ 

c 

項目に挙げた

現象・状況に対

し限定的（局所

的）ではあるが

明らかな変状

がある 

 ・付着度 B・C ※ 

d 

項目に挙げた

現象・状況に対

し著しい変状

がある 

 

・付着度 A※ 

・孔口が完全に埋没・水没している 

※排水ボーリング工の閉塞については、「Ⅰ水路工編」の暗きょ工に関する変状レベル評

価基準を参考とする。 
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表Ⅳ-2.2.9 変状レベル判定事例(集水井工 その 4 ) 

レベル 評価基準 
部位：排水ボーリング工 

項目(現象)：異常湛水※ 
解説(具体的な目安) 

a 

項目に挙げた

現象・状況が見

られない、もし

くは目視困難

なほど軽微で

ある 

 地表から遠望目視にて水面の高さを確認：

井内水面高≦底張コンクリート天端高 

b 

項目に挙げた

現象・状況に対

し軽微な変状

がある 

  

c 

項目に挙げた

現象・状況に対

し限定的（局所

的）ではあるが

明らかな変状

がある 

  

d 

項目に挙げた

現象・状況に対

し著しい変状

がある 

 地表から遠望目視にて水面の高さを確認：

井内水面高＞底張コンクリート天端高※ 

※ 「異常湛水」の定義は、次頁の図Ⅳ-2.2.1 を参照。「異常湛水」の原因は排水ボーリ

ングの異常に起因する場合が多いものの、地表からの集水井工内部の目視だけでは原因

を特定することは困難と考えられる。「異常湛水」の項目で「変状レベル d」評価となっ

た場合は、「対応の目安」として「要詳細調査」を選び、出口における流量調査や孔内カ

メラによる排水ボーリング内部の状況確認などを行う。 

  

梯子が水没するほど水面が高い
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異常湛水： 井内水面高 ＞ 底張コンクリート天端高 

 

 

図Ⅳ-2.2.1 本手引きにおける集水井工の異常湛水の定義 

 

  

平面図 

(真上から 

覗き込む) 

平面図 

(立面図) 

バーチカルスティフナー 

地表 

底張コンクリート天端高 

井内水面高 (異常湛水時) 

井内水面高 (正常時) 

排水ボーリング 

集水井 

集水井 
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表Ⅳ-2.2.10 変状レベル判定事例(集水井工 その 5 ) 

変所 

レベル 
評価基準 

部位：井筒本体 

項目(現象)：変位・変形、破損・欠損・腐食※ 
解説(具体的な目安) 

a 

項目に挙

げた現

象・状況が

見られな

い、もしく

は目視困

難なほど

軽微であ

る 

 

 

 

 

 

 

筒の 

 

 

 

 

井筒本体 

（内部をのぞきこみ、壁面を確認） 

・変形、破損、腐食なし 

※表面のみ薄く所々錆びて

いる程度であれば、a 評価

と見なす。 

b 

項目に挙

げた現

象・状況に

対し軽微

な変状が

ある 

地表コンクリートの基礎部が沈下

（立入防止柵も傾動） ライナープレートに腐食あり 

・軽微な変形、破損、腐食

が認められるが、安定性に

問題ない。 

※地表からの目視で確認で

確認できる程度の微小な変

状を想定する。 

c 

項目に挙

げた現

象・状況に

対し限定

的（局所

的）ではあ

るが明ら

かな変状

がある 

 

 

 

 

 

 

 

 

地表部に土砂の吸出し跡がある 

 

・局所的に部材の欠損や屈

曲、開口を伴うひび割れが

ある。 

※部分的に土砂の吸い出し

等の懸念がある場合を想定

する。開口部を塞ぐ等の措

置を検討する。 

d 

項目に挙

げた現

象・状況に

対し著し

い変状が

ある  

 

 

地表で井筒の傾き 

（注釈：この事例は、根固めｺﾝｸﾘｰﾄに変

状が無く施工時の変状と推定された 

⇒右記、解説参照 ） 

 

 

 

 

 

 

 

井筒に変形が見られる。 

（注釈：この事例では、集・排水

機能は確保されているため、変状

の進行状況を経過観察中） 

・施設全体が大きく変形し

て、井筒内の空間が大きく

減少している (安定性を喪

失し、倒壊が懸念される。)

 

※根固めコンクリートの施

工が後年に行われた可能性

もあり、このような判断は

過去の施工記録を慎重に調

査した上で行うこと 

 

※変形（目地での接合不良、傾倒、ねじれ、はらみ出し等）、破損（ひび割れ等）、腐食

（錆等が原因の破損）として、現場で現象を分類して記録すること。 

※施工時からの変形は a 評価としコメントと写真を残す。ここでは、部材の劣化や土圧

や地すべり等の外圧を受けて変形する場合を評価対象とする。次頁に参考例を示す。
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図Ⅳ-2.2.2 評価対象としない変形例(施工に伴うバーチカルスティフナーのねじれ等）※ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅳ-2.2.3 評価対象とする変形例※  

平面図 

(真上から 

覗き込む) 

（どの方向に変形しているか 

コメントやスケッチを残すとよい） 

真上から見た場合の井筒の変形例 

※実際には、ねじれやせん断変形等を含めて複合的に変形すると想定されるので、変形の判別は現場判断となる。地表からの目

視でわかる程の変形であれば、想定メカニズムなどのコメントとともにスケッチ等を添付するなど、状況記録に努める。 

「変形」の a 評価

と し 、 後 日 の 点

検・管理のために、

コメントと写真に

「施工時のねじれ

と推定される」等

の旨を記録に残す

バーチカルスティフナー 

理想的な状態 

平面図 

(真上から 

覗き込む) 

断面図 

(立面図) 

集水井 
地表 

実際の状態 

（施工に伴うねじれ・傾き等） 

平面図 

(真上から 

覗き込む) 

断面図 

(立面図) 

集水井 
地表 

地表 

断面図 

(立面図) 

集水井 

押しつぶされている(2) 押しつぶされている(1) 

断面図 

(立面図) 

集水井 地表 

傾き 

断面図 

(立面図) 

集水井 地表 

断面図 

(立面図) 

集水井 地表 

屈曲 
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表Ⅳ-2.2.11 変状レベル判定事例(集水井工 その 6 ) 

変状 

レベル 
評価基準 

部位：地表コンクリート、底張コンクリート 

項目(現象)：変位・変形・破損・欠損 

解説(具体的な目安) 

a 

項目に挙

げた現

象・状況が

見られな

い、もしく

は目視困

難なほど

軽微であ

る 

 

底張コンクリートの例 

・変形、破損なし 

※施工時からの傾き等は、機能診断調

査の本来の意図から外れるので変状レ

ベル a と評価した上で、コメントと写

真を記録し、施設管理者に報告するこ

と。 

b 

項目に挙

げた現

象・状況に

対し軽微

な変状が

ある 

 地表コンクリートのひび割れ 

・変形、破損が明らかに認められる。

ただし、欠損は認められない。 

（地表コンクリートは井筒本体が地表

部から直接侵食されることを防ぐため

のものである。亀裂や欠損によって侵

食されていなければ亀裂等は変状レベ

ル b とする。） 

c 

項目に挙

げた現

象・状況に

対し限定

的（局所

的）ではあ

るが明ら

かな変状

がある  

地表コンクリートの下部に隙間 

・変形、破損によって、局所的に欠損

がある。 

・地表コンクリートの基礎地盤が侵食

され隙間ができる。 

・底張コンクリートが内部へ押し潰さ

れて容量が減少している。 

 

d 

項目に挙

げた現

象・状況に

対し著し

い変状が

ある 

 ・変形、破損によって、部位の大半を

占める範囲で欠損・分離がある。 

・底張コンクリートが内部へ押し潰さ

れて容量が減少している。 

・傾動によって、集水井工の内部の水

面が底張コンクリート天端を一部超

えている。 

・底張コンクリートからの漏水の懸念

がある、または、痕跡がある 

※地表コンクリート、底張コンクリートは、井筒本体の変状に連動することが想定され

るので、その変状レベル区分は井筒本体の変状と整合するように判断すること。 

※底張コンクリートの点検項目の「閉塞・埋没」は、集水升工等の閉塞・埋没を参考に

判断すること。判断の目安の例）閉塞・埋没なし又は軽微＝a、閉塞・埋没あり(排水ボ

ーリングの呑み口はまだ埋没していない)＝ｂ、閉塞・埋没あり(排水ボーリングの呑み

口は埋没)=c、底張コンクリート天端高を超えて土砂等の堆積あり= d  

底張コンクリート 
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表Ⅳ-2.2.12 変状レベル判定事例(集水井工 その 7 金属部材劣化例(1)) 

変状 

レベル 
評価基準 

部位：井筒本体(ライナープレート)

項目(現象)：腐食 

部位：井筒本体(補強リング) 

項目(現象)：腐食 

解説(具体的な目安) 

a 

項目に挙

げた現

象・状況が

見られな

い、もしく

は目視困

難なほど

軽微であ

る 

 

 

・錆なし 

もしくは、 

・軽微な点錆が生じて 

おり、局所的に茶褐色 

化する。 

b 

項目に挙

げた現

象・状況に

対し軽微

な変状が

ある 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・錆による軽微な表面 

膨張が生じている。 

・全体的に表面がザラ 

ザラし、若干が剥離す 

る程度。 

c 

項目に挙

げた現

象・状況に

対し限定

的（局所

的）ではあ

るが明ら

かな変状

がある 

  
・錆による表面膨張や 

板厚減少が生じてい 

る。 

・強度低下している。 

表層部から容易に剥落 

する。 

・欠損、破損を伴って 

いる。 

d 

項目に挙

げた現

象・状況に

対し著し

い変状が

ある 

（該当事例写真なし） 
（該当事例写真なし） 

・施設のほぼ全体に、欠

損、破損を伴った著しい

腐食が及んでいる。 

 

※変状レベルｃ相当ま

たは、それよりも悪い変

状が施設全体に及ぶ状

態を想定する。 

※腐食：錆などにともなって部材が変質・剥離する状態を想定する。 

※ここに掲載した写真は井内観察時の写真を集めており、地表からの観察では上記のよ

うに近接した詳細な写真を撮影する必要はない。あくまで目安として扱う。 
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表Ⅳ-2.2.13 変状レベル判定事例(集水井工 その 8 金属部材劣化例(2)) 

変状 

レベル 
評価基準 

部位：井筒本体（バーチカルスティ

フナー、ラテラルストラット） 

項目(現象)：腐食 

部位：井筒本体（ボルト、ナット） 

項目(現象)：腐食 

解説(具体的な目安) 

a 

項目に挙

げた現

象・状況が

見られな

い、もしく

は目視困

難なほど

軽微であ

る 

 

 

・錆なし 

もしくは、 

・軽微な点錆が生じて 

おり、局所的に茶褐色 

化する。 

b 

項目に挙

げた現

象・状況に

対し軽微

な変状が

ある 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・錆による軽微な表面 

膨張が生じている。 

・全体的に表面がザラ 

ザラし、若干が剥離す 

る程度。 

※【参考】ボルトでは、

レンチ締め付けが可能。

（表層は錆びているが、

締め付け金具としてのボ

ルトの機能を有してい

る。） 

c 

項目に挙

げた現

象・状況に

対し限定

的（局所

的）ではあ

るが明ら

かな変状

がある 

 

 ・錆による表面膨張や 

板厚減少が生じてい 

る。 

・強度低下している。 

表層部から容易に剥落 

する。 

・欠損、破損を伴って 

いる。 

d 

項目に挙

げた現

象・状況に

対し著し

い変状が

ある 

腐食により、剥離、減厚顕著（バー

チカルスティフナー） 

ボルトでは、表層部から容易に剥落 

し、レンチ締め付け不可能。 

・施設のほぼ全体に、欠

損、破損を伴った著しい

腐食が及んでいる。 

 

※変状レベルｃ相当ま

たは、それよりも悪い変

状が施設全体に及ぶ状

態を想定する。 

※腐食：錆などにともなって部材が変質・剥離する状態を想定する。 

※ここに掲載した写真は井内観察時の写真を集めており、地表からの観察では上記のよ

うに近接した詳細な写真を撮影する必要はない。あくまで目安として扱う。 
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表Ⅳ-2.2.14 変状レベル判定事例(集水井工 その 9 金属部材劣化例(3)) 

変状 

レベル 
評価基準 

部位：付帯施設（天蓋） 

項目(現象)：腐食 

部位：付帯施設（点検梯子） 

項目(現象)：腐食 

解説(具体的な目安) 

a 

項目に挙

げた現

象・状況が

見られな

い、もしく

は目視困

難なほど

軽微であ

る 

 

 

 
・錆なし 

もしくは、 

・軽微な点錆が生じて 

おり、局所的に茶褐色 

化する。 

b 

項目に挙

げた現

象・状況に

対し軽微

な変状が

ある 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・錆による軽微な表面 

膨張が生じている。 

・全体的に表面がザラ 

ザラし、若干が剥離す 

る程度。 

c 

項目に挙

げた現

象・状況に

対し限定

的（局所

的）ではあ

るが明ら

かな変状

がある 

 

 ・錆による表面膨張や板厚

減少が生じている。 

・強度低下している。表層

部から容易に剥落する。

・欠損、破損を伴っている。

※部分的な欠落、肉厚減少

が発生し、機能が確保され

ていない箇所が一箇所で

も含まれる。 

d 

項目に挙

げた現

象・状況に

対し著し

い変状が

ある 

 

 

 

 

 

 

 

腐食により金網部分の大半が欠落

 

 

 

 

 

 

 

・施設のほぼ全体に、欠

損、破損を伴った著しい

腐食が及んでいる。 

 

※変状レベルｃ相当ま

たは、それよりも悪い変

状が施設全体に及ぶ状

態を想定する。 

※腐食：錆などにともなって部材が変質・剥離する状態を想定する。 

※点検梯子に変状レベル c～ｄの腐食が含まれる場合は、安全管理上、概査段階での点

検のための集水井工内部侵入は中止・回避する。詳細調査や補修工事等に伴う集水井工

内部侵入の際の留意点として施設管理者に伝達する（別途、緊急対応の必要性を判断）。 

※天蓋の点検口の施錠がされていない場合は近隣住民等の不用意な集水井工内への入坑

を誘発し、重大事故へ繋がる恐れがあるため、施設管理者に必ず伝達すること。 
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表Ⅳ-2.2.15 変状レベル判定事例(集水井工 その 10 金属部材劣化例(4)) 

変状 

レベル 
評価基準 

部位：付帯施設（立入防止柵） 

項目(現象)：腐食 

部位：排水ボーリング 

項目(現象)：腐食 

解説(具体的な目安) 

a 

項目に挙

げた現

象・状況が

見られな

い、もしく

は目視困

難なほど

軽微であ

る 

 

 

・錆なし 

もしくは、 

・軽微な点錆が生じて 

おり、局所的に茶褐色 

化する。 

ｂ 

項目に挙

げた現

象・状況に

対し軽微

な変状が

ある 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・錆による軽微な表面 

膨張が生じている。 

・全体的に表面がザラ 

ザラし、若干が剥離す 

る程度。 

ｃ 

項目に挙

げた現

象・状況に

対し限定

的（局所

的）ではあ

るが明ら

かな変状

がある 

 

 

 

 

 

 

・錆による表面膨張や板厚

減少が生じている。 

・強度低下している。表層

部から容易に剥落する。

・欠損、破損を伴っている。

※部分的な欠落、肉厚減少

が発生し、機能が確保され

ていない箇所が一箇所で

も含まれる。 

ｄ 

項目に挙

げた現

象・状況に

対し著し

い変状が

ある 

 

著しい腐食(剥離・欠損)によって、

柵等が倒れていたり、穴があいてい

る場合は、変状レベルｄとする。 

 

著しい腐食(剥離・欠損)によって、漏

水が生じていれば、変状レベルｄとす

る。 

・施設のほぼ全体に、欠

損、破損を伴った著しい

腐食が及んでいる。 

※変状レベルｃ相当ま

たは、それよりも悪い変

状が施設全体に及ぶ状

態を想定する。 

※立入防止柵の損傷は、近隣住民等の不用意な集水井工への接近を誘発し、落下事故等

のリスクを増大させる可能性があるので施設管理者は立入防止柵の変状レベルを考慮し

て緊急対応の必要性を判断する。また、出入口が施錠されていることを確認する。 
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2.2.3 概査の点検様式と記入例 

 概査の点検様式を示す。基本的な様式の使い方は、総合編を参照のこと。 

   

 集水井工に対する概査様式の使い方のうち特徴的な部分のみを解説する。 

 集水井工の概査は、原則地表から井内を目視するものとする。したがって、点検は地

上部から天蓋を覗き込むこと等で確認できる範囲で行うこととする。井筒内での観察方

法は、本章末に後述する【参考】を参照すること。 

 

 点検結果は、地上部から目視した状態を「様式-3(1)：型 03-1」にまとめることと

する。（井筒内に入って行う調査は、基本的に詳細調査として扱う。詳細調査については

次章を参照すること。）ただし、概査で、地表から目視できる範囲を超えて集水井工内部

の状況を把握する必要に迫られた場合には、安全対策を十分に行った上で、井筒内に入

り点検を行うものとする。その際、概査のオプションとして、「様式-3(1)：型 03-2」

および「様式-3(1)：型 03-3」を用いて、井筒本体の各部位の状況や集水ボーリング

孔口の閉塞および目詰まり状況等を記録する。 

  

 なお、集水井工は流末施設まで 1 施設として点検を行う。排水を地すべり地外へ導く

延長の長い排水路等は別施設として点検・評価する。ただし、対象施設の取り扱いは、

点検作業上の利便性と施設管理の実態(施設管理台帳の記載)を考慮して、施設群の点検

票などの利用を検討するなど臨機応変に行うものとする。 

 これらの項目以外も点検・評価を実施し、施設の健全度評価(ⅰ～ⅳ)を求める。また、

施設について、対応の目安を判断することとする。 

 図Ⅳ-2.2.4 及び表Ⅳ-2.2.16 に、様式-3(1)の使用例を示す。なお、様式-3(1)の「総

合評価」「点検結果と対応の目安に対するコメント」の使い方の解説、および、全工種共

通となる様式-3(2)～(4)の使用例はⅠ総合編を参照のこと。 
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図Ⅳ-2.2.4 集水井工に対する概査において特徴的な概査様式の使い方 

  

地すべり防止施設機能診断調査

原則地表から内部を遠望目視（井内での観察時は別紙(2)(3)推奨）

/ /

年

（調査票番号： ）

■現地確認事項

段 × 孔 段 × 孔 段 × 孔

流水あり ： 流量(最大) l/分 水質・計測値等 　

■部位の変状レベル 各項目で当てはまる状況の番号を記入し、最も悪い状態についてレベル判定する。また、判定根拠とする写真番号を示す。

a b c d

※①変状レベル(a～d)、②部位の健全度(A～D)、③施設の健全度（ⅰ～ⅳ）の順に各々最も悪い評価を統合し、施設全体を評価する。

③ ← ② ← ①

ⅰ A a ：項目に挙げた現象・状況が見られない、もしくは目視困難なほど軽微である

ⅱ B b ：項目に挙げた現象・状況に対し軽微な変状がある

ⅲ C c ：項目に挙げた現象・状況に対し限定的（局所的）ではあるが明らかな変状がある

ⅳ D d ：項目に挙げた現象・状況に対し著しい変状がある

□ 施設機能に影響する変状がある □ 施設機能に影響する変状がない

■総合評価 該当する選択肢に○を付ける。点検者から施設管理者への伝達事項として「対応の目安」を示す。

有

無

■点検結果と対応の目安に対するコメント 変状の発生要因の推定、総合評価の判断理由等

様式-3(1)　：型03-1 概査調査票 (個別施設記録用)

＜集水井工(1)＞

評価指標

…（本質的に支障はないが放置すると機能低下を招く恐れがある状態）

腐食 1.発錆

破損・欠損

1.発錆

1.屈曲(傾き、ねじれ、折れ曲がり)

なし

閉塞・埋没 1.土砂堆積･2.落葉等堆積･3.植物侵入･4.その他

変位・変形

破損・欠損 1.欠損･2.ひび割れ･3.摩耗

破損・欠損井

筒

本

体

点検梯子

底

部
□

監視 施設の健全度がⅱである場合（部位の健全度でBが一つでも含まれる場合）

軽微な補修 施設の健全度がⅲである場合（部位の健全度でCが一つでも含まれる場合）

補修・更新 施設の健全度がⅳ（部位の健全度でDが一つでも含まれる場合）であり、かつ要因が明らかである場合や対応方法が明確な場合

要詳細調査 施設の健全度がⅲまたはⅳであり、かつ要因が明らかでない場合や対応方法が明確でない場合(井内観察が必要な場合等)

【判断目安】①地すべりの再活動や

新たな変状　②災害等で施設が破損

③人的被害発生の懸念

緊急対応

の必要性

状況と

対応策

施設の健全度がⅰである場合（部位の健全度全てがAの場合）

1.屈曲・2.傾倒

腐食 1.発錆

※集水ボーリングの「閉塞」の変状ﾚﾍﾞﾙ判定基準は以下（井内での観察時は別紙(3)参照）

対応の目安 判断目安（原則、判断の目安に沿って選択する。原則とは異なる選択をする場合は理由をコメント欄に必ず記入する。）

③施設の健全度(ⅰ～ⅳ)
[最も悪い部位の健全度に基づいて決定]

問題なし

施設周辺地盤状況

その他の状況

……………（機能低下している状態）

部

位

の

健

全

度

施

設

の

健

全

度

…………（機能低下していない状態）
変

状

レ

ベ

ル

地表から遠望目視にて孔口確認：　閉塞なし＝a、閉塞あり＝c、不明・目視不可＝b(コメント残す)

□

付

帯

施

設

□

底張コンクリー

ト

地

表
□

地表コンクリー

ト

安全柵

排水ボーリング
（井外の出口にて目視

確認、異常湛水は地表

より水面を遠望目視）

破損・欠損 1.欠損･2.ひび割れ･3.抜け･4.折れ曲がり

腐食

ライナープレート,

補強リング,バーチカ

ルスティフナー/ラテ

ラルストラット

□

□ 天蓋
破損・欠損

変位・変形

変位・変形 1.ずれ・2.傾倒

1.欠損･2.ひび割れ･3.摩耗

1.ずれ・2.傾動・3.沈下

腐食 1.発錆

1.欠損･2.ひび割れ･3.摩耗

変位・変形

1.欠損･2.亀裂･3.破断･4.ボルト等の緩み(脱落)

工種・部位 項目
　　状況　（異常な状況がない場合は0とする,

　　　　　　　　複合的な状況その他の場合は9とする）

①変状レベル ②部位の

健全度
（A～D）該当写真

集

・

排

水

機

能

□ 集水ボーリング

破損・欠損 1.欠損･2.ひび割れ･3.抜け･4.折れ曲がり

　腐食 1.発錆

閉塞（孔口状況）※ 1.細菌類付着 ･ 2.植物・藻類侵入 ･ 3.その他

腐食 1.発錆

閉塞（孔口状況） 1.細菌類付着 ･ 2.植物・藻類侵入 ･ 3.その他

異常湛水 1.異常湛水(井内水面高＞底巻コンクリート天端高)

□

安全施設 天蓋 点検梯子 安全柵 問題ありあり なし あり なし あり

観測施設 計測器名 問題あり

直径 井底深度

流末状況 流末位置

点検年月日 天候 点検者

集水状況 集水ボーリング配置確認 目視可否 問題あり

構造/材質

区域名

緯度 経度

施工年度地すべりﾌﾞﾛｯｸ名 施設名

破損・欠損 1.欠損･2.亀裂･3.破断･4.ボルト等の緩み(脱落)

………（明らかに機能低下、または機能喪失している状態）

破損・欠損

問題あり

1.欠損･2.亀裂･3.破断･4.ボルト等の緩み(脱落)

様式-3(1)：型 03-1 

様式-3(1)：型 03-3【参考】 

様式-3(1)：型 03-2【参考】 

原則、地表から内部を目視して点検 

概査のオプション(必要に応じて) 

地すべり防止施設機能診断調査

＜集水井工（2）＞ 井筒本体の変状を部位ごとに記録し、調査票(1)に反映

/ /

年

（調査票番号： ）

■部位の変状レベル 各項目で当てはまる状況の番号を記入し、最も悪い状態についてレベル判定する。その他必要事項記入後、評価を行う。

a b c d

※ 最も悪い項目・状況を井筒本体の変状レベルとして調査票(1)に反映する

■現地確認事項(スケッチ等) 必要に応じて、井内壁面状況等のスケッチや目視困難箇所等に関するコメントを記録する。

様式-3(1)　：型03-2 概査調査票 (個別施設記録用)　【参考】

1.屈曲

腐食 1.発錆

変位・変形 1.屈曲・2.ねじれ

腐食 1.発錆

変位・変形

□
バーチカルス

ティフナー

破損・欠損 1.欠損･2.亀裂･3.破断･4.ボルト等の緩み(脱落)

変状レベル

緯度

□
ラテラルスト

ラット

破損・欠損 1.欠損･2.亀裂･3.破断･4.ボルト等の緩み(脱落)

　井筒本体の健全度(A～D)：

変位・変形

1.欠損･2.亀裂･3.破断･4.ボルト等の緩み(脱落)

1.屈曲

腐食 1.発錆

部位の

健全度該当写真

井

筒

本

体

□
ライナープレー

ト

破損・欠損 1.欠損･2.亀裂･3.破断･4.ボルト等の緩み(脱落)

変位・変形 1.屈曲

腐食 1.発錆

□ 補強リング

破損・欠損

工種・部位

経度

点検年月日 天候 点検者

区域名 地すべりﾌﾞﾛｯｸ名 施設名 施工年度

項目

構造/材質 直径

　　状況　（異常な状況がない場合は0とする,

　　　　　　　　複合的な状況その他の場合は9とする）

井底深度

＜変状の特徴＞
①
②
③
④

※バーチカルスティフナーの配置・変形等を上から観察

平面図

変状の顕著な箇所

地下水位

集水ボーリング孔口

排水ボーリング
呑み口 出口底巻コンクリート天端

井底深度

水位
（井内水面深度）

井内湧水上端深度

流末処理

根固めコンクリート

底張コンクリート

天蓋 基礎地盤

底張コンクリート天端
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表Ⅳ-2.2.16 概査調査票（1/4）の使用例その 1 

線式-3(1) 型03-1

-宅晶也のI~~有1;1: '-'''''1 1， 各項目で当てはまる状況の番号を記入し、患も悪い状態についてレベル事i定する。また、判定捜拠とする写真番号を示す‘

状況(異常な状況がない場合は0とする. ①変状レベル ②部位の
工種・部位 項目 健全度被合的な状況その他の場合は9とする) a 1 b c 1 d 該当写真 (.-0) 

破績・欠損 011欠績 2ひび割れ.3彼け・4折れ曲がり 。
集水ポーリン

腐食 111発錆 。 C 集 回 グ

閉塞(孔口状況)※ 111細菌類付着 .2植物・藻類侵入 3その他 。
U~ 
排水ボーリン 破損・欠績 1欠績 2ひび割れ.3被け.4折れ曲がり

水

機 グ 腐食 1発錆

能
図 〈弁外白出口にて自

閉塞(孔口状況) 1細菌類付着・ 2値物・藻類侵入・ 3その他
A 

規確飽、異常;甚水は
地表より水面を遭盟

異常;甚水 111異常湛水(井内水面高>底巻コンヴリート天端高) ¥ ¥ 目視) 。
弁 ライナープレート 破鍋・欠領 011欠鍋 2亀裂.3破断 4ボルト等の緩み(脱落) 。
筒 図 補強リングパーチ 変位・変形 011屈幽(傾き、ねじれ、折れ曲がり) 。 A 
本 力Jレスティフナー/

体 ラテラルストラット 腐食 111発錆 。
破損・欠損 011欠損・2ひび割れ・3摩耗 。

底 回 底張コンクリ
変位・変形 011ずれ・2傾倒 。 A 

部 ト
閉塞・埋没 011土砂堆積・2落葉等堆積・3植物侵入・4その他 。

I也 地表コンクリー 破績・欠損 211欠鍋・2ひび割れ・3摩耗 。
A 

表 図 ト 変位・変形 011ずれ・2傾動・3沈下 。
図 天蓋

破横・欠損 011欠損目2ひび割れ・3摩耗 。
腐食 111発錆

A 。
付 破損・欠損 011欠損目2亀裂・3破断・4ボルト等の緩み(脱落) 。
帯 図 点検綿子

腐食 111発錆
A 

施
。

設 破績・欠績 011欠績 2亀裂.3破断 4ボルト等の緩み(脱落) 。
同 安全柵 変位・変形 011屈曲・2傾倒 。 A 

腐食 111発錆 。
※集水ポ-1)'../'1の「粧の変状レヘ峨基準は……察時は別紙(3蜘 | ③施設の問(i-iv) 

地表から遠望目視にて孔口確忽 閉塞なし=a、閉塞あり=c、不明・目視不可=b(コメント残す) I [量も悪い陣位の健全置に轟づいて決定] 111 

※①変状レベル(a-d)、②部位の健全度(A-D)、③施設の健全度(i-iv)の11頂に各々最も悪い評価を統合し、施設全体を評価する。

③ ← ② ← ① 評価指標

置 a 項目に挙げた現象・状況が見られない、もしくは目視困難なほど軽微である (機能低下していない状態)

状 b 項目に挙げた現象・状況に対し軽微な変状がある …(本質的に支障はないが放置すると機能低下を招く恐れがある状態)
レ
ぺ c 項目に挙げた現象・状況に対し限定的(局所的)ではあるが明らかな変状がある ー(機能低下している状態)
1" 
d 項目に挙げた現象・状況に対し者しい変状がある .(明らかに機能低下、または機能喪失している状態)

施鼓周辺地盤状況 口施設機能に影響する変状がある |図 施設機能に影響する変状がない |

その他の状況 I 
‘草色色言書liIIi 按当する選択肢!こO差付ける。点検者から施設管理者への伝達事項としてf対応の§安』を示す。

対応の目安 判断目安(原則、判断の目安に沿って選択する。原則とは異なる選択をする場合は理由をコメント欄に必ず犯人する。)

問題なし 施設の健全度が lである場合咽位の健主虚主て仰の渇含}

監視 施設の健全度が iiである場合{師位の健全置でBが一つでも含まれる唱合}

軽微な補修 施設の健全度が川である場合{部位白檀金庫でCが一つでも含まれる繍合)

繍修・更新 施設の健全度がIV(部位田健全置でDが一つでも含まれる場合}であり、かつ要因が明らかである場合や対応方法が明確な湯合。要詳細調査 施設の健全度が川またはwであり、かつ要因が明らかでない場合や対応方法が明確でない場合構内観曹が必要伝鳴合等)
緊急対睦
の必要

やが[判唖新断た損目t安③E】人状①的地②微す虫害ベ害発り等の生で田再施，懸潤股垂I l 状況と I 
対応策

-点検結果と対応の目安に対するコメント変伐の芳主要Eの11.定、 j't'&fffo5，の!fJJIlffJAdJ手

・集水井エ肉の量下部 酸素jJ度=20.6・集水井エの肉部ライナープレート水紘き工がコケで閉塞
・集水ポーリングの閉塞状況を確wするため、井戸内での観察を提案する。(要詳細調査)
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2.2.4 概査結果の評価と対応 

点検者は概査結果に基づいて「健全度評価」を決定する。また、「健全度評価」に応じ

た「対応の目安」を決定し、施設管理者に伝達する。その際、本手引きでは「施設の健

全度」と「対応の目安」との関係を設定した。全工種ほぼ共通の設定としたが、表Ⅳ

-2.2.17 に示す通り、集水井工については、井内への入坑を伴う観察を詳細調査とする

ため、施設の健全度が「ⅲ」であっても要詳細調査を目安の選択肢に含める。 

 

表Ⅳ-2.2.17 「施設(群)の健全度」と「対応の目安」の関係 

※集水井工については、井内への入坑を伴う観察を詳細調査とするため、施設の健全度

が「ⅲ」であっても要詳細調査を目安の選択肢に含めることとする。 

 

 

  

対応の目安 判断の目安 

問題なし 
施設の健全度がⅰ（Ⅰ）である場合（部位の健全度全てが A
の場合） 

監視 
施設の健全度がⅱ（Ⅱ）である場合（部位の健全度で B が一
つでも含まれる場合） 

軽微な補修 
施設の健全度がⅲ（Ⅲ）である場合（部位の健全度で C が一
つでも含まれる場合） 

補修・更新 
施設の健全度がⅳ（Ⅳ）（部位の健全度で D が一つでも含まれ
る場合）であり、 
 かつ 要因が明らかである場合や対応方法が明確な場合 

要詳細調査 
施設の健全度がⅲまたはⅳであり、※ 
かつ要因が明らかでない場合や対応方法が明確でない場合 
(井筒内観察が必要な場合等) 
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【参考】 

＜概査のオプション 1＞「様式-3(1)：型 03-2」井筒本体に対する概査 

 

 集水井工の井筒本体は「ライナープレート」「補強リング」「バーチカルスティフナー」

「ラテラルストラット」等の複数の部材で構成されている。地上からの目視点検では、

これらの部材を細かく分類して点検を行わないことを基本とするが、部材ごとに記録を

残したい場合は、「様式-3(1)：型 03-2」を用いて、①「ライナープレート」「補強リ

ング」「バーチカルスティフナー」「ラテラルストラット」の各部位ごとに「破損・欠損」

「変位・変形」「腐食」の状況を記録し、変状レベルおよび、部材の健全度を判定する、

②必要に応じて、井内壁面状況（歪み、土砂侵入、湧水）等のスケッチや目視困難箇所

等に関するコメントを記録する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅳ-2.2.5 「様式-3(1)：型 03-2」の使い方・使用例 

 

  

様式-3(1)：型 03-2 

様式-3(1)：型 03-1 

「井筒本体」という部位の変状レベルとして評価・記録 

2 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

C 

B 

B 

C 

井筒本体の中の「ライナープレート」「補強リング」「バーチカルスティフナー」

「ラテラルストラット」の各部位ごとに、部位の変状レベルとして評価・記録 

最も悪い項目・状況が反映されるように、 

各部位の評価を統合する。 
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＜概査のオプション 2＞「様式-3(1)：型 03-3」集水ボーリング 

 

「様式-3(1)：型 03-3」を用い、各ボーリング孔に対して①個別に孔口閉塞状況を目

視により確認・記録すること、②必要に応じて、検尺棒を挿入し、孔内部の目詰まり状

況を確認・記録すること。 

 この様式に従って、「様式-3(1)：型 03-1」の「閉塞（孔口状況）」の項目の変状レ

ベルの評価に反映すること。なお、基本的に概査において、集水井工内部での検尺棒に

よる調査を行うことを想定していないため、「様式-3(1)：型 03-1」に「目詰まり（孔

内部）」の項目はない。詳細調査の一環として検尺棒を挿入し、孔内部の目詰まり状況を

確認する場合は「様式-3(1)：型 03-3」を用いて、記録を残すとよい。 

 この評価に基づき、「様式-3(1)：型 02-1」の部位の変状レベルの中の「閉塞（孔口

状況）」の項目の変状レベルの評価に反映することとする。 

 なお、ここでの評価基準は、「Ⅲ 水抜きボーリング工編」での評価基準を準用するも

のとする。詳しくは、「Ⅲ 水抜きボーリング工編」を参照すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅳ-2.2.6 「様式-3(1)：型 03-3」の使い方 

  

a～ｄ 

様式-3(1)：型 03-3 

様式-3(1)：型 03-1 

個々のボーリング孔を点検・記録する 

「集水ボーリング」という部位の変状レベルを評価 

個々のボーリング孔の状況を集計する 

…

2 3 … 1 

～～m 
～～m 
～～m 

○ 
○ 

○ 

○ 

○ 
○ ○ 

○ 

○ 赤褐色 

赤褐色 

付着なし
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 表Ⅳ-2.2.18 概査調査票（1/4） 様式-3(1)：型 03-2 

  地すべり防止施設機能診断調査

＜集水井工（2）＞ 井筒本体の変状を部位ごとに記録し、調査票(1)に反映

/ /

年

（調査票番号： ）

■部位の変状レベル 各項目で当てはまる状況の番号を記入し、最も悪い状態についてレベル判定する。その他必要事項記入後、評価を行う。

a b c d

※ 最も悪い項目・状況を井筒本体の変状レベルとして調査票(1)に反映する

■現地確認事項(スケッチ等) 必要に応じて、井内壁面状況等のスケッチや目視困難箇所等に関するコメントを記録する。

様式-3(1)　：型03-2 概査調査票 (個別施設記録用)　【参考】

1.屈曲

腐食 1.発錆

変位・変形 1.屈曲・2.ねじれ

腐食 1.発錆

変位・変形

□
バーチカルス

ティフナー

破損・欠損 1.欠損･2.亀裂･3.破断･4.ボルト等の緩み(脱落)

変状レベル

緯度

□
ラテラルスト

ラット

破損・欠損 1.欠損･2.亀裂･3.破断･4.ボルト等の緩み(脱落)

　井筒本体の健全度(A～D)：

変位・変形

1.欠損･2.亀裂･3.破断･4.ボルト等の緩み(脱落)

1.屈曲

腐食 1.発錆

部位の

健全度該当写真

井

筒

本

体

□
ライナープレー

ト

破損・欠損 1.欠損･2.亀裂･3.破断･4.ボルト等の緩み(脱落)

変位・変形 1.屈曲

腐食 1.発錆

□ 補強リング

破損・欠損

工種・部位

経度

点検年月日 天候 点検者

区域名 地すべりﾌﾞﾛｯｸ名 施設名 施工年度

項目

構造/材質 直径

　　状況　（異常な状況がない場合は0とする,

　　　　　　　　複合的な状況その他の場合は9とする）

井底深度

＜変状の特徴＞
①
②
③
④

※バーチカルスティフナーの配置・変形等を上から観察

平面図

変状の顕著な箇所

地下水位

集水ボーリング孔口

排水ボーリング
呑み口 出口底巻コンクリート天端

井底深度

水位
（井内水面深度）

井内湧水上端深度

流末処理

根固めコンクリート

底張コンクリート

天蓋 基礎地盤

底張コンクリート天端



Ⅳ-37 

 

 表Ⅳ-2.2.19 概査調査票（1/4） 様式-3(1)：型 03-3 

  地すべり防止施設機能診断調査

＜集水井工（3）＞ 各集水ボーリング孔の状況記録用調査票

/ /

年

（調査票番号： ）

■個々のボーリング孔の点検結果 　当てはまる状況に「○」と記入し、その他必要事項を記録する。 (孔内部目詰まり状況は検尺棒を実施した場合のみ評価）

　 　 　

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

■部位の変状レベル評価 個々のボーリング孔の点検結果を集計し、全体としての閉塞と目詰まりについての変状レベルを評価する

閉塞状況 本 / 本 ％ 判定

様式-3(1)　：型03-3 概査調査票 (個別施設記録用)　【参考】

　本 ％ 判定目詰まり状況
「詰まっている」「やや詰まってい
る」の孔数/全孔数

本 /

合計

付着度A・B・Cの孔数/全孔数 　

17

18

15

16

13

14

11

12

9

10

7

8

5

6

3

4

2

1

健

全

番号

各集水ボーリング孔
の施工延長

（m）

乾

燥

濡

れ

滴

水

流
水

あ

り

孔番号
※原則、左から順番に、

番号を付ける

集水状況

（目視にて、当

てはまる状況に
「○」）

流量

(l/分)

※計測

可能な

状況で

あれば

測る

孔口閉塞状況 孔内部目詰まり状況

コメント

(破損状況・水
質・その他状

況)

検

尺

棒

(
実

施

な

ら

ば

○

)

検尺棒
挿入長さ

(＝目詰まりを

起こした箇所の

孔口からの距
離)

（ｍ）

詰

ま

っ
て

い

る

や

や

詰

ま

っ
て

い

る
D E F

細

菌
類

植

物
・

藻

類

A B C

付着度※ 付着物

そ

の
他

区域名 地すべりﾌﾞﾛｯｸ名 施設名 施工年度

構造/材質 備考(形状・段数等)

緯度 経度

点検年月日 天候 点検者

孔口断面

閉塞物

孔口の付着度の決定方法
下記の考え方に沿って目分量で閉塞割合(付着度)を判断する

孔口の閉塞割合 ＝孔口断面に占める閉塞物の断面積÷孔口断面積×100(%)

付着度A：孔口の閉塞割合 70％以上 付着度B：孔口の閉塞割合 50～70％

付着度C：孔口の閉塞割合 30～50％ 付着度D：孔口の閉塞割合 10～30％
付着度E：孔口の閉塞割合 10％未満 付着度F：孔口の閉塞物なし

変状レベル：孔口閉塞の判定基準:
a ＝ 付着度A・B・C の孔数の合計が全孔数の0％(D,E,Fのみ)
b ＝ 付着度A・B・C の孔数の合計が全孔数の25％未満
c ＝ 付着度A・B・C の孔数の合計が全孔数の25％以上50％未満
d ＝ 付着度A・B・C の孔数の合計が全孔数の50％以上、または、崩土や湛水等で埋没・水没している

変状レベル：孔内部目詰まりの判定基準:
a ＝ 「詰まっている」「やや詰まっている」の孔数の合計が全孔数の0％(目詰まりなし) 
b ＝ 「詰まっている」「やや詰まっている」の孔数の合計が全孔数の25％未満
c ＝ 「詰まっている」「やや詰まっている」の孔数の合計が全孔数の25％以上50％未満
d ＝ 「詰まっている」「やや詰まっている」の孔数の合計が全孔数の50％以上

検尺棒

集水ボーリングの長さ(施工延長)

検尺棒挿入長さ(m)

(目詰まりを起こした箇所の孔口からの距離)

孔内部の目詰まり状況の判定の目安
(検尺棒を実施した場合のみ評価）

「詰まっている」…検尺棒等を挿入できなくなる場合
「やや詰まっている」…検尺棒等を最後まで挿入できるもの

の抵抗が大きい場合
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2.3 詳細調査 

2.3.1 基本事項 

 詳細調査は、概査によって「要詳細調査」となった施設について、①機能の診断、②

異常が発現した要因の分析を行って施設の健全性を評価し、対策の必要性を判断するた

めに実施する。 

 集水井工内部の調査では、集排水ボーリングのほか、井筒本体を構成する各部材や、

集水井工内部の壁面の破損、腐食、湧水、植生状況などを詳細に観察する。また集水井

工外部の付帯施設の調査を行う。 

 集水井工内部での危険を伴う調査となるため、事前に調査の目的および手法を検討し、

必要な調査を行うようにすることが望ましい。 
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2.3.2 詳細調査の手法 

 集水井工に対する詳細調査手法としては表Ⅳ-2.3.1 等がある。 

 

表Ⅳ-2.3.1 集水井工に対する詳細調査手法 

対象部位/現象 調査目的 手法 手法概要 

集水ボーリング

工：孔内 

排水ボーリン

グ：孔内 

孔内の目詰まり状況把

握 

孔内カメラ 小型カメラを孔内へ挿入して内部を撮影す

る。 

検尺棒 検尺棒を孔内へ挿入して、挿入可能距離や挿

入時の抵抗感から目詰まり位置や目詰まり

具合を確認する。 

集水ボーリング

工：水質・流量 

排水ボーリン

グ：水質・流量 

孔口の流水の水質や流

量を把握し、排水時の

オーバーフローの可能

性や鉄酸化細菌等によ

る目詰まりのし易さ等

を推定 

水質調査 

流量調査等 

三角升の設置や流量計もしくは容器などを

使って流量を計測する。 

携帯式水質計や検査キットなどで水質を分

析する。(検査項目例：pH、酸化還元電位、

鉄濃度など） 

集水井工部材健

全度調査 

・ライナープレ

ート 

・補強リング 

・バーチカルス

ティフナー 

・ラテラルスト

ラット 

集水井工内部の壁面の

変形、破損、腐食、湧

水、植生状況等の把握 

スケッチ 変形・破損の位置、錆の位置、水の付着位置、

湧水箇所、植生の状況等について、集水井工

内部の壁面の様子を展開図等の形で詳細に

描く。写真撮影等と合わせて行うと効率的で

ある。 

打音調査 点検ハンマー等で部材を叩き、背面空洞や劣

化の状況を判断する。 

劣化診断 概査における「腐食」の項目での変状レベル

判定に準じて目視により劣化程度を判断す

る。 

ライナープレー

ト残存厚さ測定

ライナープレートの残存する厚みについて

ノギスを用いて測定する。 

展開写真撮影 展開写真撮影を実施する(一定深度ごとに、

壁に沿って、複数枚の連続撮影後、写真を合

成する)。調査員が撮影することが想定され

るが、近年では地表部から専用のカメラ等を

つり下げて効率よく集水井工内部を撮影す

る取り組み等も見られ、なるべく最新技術を

活用することが望ましい。 

下げ振り測定等 バーチカルスティフナーに垂直の基準とな

るように機器を設置し、変位を計測すること

で、変形状態をより定量化して記録する。レ

ーザー墨出し機等を用いてもよい。 

集水井工外詳細

調査 

・天蓋 

・点検梯子 

・立入防止柵 

集水井工付帯施設の劣

化度 錆の状況の点検 

目視 概査と同様のため、ここでの記述は省略。 
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集水井工に対する詳細調査項目を表Ⅳ-2.3.2 および表Ⅳ-2.3.3 に整理する。  

 

表Ⅳ-2.3.2 集水井工に対する詳細調査手法 

 

集水位 

施設部材 
部位 

スケッチ 

(錆の位

置) 

スケッチ

(水の付着

事情) 

打
音 

水
質 

排
水
量 

部
材
の
残
存
厚
さ 

孔
内
カ
メ
ラ
観
察 

展
開
写
真 

下
げ
振
り
測
定 

健
全
度
評
価 

井筒 

ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ ○ ○ ○   ○  

○ ○ 

○ 

補強ﾘﾝｸﾞ ○ ○ ○     ○ 

ﾊﾞｰﾁｶﾙｽﾃｨﾌﾅｰ ○ ○ ○     ○ 

ﾗﾃﾗﾙｽﾄﾗｯﾄ ○ ○ ○     ○ 

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ ○ ○      ○ 

集水 

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 
保孔管 ○   

○ 
* * 

○  
○
* 

  
○ 

* * *

排水 

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 
保孔管 ○   

○ 
* * 

○  
○
* 

  
○ 

* * *

*   内部に目詰まりがある可能性が高い場合のみ孔内カメラ撮影を実施する。 

** 目詰まりが顕著な場合のみ、ｐH、温度、電気伝導度、Fe2 鉄濃度、酸化還元電位を測定する。 

*** 集排水ボーリングの劣化診断は、概査の水抜きボーリング工（地表）と同じものを使用する。 

 

 

 

表Ⅳ-2.3.3 集水井工に対する詳細調査手法 

集水井施設部材 部位 
スケッチ 

(さびの位置) 

スケッチ 

(水の付着状況)
健全度評価 

管理 

施設 

天蓋 ○  ○ 

点検梯子 ○ ○ ○ 

安全柵   ○ 

 

 

 

  

* 
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2.3.3 調査結果と対応区分（結果の利用法） 

  集水井工の調査は、内部で実施する集・排水ボーリングの健全度調査、部材の健全

度調査（ライナープレート他）と、外部で行う管理施設の評価からなる。詳細調査の結

果に応じた対応区分の考え方を示す。 

 

(1) 集・排水ボーリング孔の調査 

 集・排水ボーリング孔に対する詳細調査では、集水井工内で前章図Ⅳ-2.2.6 に示した

概査調査票による調査を行い、必要に応じて検尺棒の挿入等を行って、内部の目詰まり

が懸念される箇所の把握に努める。その上で、個別孔に対して以下の調査を検討する。 

① 集・排水ボーリングの孔口に閉塞がなくても、孔内部に目詰まりが多く確認された場

合は、ＣＣＤカメラにより内部を観察し、目詰まり状況の把握を行ったうえで機能回復

工実施の要否を検討する。 

② 集・排水ボーリング孔口に目詰まりが顕著な場合は、水質調査・排水量測定を実施し、

目詰まり物質が発生しやすい条件の場合は、定期的な洗浄または孔口閉塞を抑制するよ

うな孔口構造などの検討を行う。 

 集・排水ボーリングの詳細調査による結果と対応区分の例を図Ⅳ-2.3.1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅳ-2.3.1 集水井工の詳細調査フロー(集・排水ボーリング) 

  

孔内目詰まり顕著 孔口目詰まり顕著 

孔内カメラ観察 水質・排水量測定 

内部に目詰まり少ない 内部に目詰まり顕著 

目詰まり物質(スケ

ール・スライム)は形

成されにくい 

今後も目詰まり物質が

形成される可能性が高

い 

監視を検討 孔内洗浄実施を検討 
定期的な洗浄 または 孔口閉塞を 

抑制するような孔口構造などの検討 

要詳細調査 

孔口観察・検尺棒等 
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(2) 集水井工部材健全度調査 

 目視観察（スケッチ）及び打音調査を基本とし、客観的かつ定量的な評価や健全度の

細分化のため、部材残存厚さ測定・下げ振り測定を併用する。 

 集水井工の部材劣化の評価は、概査における健全度評価に準じて行う。評価後の対策

の目安を示す場合は、”補修を検討”は、維持管理的な機能回復工実施を検討し、”更新

を前提とした検討”は、補修できないレベルまで達している部材を対象に再設置や廃棄

を検討するものである。ここでは、本章の最後に参考として詳細調査の様式を紹介する。

これらを基に、各施設管理者の方針、および、調査手法に合わせて、点検様式を準備す

ることとする。 

 

 集水井工部材の詳細調査による結果と対応区分の例を図Ⅳ-2.3.2 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅳ-2.3.2 集水井工の詳細調査フロー（部材） 

 

  

 集水井本体部材 

ライナープレート・バーチカルスティフナー・補強リング・ラテラルストラット 

各部位の健全度評価

対応不要 

詳細調査点検表に記載 

更新を前提とした検討 補修を検討 

補修を検討(例:塗装など、

効果のある工法で長寿命

化措置を行う) 

補修ができないため、埋戻し

再設置や新規設置を検討 
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(3) 集水井工外調査 

 集水井工外部では、付帯施設（天蓋・点検梯子・立入防止柵）の健全度を調査する。 

これらは作業員や周辺住民の人命にかかわる重要な施設であることから、極めて軽微な

補修以外は、部分的な補修が難しいことと予防措置を考慮して更新を前提に対応する。 

立入防止柵については詳細調査を行わず、概査により補修を検討することとする。 

集水井工外詳細調査による結果と対応区分の例を図Ⅳ-2.3.3 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅳ-2.3.3 集水井工の詳細調査フロー（集水井工外管理施設) 

  

 

概査結果：補修・更新 

 

集水井外（管理施設）

天蓋 安全柵 点検梯子 

詳細調査 詳細調査 

詳細点検表に記載 詳細点検表に記載

概査結果をもって補修実施

対策不要 監視 対策不要 更新を前提とした検討

更新を前提とした検討 

天蓋(片側づつ)の交換を検討 
点検梯子の交換検討 
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2.3.4 調査内容 

(1) 作業事前準備  

 現場着手前に以下の３点を実施する。 

①周辺住民や管理者との調整、 

 集水井工の立入防止柵及び天蓋は安全のため施錠されている場合が多い。 

また、集水井工の水を利用している地元住民もいるため、事前の鍵（立入防護柵・天

蓋）の借用・管理者及び地権者の立ち入り許可が重要である。 

 

②点検梯子・集水井工本体の安全性確認 

 立ち入る施設の安全性を確認するため、詳細点検時に使用する点検梯子や集水井工内

部の損傷程度、地表コンクリートのひびなどから外力変形の有無を把握する。これを基

に必要な安全対策を計画・実施する。 

 

③資材準備 

 安全設備に必要な資材と詳細調査に必要な資材に分けて準備を行う。 

 

a)安全設備に必要な資材例 

・昇降施設 

・酸素欠乏症対策(酸素濃度測定計器等) 

 

b)詳細調査に必要な資材例 

・スケッチ用具 

・下げ振り測定用具 

・打音調査用具 

・展開写真撮影用カメラ 

・部材残存厚さ測定用具 

・ＣＣＤカメラ 
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(1) 詳細調査の実施 

 十分な安全対策を講じた上で、詳細調査を実施する。現場作業の手順及び作業上の留

意点を以下に示す。 

 

1) 集・排水ボーリング孔に対する調査 

a） 孔内カメラ観察 

孔内カメラ観察は、小型ＣＣＤカメラを使用する。撮影した画像を１ｍごとに整理し、

孔内湧水の有無、スケール・スライムの形成、土砂量埋没、草根の発達などを記載する。

目詰まりが顕著である場合は機能回復工の検討を実施することが望ましい。 

 また、機能回復工で洗浄を実施した場合は、洗浄効果を確認するため、洗浄後のカメ

ラ観察を実施することが望ましい。 

 

b） 水質調査・排水量測定 

水温、ｐH、鉄濃度 Fe２+、電気伝導度、酸化還元電位は、スケール・スライムを形成

する細菌の活動と密接に関係がある(※1)ため、測定を実施することが望ましい。また、

目詰まり物質の付着度は排除地下水の鉄排出量（鉄濃度×排水量）との相関が見られた

という研究事例(※2)もあることから、排水量の測定を実施することが望ましい（目詰ま

り物質と水質・排水量との関係性等の詳細については、参考文献を参照）。 

 

※1 参考文献：農林水産省農村振興局企画部資源課「水抜きボーリングの目詰まり原因

とその対策～農村地域地すべり対策施設機能維持検討調査の概要～」平成２０年３月 

http://www.maff.go.jp/j/nousin/noukan/tyotei/t_zisuberi/pdf/mezumari.pdf 

 

 

※2 参考文献：奥山武彦・黒田清一郎「地すべり対策集水ボーリング末端における閉塞

の要因と対策」農工研技報 209 ｐ.1 ～ 6 ， 2 0 0 9 年 
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2) 集水井工部材健全度調査 

a) 健全度評価位置の設定 

 集水井工の対角線（例：東西南北）沿いに４測線（ＡＢＣＤ）を設定する。スケッチ

や打音調査は、点検梯子のある測線を中心に実施する。なお、深度方向は 1ｍピッチで

観察を行う。図Ⅳ-2.3.4 に部材健全度調査位置の設定例を示す。 

 

図Ⅳ-2.3.4 集水井工部材健全度調査位置の設定例 

 

 

ｂ）健全度評価基準 

 基本的に、概査の健全度評価基準を準用することとする。詳しくは、前章を参照のこ

と。 

 

  

 1. ライナープレート 

2. 補強リング 

3. バーチカルスチフナ― 

（原則として使用する） 

4. 天蓋 

5. タラップ 

6. 集水孔 

7. 集水ボーリング 

8. ラテラルストラット 

（必要な場合のみ使用する）

9. 排水ボーリング 

10.底張コンクリート 
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ｃ）集水井工内詳細調査（部材） 

（ライナープレート・補強リング・バーティカルスティフナー・ラテラルストラット） 

 

① スケッチ（錆の位置・水の付着状況） 

集水井工内の展開図をスケッチする。 

錆の状況、水の付着度、生成物、付着土砂、植物、変状、集排水ボーリングの状況など

に着目する。 

・地表付近と深部、特に水が当たる箇所を入念にチェック（スケールなどの生成物や土

砂の付着と錆による表面膨張の区別が難しい） 

・観察結果は以下に示す点に留意して点検表に記載するとともに展開図に整理する（図

Ⅳ-2.3.5 参照） 

 

＜スケッチにおける具体的着眼点＞ 

○水の付着状況（湧水位置、鉄酸化細菌等の状況等を含む）、錆の状況、植物体の状況、

腐食の状況、ライナープレート背面の状況を観察する。 

○水の付着状況は、乾燥・湿潤・表水の３区分とする。 

○錆の状況は健全・点錆・全面錆（板厚減少、膨張がみられる）の 3 区分とする。 

○表水に伴い生成物（カルサイト等のスケール等）が形成されている場合は、範囲や硬

さも記載する。 

○集水井工本体からの湧水箇所と、集水ボーリングや連結井の排水が直接かかる箇所、

排水ボーリング孔設置位置、ライナープレート背面の状況は特に丁寧に記載を行う。 
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図Ⅳ-2.3.5 集水井工内展開図スケッチ記載事例 
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② 打音調査 

・タラップ周辺のライナープレート壁面を、検

査用ハンマーを用いて打音計測する。 

・打音は音質に応じて主に「a:キンキン、ｂ：

カンカン（金属音がにごる）、Ｃ：ボコボコの３

段階に区分する。 

・１m ごとに実施。周辺の目視により、劣化状

況に違いがある場合は、それぞれの代表箇所を

抽出し確認する（記載は最も平均的な状況の箇

所を行う）。 

 また、ライナープレートの場合、背面の裏込

めや、土砂の堆積状況によって打音が変化する

ことも留意する。 

 

調査結果を取りまとめる際は、以下のように打音とライナープレートの背面状況を組

み合わせて劣化状況を考察するように心がける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ただし、打音の判断は個人差が大きいことと、錆による劣化は局所的に進行するため、

劣化が進んでいても、周辺が健全な場合は澄んだ音がする場合がある。そのため、劣化

診断においては、打音はスケッチをベースとした目視点検の補助として用いることが望

ましい。 

 

  

打音

キンキンとした

金属音

カンカンとした

こもった金属音

ボコボコとした

こもった音

スケール等充填物

その他

不明

地山押し出し

空洞

ラ

イ

ナ
ー

プ

レ
ー

ト

背

面

状

況

グラウト

図Ⅳ-2.3.6 打音調査 
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③ 部材の残存厚さ測定 

・ライナープレートの残存する厚みについて、排水

孔部を用いてノギスで測定する。また、超音波厚さ

計等を用いる方法も考えられる。 

・原則１m に 1 箇所（代表箇所）の測定とする。 

・ライナープレート表面には生成物が付着するた 

め、部材表面を残存厚さに影響しない範囲で平滑 

化する。 

・腐食量を算出するため、設計部材厚の資料を収 

集する必要がある。 

なお、実施位置をスケッチに残すようにする。 

 

 

④ 下げ振り測定（壁面からの距離） 

・井筒の変形状況を確認するため、壁面からの距離を把握する。 

・重錘をつけた水糸を 4 方向（天蓋が外せない場合は、最低 2 箇所 90°）からおろ

し、1m 毎に壁面からの距離を測定する。 

 

 集水井工本体の傾倒や屈曲を把握することが目的 

であるが、施工時のゆがみが数 cm 程度あるため、 

全体の傾向で検討することが重要である。 

 点検梯子の形状などで、計測ができない箇所は、 

集水井底における離れを測定する。 

 あわせて変形や沈下などの変状についても記載 

する。 

 

 

 

 

  

図Ⅳ-2.3.7 部材の残存厚さ測定 

図Ⅳ-2.3.8 下げ振り測定 
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⑤ 展開写真 

 スケッチとともに集水井工内の状況把握に客観性を持たせるため、展開写真撮影を実

施する。なお、近年の技術開発の進展により、展開写真を撮影するために点検者が井内

に入らずに、カメラ等を地上から垂らして撮影する事例なども出てきている。 

 

図Ⅳ-2.3.9 集水井工内写真撮影例 

 

⑥ 健全度評価 

 スケッチや打音調査結果をもとに健全度を区分する 

・錆の状況、水付着状況、ボルト・ナット状況等 

に加えて、シュミットハンマー反発値や打音調査 

結果を考慮して劣化診断を実施する。 

・部材の残存厚さや下ふり計測による集水井工の変 

形、平成 4 年以前の補強リング・バーチカルス 

ティフナー等の部材は、亜鉛メッキ処理がされて 

いないものが含まれていることを考慮する。 

 

 

 評価時に着目するべき項目を以下に整理する。 

 

 

 

 

 

 

 

  

錆

の

状

況

健全

点錆

板厚減少

大部分流水

湛水

一部流水

一部湿潤

湿潤

乾燥ラ

イ

ナ
ー

プ

レ
ー

ト

湿

潤

状

況

欠損

腐蝕

一部腐蝕

ボ

ル

ト

・

ナ

ッ
ト

形

状

健全

図Ⅳ-2.3.10 健全度評価 
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【参考】 詳細調査様式例 

集水井部材詳細調査点検表(1 ) 

地区名 地区( 号集水井) 点篠田 年月 日 点検者:

ライナープレート 補強リング

腐食状況
板厚

腐食状況

深度 顕者な 実測値 顕者な

(mJ 湿潤 鎧の 部分的劣化
fT音

官箇 鋳め 部分的劣化
打音

状態 状況 平問 状況 状況 平陶

評価 位置
評価

穴周辺 評価 位置
評価

{;則線) (mm) (測線}

0- 1 

1-2 

2-3 

3-4 

4-5 

5-6 

6-7 

7- 日

8-9 

9-10 

10-11 

11-12 

12-13 

13-14 

14-15 

15-16 

16-17 

17-18 

18-19 

19-20 

20-21 

21-22 

22-23 

23-24 

24-25 
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樟式-5(2) 集水井部材詳細調査点検表(2)

1宿区名 地区( 号車轟水井) 点後日 年 月 日 点検者

ポルト・ナット 1¥ーテカルス子ィフナー

下振り

腐食状況 {壁画からの経緯}
(cm) 

深度 顕著な

|平均評価l
(m) 

形状
部分的劣化

平均
車Jj線位置

評価 位置

(測線}
評価

A B c D 

ti! 

事

。- 1
1-2 ラテラルストラット

2-3 |平鈎静価|

3-4 

~ 
4-5 

事

5-6 

6-7 

7-8 天蚕

8-9 崎将評価| |平均評価|

9-10 

~ 
10-11 

~ 

11-12 

12-13 

13-14 点線悌子

14-15 |平句評価l
15-16 

記

16-17 
司E

17-18 

18-19 

19-20 安全編

20-21 |平均評価|

21-22 

~i! 

22-23 
事

23-24 

24-25 
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様式-5(3)

地区名;

集水井部材詳細調査写真表

地区{ 号集水井) 点検日; 年 月 日 点検者;
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様式-5(4)

地区名;

集水井部材詳細調査展開写真

地区( 号集水井} 点検日. 年 月 B 点検者.
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様式-5(5)

地区名:

集水井部材詳細調査スケッチ図

地区( 号集水弁) 点検日: 年 月 日 点検者:
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集水井部材詳細調査点検表評価基準一覧

ラ • tu.t ラ
a ゲラウト

ポ • 健全

イ イ Jl-
ナ b 一節渇潤 ナ b 地山押し出し

形 ト b 一部民館

フ
c 湿潤

レ
フ

c 空洞
レ

技 ナ
c 院蝕

ツ

ト d 一鶴湾水 ト d スケール等先場絢
ト
d 欠F員

;豆 首

潤 • 大部分流水 萄 • その他

状 状

況
『 ;甚水

i昆
f 不明

健全

点鏑

板厚減少

ofr.!i区
対応イメージ ライナーヲレート 繍強リング ボルトナット

分

-鍋IItJし. .1IU・t，jし. -損傷tJし.

E 対案不要 もしくは、陸軍置な点績が生じており、局所 もし〈は瑳S障な怠舗が生じている.憲章 もし〈は経徴4よ卓舗が生じている.全体
的にi¥'i18色化するものを含む が書.ta色化する. に策提色化するものを含める.

-錆による鰹微な表面膨張が~じてい
-舗による銀債怠表面膨張が生じてい

るe
-舗による経徴伝表面膨張がまじている る.

E 舗修を後討 -表面が若干ザラザラする.表面部分 -やや臨張している
-全体的に表面がザラザラし、若干が羽

わずかに剥薩ずるものも含む. -表面がザラザラし、若干事1雇する翠
法する

度.レン子締め付け可能

-舗による表面膨張や板厚減少が生じ -舗による表面膨張や伝厚減少が生じ
ー舗による表面膨慣や領厚認少が節分

~広範囲に発生
{政策か新規澄置)ている ている.

-強度低下している.
改築を鏡野に入れ -強度低下している.表層部から容易に -強度低下している.表層部から容易に

-表層部から容易に剥落L、レン子絡め
た訟M必~ 剥落する. 剥落する.

付け不可能，
欠漫画監鏡を停っている 欠損、仮設却分を俸う

欠慢、破録しているli合を含める.

評価区
対応イメージ

パーチカルスTィフナー
天益 点後検干

分 ラテラルストラット

-損傷むし. -鏡備なし. -損傷なし命

E 対策不要 もしくは軽微怠点績が隼じている.表面 もしくは、経徴信点鏡が三じており、局所 もしくは経徴主怠鋪が$.じている.表面

が茶縄色化するものを含む. 的に茶掲色化するものを含む が茶18色化する.

-錆びによる軽微な表面膨張が生じて -錆びによる庭微な表面&H量が生じて

E 補修を後討
-舗による鐸債G墨画tii!llが主じtいる いる いる.

-表面がザラザラL.若干剥高言する夜皮 -全体的に表面がザラザラL.若干が剥 全体的に表面がザラザラL.若干が剥
雌する 極する

-舗による表面膨強や.原滋少が生じ

(改受か新規設置}ている 錦分的な欠落、肉厚減少が発生してお 線分的な欠落、肉厚減少が発生してお

改讐を視野に入れ -強度低下している.褒層部品、ら容易に り.鍵能が膏保されていない箇所がー 札機能が確保されていない箇所が

t~像討必要 剥落する. か所でも含まれる 品、所でも含まれる

欠慢、磁慢している
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